
租税特別措置法

（昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号）

最終改正：平成二〇年一二月五日法律第八七号

（最終改正までの未施行法令）

平成十六年六月九日法律第八十八号 （未施行）

平成二十年四月三十日法律第二十三号（一部未施行）

平成二十年六月十三日法律第六十五号 （未施行）

平成二十年六月十八日法律第七十五号（一部未施行）

平成二十年六月十八日法律第八十二号 （未施行）

平成二十年十二月五日法律第八十七号 （未施行）

　

　租税特別措置法（昭和二十一年法律第十五号）の全部を改正する。

　第一章　総則（第一条—第二条の二）

　第二章　所得税法の特例

　　第一節　利子所得及び配当所得（第三条—第九条の七）

　　第二節　不動産所得及び事業所得

　　　第一款　特別税額控除及び減価償却の特例（第十条—第十九条）

　　　第二款　準備金（第二十条—第二十一条）

　　　第三款　鉱業所得の課税の特例（第二十二条—第二十四条）

　　　第四款　農業所得の課税の特例（第二十四条の二—第二十五条）

　　　第五款　その他の特例（第二十五条の二—第二十八条の四）

　　第三節　給与所得及び退職所得（第二十九条—第二十九条の六）

　　第四節　山林所得及び譲渡所得等

　　　第一款　山林所得の課税の特例（第三十条・第三十条の二）

　　　第二款　長期譲渡所得の課税の特例（第三十一条—第三十一条の四）

　　　第三款　短期譲渡所得の課税の特例（第三十二条）

　　　第四款　収用等の場合の譲渡所得の特別控除等（第三十三条—第三十三条の五）

　　　第五款　特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除（第三十四条—第三十四条の

三）

　　　第六款　居住用財産の譲渡所得の特別控除（第三十五条）

　　　第七款　譲渡所得の特別控除額の特例（第三十六条）

　　　第七款の二　居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例（第三十六条の二—

第三十六条の五）

　　　第八款　特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例（第三十七条—第三十

七条の九の四）



　　　第九款　有価証券の譲渡による所得の課税の特例等（第三十七条の十—第三十八条）

　　　第十款　その他の特例（第三十九条—第四十条の三）

　　第四節の二　居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

　　　第一款　居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例（第四十条の四—第四十条の

六）

　　　第二款　削除

　　　第三款　特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例（第四十

条の十—第四十条の十二）

　　第五節　住宅借入金等を有する場合の特別税額控除（第四十一条—第四十一条の三の二）

　　第六節　その他の特例（第四十一条の四—第四十二条の三）

　第三章　法人税法の特例

　　第一節　特別税額控除及び減価償却の特例（第四十二条の四—第五十四条）

　　第二節　準備金等（第五十五条—第五十七条の十）

　　第三節　鉱業所得の課税の特例（第五十八条・第五十九条）

　　第三節の二　対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（第五十九

条の二）

　　第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例（第六十条）

　　第四節　協同組合の課税の特例（第六十一条）

　　第四節の二　認定農業生産法人等の課税の特例（第六十一条の二・第六十一条の三）

　　第四節の三　交際費等の課税の特例（第六十一条の四）

　　第五節　使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例（第六十二条・第六十二条の二）

　　第五節の二　土地の譲渡等がある場合の特別税率（第六十二条の三・第六十三条）

　　第六節　資産の譲渡の場合の課税の特例

　　　第一款　収用等の場合の課税の特例（第六十四条—第六十五条の二）

　　　第二款　特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除（第六十五条の三—第六十五条の

五）

　　　第三款　資産の譲渡に係る特別控除額の特例（第六十五条の六）

　　　第四款　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（第六十五条の七—第六十六条の二）

　　第七節　景気調整のための課税の特例（第六十六条の三）

　　第七節の二　国外関連者との取引に係る課税の特例等（第六十六条の四・第六十六条の四の

二）

　　第七節の三　国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例（第六十六条の五）

　　第七節の四　内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

　　　第一款　内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例（第六十六条の六—第六十六

条の九）

　　　第二款　削除

　　　第三款　特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例（第六

十六条の九の六—第六十六条の九の九）

　　第八節　その他の特例（第六十六条の十—第六十八条の七）

　　第九節　削除

　　第十節　連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例（第六十八条の九—第六十八条の四十

二）



　　第十一節　連結法人の準備金等（第六十八条の四十三—第六十八条の五十九）

　　第十二節　削除

　　第十三節　連結法人の鉱業所得の課税の特例（第六十八条の六十一・第六十八条の六十二）

　　第十三節の二　対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（第

六十八条の六十二の二）

　　第十四節　連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例（第六十八条の六十三）

　　第十五節　連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例（第六十八条の六十四・第六十八

条の六十五）

　　第十六節　連結法人の交際費等の課税の特例（第六十八条の六十六）

　　第十七節　連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例（第六十八条の六十七）

　　第十八節　連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率（第六十八条の六十八・第六十八条

の六十九）

　　第十九節　連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

　　　第一款　収用等の場合の課税の特例（第六十八条の七十—第六十八条の七十三）

　　　第二款　特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除（第六十八条の七十四—第六十

八条の七十六）

　　　第三款　資産の譲渡に係る特別控除額の特例（第六十八条の七十七）

　　　第四款　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（第六十八条の七十八—第六十八条の八

十五の三）

　　第二十節　削除

　　第二十一節　連結法人の景気調整のための課税の特例（第六十八条の八十七）

　　第二十二節　連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等（第六十八条の八十八・第六

十八条の八十八の二）

　　第二十三節　連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例（第六十八条の八十

九）

　　第二十四節　連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

　　　第一款　連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例（第六十八条の九十—第六十

八条の九十三）

　　　第二款　削除

　　　第三款　特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例（第六

十八条の九十三の六—第六十八条の九十三の九）

　　第二十五節　連結法人のその他の特例（第六十八条の九十四—第六十八条の百十一）

　第四章　相続税法の特例（第六十九条—第七十条の十二）

　第四章の二　地価税法の特例（第七十一条—第七十一条の十七）

　第五章　登録免許税法の特例（第七十二条—第八十四条の六）

　第六章　消費税法等の特例

　　第一節　消費税法の特例（第八十五条—第八十六条の五）

　　第二節　酒税法の特例（第八十七条—第八十七条の八）

　　第二節の二　たばこ税法の特例（第八十八条—第八十八条の四）

　　第三節　揮発油税法及び地方道路税法の特例（第八十八条の五—第九十条の三）

　　第三節の二　石油石炭税法の特例（第九十条の四—第九十条の七）

　　第三節の三　航空機燃料税法の特例（第九十条の八・第九十条の九）



　　第三節の四　自動車重量税法の特例（第九十条の十—第九十条の十二）

　　第四節　印紙税法の特例（第九十一条—第九十二条）

　第七章　利子税等の割合の特例（第九十三条—第九十六条）

　第八章　雑則（第九十七条・第九十八条）

　附則

　　　第一章　総則

（趣旨）

第一条 　この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒

税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他

の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標

準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法（昭和四十年法律第

三十三号）、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）、相続税法（昭和二十五年法律第七十三

号）、地価税法（平成三年法律第六十九号）、登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）、

消費税法（昭和六十三年法律第百八号）、酒税法（昭和二十八年法律第六号）、たばこ税法

（昭和五十九年法律第七十二号）、揮発油税法（昭和三十二年法律第五十五号）、地方道路税

法（昭和三十年法律第百四号）、石油石炭税法（昭和五十三年法律第二十五号）、航空機燃料

税法（昭和四十七年法律第七号）、自動車重量税法（昭和四十六年法律第八十九号）、印紙税

法（昭和四十二年法律第二十三号）、国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）及び国税

徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）の特例を設けることについて規定するものとす

る。

（用語の意義）

第二条 　第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　国内又は国外　それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国

外をいう。

一の二 　居住者又は非居住者　それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する

居住者又は非居住者をいう。

二 　内国法人又は外国法人　それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内

国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に

規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若

しくは主たる事務所を有するものを含む。

三 　国内に恒久的施設を有する非居住者　所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号ま

でに掲げる非居住者をいう。

四 　国内に恒久的施設を有する外国法人　法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲

げる外国法人をいう。

五 　法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投

資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発

行信託又は有価証券　それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三から第十三号まで、第十五

号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信

託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債

等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。



六 　減価償却資産　所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。

七 　利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時

所得又は雑所得　それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所

得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をい

う。

八 　配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲

渡所得の金額又は雑所得の金額　それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する

配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡

所得の金額又は雑所得の金額をいう。

九 　総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額　それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第

三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。

十 　確定申告書　所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。

十一 　青色申告書　所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。

十二 　期限後申告書　国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

十三 　修正申告書　国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

十四 　確定申告期限　所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限をいう。

十五 　更正の請求　国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。

２ 　第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　国内又は国外　それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をい

う。

一の二 　内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法

人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内

に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる

事務所を有するものを含む。

二 　人格のない社団等　法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

三 　被合併法人　法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

四 　合併法人　法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

五 　分割法人　法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。

六 　分割承継法人　法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。

七 　現物出資法人　法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。

八 　被現物出資法人　法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。

九 　事後設立法人　法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。

十 　被事後設立法人　法人税法第二条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人をいう。

十の二 　株式交換完全子法人　法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法

人をいう。

十の三 　株式移転完全子法人　法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法

人をいう。

十の四 　連結親法人　法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。

十の五 　連結子法人　法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。

十の六 　連結法人　法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。

十の七 　連結完全支配関係　法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係を

いう。



十一 　適格合併　法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。

十二 　分割型分割　法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。

十三 　分社型分割　法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。

十四 　適格分割　法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。

十五 　適格分割型分割　法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。

十六 　適格分社型分割　法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。

十七 　適格現物出資　法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。

十八 　適格事後設立　法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。

十九 　事業年度　法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

十九の二 　連結事業年度　法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

二十 　利益積立金額　法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。

二十の二 　連結利益積立金額　法人税法第二条第十八号の二に規定する連結利益積立金額をい

う。

二十一 　連結個別利益積立金額　法人税法第二条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金

額をいう。

二十二 　連結所得　法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。

二十二の二 　欠損金額　法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。

二十二の三 　連結欠損金額　法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。

二十三 　棚卸資産　法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。

二十四 　固定資産　法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。

二十五 　減価償却資産　法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。

二十六 　損金経理　法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。

二十六の二 　法人課税信託　法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

二十七 　確定申告書等　法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一

項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をい

う。

二十七の二 　連結確定申告書等　法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で

同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十二号

に規定する連結確定申告書をいう。

二十八 　青色申告書　法人税法第二条第四十号に規定する青色申告書をいう。

二十九 　期限後申告書　国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

３ 　第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　酒類　酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。

二 　酒類製造者　酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。

三 　製造たばこ　たばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。

四 　製造たばこ製造者　たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。

五 　原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭それぞれ石油石炭税法第二条第一号から第四号

までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。

六 　航空機燃料　航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。

七 　保税地域　関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第二十九条に規定する保税地域をい

う。



（法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用）

第二条の二 　法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託（以下この項において

「法人課税信託」という。）の受託者は、各法人課税信託の信託資産等（信託財産に属する資

産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同

じ。）及び固有資産等（法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用を

いう。）ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律（第四章から第六章までを除く。）の規

定を適用する。

２ 　所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次章において適用する

場合について準用する。

３ 　法人税法第四条の六第二項 、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を第三章に

おいて適用する場合について準用する。

４ 　前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　第二章　所得税法の特例

　　　　第一節　利子所得及び配当所得

（利子所得の分離課税等）

第三条 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日（普通預金そ

の他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条

において同じ。）以後に国内において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定す

る利子等（政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。）につ

いては、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

２ 　前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を

受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用

しない。

３ 　昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者

及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受け

る者から当該利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該利子等の

支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで、第二百二十五条

第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。

（内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例）

第三条の二 　内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三

年四月一日以後に支払うべき利子等又は投資信託（公社債投資信託、特定株式投資信託（信託

財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益

権が金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項に規定する金融商品取

引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節にお

いて同じ。）及び公募公社債等運用投資信託を除く。）若しくは特定受益証券発行信託の収益

の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等（同項に規定する剰余金の配当を

除く。）の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関

する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国



法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその

支払の確定した日（無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託（特定株式投資信

託を除く。）若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについて

は、その支払をした日）の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

（国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等）

第三条の三 　居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された

公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権（政令で定めるもの

を除く。）の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等（国外

において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。）に

つき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの（以下この条において「支払の取扱

者」という。）を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利

子等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

２ 　内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、

国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外

公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に

対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

３ 　昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子

等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の

交付をする際、その交付をする金額（次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を

加算した金額）に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日

の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

４ 　前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき

国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する

外国所得税（政令で定めるものを含む。）の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規

定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該

所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用について

は、当該外国所得税の額は、ないものとする。

５ 　第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定

する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当

該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項 、第八十一条の

十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法

（昭和三十二年法律第二十六号）第三条の三第二項（国外で発行された公社債等の利子所得

の分離課税等）に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は

租税特別措置法」とする。

６ 　所得税法別表第一に掲げる内国法人（以下この項において「公共法人等」という。）又は第

八条第一項に規定する金融機関（内国法人に限る。）若しくは同条第二項に規定する金融商

品取引業者等（内国法人に限る。）が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政

令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定

の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債



等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公

社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該

国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託

の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額につい

ては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

７ 　第五項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二

百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例）

第三条の四 　国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項に規定する障害者等（次条にお

いて「障害者等」という。）であるものが、平成六年一月一日以後に同項に規定する預入等を

する同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係

る同法第十条の規定の適用については、同条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百

五十万円」とする。

（障害者等の少額公債の利子の非課税）

第四条 　国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政

令で定めるものの営業所又は事務所（以下この項において「販売機関の営業所等」とい

う。）において、国債及び地方債で政令で定めるもの（以下この項及び第三項において「公

債」という。）を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債

につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害

者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類（以下この項において「特別非課税貯蓄

申込書」という。）を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通

じて（その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日

の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて）次に

掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。

一 　その公債につき社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）に規定する振

替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。

二 　その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出し

て購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由し

て提出した次項において準用する所得税法第十条第三項の特別非課税貯蓄申告書に記載さ

れた同項第三号に掲げる最高限度額（同条第四項の申告書の提出があつた場合には、その

提出の日以後においては、変更後の最高限度額）を超えないこと。

２ 　所得税法第十条第二項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用

する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄

申告書」と、同条第二項及び第八項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申

込書」と、同条第三項 、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第

一項」と読み替えるものとする。

３ 　国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に

係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第十条第七項第一号中

「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。



（勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税）

第四条の二 　勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第二条第一号に規定する

勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所（以下この

条及び次条において「金融機関の営業所等」という。）において同法第六条第四項に規定す

る勤労者財産形成住宅貯蓄契約（以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とい

う。）に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険

料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの（以下この条において「財産形成住宅貯

蓄」という。）の預入、信託若しくは購入又は払込み（以下この条及び次条において「預入

等」という。）をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成

住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類

（以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。）を、同法第二条第二号に

規定する賃金の支払者（所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申

告書の提出の際に経由した支払者に限る。）の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当

該賃金の支払事務を取り扱うもの（以下この条において「勤務先」という。）（当該賃金の支

払者（勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項に

おいて「特定賃金支払者」という。）が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四

条第二項に規定する事務代行団体（以下この条において「事務代行団体」という。）に委託

をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずる

もので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。）を経由して提出した

ときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。

一 　その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を

提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、

その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産

形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額（第五項の申告書

の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項に

おいて同じ。）を超えない場合　その預貯金の当該計算期間に対応する利子

二 　その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申

込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益

の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出

した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最

高限度額を超えない場合（その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の

計算期間を通じて社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その

他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。）　その合同運用信託の当該計算

期間に対応する収益の分配

三 　その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて（その有価証券が当該

計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間につ

いては、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同

じ。）、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で

定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額と

して政令で定めるもの（以下この条において「額面金額等」という。）とその金融機関の

営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面



金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所

等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項

第三号に掲げる最高限度額を超えない場合　その有価証券の当該計算期間に対応する利子又

は収益の分配

四 　その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融

機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命

保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命

保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先

等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄

申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合　その生命保険若しく

は損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として

政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金

額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益

２ 　前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提

出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定

する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつ

たときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている

財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定め

る場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについて

は、適用しない。

３ 　財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の

際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。

４ 　第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書（以下この条において「財産

形成非課税住宅貯蓄申告書」という。）に、勤務先（特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯

蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の

事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。）の長の第四号

に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようと

する財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預

入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

一 　当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

二 　第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保

険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別

三 　当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用

を受けようとするものの現在高（有価証券については、額面金額等により計算した現在高

とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料

の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。）に係る最高限度額

四 　既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該

申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額（同条第五項の

規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額）

５ 　財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる

最高限度額（既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載し

た変更後の最高限度額）を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、



その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税

住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の

所轄税務署長に提出するものとする。

６ 　前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に

規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこ

れらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

７ 　財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出してい

る場合（政令で定める場合を除く。）には提出することができないものとし、財産形成非課税

住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理する

ことができない。

一 　財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五

十万円を超えるものである場合

二 　財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度

額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合

８ 　第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産

形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提

出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受

けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。

９ 　勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一

号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当

しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各

号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用

がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支

払があつたものとみなして、この法律（第九条の三第二項の規定を除く。次条第十項において

同じ。）及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の

支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項

及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税）

第四条の三 　前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進

法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約（以下この条において「勤労者財産

形成年金貯蓄契約」という。）に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険

若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの（以下この条に

おいて「財産形成年金貯蓄」という。）の預入等をする場合において、政令で定めるところに

より、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨そ

の他必要な事項を記載した書類（以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と

いう。）を、前条第一項に規定する賃金の支払者（所得税法第百九十四条第四項に規定する給

与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。）の事務所、事業所その他

これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの（以下この条において「勤務先」

という。）（当該賃金の支払者（勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業

の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。）が勤労者財産形成年金貯蓄契



約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体（以下この条において「事務代

行団体」という。）に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事

務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」とい

う。）を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものにつ

いては、所得税を課さない。

一 　その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を

提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、

その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産

形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額（第五項の申告書

の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項に

おいて同じ。）を超えない場合　その預貯金の当該計算期間に対応する利子

二 　その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申

込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益

の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出

した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最

高限度額を超えない場合　その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配

三 　その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの（以下この条に

おいて「額面金額等」という。）とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金

貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利

子又は収益の分配の計算期間を通じて（その有価証券が当該計算期間の中途において購入

したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期

間の終了の日までの期間を通じて）、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経

由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号

に掲げる最高限度額を超えない場合　その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収

益の分配

四 　その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融

機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命

保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財

産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日（勤労者財産形成促

進法第六条第二項第二号ロ又は第三号ロに規定する年金支払開始日をいう。）までの期間

を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定

する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えな

い場合　その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金

（当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返

戻金その他の政令で定める金銭を含む。）の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係

る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令

で定めるところにより計算した金額に相当する差益

２ 　前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財

産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ、第

二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合に

は、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号

に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。



３ 　財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の

際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。

４ 　第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書（以下この条において「財産

形成非課税年金貯蓄申告書」という。）に、勤務先（特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯

蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の

事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。）の長の第四号

に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようと

する財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預

入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

一 　当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

二 　第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保

険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別

三 　当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用

を受けようとするものの現在高（有価証券については、額面金額等により計算した現在高

とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料

の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。）に係る最高限度額

四 　既に金融機関の営業所等を経由して前条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告

書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した

同項第三号の最高限度額（同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最

高限度額）

５ 　財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる

最高限度額（既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載し

た変更後の最高限度額）を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、

その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税

年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の

所轄税務署長に提出するものとする。

６ 　前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に

規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこ

れらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

７ 　財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出してい

る場合（政令で定める場合を除く。）には提出することができないものとし、財産形成非課税

年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理する

ことができない。

一 　財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五

十万円（生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政

令で定めるものにあつては、三百八十五万円）を超えるものである場合

二 　財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度

額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合

８ 　第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機

関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証

券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債等の振替に関する法律に規定する振替

口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないも



のとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合に

は、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当

該口座により管理しなければならない。

９ 　第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産

形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提

出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受ける

ことをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合に

おける申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

１０ 　勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第

一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該

当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実（当該事実が生じた日が同項第一号ロ

又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当

該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。）が生じた日前五年内に支払われた

第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規

定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は

差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合にお

いて、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定す

る源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

（勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例）

第四条の四 　勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条第一項 、第二

項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財

産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約（次項におい

て「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。）に基づき支払を受ける差益（当該勤労者財産

形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額か

ら当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合

計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益

をいう。）については、所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこ

の節の規定を適用する。

２ 　勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の

共済掛金については、所得税法第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項の規定

は、適用しない。

（納税準備預金の利子の非課税）

第五条 　納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の

目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計

算期間に対応する利子については、所得税を課する。

２ 　前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令

で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの

をいう。

（振替国債等の利子の課税の特例）



第五条の二 　非居住者又は外国法人でその有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号

に定める要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機

関（以下この条において「特定振替機関等」という。）又は適格外国仲介業者から開設を受け

ている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所（以下この条に

おいて「営業所等」という。）又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記

載等を受けている社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債（同法第九十条

第三項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。）又は

同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受ける

ものとされる地方債（以下この条において「振替地方債」という。）につきその利子（第八条

第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。）の支払を受ける場合には、その支払を受

ける利子（その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間（当該振

替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条

において「所有期間」という。）に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算

した金額に相当する部分に限る。）については、所得税を課さない。

一 　振替国債　次に掲げる要件

イ　当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を

受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所（国内に居所を有する非居住

者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において

同じ。）その他の財務省令で定める事項を記載した書類（以下この条において「振替国債

非課税適用申告書」という。）を、当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が特定口座

管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等

が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が他

の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振

替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関）及び当該振

替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号に

おいて同じ。）を経由し、又は当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が外国再間

接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が他の

外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国

仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関）及び当該

振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。）及び当該振替国

債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規

定による納税地の所轄税務署長に提出していること。

ロ　当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、

その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類

（第八項及び第十七項において「振替国債所有期間明細書」という。）を、当該特定振替

機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振

替機関等を経由してイに規定する税務署長に提出していること。

二 　振替地方債　次に掲げる要件

イ　当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用

を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める

事項を記載した書類（以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。）

を、当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特



定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関であ

る場合には当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から

当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方

債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関）及び当該振替地方債の振替記載等に

係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。）及び当該

利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が外

国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が

他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該

適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機

関）及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。）

及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者

を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出

していること。

ロ　当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日まで

に、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した

書類（第八項及び第十七項において「振替地方債所有期間明細書」という。）を、当該特

定振替機関等及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該

振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由し

てイに規定する税務署長に提出していること。

２ 　前項の規定は、外国投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百

九十八号）第二条第二十二項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。）の

受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替

国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの

（第九項において「適格外国証券投資信託」という。）である場合に限り、適用する。

一 　当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。

二 　当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第

三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものに

より行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にそ

の取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて

行われていること。

三 　当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内で行われていないこと。

３ 　第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方

債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものにつ

いては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に定める要件を満たしている

ときは、当該支払を受ける利子（所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところに

より計算した金額に相当する部分に限る。）については、所得税法第二百十二条の規定は、適

用しない。

４ 　第一項及び前項の規定の適用がある場合における第三条及び第三条の二の規定の適用につ

いては、第三条第一項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第五

条の二第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中「受けるべ

き利子等の」とあるのは「受けるべき利子等（第五条の二第一項の規定の適用を受けるもの

を除く。以下この項において同じ。）の」と、第三条の二中「内国法人又は国内に恒久的施設を



有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるの

は「支払うべき第五条の二第一項又は第三項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利

子等」とあるのは「当該利子」とする。

５ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　特定振替機関　社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関（同法第四十

八条の規定により振替機関とみなされる者を含む。）のうち、同法第十三条の規定に基づき

国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱

うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。

二 　特定口座管理機関　社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関（次

号及び第七号において「口座管理機関」という。）のうち、特定振替機関が同法第十二条第

一項の規定により口座を開設した者をいう。

三 　特定間接口座管理機関　口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの（外国間接口

座管理機関に該当する者を除く。）をいう。

イ　特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を

開設した者

ロ　イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法

律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

ハ　ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四

十四条第一項の規定により口座を開設した者

四 　適格外国仲介業者　外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法

第百六十二条に規定する条約（租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを

定める規定を有するものに限る。）の我が国以外の締約国（次号において「条約相手国」

という。）に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより、振替国債

にあつては第一項第一号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第二号

イに規定する税務署長の承認を受けた者をいう。

五 　特定国外営業所等　適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在する

ものをいう。

六 　振替記載等　社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座

簿への記載又は記録をいう。

七 　外国再間接口座管理機関　口座管理機関（社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第

十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口

座管理機関」という。）のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

イ　外国間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口

座を開設した者

ロ　イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する

法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

ハ　ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第

四十四条第一項の規定により口座を開設した者

八 　外国間接口座管理機関　外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管

理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をい

う。



６ 　税務署長は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次

の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

一 　その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることそ

の他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認め

られること。

二 　その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。

三 　その者が第十三項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十四項に

規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。

７ 　税務署長は、第五項第四号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が

生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

８ 　第一項第一号又は第二号の場合において、振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有

期間明細書が同項第一号イに規定する税務署長に提出されたとき又は振替地方債非課税適用

申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出された

ときは、当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方

債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に

経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つ

た時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。

９ 　振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者は、その提出の

際、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する特定振替機

関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の外国人登録証

明書、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、

当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該振

替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及

び住所（第二項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国

証券投資信託の名称）を当該書類により確認しなければならないものとする。

１０ 　振替国債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替国債非課税適用申告書

に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以

後最初に当該振替国債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者か

ら振替記載等を受けている振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更を

した後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、

当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替

機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には

当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の

振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他

の特定間接口座管理機関）及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特

定振替機関とする。以下この項において同じ。）を経由し、又は当該適格外国仲介業者（当該

適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者（当該適

格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合

には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理

機関）及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関）及び当該振替国債の振

替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号イに規定する税務署長に提出しなけ



ればならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとな

つた日以後に支払を受ける当該振替国債の利子については、同項の規定は、適用しない。

１１ 　振替地方債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替地方債非課税適用申

告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした

日以後最初に当該振替地方債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介

業者から振替記載等を受けている振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、そ

の変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した

申告書を、当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当

該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関であ

る場合には当該特定振替機関等（当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該

振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替

記載等に係る他の特定間接口座管理機関）及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座

管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。）及び当該利子の支払をする

者を経由し、又は当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関で

ある場合には、当該適格外国仲介業者（当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機

関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替

地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関）及び当該振替地方債の振替記載等

に係る外国間接口座管理機関）及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並び

に当該利子の支払をする者を経由して第一項第二号イに規定する税務署長に提出しなければ

ならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつ

た日以後に支払を受ける当該振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。

１２ 　第八項及び第九項の規定は、前二項に規定する申告書を提出する者がこれらの申告書を提

出する場合について準用する。この場合において、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあ

るのは「第十項又は第十一項」と、「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明

細書が同項第一号イ」とあるのは「第十項に規定する申告書が第一項第一号イ」と、「振替

地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イ」とあるのは

「第十一項に規定する申告書が第一項第二号イ」と、「当該振替国債非課税適用申告書若し

くは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有

期間明細書」とあるのは「これらの申告書」と、第九項中「振替国債非課税適用申告書又は振

替地方債非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項又は第十一項に規定する申告書

を提出する者」と、「当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」とあ

るのは「これらの申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとす

る。

１３ 　特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課

税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等

を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該振替国債非課税適用申告書又は振替

地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債

又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記

録しなければならない。

１４ 　適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出

した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方

債非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債



又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国

仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等（当該適格外

国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替

記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特

定振替機関等）に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならな

い。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備

え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければな

らない。

１５ 　非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債で次に

掲げる要件（当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関

等（当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替

国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同

じ。）が当該振替国債につきその取得前の所有者（以下この項において「前所有者」とい

う。）が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要

件）を満たしているもの（以下この項において「通算対象国債」という。）については、その

者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債

に係る所有期間を含むものとする。

一 　非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは同法第十一条第二項に

規定する公益信託若しくは加入者保護信託（以下この号及び次項第一号において「公益信

託等」という。）の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関（内国法人に限る。）、同

条第二項に規定する金融商品取引業者等（内国法人に限る。）若しくは同条第三項に規定

する内国法人により所有されていた振替国債（非居住者又は外国法人により所有されてい

た振替国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有

されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。）で、

その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。

二 　当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であ

ること。

三 　当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該

振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有

者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法そ

の他政令で定める方法により通知を受けていること。

１６ 　非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債で次

に掲げる要件（当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替

機関等（当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当

該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第十四項に規定する特定振替機関等。以下この

項において同じ。）が当該振替地方債につきその取得前の所有者（以下この項において「前所

有者」という。）が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に

掲げる要件）を満たしているもの（以下この項において「通算対象地方債」という。）につ

いては、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当

該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。

一 　非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又

は第八条第一項に規定する金融機関（内国法人に限る。）、同条第二項に規定する金融商品



取引業者等（内国法人に限る。）若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有され

ていた振替地方債（非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政

令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債に

ついては当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。）で、その取得の直前におい

てこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。

二 　当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債で

あること。

三 　当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当

該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該

前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面によ

る方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。

１７ 　特定振替機関等による振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は

振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第十五項第

三号又は前項第三号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第四項まで及

び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（民間国外債等の利子の課税の特例）

第六条 　内国法人は、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された民

間国外債（法人により国外において発行された債券（外国法人により発行された債券にあつ

ては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。）で、

その利子の支払が国外において行われるものをいう。第十一項において同じ。）のうち同項に

規定する指定民間国外債以外のもの（以下この条において「一般民間国外債」という。）につ

き支払を受けるべき利子（第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。）

について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額（外国法人により

発行された一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るも

のとして政令で定める金額）に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

２ 　平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行した一般民間国外債につ

き、居住者又は内国法人に対しその利子（第三条の三第三項又は第六項の規定の適用がある

ものを除く。）の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額（外国法人が発行した一

般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政

令で定める金額）に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日

の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

３ 　前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定す

る源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。こ

の場合において、第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受け

るべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、

同法第六十八条第一項 、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるの

は「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項（民間国外債等の利子の課税の特例）に

規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法

又は租税特別措置法」とする。

４ 　非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行

された一般民間国外債（本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対



して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく

低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第七項及び第八項にお

いて同じ。）の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の

規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又

は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書（以下

この条において「非課税適用申告書」という。）を、その支払を受ける際、その利子の支払をす

る者（当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの（以下この項、第七項及び第十一

項において「支払の取扱者」という。）を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利

子の支払をする者）を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定

による納税地（同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた

納税地）の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さ

ない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでそ

の者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この

限りでない。

５ 　所得税法第二百十二条の規定は、前項ただし書に規定する利子については、適用しない。

６ 　第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、

同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものと

みなす。

７ 　非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行

された一般民間国外債のうち特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところに

より保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、当該保管の委託

を受けている支払の取扱者（以下この項において「保管支払取扱者」という。）で当該特定

民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理（以下この項において「媒介等」という。）

をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子（第三条の

三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。）の支払を受

けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令

で定める事項（以下この項及び第十四項において「利子受領者情報」という。）をその利子

の支払をする者に対し（その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他

の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支

払をする者に対し）通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その

利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類（当

該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第九項

及び第十四項において「利子受領者確認書」という。）を作成し、これをその支払をする者の

当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地（同法第十八条第二項の規定による指

定があつた場合には、その指定をされた納税地）の所轄税務署長に提出したときは、当該非居

住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書

の提出をしたものとみなす。

一 　当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人である場合　その旨

二 　当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合　当該利子の支

払を受けるべき者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額

８ 　第四項本文及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの（内国

法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。）が平成十年四月一日から平成二十二



年三月三十一日までの間に発行された一般民間国外債の利子（第三条の三第二項又は第六項

の規定の適用があるものを除く。）の支払を受ける場合について準用する。この場合におい

て、第四項本文中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事

務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第一号中「非居住者又は外国

法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同

項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人（次項に規定する国内金融機関等を除く。）」

と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替え

るものとする。

９ 　第七項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている一般民間国外債をい

う。

一 　当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等（債券の発行に係る引受け、募

集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの（以下この号において「引受け等」とい

う。）に関する契約をいう。）に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間

国外債を居住者及び内国法人（国内金融機関等を除く。）に対して当該引受契約等に基づ

く募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又

は売り付けてはならない旨の定めがあること。

二 　当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書（当該一般民間国外債の券面が

発行されていない場合には、当該一般民間国外債の発行に係る目論見書）に、居住者又は内

国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合（国内金融機関等については、前項

において準用する第四項本文及び第六項の規定によりその者による非課税適用申告書の提

出がある場合又は前項において準用する第七項の規定により当該一般民間国外債の利子の

支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。）には、次のイ又はロに掲

げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課され

る旨の記載があること。

イ　居住者又は内国法人が支払を受ける場合（ロに掲げる場合を除く。）　その支払を受ける

べき金額

ロ　第三条の三第六項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同

項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合（これらの者による

同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。）　その支払を受けるべき金額から同項

に規定する政令で定める金額を控除した金額

１０ 　非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発

行された指定民間国外債（第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを

除く。）につき支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内

に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せ

られるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

１１ 　前項に規定する指定民間国外債とは、その国の法令又は慣行により利子の支払の取扱者が

その支払を受ける者に関する情報の開示をすることができない国であつてその開示をするこ

とができないことについて国際的にも容認されていると認められるもののうち政令で定める

国（以下この項において「指定国」という。）において発行された民間国外債であつて、その

利子の支払が当該指定国において行われることその他の政令で定める要件を満たしているも

のをいう。

１２ 　所得税法第二百十二条の規定は、第十項ただし書に規定する利子については、適用しない。



１３ 　前各項の規定は、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された

外貨債（外貨公債の発行に関する法律（昭和三十八年法律第六十三号）第二条第一項及び第

四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外におい

て行われるものに限る。）の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第

一項（民間国外債等の利子の課税の特例）」とあるのは、「第六条第十三項（外貨債の利子の

課税の特例）において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

１４ 　第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その

他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情

報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者

情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事

項、一般民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提

出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項まで

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税）

第七条 　外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第二十一条第三項に規

定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であること

につき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金

又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定（以下この条において「特別国際金融取

引勘定」という。）において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子について

は、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定

のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の

当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。

（金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用）

第八条 　国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関（以下この条において「金

融機関」という。）が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公

募公社債等運用投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託

者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。）の

収益の分配で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条 、第百七十五条、第百七十八

条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

一 　社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿（第三号において「振替口座簿」とい

う。）に記載又は記録された公社債の利子（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（昭和十八年法律第四十三号）により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機

関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。）でその記載又は

記録されていた期間内に生じたもの

二 　金融機関に対する預貯金の利子（政令で定めるものを除く。）

三 　金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公

社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間（貸付信託又は特定公募公社債等運

用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受

益証券（当該受益証券に表示されるべき権利を含む。）が引き続き記名式であつた、又は振

替口座簿に記載若しくは記録されていた期間）内に生じたもの



２ 　金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの（次項及び

第五項において「金融商品取引業者等」という。）が支払を受ける公社債の利子で前項第一号

に掲げるものについては、所得税法第百七十四条 、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条

及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

３ 　内国法人（金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債

の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第五項において同じ。）が支払を受けるもの

として政令で定める公社債の利子で第一項第一号に掲げるものについては、所得税法第百七十

四条 、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。

４ 　金融機関は、第一項第一号又は第三号に規定する利子又は収益の分配につき支払を受ける

際、財務省令で定めるところにより、その利子又は収益の分配のうち同項の規定の適用を受け

る部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所

轄税務署長に提出しなければならない。

５ 　前項の規定は、金融商品取引業者等又は内国法人が第一項第一号に規定する利子につき支払

を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「又は収益の分配のうち同項」と

あるのは、「のうち第二項又は前項」と読み替えるものとする。

６ 　第一項第一号又は第三号に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若

しくは記名式であつた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項

は、財務省令で定める。

（私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等）

第八条の二 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内

において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当で次に掲げる

受益権の収益の分配に係るもの（以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益

の分配に係る配当等」という。）については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十

五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の

税率を適用して所得税を課する。

一 　公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権

二 　社債的受益権（その信託契約に資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第

二百三十条第一項第四号に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあら

かじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権をいう。第九条の四第一項において同

じ。）

２ 　前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を

受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規

定する事業に帰せられないものについては、適用しない。

３ 　非居住者、内国法人又は外国法人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債

等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等（所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる

非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を

受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限

る。）に対する同法第百七十条 、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、こ

れらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。



４ 　平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に

係る配当等に対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これ

らの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

５ 　平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に

係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して

他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を

受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居

住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係

る配当等の支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで、第

二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収

益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。

（国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等）

第八条の三 　居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前

条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する剰余

金の配当（国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用

投資信託等の配当等」という。）につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの（以

下この条において「支払の取扱者」という。）を通じてその交付を受ける場合には、その支払

を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第二十二条及び第

八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十

五の税率を適用して所得税を課する。

２ 　内国法人（所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。）は、平成

十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託（公社債投資信託

及び公募公社債等運用投資信託を除く。）又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に

係る同法第二十四条第一項に規定する配当等（国外において支払われるものに限る。以下こ

の条において「国外投資信託等の配当等」という。）につき、国内における支払の取扱者を通

じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所

得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国

外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。

一 　国外私募公社債等運用投資信託等の配当等　百分の十五

二 　国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等　百分の二十

３ 　平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当

等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等

の交付をする際、その交付をする金額（当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用

投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その

額を加算した金額）に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定

める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日まで

に、これを国に納付しなければならない。

４ 　前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等に

つきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税（政令で定め

るものを含む。）の額があるときは、次に定めるところによる。



一 　当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合に

は、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運

用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものと

し、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。

二 　当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場

合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当

該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

５ 　第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定

する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、

当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項 、第八十一条

の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置

法第八条の三第二項（国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税

等）に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別

措置法」とする。

６ 　第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収さ

れるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信

託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当

該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び

第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。

一 　当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額に

ついては、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第

四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。

二 　当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみな

す。

７ 　前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第

二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。

第八条の四 　削除

（確定申告を要しない配当所得）

第八条の五 　平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定す

る配当等（第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で

定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。）で次に掲げるものを有する居住

者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第

百二十条 、第百二十三条若しくは第百二十七条（これらの規定を同法第百六十六条において

準用する場合を含む。）に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は同法

第百二十一条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）に規定する給与所

得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところ

により、同法第百二十条から第百二十七条まで（これらの規定を同法第百六十六条において

準用する場合を含む。）の規定を適用することができる。



一 　内国法人から支払を受ける配当等（次号から第五号までに掲げるものを除く。）で、当該

内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間（当該配当等の直前

に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から

支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。）の月数を乗じてこれを

十二で除して計算した金額以下であるもの

二 　内国法人から支払を受ける上場株式等（第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等

をいう。）の配当等（次号から第五号までに掲げるものを除く。）のうち、その配当等の支払

に係る基準日（当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益

の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日）

においてその内国法人の発行済株式（投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二

条第十二項に規定する投資法人をいう。同号及び第九条の三第一項第三号において同じ。）

にあつては、発行済みの投資口（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規

定する投資口をいう。以下この号、第五号及び第九条の三第一項第三号において同じ。）。第

九条の三第一項第一号において同じ。）又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当す

る数又は金額の株式（投資口を含む。以下この章において同じ。）又は出資を有する者が当

該内国法人から支払を受けるもの以外のもの

三 　内国法人から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投

資信託でその設定に係る受益権の募集が公募（金融商品取引法第二条第三項に規定する取

得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。）

により行われたもの（特定株式投資信託を除く。）の収益の分配に係る配当等

四 　内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等

五 　特定投資法人（その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定す

る投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投

資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘

であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた

投資法人をいう。）から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき投資口の配当等

２ 　前項に規定する居住者又は非居住者の平成十五年以後の各年分の所得税について国税通則

法第二十五条の規定による決定（当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定に

よる更正を含む。）をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当す

る配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額

等には含まれないものとする。

３ 　第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たな

い端数を生じたときはこれを一月とする。

４ 　第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等

についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことがで

きる。

５ 　第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条 、第二百

二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。

（配当控除の特例）



第九条 　個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等（所得税法第二十四条第一項に

規定する配当等をいう。以下この条において同じ。）に係る配当所得がある場合には、当該配当

所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

一 　第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権（投資信託及び投資法

人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託（次号において「外国投資信

託」という。）の受益権を除く。）の収益の分配に係る配当等

二 　第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託

等の配当等（第八条の二第一項第一号に掲げる受益権（外国投資信託の受益権に限る。）の

収益の分配に係るものを除く。）

三 　特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数（外国法人の株式についての株価

指数として政令で定めるものをいう。）に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行

うもの（第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。）の収益の分配

に係る配当等

四 　外貨建等証券投資信託（証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産（外国

通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。）又は主とし

て株式（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以

下この号において同じ。）以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをい

う。第四項において同じ。）のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い

証券投資信託として政令で定めるもの（同項において「特定外貨建等証券投資信託」とい

う。）の収益の分配に係る配当等（前三号に掲げるものを除く。）

五 　次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等（第一号又は第二号に掲げるものを除く。）

イ　投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税

信託に該当するもの（その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募（同条第九項に規

定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをい

う。以下この号において同じ。）により行われたもののうち、その募集が主として国内にお

いて行われ、かつ、投資信託約款（同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約

款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。）にその

募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。）

ロ　特定目的信託

六 　資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき

配当等

七 　投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受け

るべき配当等

２ 　前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所

得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを

除く。）」とあるのは、「ものを除く。）及び租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）

第九条第一項各号（配当控除の特例）に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。

３ 　個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託（外国株価指数連動型特定株式投資

信託を除く。）の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九

十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、

剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二（内国法人等に対して支払う利子所得等に係る

支払調書の特例）に規定する特定株式投資信託（以下この項において「特定株式投資信託」



という。）の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外

の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信

託以外の証券投資信託」とする。

４ 　個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配（特定外貨建

等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等（第一項第一号から

第三号までに掲げるものを除く。）をいう。）に係る配当所得がある場合には、当該個人に対す

る所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」と

あるのは「計算した金額（当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別

措置法第九条第四項（配当控除の特例）に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

（以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。）に係る配当所得

があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建

等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金

額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額）」と、同項第二号ロ中「合計

額」とあるのは「合計額（当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨

建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額か

ら当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万

円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のう

ち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二

五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所

得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等

証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれ

ぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券

投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該

証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収

益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分

配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の

金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託

の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百

分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とす

る。）」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額（当該証券投資信託

の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所

得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨

建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他

の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額）」とする。

（国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例）

第九条の二 　内国法人（所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同

じ。）は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式（資産

の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。）の剰余金の配当（所得税

法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。）又は利益の配当（同項に規定する利

益の配当をいう。）に係る同項に規定する配当等（国外において支払われるものに限る。以下

この条において「国外株式の配当等」という。）につき、国内における支払の取扱者で政令で



定めるもの（以下この条において「支払の取扱者」という。）を通じてその交付を受ける場

合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものと

し、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。

２ 　昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の

国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をす

る際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その

徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

３ 　前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一

項に規定する外国所得税（政令で定めるものを含む。）の額があるときは、第一項に規定する

支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から

当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

４ 　第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定

する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内

国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項 、第八十一条の十四

第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九

条の二第一項（国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例）に規定する国外株式

の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。

５ 　国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株

式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用す

る。

一 　当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額（第三項

の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額）については、当該金額を

第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払

を受けるべき配当等の額とみなす。

二 　当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。

６ 　前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二

十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

（上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例）

第九条の三 　平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定す

る配当等（以下この条において「配当等」という。）で次に掲げるものに係る同法第百七十条

、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項

及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百七十条 、第百七十

五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び

第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規

定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

一 　上場株式等（第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。）の配当等（次号及

び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。）で、内国法人から支払がされる当

該配当等の支払に係る基準日（当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余

金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政



令で定める日）においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以

上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの

二 　平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその

設定に係る受益権の募集が公募（金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち

同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。）により行われ

たもの（特定株式投資信託を除く。）の収益の分配に係る配当等

三 　平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人（その規約に投資信託及び投

資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする

旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定す

る有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当する

ものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。）の投資口の配当等

２ 　前項の場合において、同項各号に掲げる配当等が平成二十一年三月三十一日までに支払を受

けるべきものであるときは、当該配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の

十五」とあるのは、「百分の七」とする。

（特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例）

第九条の四 　所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三

項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資

信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資（以下この条にお

いて「公社債等」という。）につき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等

（以下この条において「利子等」という。）又は同法第二十四条第一項に規定する配当等

（以下この条において「配当等」という。）の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債

等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を

受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利

子等又は配当等については、適用しない。

一 　投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をい

う。以下この号において同じ。）のうち、次のいずれかに該当するもの

イ　その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立

されたものとして政令で定める投資法人

ロ　その設立の際の投資口（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定す

る投資口をいう。）の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて

同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法

人

二 　資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に

規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの

２ 　所得税法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定

は、同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の

投資信託（その設定に係る受益権の募集が第八条の五第一項第三号に規定する公募により行

われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された

ものに限る。第四項において同じ。）の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等

又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その



他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受

けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

３ 　所得税法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定

は、特定目的信託（信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産

が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項におい

て同じ。）の受託法人（所得税法第六条の三に規定する受託法人（第二条の二第二項におい

て準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するも

のに限る。）をいう。）が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において

利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属す

る旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその

登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

４ 　所得税法第七条第一項第五号 、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び

第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券

投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号（同号

ハを除く。）又は第五号に掲げる国内源泉所得（以下この条において「特定国内源泉所得」

という。）の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その

他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受

けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。

５ 　所得税法第七条第一項第五号 、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び

第二項の規定は、特定目的信託の受託法人（同法第六条の三に規定する受託法人（第二条の

二第二項において準用する同法第六条の三第二号の規定により外国法人としてこの法律の規

定を適用するものに限る。）をいう。）が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につ

き特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属

する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその

登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。

（公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の

分配に係る源泉徴収の特例）

第九条の五 　金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一

項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。）その他政令で定める者（以下この条

において「金融商品取引業者等」という。）が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社

債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募（同法第二条第三項に

規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものを

いう。）により行われたもの（特定株式投資信託を除く。以下この条において「公募株式等証

券投資信託」という。）の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該

受益権が社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で

定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの

日又は同日の翌営業日（政令で定める場合にあつては、政令で定める日）に当該公募株式等

証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受

益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算

した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条 、第百七十五条、第百七十八条、第

百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。



２ 　前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資

信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項

を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税

務署長に提出した場合に限り、適用する。

（外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例）

第九条の五の二 　非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投

資信託の収益の分配については、所得税法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受

ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定（所得税法第二条第一

項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第百六十五条の規定に

より同法第九十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。）を適

用する。

２ 　所得税法第百六十四条第一項第二号から第四号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき

外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配（同項第二号又は第三号

に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業

に帰せられないものに限る。）については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対

し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。

３ 　外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の

収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百

分の二十の税率を適用して所得税を課する。

４ 　非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投

資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税

率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これ

を国に納付しなければならない。

５ 　外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において

行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投

資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合

において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。

６ 　前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定

する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払

を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用につ

いては、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」

と、「（同法」とあるのは「（所得税法」とする。

７ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　外国特定目的信託の利益の分配　第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利

益の分配（同条第十一項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。）

をいう。

二 　外国特定投資信託の収益の分配　第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収

益の分配（同条第十一項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。）

をいう。



８ 　第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の

分配に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第五項までの規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。

（上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例）

第九条の六 　金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式

その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社（以下この項において

「上場会社等」という。）が、租税特別措置法の一部を改正する法律（平成七年法律第百三十

一号）の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、金融商品取引法第二十七条の二

十二の二第一項に規定する公開買付け（以下この項において「公開買付け」という。）によ

り自己の株式の取得をした場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付

けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から交付を受けた

金銭の額が当該上場会社等の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十

七号の二に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税

法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分

の金額については、同項の規定は、適用しない。

２ 　前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項（第三十七条の十二第四項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、第三十七条の十第三項中「の金額」

とあるのは、「の金額（第九条の六第一項の規定の適用を受ける金額を除く。）」とする。

（相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配

当課税の特例）

第九条の七 　相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において

同じ。）による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき相続税法の規定により納付

すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二

十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書（これらの申告書の提出後において

同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同

法第三十一条第二項の規定による申告書）の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間

に当該相続税額に係る課税価格（同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八

までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額）の計

算の基礎に算入された前条第一項に規定する上場会社等以外の株式会社（以下この項におい

て「非上場会社」という。）の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合に

おいて、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭

の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号

の二に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第

二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金

額については、同項の規定は、適用しない。

２ 　前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項（第三十七条の十二第四項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、第三十七条の十第三項中「の金額」

とあるのは、「の金額（第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。）」とする。

３ 　第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第二節　不動産所得及び事業所得



　　　　　第一款　特別税額控除及び減価償却の特例

（試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除）

第十条 　青色申告書を提出する個人のその年分（事業を廃止した日の属する年分を除く。）の事

業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額（その試験研究費に充てるため

他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において

同じ。）がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところ

により、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十（試験研究費割合が百分の十未満であると

きは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合（当該

割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）。次項において「試

験研究費の総額に係る税額控除割合」という。）に相当する金額（以下この項及び第七項第四

号において「税額控除限度額」という。）を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個

人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額（次項から第五項

までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。）の百分の二十に相当する金額を超える

ときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

２ 　青色申告書を提出する個人のその年分（事業を廃止した日の属する年分を除く。）の事業所

得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総

所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費

の額に税額控除割合（百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控

除したものをいう。）を乗じて計算した金額（以下この項及び第七項第四号において「特別研

究税額控除限度額」という。）を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人

のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済

金額（前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をい

う。）を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。

３ 　青色申告書を提出する個人のその年分（事業を廃止した日の属する年分を除く。）の事業所

得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額

の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控

除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めると

ころにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその

年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百

分の二十に相当する金額（その年において第一項又は前項の規定によりその年分の総所得金

額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超える

ときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分（前三項

の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。）の事業所得の金額

の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る

所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に

算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額（以下この項及び第七項第五号にお

いて「中小企業者税額控除限度額」という。）を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除

限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、

その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。



５ 　青色申告書を提出する個人のその年分（第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分

及び事業を廃止した日の属する年分を除く。）の事業所得の金額の計算上必要経費に算入さ

れる試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験

研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する

ときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中

小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における

繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百

分の二十に相当する金額（その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所

得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、そ

の控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

６ 　第一項若しくは第二項に規定する個人又は第四項に規定する中小企業者に該当する個人の

平成十九年及び平成二十年の各年（平成十九年以後に事業を開始した個人のその開始した日

の属する年（相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。）及びその事

業を廃止した日の属する年を除く。次項及び第十一項において「適用年」という。）の年分の

事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費

の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第一項、第二項又は第四項の規

定の適用については、第一項中「相当する金額（」とあるのは「相当する金額及び当該試験

研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額（」

と、第二項中「特別試験研究費の額が」とあるのは「特別試験研究費の額（当該特別試験研

究費の額が比較試験研究費の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額）

が」と、第四項中「相当する金額（」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額か

ら比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額（」とする。

７ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　試験研究費　製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要す

る費用で政令で定めるものをいう。

二 　試験研究費割合　その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の

額の平均売上金額（その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額（棚卸資産の販売

による収入金額その他の政令で定める金額をいう。）の平均額として政令で定めるところに

より計算した金額をいう。）に対する割合をいう。

三 　特別試験研究費の額　試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試

験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数であ

る医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政

令で定めるものをいう。

四 　繰越税額控除限度超過額　第三項に規定する個人のその年の前年（当該前年分の所得税に

つき青色申告書を提出している場合に限る。）における税額控除限度額又は特別研究税額

控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の

合計額をいう。

五 　繰越中小企業者税額控除限度超過額　第五項に規定する個人のその年の前年（当該前年分

の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。）における中小企業者税額控除限度

額のうち、第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

六 　比較試験研究費の額　適用年前三年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算

入される試験研究費の額（当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合に



は、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業

を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。）の合計額を当該適用

年前三年以内の各年（事業を開始した日の属する年以後の年に限る。）の年数で除して計算

した金額をいう。

七 　基準試験研究費の額　適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算

入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。

８ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

９ 　第一項及び第二項又は第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金

額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付があ

る場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額

として記載された金額に限るものとする。

１０ 　第三項又は第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分

及びその翌年分の確定申告書に第三項又は第五項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰

越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第三項又は第五項の規

定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額につい

てのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用

する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された

金額に限るものとする。

１１ 　第七項から前項までに定めるもののほか、第六項に規定する個人が同項に規定する事業所

得を生ずべき事業を適用年の三年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場

合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算

入される試験研究費の額の計算その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

１２ 　その年分の所得税について第一項から第六項までの規定の適用を受ける場合における所

得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税

額の計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第十条（試験研究を行

つた場合の所得税額の特別控除）」とする。

（エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）

第十条の二 　青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から平成二十二年三月三十一日ま

での期間（第三項において「指定期間」という。）内にその製作若しくは建設の後事業の用

に供されたことのない次に掲げる減価償却資産（以下この条において「エネルギー需給構造

改革推進設備」という。）を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しく

は建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当

該個人の事業の用に供した場合（第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用

に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）

第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産

を住宅の用に供した場合を除く。第三項において同じ。）には、その事業の用に供した日の属す

る年（事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。）

の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の

償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当

該エネルギー需給構造改革推進設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取



得価額（第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める

割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。）の百分の三十に相当

する金額との合計額（次項において「合計償却限度額」という。）以下の金額で当該個人が

必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費

として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

一 　次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののう

ち政令で定めるもの

イ　製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若

しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産

ロ　廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の

減価償却資産

ハ　その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資

する機械その他の減価償却資産

二 　太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー

資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の

減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの（前号に掲げる機械その他

の減価償却資産に該当するものを除く。）

イ　新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成九年法律第三十七号）第二条に

規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産

ロ　イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの

三 　電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの

四 　建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政

令で定めるもの（当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政

令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。）

イ　建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備

ロ　建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他

の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

２ 　前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入し

た金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を

事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設

備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわら

ず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入

する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計

額に相当する金額とすることができる。

３ 　前条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間

内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進

設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその

取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供

した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けな

いときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、そ

の事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に

相当する金額（以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。）を控除する。こ



の場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分

の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額（次項において「事業所得に係

る所得税額」という。）の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額

は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　青色申告書を提出する個人が、その年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において繰

越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令

で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合に

おいて、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所

得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額（その年においてその事業の用に供したエネ

ルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の

額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控除

を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

５ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年（当該前年分の所得

税につき青色申告書を提出している場合に限る。）における税額控除限度額のうち、第三項の

規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

６ 　第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引（所得税法第六十七条の二第三項に規定す

るリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章にお

いて同じ。）により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。

７ 　第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額

についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の

額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

８ 　第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に

関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限

るものとする。

９ 　第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超

過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受け

る金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場

合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として

記載された金額に限るものとする。

１０ 　その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税

法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の

計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第

四項（エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除）」とする。

（中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）

第十条の三 　第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもの

が、平成十年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間（第三項において「指定期

間」という。）内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産

（第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下

この条において「特定機械装置等」という。）を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これ

を国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用（第四号に規定す



る事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定

事業の用」という。）に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年（事業を廃

止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。）の年分における当該個

人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額

は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定

により計算した償却費の額とその取得価額（第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取

得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」とい

う。）の百分の三十に相当する金額との合計額（次項において「合計償却限度額」という。）

以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の

償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

一 　機械及び装置並びに器具及び備品（器具及び備品については、事務処理の能率化等に資す

るものとして財務省令で定めるものに限る。）

二 　ソフトウエア（政令で定めるものに限る。）

三 　車両及び運搬具（貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとし

て財務省令で定めるものに限る。）

四 　政令で定める海上運送業の用に供される船舶

２ 　前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計

償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事

業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得

税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定

により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として

計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

３ 　第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定

機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定

事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないとき

は、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定

事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額

（以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合におい

て、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の

金額に係る所得税の額として政令で定める金額（次項において「事業所得に係る所得税額」

という。）の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分

の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　青色申告書を提出する個人が、その年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において繰

越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令

で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合に

おいて、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所

得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額（その年においてその指定事業の用に供した

特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除さ

れる金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額

は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。



５ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年（当該前年分の所得

税につき青色申告書を提出している場合に限る。）における税額控除限度額のうち、第三項の

規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。

６ 　第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装

置等については、適用しない。

７ 　第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額

についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する

明細書の添付がある場合に限り、適用する。

８ 　第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に

関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限

るものとする。

９ 　第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超

過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける

金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合

に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記

載された金額に限るものとする。

１０ 　その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税

法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の

計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第

四項（中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除）」とする。

（事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）

第十条の四 　青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から

平成二十一年三月三十一日までの期間（第三項において「指定期間」という。）内に、その製

作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で

政令で定める規模のもの（以下この条において「事業基盤強化設備」という。）を取得し、又

は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合（貸

付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。）には、その事業の用に供した日の属す

る年（事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。）の年分

における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費

に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備に

ついて同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額と

の合計額（次項において「合計償却限度額」という。）以下の金額で当該個人が必要経費とし

て計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定によ

り必要経費に算入される金額を下ることはできない。

一 　特定農産加工業経営改善臨時措置法（平成元年法律第六十五号）第三条第一項に規定す

る特定農産加工業者（第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。）で同法

第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人　当該

経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置



二 　卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人　機械及び装

置並びに器具及び備品（電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限

る。）

三 　飲食店業（政令で定める事業を除く。）を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当

する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和三十二年法律第

百六十四号）第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受

けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの　当該振興計画に定める

同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品（当該飲食店業の基盤の強化に寄与す

るものとして財務省令で定めるものに限る。）

四 　サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び

発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人（当該事業のうち政令

で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に

該当する個人に限る。）　機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与

するものとして政令で定めるもの

五 　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成十一年法律第十八号）第十条第二

項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事

業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人（前各号に掲げる個人に該当す

る者を除く。）　当該承認経営革新計画に定める機械及び装置

六 　中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成十九年法律

第三十九号）第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域

産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条

に規定する確認を受けたもの（前各号に掲げる個人に該当するものを除く。）　当該認定計

画に定める機械及び装置

七 　中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成二十年法律

第三十八号）第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四

項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で

同法第十四条に規定する確認を受けたもの（前各号に掲げる個人に該当するものを除

く。）　当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置

２ 　前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合

計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事

業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所

得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として同項の

規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費と

して計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

３ 　第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業

基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む

事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないと

きは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事

業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額（以下

この項及び第五項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当

該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額

に係る所得税の額として政令で定める金額（次項において「事業所得に係る所得税額」とい



う。）の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二

十に相当する金額を限度とする。

４ 　青色申告書を提出する個人が、その年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において繰

越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令

で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合に

おいて、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所

得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額（その年においてその事業の用に供した事業

基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除され

る金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額

は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

５ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年（当該前年分の所得

税につき青色申告書を提出している場合に限る。）における税額控除限度額のうち、第三項の

規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。

６ 　第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強

化設備については、適用しない。

７ 　第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額

についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関す

る明細書の添付がある場合に限り、適用する。

８ 　第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に

関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限

るものとする。

９ 　第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超

過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受け

る金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場

合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として

記載された金額に限るものとする。

１０ 　その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税

法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の

計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）並びに租税特別措置法第十条の四第三項及び第

四項（事業基盤強化設備を取得した場合の所得税額の特別控除）」とする。

（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控

除）

第十条の五 　青色申告書を提出する個人で沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第

六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第

一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者であるものが、

平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間（第三項において「指定期

間」という。）内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営

革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品（財務省令で定めるものに限る。）並びに建物

及びその附属設備で政令で定める規模のもの（以下この条において「経営革新設備等」とい



う。）を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内にお

いて当該個人の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除く。第三項において

同じ。）には、その事業の用に供した日の属する年（事業を廃止した日の属する年を除く。以

下この条において「供用年」という。）の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、

当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項

の規定にかかわらず、当該経営革新設備等について同項の規定により計算した償却費の額と

その取得価額の百分の三十四（建物及びその附属設備については、百分の二十）に相当する金

額との合計額（次項において「合計償却限度額」という。）以下の金額で当該個人が必要経

費として計算した金額とする。ただし、当該経営革新設備等の償却費として同条第一項の規定

により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

２ 　前項の規定により当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計

償却限度額に満たない場合には、当該経営革新設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所

得の金額の計算上、当該経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法

第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の償却費として同項の規定によ

り必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算

した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

３ 　第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたこ

とのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを

沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等

につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額か

ら、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分

の十五（建物及びその附属設備については、百分の八）に相当する金額の合計額（以下この

項及び第五項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当該個

人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税

の額として政令で定める金額（次項において「事業所得に係る所得税額」という。）の百分

の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する

金額を限度とする。

４ 　青色申告書を提出する個人が、その年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において繰

越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令

で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合に

おいて、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所

得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額（その年においてその事業の用に供した経営

革新設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される

金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、

当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

５ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年

（その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。）における税額控除限

度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（前項の規定によりそ

の年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場

合には、当該金額を控除した残額）の合計額をいう。

６ 　第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設

備等については、適用しない。



７ 　第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額

についてのその算入に関する記載があり、かつ、経営革新設備等の償却費の額の計算に関する

明細書の添付がある場合に限り、適用する。

８ 　第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に

関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限

るものとする。

９ 　第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰

越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書に、同項の規定

による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細

書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額

は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

１０ 　その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税

法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の

計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）並びに租税特別措置法第十条の五第三項及び第

四項（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除）」と

する。

（情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）

第十条の六 　青色申告書を提出する個人が、平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日

までの期間（以下この項及び第三項において「指定期間」という。）内に、その製作の後事業

の用に供されたことのない情報基盤強化設備等（情報基盤の強化に資する減価償却資産で財

務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）を取得し、又は情報基盤強化設備等

を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供した場

合を除く。第三項において同じ。）において、その事業の用に供した日の属する年（事業を廃

止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。）の指定期間内に事業の

用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき

は、当該供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等

の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、

当該情報基盤強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百

分の五十に相当する金額との合計額（次項において「合計償却限度額」という。）以下の金額

で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報基盤強化設備等の償却費

として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

２ 　前項の規定により当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその

合計償却限度額に満たない場合には、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分

の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額

は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の償却費として

同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要

経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

３ 　第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報

基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の

営む事業の用に供した場合において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基



盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき（当該情報基盤強化設

備等につき同項の規定の適用を受けない場合に限る。）は、当該供用年の年分の総所得金額に

係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設

備等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額（以下この項及び第五項において「税額

控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限

度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定め

る金額（次項において「事業所得に係る所得税額」という。）の百分の二十に相当する金額を

超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　青色申告書を提出する個人が、その年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において繰

越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令

で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合に

おいて、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所

得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額（その年においてその事業の用に供した情報

基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除さ

れる金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額

は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

５ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年（当該前年分の所得

税につき青色申告書を提出している場合に限る。）における税額控除限度額のうち、第三項の

規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。

６ 　第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強

化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、

同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。

７ 　第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額

についてのその算入に関する記載があり、かつ、情報基盤強化設備等の償却費の額の計算に関

する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

８ 　第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に

関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限

るものとする。

９ 　第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超

過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける

金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合

に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記

載された金額に限るものとする。

１０ 　その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税

法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の

計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）並びに租税特別措置法第十条の六第三項及び第

四項（情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除）」とする。

（教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除）

第十条の七 　青色申告書を提出する個人の平成十八年から平成二十年までの各年（平成十八年

以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年（相続又は包括遺贈により当該事業



を承継した日の属する年を除く。）及びその事業を廃止した日の属する年を除く。次項におい

て同じ。）の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額（その教

育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金

額。以下この条において同じ。）が当該個人の比較教育訓練費の額を超える場合には、その年

分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該比較教育訓練費の額

を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金

額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額（次

項において「事業所得に係る所得税額」という。）の百分の十に相当する金額を超えるとき

は、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

２ 　第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものの平成十

八年から平成二十年までの各年において、その年分（前項の規定の適用を受ける年分を除

く。）の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額がある場合には、その

年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該教育訓

練費の額の百分の二十（教育訓練費増加割合（当該年分の当該教育訓練費の額から比較教育

訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。）が百分の四十

未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合（当該割合に小

数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）とする。）に相当する金額を

控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額

の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当す

る金額を限度とする。

３ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　教育訓練費　個人が当該個人のその事業に係る使用人（当該個人と政令で定める特殊の関

係のある者を除く。）の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出

する費用で政令で定めるものをいう。

二 　比較教育訓練費の額　前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする年（第六項におい

て「適用年」という。）前二年以内の各年（事業を開始した日の属する年以後の年に限る。

以下この号において同じ。）の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓

練費の額（当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年につい

ては、当該年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間

の月数で除して計算した金額）の合計額を当該各年の数で除して計算した金額をいう。

４ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

５ 　第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額について

のその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限

り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載

された金額に限るものとする。

６ 　前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する個人がこれらの規定に規定する事

業所得を生ずべき事業を適用年の二年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者であ

る場合における当該適用年の前年分又は前々年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入

される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

７ 　その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法

第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計



算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第十条の七（教育訓練費の額

が増加した場合の所得税額の特別控除）」とする。

（特定設備等の特別償却）

第十一条 　青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に

掲げる減価償却資産（以下この条において「特定設備等」という。）につき政令で定める期

間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得

し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定す

る事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事

業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが

貸付けの用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供した日の属する年における当該個

人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所

得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計

算した償却費の額とその取得価額（第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、

又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取

得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて

計算した金額との合計額（以下この条において「合計償却限度額」という。）以下の金額で

当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同法

第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

個人 資産 割合

一　公害その他これに

準ずる公共の災害の

防止に資する機械そ

の他の減価償却資産

のうち政令で定める

ものを事業の用に供

する個人

当該機械その他の減価償却資産（新設

又は増設に係るもののうち政令で定め

るもの及び既存の当該機械その他の減

価償却資産に代えて設置をするものと

して政令で定めるもの並びに次号の中

欄に掲げる減価償却資産に該当するも

のを除く。）

百分の十四

二　政令で定める海上

運送業を営む個人

当該事業の経営の合理化及び環境への

負荷の低減に資するものとして政令で

定める船舶

百分の十六（当該船舶のう

ち本邦と外国又は外国と外

国との間を往来するもので

当該事業の経営の合理化に

著しく資するものとして政

令で定めるものについては、

百分の十八）

２ 　前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却

限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額

の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第

一項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入

する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計

額に相当する金額とすることができる。



３ 　前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についての

その算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付が

ある場合に限り、適用する。

（地震防災対策用資産の特別償却）

第十一条の二 　青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の

第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは

建設の後事業の用に供されたことのないもの（以下この条において「地震防災対策用資産」

という。）を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の

事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産を

その事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供した日の属する年における当該

個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する

金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同

項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じ

て計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただ

し、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を

下ることはできない。

個人 期間 資産 割

合

一　大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第

七十三号）第二条第四号に規定する地震防災対策強

化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進

する必要があると認められる区域として政令で定め

る区域内において、地震防災に資する機械及び装置そ

の他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用

に供する個人で、地震防災のための対策を早急に講ず

る必要があるものとして政令で定めるもの

昭和六十

二年四月

一日から

平成二十

一年三月

三十一日

まで

当該機械及び装置その

他の減価償却資産

百

分

の

八

二　建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年

法律第百二十三号）第六条に規定する特定建築物

（同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条

第二項に規定する耐震改修（以下この号において

「耐震改修」という。）が必要とされたものに限

る。）を有する個人で、当該特定建築物の耐震改修に

つき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法

第七条第二項の規定による指示を受けていないもの

平成十八

年四月一

日から平

成二十二

年三月三

十一日ま

で

当該特定建築物の部分

について同法第十条に

規定する計画の認定を

受けた計画に基づき行

う耐震改修のための工

事の施行に伴つて取得

し、又は建設する当該特

定建築物の部分

百

分

の

十

２ 　前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算す

る場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるの

は、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み

替えるものとする。

３ 　前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。



（事業革新設備の特別償却）

第十一条の三 　青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める

認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第

三十六号）の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供

されたことのない産業活力再生特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第二条第八項に

規定する事業革新設備（当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この条

において「事業革新設備」という。）を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内に

ある当該個人の営む事業の用（貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引

により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用

に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却

費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事

業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十（当

該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備であ

る場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三

十）に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。

ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下

ることはできない。

一 　産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画（同法第二条第二項第

二号に規定する事業革新（第四号において「事業革新」という。）について記載があるも

のに限る。）　同法第五条第一項に規定する認定（同法第六条第一項の認定を含む。）

二 　産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画（同条第三項第四号

に掲げる事項の記載があるものに限る。）　同条第一項に規定する認定（同法第八条第一項

の認定を含む。）

三 　産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画（同条第三項第二

号に掲げる事項の記載があるものに限る。）　同条第一項に規定する認定（同法第十条第一

項の認定を含む。）

四 　産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画（事業革新に

ついて記載があるものに限る。）　同項に規定する認定（同法第十二条第一項の認定を含

む。）

五 　産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画　同項に規定する

認定（同法第十四条第一項の認定を含む。）

六 　産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画　同項に規定

する認定（同法第十七条第一項の認定を含む。）

２ 　第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する

場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるの

は、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度

額」と読み替えるものとする。

３ 　第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

（特定電気通信設備等の特別償却）

第十一条の四 　青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四

月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産で



その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの（以下この条において「特定電気

通信設備等」という。）の取得等（取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同

じ。）をして、これを当該個人の事業の用（貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外

リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除き、同

表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法（平成十

二年法律第十五号）第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内

において事業の用に供した場合に限る。）には、その事業の用に供した日の属する年における

当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電気通信設備等の償却費として必要経費に算入

する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等につい

て同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗

じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。た

だし、当該特定電気通信設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額

を下ることはできない。

個人 資産 割合

一　有線テレビジョン放

送法（昭和四十七年法律

第百十四号）第二条第四

項に規定する有線テレビ

ジョン放送事業者に該当

する個人

電気信号の効率的な

伝送を行うための設

備のうち電気通信の

利便性を著しく高め

るものとして政令で

定めるもの

百分の五

二　放送番組を制作する

事業を営む個人のうち政

令で定めるもの

放送番組の効率的な

制作に著しく資する

設備で政令で定める

もの

百分の十五（平成二十年四月一日から平成

二十一年三月三十一日までの間に取得等を

したものについては百分の十三とし、平成二

十一年四月一日から平成二十二年三月三十

一日までの間に取得等をしたものについて

は百分の十とする。）

２ 　第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電気通信設備等の償却費の額を計

算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあ

るのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限

度額」と読み替えるものとする。

３ 　第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

（集積区域における集積産業用資産の特別償却）

第十一条の五 　青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第七条第一項に規定する同意基本

計画（以下この項において「同意基本計画」という。）に定められた同法第四条第二項第二号

に規定する集積区域（以下この項において「集積区域」という。）内において、同法の施行の

日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認（同法第十五条第

一項の承認を含む。）を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機

械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備（以下この条において「集積産業用資



産」という。）で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、

又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の

営む指定集積事業（当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する

事業をいう。）の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資

産をその用に供した場合を除く。）において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定

める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所

得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法

第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算

した償却費の額とその取得価額の百分の十五（建物及びその附属設備については、百分の八）

に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただ

し、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下る

ことはできない。

２ 　第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算す

る場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるの

は、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度

額」と読み替えるものとする。

３ 　第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

（資源再生化設備等の特別償却）

第十一条の六 　青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から平成二十二年三月三十一日

までの間に、次に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の

用に供されたことのないもの（以下この条において「資源再生化設備等」という。）を取得

し、又は資源再生化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の

用（貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該資源再

生化設備等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供した日の属する年

における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該資源再生化設備等の償却費として必要経費

に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該資源再生化設備等に

ついて同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十四に相当する金額と

の合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資源再生

化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできな

い。

一 　生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産（食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）第二十条第二項第一号に規

定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機

械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。）

で政令で定めるもの

二 　再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号）第二条第六項に規定する特定建設資材

廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの

２ 　第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける資源再生化設備等の償却費の額を計算

する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とある



のは、「第十一条の六第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度

額」と読み替えるものとする。

３ 　第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

（特定地域における工業用機械等の特別償却）

第十二条 　青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げ

る地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める

規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に

掲げる減価償却資産（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において

「工業用機械等」という。）を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地

域内において当該個人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引により取得し

た当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。）は、その用に供した日の属する年におけ

る当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する

金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規

定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算

した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当

該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはで

きない。

地区又は地域 事業 資産 割合

一　次に掲げる地区

　イ　半島振興法（昭和六十年法律第

六十三号）第二条第一項の規定によ

り半島振興対策実施地域として指定

された地区

　ロ　過疎地域自立促進特別措置法第

二条第一項に規定する過疎地域のう

ち政令で定める地区

　ハ　離島振興法（昭和二十八年法律

第七十二号）第二条第一項の規定に

より離島振興対策実施地域として指

定された地区及びこれに類する地区

として政令で定める地区

　ニ　水源地域対策特別措置法（昭和

四十八年法律第百十八号）第三条第

一項の規定により水源地域として指

定された地区のうち政令で定める地

区

製造の事

業その他

の政令で

定める事

業

機械及び装置並びに建物及

びその附属設備で、政令で定

めるもの

百分の十（建物

及びその附属設

備については、

百分の六）

二　沖縄振興特別措置法第三十五条

第一項の規定により産業高度化地域

として指定された地区

製造の事

業その他

政令で定

める事業

機械及び装置、器具及び備品

（財務省令で定めるものに

限る。）並びに工場用の建物

その他政令で定める建物及

びその附属設備

百分の三十四

（建物及びその

附属設備につい

ては、百分の二

十）



三　沖縄振興特別措置法第四十一条

第一項の規定により自由貿易地域と

して指定された地区及び同法第四十

二条第一項の規定により特別自由貿

易地域として指定された地区

製造の事

業その他

政令で定

める事業

機械及び装置並びに工場用

の建物その他政令で定める

建物及びその附属設備

百分の五十（建

物及びその附属

設備について

は、百分の二十

五）

四　沖縄振興特別措置法第三条第三

号に規定する離島の地域

旅館業の

うち政令

で定める

事業

政令で定める建物及びその

附属設備

百分の八

２ 　第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する

場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるの

は、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と

読み替えるものとする。

３ 　第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

（医療用機器等の特別償却）

第十二条の二 　青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日か

ら平成二十一年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産でその製作の後事

業の用に供されたことのないもの（以下この条において「医療用機器等」という。）を取得

し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合（所有

権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。）には、

その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器

等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわら

ず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該

各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として

計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に

算入される金額を下ることはできない。

一 　医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの（次号に掲げるものを除

く。）　百分の十四

二 　医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの　百分の

二十

２ 　第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する

場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるの

は、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度

額」と読み替えるものとする。

３ 　第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

（建替え病院用等建物の特別償却）

第十二条の三 　青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から

平成二十一年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用

若しくは診療所用の建物及びその附属設備（当該個人の営む医療保健業の用に供していた病



院用又は診療所用の建物及びその附属設備（財務省令で定めるものを除く。）についてその

用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法（昭和二十三年法律

第二百五号）第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は

診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項及び第四項において「建替

え病院用等建物」という。）を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該個人

の営む医療保健業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病

院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に

資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。）には、その用に供した日の属する

年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該建替え病院用等建物の償却費として必要

経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等

建物について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額（取得価額に政令で

定める割合を乗じて計算した金額をいう。）の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金

額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該建替え病院用等建物の償却

費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

２ 　前項の規定は、確定申告書に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付

がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合

に限り、第一項の規定を適用することができる。

４ 　第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける建替え病院用等建物の償却費の額を

計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」と

あるのは、「第十二条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の

限度額」と読み替えるものとする。

５ 　第十一条第三項の規定は、第一項又は前項の規定を適用する場合について準用する。

（障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等）

第十三条 　青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日

までの期間（以下この項において「指定期間」という。）内の日の属する各年において障害

者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十（当該個人の雇用障害者数が二十

人以上である場合には、百分の二十五）以上である場合には、その年の十二月三十一日（当該

個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その

死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日）において当該個人の有する機械及び

装置（これに類するものとして政令で定める構築物を含む。）、工場用の建物及びその附属設

備並びに車両及び運搬具（一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるもの

に限る。）のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若

しくは建設したもの（所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条におい

て「機械装置等」という。）の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に

算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同

項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四（当該機械装置等のうち工場用の建

物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属

設備に係る償却費の額の百分の三十二）に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じて

これを十二で除して計算した金額との合計額（次項において「合計償却限度額」という。）



以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却

費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

２ 　前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必

要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌

年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、

所得税法第四十九条第一項の規定（当該機械装置等について前項又は次条第一項の規定の適

用を受けるときは、これらの規定を含む。）にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法

第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額（その年の翌年において当該機械装

置等につき前項又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの

規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。）とその

満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金

額とすることができる。

３ 　青色申告書を提出する個人で道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号

イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業

（以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。）を営むものが、平成十年

四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の

用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用

具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用

いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされ

たもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの（第一項の規定の適用を受けるも

のを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。）を取得し、又は障害

者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した

場合（所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合

を除く。）には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、

当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項

の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額

とその基準取得価額（当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算し

た金額をいう。）の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費

として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により

必要経費に算入される金額を下ることはできない。

４ 　第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算

する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とある

のは、「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」

と読み替えるものとする。

５ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　障害者　精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

二 　障害者雇用割合　その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇

用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

三 　雇用障害者数　その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促

進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第二条第三号に規定する重度身体障

害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障



害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害

者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。

６ 　第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

７ 　第十一条第三項の規定は、第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一

条第二項の規定を適用する場合について準用する。

（経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却）

第十三条の二 　青色申告書を提出する個人が、適用年の十二月三十一日（当該個人が、年の中途

において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業

の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。）において平成十四年四月一

日から平成二十四年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定す

る経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、か

つ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係

るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用年の十二月

三十一日において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める

建物及びその附属設備（所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条に

おいて「機械設備等」という。）の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費

に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について

同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の

金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費とし

て同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

２ 　前項に規定する適用年とは、同項に規定する承認のあつた日の属する年から当該年の一月一

日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年をいう。

３ 　前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける機械設備等の償却費の額を計算する場合

について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の二第

一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文の規定により必要

経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項又は次条第一項」とあるのは「第

十三条第一項又は第十三条の二第一項」と読み替えるものとする。

４ 　第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用

する場合について準用する。

（優良賃貸住宅の割増償却）

第十四条 　個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関

する法律の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第五十四号）の施行の日から平成二十

二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律

（平成十年法律第九十二号）第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同

法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの（以下こ

の項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。）を取得し、又は中心市街地優

良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得し

た当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。）には、当該個人の不動産所

得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、

当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九



条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算

した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六（当該中心市街地優良賃貸住宅のう

ちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるも

のについては、百分の百五十）に相当する金額とする。

２ 　個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）の施行の日か

ら平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け

優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの（以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸

住宅」という。）を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供し

た場合（所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に

供した場合を除く。）には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日

以後五年以内でその用に供している期間（当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六

条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。）に限り、当該高齢者

向け優良賃貸住宅（その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の

計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。）の償却費として必要経費に算入する金額

は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同

項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十八（当該高齢者向

け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三

十五年以上であるものについては、百分の百四十）に相当する金額とする。

３ 　前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についての

その算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の

償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつ

た場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

（特定再開発建築物等の割増償却）

第十四条の二 　青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成二十一年三月三十一

日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新

築して、これを当該個人の事業（事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この

項において同じ。）の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該特定再

開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供した日以後五年

以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建

築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でそ

の用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定再開

発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百

十（当該特定再開発建築物等が次項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の

百五十）に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただ

し、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される

金額を下ることはできない。



２ 　前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建物

及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物（当該構築物と併せて設置される機械及び装

置で財務省令で定めるものを含む。）をいう。

一 　都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条第六号に規定する施設建築物（政

令で定める部分を除く。）

二 　都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第二十五条に規定する認定計画に基

づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業（政令で定める要件を満たす

ものに限る。）により整備される建築物で政令で定めるもの

三 　都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第

六十三条第一項に規定する都市再生整備事業（政令で定める要件を満たすものに限る。）に

より整備される建築物で政令で定めるもの

四 　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第

十七条第三項の認定を受けた計画（同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつた

ときは、その変更後のもの）に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち

政令で定める要件を満たすもの（当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定め

るものに限る。）

五 　首都圏整備法（昭和三十一年法律第八十三号）第二条第三項に規定する既成市街地及び

同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法（昭和三十八年法律第百二十九号）第

二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発

整備法（昭和四十一年法律第百二号）第二条第三項に規定する都市整備区域その他これら

に類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下

への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの

３ 　第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費

の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるの

は「第十四条の二第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十四条の二第一項本

文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項又は次条第一

項」とあるのは「第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

４ 　第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を

適用する場合について準用する。

（倉庫用建物等の割増償却）

第十五条 　青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平

成十七年法律第八十五号）第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項

に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの

間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法（昭和三十一年法

律第百二十一号）第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属

設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する

法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する

特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。）でその

建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人

の事業（事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）の用

に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に



供した場合を除く。）には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動

産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入

する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税

法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算

した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が

必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定に

より必要経費に算入される金額を下ることはできない。

２ 　第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する

場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条第

一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十五条第一項本文の規定により必要経費

に算入することができる償却費の限度額」と、「前項又は次条第一項」とあるのは「第十五

条第一項」と読み替えるものとする。

３ 　第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を

適用する場合について準用する。

第十六条 　削除

第十七条 　削除

第十八条 　削除

（特別償却等に関する複数の規定の不適用）

第十九条 　個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の

適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定

のうちいずれか一の規定のみを適用する。

一 　第十条の二から第十条の六まで又は第十一条から第十五条までの規定

二 　前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定め

る規定

　　　　　第二款　準備金

（金属鉱業等鉱害防止準備金）

第二十条 　青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法（昭和四十八年法律第

二十六号）第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から

平成二十二年までの各年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において、同法第七条第一

項に規定する特定施設（以下この条において「特定施設」という。）の使用の終了後におけ

る鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきそ

の年において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱

物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額（同法第十条第二項又は第三項の規定に

より積み立てたものとみなされた金額を含む。）に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害

防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計

算上、必要経費に算入する。

２ 　前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをして

いる特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業



を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取

戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備

金の金額（その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入さ

れるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同

じ。）のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の

属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

３ 　第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当

することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとな

つた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規

定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しを

した日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しを

した鉱害防止積立金の額に相当する金額

二 　金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条第二項又は第三項の規定により特定施設に係る鉱

害防止積立金を有しないこととなつた場合　その有しないこととなつた日における当該特定

施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

三 　前項、前二号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り

崩した場合　その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取

り崩した金額に相当する金額

４ 　第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取

り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の

取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出を

した日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三

十一日）における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の

属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合にお

いては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用

しない。

５ 　第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその

算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細

書の添付がある場合に限り、適用する。

６ 　第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人

（包括受遺者を含む。以下この節において同じ。）が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置

法第一条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属

する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請

書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、

その被相続人（包括遺贈者を含む。）の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算

入する。

７ 　前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年

分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提

出した者であるときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相

続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。



８ 　前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡した日の属する年分の所得税に

つき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたとき

は、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日

の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

（特定災害防止準備金）

第二十条の二 　青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月

一日から平成二十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年（事業を廃止した日の属

する年を除く。）において、当該各号の中欄に掲げる施設（以下この項において「特定施設」

という。）に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当

該特定施設につき積立限度額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該

積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

個人 施設 費用

一　採石法（昭和二十五年法律第二百

九十一号）第三十二条の三第一項に

規定する採石業者登録簿に登録され

ている個人

同法第三十三条に規

定する岩石採取場

（以下この条におい

て「岩石採取場」と

いう。）

当該岩石採取場の岩石（同法第

二条に規定する岩石をいう。次

項及び第五項において同じ。）

の採取の終了後における災害の

防止に要する費用（次項及び第

四項において「採石災害防止費

用」という。）

二　鉱業法（昭和二十五年法律第二百

八十九号）第二十一条に規定する許

可又は同法第七十七条に規定する認

可を受けた個人で露天掘による石炭

等（石炭その他政令で定める鉱物を

いう。以下この条において同じ。）の

採掘の事業を営むもの

露天掘による石炭等

の採掘を行う場所で

政令で定めるもの

（以下この条におい

て「露天石炭等採掘

場」という。）

当該露天石炭等採掘場の石炭等

の採掘の終了後における災害の

防止に要する費用（次項及び第

四項において「露天石炭等採掘

災害防止費用」という。）

２ 　前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

をいう。

一 　特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合　次に掲

げる金額のうち最も低い金額

イ　当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額（以下

この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。）のうち当該岩石採取

場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令

で、定めるところにより計算した金額

ロ　その年十二月三十一日において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備え

るため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前

年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額

ハ　当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日における

その年の前年から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額（その



日までに第四項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入さ

れるべきこととなつた金額又はその年の前年十二月三十一日までに次項の規定により総

収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条に

おいて同じ。）を控除した金額

二 　特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる

場合　次に掲げる金額のうち最も低い金額

イ　当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で

定める金額（以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」と

いう。）のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘の期間又は当該露天石炭等採

掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

ロ　その年十二月三十一日において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止

費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の

額から、その年の前年十二月三十一日における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産

の額を控除した金額

ハ　当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、その年十二月

三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害

防止準備金の金額を控除した金額

３ 　第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人のその年十二月三十一日における当該

岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額

と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超

えるとき、又は当該個人のその年十二月三十一日における当該露天石炭等採掘場に係る特定

災害防止準備金の金額が当該露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当

該露天石炭等採掘場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を

超えるときは、その超える金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入す

る。

４ 　第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が当該特定災害防止準備金に係る岩石

採取場又は露天石炭等採掘場につき採石災害防止費用又は露天石炭等採掘災害防止費用の額

を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該露天石炭等採掘場に

係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、その年分の事業

所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

５ 　第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当するこ

ととなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日

の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

一 　当該岩石採取場における岩石の採取又は当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘を

廃止した場合　その廃止した日における当該岩石採取場又は当該露天石炭等採掘場に係る特

定災害防止準備金の金額

二 　採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り

消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八

十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合　当該登録が取り消された日又は当

該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額

三 　事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合　その譲渡し、又は廃止した日における特定災害防

止準備金の金額



四 　前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩し

た場合　その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に

相当する金額

６ 　第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消さ

れ、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消し

の基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をした日

が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一

日）における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分

及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当

該特定災害防止準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

７ 　前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

８ 　前条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の

死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合につい

て準用する。

第二十条の三 　青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五

年法律第百三十七号）第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十

年六月十七日から平成二十二年三月三十一日までの期間内の日の属する各年（事業を廃止し

た日の属する年を除く。）において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処

分場又は同法第十五条の二の三において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場

（以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。）の埋立処分の終了後における維持

管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最

終処分場につきその年において同法第八条の五第一項及び第二項（これらの規定を同法第十

五条の二の三において準用する場合を含む。）の規定により独立行政法人環境再生保全機構

に維持管理積立金として積み立てた金額（その年において同法第九条の五第三項（同法第十

五条の四において準用する場合を含む。）の規定による地位の承継があつたときは、当該地位

の承継につき同法第八条の五第七項（同法第十五条の二の三において準用する場合を含

む。）の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理

積立金」という。）に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたとき

は、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入

する。

２ 　前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特

定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項（同法第

十五条の二の三において準用する場合を含む。）に規定する維持管理を行う場合において、同

項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、そ

の取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額（そ

の日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきことと

なつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。）のうちそ

の取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事

業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。



３ 　第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当するこ

ととなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日

の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条

の五第六項（同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。）の規定により特定廃

棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しをし

た日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻

しをした維持管理積立金の額に相当する金額

二 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項（同法第十五条の二の三において

準用する場合を含む。）の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しな

いこととなつた場合（次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が

事業を承継した場合を除く。）　その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終

処分場に係る特定災害防止準備金の金額

三 　事業を廃止した場合　その廃止した日における特定災害防止準備金の金額

四 　前項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した

場合　その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額

に相当する金額

４ 　第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消さ

れ、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消し

の基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をした日

が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一

日）における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分

及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当

該特定災害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。

５ 　第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

６ 　第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個

人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合に

ついて準用する。

（特別修繕準備金）

第二十条の四 　青色申告書を提出する個人が、各年（事業（当該個人の事業所得を生ずべき事業

又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。）を廃止した日の属する年

を除く。）において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産（非居住者の事業の用

に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産については、当該非居住者の国内において

行う事業の用に供するものに限る。）について行う修繕（次の各号に掲げる固定資産の区分に

応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。）に要する費

用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として

積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額又は事

業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

一 　船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第五条第一項第一号の規定による定期検査を受け

なければならない船舶（総トン数が五トン未満のものを除く。）　当該定期検査を受けるた

めの修繕



二 　銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉　当該炉に使用するれ

んがの過半を取り替えるための修繕

三 　ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第一項に規定する一般ガス事業の用

に供される球形のガスホルダー（同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定め

るものに限る。）　当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるもの

を受けるための修繕

四 　石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和五十年法律第九十六号）第二条第一項に規定す

る石油の貯蔵の用に供する貯油槽　当該貯油槽につき消防法（昭和二十三年法律第百八十

六号）第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は同法第十四条の三の二

の規定により定期的に行われる点検（財務省令で定めるものに限る。）を受けるための修繕

２ 　前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

をいう。

一 　前項の個人が同項の固定資産につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたこ

とがある場合　最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で

定めるところにより計算した金額

二 　前項の個人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶（以下この号において「特

定船舶」という。）につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、か

つ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個

人の事業の用に供する他の船舶（以下この号において「類似船舶」という。）につきその

年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合　当該類似船舶につき最近にお

いて行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計

算した金額

三 　前二号に掲げる場合以外の場合　種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等につい

て前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のた

めに要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

３ 　第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産（以

下この条において「準備金設定資産」という。）について特別の修繕のために要した費用の

額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金

の金額（その日までにこの項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しく

は算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入

金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同

じ。）のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産

所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

４ 　第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から

繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係

る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二

年を経過したもの（以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。）がある

場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日の属する年の十二月

三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金

額（当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の

金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額）を、その年分の不動産所

得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。



５ 　第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することと

なつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属

する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

一 　準備金設定資産について特別の修繕が完了した場合　その完了した日における当該準備金

設定資産に係る特別修繕準備金の金額

二 　準備金設定資産について特別の修繕が行われないこととなつた場合　その行われないこと

となつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

三 　準備金設定資産をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合　その譲渡し、又

は廃止した日における特別修繕準備金の金額

四 　前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場

合　その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する

金額

６ 　第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又

は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基

因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をした日が青

色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日）に

おける特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌

年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合にお

いて、当該特別修繕準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

７ 　第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

８ 　第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の

死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準

用する。

第二十一条 　削除

　　　　　第三款　鉱業所得の課税の特例

（探鉱準備金）

第二十二条 　青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から平成二十

二年三月三十一日までの期間（以下この項において「指定期間」という。）内の日の属する各

年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物に

係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を

探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所

得の金額の計算上、必要経費に算入する。

一 　当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の指定期間内における収入金額として

政令で定める金額の百分の十二に相当する金額

二 　前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当

する金額

２ 　前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに

要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。

３ 　その年の十二月三十一日において、第一項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備

金の金額（同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべき



こととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額

に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同

じ。）のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から三年を経過したものがある場合には、

その三年を経過した探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日の属する年分の事業所得の

金額の計算上、総収入金額に算入する。

４ 　第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつ

た場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する

年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場

合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した

各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとす

る。

一 　鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合　その廃止し、又は譲渡した日に

おける探鉱準備金の金額

二 　前項、前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取りくずした場合　そ

の取りくずした日における探鉱準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

５ 　第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青

色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因と

なつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をした日が青色申

告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日）におけ

る探鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事

業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金の金額

については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

６ 　第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

７ 　第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の探鉱準備金を積み立てている個人の死亡

により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した場合について準用する。

（新鉱床探鉱費の特別控除）

第二十三条 　前条第一項の探鉱準備金の金額（同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。）

を有する個人が、各年において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は

事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備の償却費として必要経費に算入する金

額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要

経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要経

費に算入する。

一 　その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額（その年において探鉱の

実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した

金額）とその年の当該探鉱用機械設備についてこの法律及び所得税法第四十九条第一項の

規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額

二 　その年において前条第三項又は第四項の規定により総収入金額に算入された、又は算入さ

れるべきこととなつた同条第一項の探鉱準備金の金額に相当する金額

三 　その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により

必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に



関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経

費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

第二十四条 　削除

　　　　　第四款　農業所得の課税の特例

（農業経営基盤強化準備金）

第二十四条の二 　青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第

六十五号）第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたもの（第

三項において「認定農業者」という。）が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一

日までの期間内の日の属する各年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において、農業の

担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成十八年法律第八十八号）

第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で

定める交付金又は補助金（以下この項において「交付金等」という。）の交付を受けた場合に

おいて、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画（第三項において

「認定計画」という。）の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化（同法第十二条第二項

第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下

この項において同じ。）に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少

ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金

額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

一 　当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令

で定める金額

二 　当該積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

２ 　その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基

盤強化準備金の金額（同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入

されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により

総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条にお

いて同じ。）のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合

には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する

年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

３ 　第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当す

ることとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつ

た日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第四

号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積

立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。

一 　認定農業者に該当しないこととなつた場合　その該当しないこととなつた日における農業

経営基盤強化準備金の金額

二 　認定計画の認定が取り消された場合　その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の

金額

三 　事業を廃止した場合　その廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額



四 　前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩

した場合　その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した

金額に相当する金額

４ 　第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り

消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取

消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をし

た日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十

一日）における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属す

る年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において

は、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。

５ 　第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

６ 　第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立ててい

る個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継し

た場合について準用する。

７ 　前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

（農用地等を取得した場合の課税の特例）

第二十四条の三 　前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額（同条第四項の規定の適用を受

けるものを除く。）を有する個人（同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含

む。）が、各年において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促

進法第四条第一項第一号に規定する農用地（当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項に

おいて同じ。）の取得（贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他

政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。）をし、又はその製作若しくは建設の後

事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産（以下この項及び第四項

において「特定農業用機械等」という。）の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若し

くは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等（以下この項及び第五項において「農用

地等」という。）を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金

額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計

算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

一 　次に掲げる金額の合計額

イ　その年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額（その年

の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入さ

れた金額がある場合には当該金額を控除した金額）のうち、その年において同条第二項

又は第三項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額

に相当する金額

ロ　その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営

基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額

二 　その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により

必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に

関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。



３ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記

載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をし

た書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規

定を適用することができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第十九条各号に掲げる規定（第

十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。）は、適用しない。

５ 　第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合

における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

（肉用牛の売却による農業所得の課税の特例）

第二十五条 　農業（所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。）を営む個人が、

昭和五十六年から平成二十年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各

号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛（家

畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号）第三十二条の二第一項の規定による農林水産

大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛

又はその売却価額が百万円未満である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。）で

あるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対

する所得税を免除する。

一 　家畜取引法（昭和三十一年法律第百二十三号）第二条第三項に規定する家畜市場、中央

卸売市場その他政令で定める市場において行う売却　当該個人が飼育した肉用牛

二 　農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却　当該

個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛

２ 　前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により

当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼

育牛に該当しないものが含まれているとき（その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に

該当しないものであるときを含む。）は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得

金額に係る所得税の額は、所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得

税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

一 　その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛の

うち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金

額

二 　その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に

係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額に

つき、所得税法第二編第二章第四節 、第三章及び第四章の規定により計算した所得税の額に

相当する金額

３ 　前二項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法（昭和二十二年法律第百八十五号）第百十一

条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等（政令で定めるものを除く。）をいう。

４ 　第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこ

れらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定

する肉用牛の売却が第一項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額そ

の他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。



５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記

載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をし

た書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用する

ことができる。第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、

その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

６ 　その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条

第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計算）」とあ

るのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第二十五条第二項（肉用牛の売却による

農業所得の課税の特例）」とする。

７ 　第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される所得税の額の計算方

法その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　　第五款　その他の特例

（青色申告特別控除）

第二十五条の二 　青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承

認を受けている年分（第三項の規定の適用を受ける年分を除く。）の不動産所得の金額、事業

所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項 、第二十七条第二項又は第三十

二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から

次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

一 　十万円

二 　所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算し

た不動産所得の金額、事業所得の金額（次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規

定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第

二号において同じ。）又は山林所得の金額の合計額

２ 　前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金

額から順次控除する。

３ 　青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業

所得を生ずべき事業を営むもの（所得税法第六十七条の規定の適用を受ける者を除く。）が、

同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承

認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合

（これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で

定める場合に限る。）には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十

六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金

額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

一 　六十五万円

二 　所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金

額又は事業所得の金額の合計額

４ 　前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除す

る。

５ 　第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による

控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省

令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業



所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに

提出した場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該

金額として記載された金額に限るものとする。

（社会保険診療報酬の所得計算の特例）

第二十六条 　医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受ける

べき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その

年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額

は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払

を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲

げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

二千五百万円以下の金額 百分の七十二

二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十

三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二

四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七

２ 　前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサー

ビスをいう。

一 　健康保険法（大正十一年法律第七十号）、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十

二号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）、船員保険法（昭

和十四年法律第七十三号）、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）

（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十二条第

一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。）、地方公

務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）、私立学校教職員共済法（昭和二十

八年法律第二百四十五号）、戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）、母子

保健法（昭和四十年法律第百四十一号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）の規定に基づ

く療養の給付（健康保険法 、国民健康保険法 、高齢者の医療の確保に関する法律 、船員保険

法 、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規

定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特

別療養費（国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第

八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。）を支給すること

とされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時

食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算

定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当す

る部分（特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定め

るところにより証明がされたものに限る。）又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療

養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者

若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。）、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の

給付又は医療の給付



二 　生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）の規定に基づく医療扶助のための医療、介

護扶助のための介護（同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項

に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション

若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定

する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護

予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に

掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設

サービスに限る。）若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成六年法律第三十号）の規定（中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項において準用する場合を含む。）に基

づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介

護、助産若しくはサービス

三 　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）、麻薬及び

向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）の規定に基づく医療

四 　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定によつて居宅介護サービス費を支給す

ることとされる被保険者に係る指定居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居

宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。）のうち当該居宅

介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規

定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給する

こととされる被保険者に係る指定介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予

防短期入所療養介護に限る。）のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介

護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は

同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健

施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算

定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額

として同法の規定により定める金額に相当する部分

五 　障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）の規定によつて自立支援医療費を支

給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援

医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により

定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することと

される支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療（療養介護に係る指定障害福祉サー

ビス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。）のうち当該療養介護医療費の額の算

定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相

当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設

給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係

る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部

分



３ 　第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない

場合には、適用しない。

４ 　税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなか

つたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することがで

きる。

（家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例）

第二十七条 　家内労働法（昭和四十五年法律第六十号）第二条第二項に規定する家内労働者に

該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得

を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び

雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円（当該個人が給与所

得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得

控除額を控除した残額。以下この条において同じ。）に満たないときは、その年分の事業所得の

金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、

所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定に

かかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額

とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの

金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額（同法第三十五条

第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。）を限度とする。

（有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例）

第二十七条の二 　有限責任事業組合契約に関する法律（平成十七年法律第四十号）第三条第一

項に規定する有限責任事業組合契約（以下この条において「組合契約」という。）を締結し

ている組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業（以下この

条において「組合事業」という。）から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場

合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があると

きは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定

めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所

得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

２ 　組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当

該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省

令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない

事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。

３ 　組合契約を締結している組合員である個人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財

務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得

に係る同項の書類を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。

４ 　前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例）

第二十八条 　個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担

金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属

する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。



一 　中小企業者又は農林漁業者（農林漁業者の組織する団体を含む。）に対する信用の保証を

するための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定める

ものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金

二 　独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法（昭和五十二年法律

第八十四号）の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二

条第二項に規定する共済契約に係る掛金

三 　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般

旅客定期航路事業等に関する特別措置法（昭和五十六年法律第七十二号）の規定による退

職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する

退職金支払確保契約に係る掛金

四 　独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措

置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

五 　公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務そ

の他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六

号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務

が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていること

につき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公

共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

２ 　前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場

合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その

添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明

細書の提出があつたときは、この限りでない。

３ 　所得税法第五十四条第一項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する個人が第一項第

三号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第一項及び第二項の

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例）

第二十八条の二 　第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出する

ものが、平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、

若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供

した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの（その取得価額が十万円未満

であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除

く。以下この条において「少額減価償却資産」という。）については、所得税法第四十九条第

一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のそ

の業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、

必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額

減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円（当該業務の用に供した年がその業務を開始し

た日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年について

は、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて

計算した金額。以下この項において同じ。）を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三

百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

２ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。



３ 　第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場

合に限り、適用する。

４ 　第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用

する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得

の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しな

い。

５ 　前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。

（転廃業助成金等に係る課税の特例）

第二十八条の三 　事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の

国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為（以下この項において

「法令の制定等」という。）があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければ

ならないこととなる個人（以下この条において「廃止業者等」という。）が、その事業の廃止

又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金（これに準ずるもの

を含む。）又は残存事業者等（当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた

後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。）の拠出した補

償金で、政令で定めるもの（以下この条において「転廃業助成金等」という。）の交付を受け

た場合（当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を

通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。）には、当該転廃業助成金等のう

ち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用

として政令で定めるものに対応する部分（以下この項において「減価補てん金」という。）の

金額は、当該減価補てん金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額（所得税法第二

条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。）の計算

上、総収入金額に算入しない。

２ 　廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等

のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応す

る部分（以下この条において「転廃業助成金」という。）の金額の全部又は一部に相当する金

額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得

（所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同

じ。）又は改良（取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。）をしたときは、当該転廃

業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各

種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

３ 　前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部

又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交

付を受けた日後二年を経過する日までの期間（工場等の建設に要する期間が通常二年をこえ

ることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定

める日までの期間）内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務

省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。こ

の場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額

（その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合

には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額）」と、



「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の

取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。

４ 　廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額が

ある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第二項（前項において準用する場合を含

む。）の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるとき

は、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額

とする。

５ 　第一項及び第二項（第三項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。）の

規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受

けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第一項に

規定する減価償却資産又は第二項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他

財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

６ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省

令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができ

る。

７ 　第三項において準用する第二項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当す

る場合には、当該各号に掲げる日から四月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する

年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納

付すべき税額を納付しなければならない。

一 　第三項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該

資産の取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の

取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき。　当該資産の取得又は改良をした日

二 　第三項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良

をしなかつた場合　その期間を経過した日

８ 　前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないとき

は、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の

事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。

９ 　第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用について

は、次に定めるところによる。

一 　当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法

第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告

書とみなす。

二 　当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正について

は、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期

限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の提出期

限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告

書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

三 　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告

書及び更正には、適用しない。



１０ 　第三項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第二項

に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第三

項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大とな

つたときは、当該資産の取得又は改良をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対

し、転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすること

ができる。

１１ 　個人が第二項（第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定の適用

を受けた場合には、第二項の規定の適用に係る同項の資産については、第十九条各号に掲げる

規定（第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。）は、適用しない。

１２ 　第一項又は第二項の規定の適用を受けた個人が第一項に規定する減価償却資産又は第二

項の規定の適用に係る同項の資産について行なうべき所得税法第四十九条第一項に規定する

償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転

廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例）

第二十八条の四 　個人が、他の者から取得をした土地（国内にあるものに限る。以下この条にお

いて同じ。）又は土地の上に存する権利（以下この条において「土地等」という。）で事業所

得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるも

の（その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。）の譲渡（地上権又は賃借権

の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの（次項及び

第三項第一号において「賃借権の設定等」という。）及び土地等の売買又は交換の代理又は

媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める

ものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。）をした場合には、当該土地の譲

渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百

六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所

得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この条にお

いて「土地等に係る事業所得等の金額」という。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多

い金額に相当する所得税を課する。

一 　土地等に係る事業所得等の金額（第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第

七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号におい

て「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。）の百分の四十に相当する金額

二 　土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に

算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当

する金額

２ 　前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡（賃借権の設定等を含む。）をした土地

等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。

３ 　第一項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところに

より証明がされたものについては、適用しない。

一 　国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡（賃借権の設定等を含

む。以下この項において同じ。）で政令で定めるもの

二 　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅

の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに



対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認

められるもの（政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が

千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものと

し、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除

く。）

三 　土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの（当該収用交換

等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方

メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号

に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

四 　都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に

規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに

限る。以下この項において「開発許可」という。）を受けた個人（開発許可に基づく地位を

承継した個人を含む。）が造成した一団の宅地（その面積が千平方メートル以上のものに

限る。）の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件（当該譲渡が政令で定め

る譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件）に該当するもの

イ　当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下

であること。

ロ　当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。

ハ　当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。

五 　その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地（そ

の面積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次

に掲げる要件（当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要

件）に該当するもの

イ　当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令

で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の

内容に適合していること。

ロ　当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

六 　個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅

（その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところに

より都道府県知事の認定を受けたものに限る。）の敷地の用に供された一団の宅地（その面

積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第四号

イ及びハに掲げる要件に該当するもの（前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

七 　次に掲げる一団の宅地（その面積が千平方メートル未満のものに限る。）の全部又は一部

の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として

政令で定める金額以下であるもの

イ　当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであるこ

とについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長（その造成が開発許可

を受けたものである場合には、当該許可をした者）の認定を受けたもの

ロ　一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法

により新築した住宅（その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて

政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。）の

敷地の用に供されたもの（イに掲げる宅地に該当するものを除く。）



八 　宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第三号に規定する宅地建物

取引業者である個人の行う土地等（住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるも

のに限る。）の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の

代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの

４ 　第一項及び前項に規定するもののほか、同項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一

項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

５ 　第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項

第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第

二十八条の四第一項（土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例）に規定する土地等に

係る事業所得等の金額（以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。）」とする。

二 　所得税法第六十九条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総

所得金額」とあるのは、「総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額」とする。

三 　所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中

「前節（税率）」とあるのは「前節（税率）及び租税特別措置法第二十八条の四第一項

（土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例）」と、「課税総所得金額」とあるのは

「課税総所得金額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る課税

事業所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とある

のは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額

に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分

の所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項（土地の譲渡等に係る事業所得等

の課税の特例）の規定による所得税の額」とする。

四 　前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特

例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

６ 　第一項の規定は、個人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした土

地の譲渡等については、適用しない。

　　　　第三節　給与所得及び退職所得

（給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例）

第二十九条 　所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する

退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者（以下この条において「使用者」という。）

の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの（以下こ

の条において「給与所得者等」という。）が、自己の居住の用に供する住宅等（土地若しくは

土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。）の取得

に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき

無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益（当該経済的利益が使用人

である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に

該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分

を除く。）で昭和四十一年四月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に係るものに

ついては、所得税を課さない。



２ 　給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を金融機関その他政令

で定める者から借り受けた場合（当該資金を勤労者財産形成促進法第九条第三項に規定する

福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。）において、その利子で昭和四

十二年六月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に支払うべきものに充てるためそ

の全部又は一部に相当する金額を当該期間内にその使用者から使用人である地位に基づいて

支払を受けたときは、その支払を受けた金額（その金額が使用人である地位に基づいてその

利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当

するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。）

については、所得税を課さない。

３ 　給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、使用者又はその使用者が構

成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体の講ずる同条第

二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項

に規定する当該措置に準ずる措置により受ける経済的利益又はこれらの措置により支払を受

ける金額で政令で定めるもののうち昭和四十八年四月一日から平成二十二年十二月三十一日

までの間に係るもの（前二項の規定の適用を受けるものを除く。）については、所得税を課さ

ない。

４ 　前三項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が給与所得者等

に通常支給すべきであつたと認められる第一項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支

払われたと認められる場合には、適用しない。

（特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税

等）

第二十九条の二 　会社法（平成十七年法律第八十六号）第二百三十八条第二項若しくは会社法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第八十七号）第六十四条の規

定による改正前の商法（明治三十二年法律第四十八号。以下この項において「平成十七年旧

商法」という。）第二百八十条ノ二十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律（平成

十三年法律第百二十八号）第一条の規定による改正前の商法（以下この項において「旧商

法」という。）第二百八十条ノ十九第二項又は商法等の一部を改正する等の法律（平成十三

年法律第七十九号）第一条の規定による改正前の商法（以下この項において「平成十三年旧

商法」という。）第二百十条ノ二第二項の決議（会社法第二百三十九条第一項の決議による

委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締

役会の決議を含む。）により新株予約権（政令で定めるものに限る。以下この項において「新

株予約権」という。）若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権

（以下この項において「新株引受権」という。）又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項

第三号に規定する権利（以下この項において「株式譲渡請求権」という。）を与えられる者

とされた当該決議（以下この条において「付与決議」という。）のあつた株式会社又は当該

株式会社がその発行済株式（議決権のあるものに限る。）若しくは出資の総数若しくは総額の

百分の五十を超える数若しくは金額の株式（議決権のあるものに限る。）若しくは出資を直

接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役又は使

用人である個人（当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を

有していた個人（以下この項及び次項において「大口株主」という。）及び同日において当該

株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定め



る特別の関係があつた個人（次項において「大口株主の特別関係者」という。）を除く。以下

この項、次項及び第五項において「取締役等」という。）又は当該取締役等の相続人（政令で

定めるものに限る。以下この項、次項及び第五項において「権利承継相続人」という。）が、当

該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた

当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権（当該新株予約権若しくは新株引受

権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以

下この条において「特定新株予約権等」という。）を当該契約に従つて行使することにより当

該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益に

ついては、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人（以下この項及び次項

において「権利者」という。）が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年に

おける当該行使に係る株式の払込金額（当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価

額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。）と当

該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使

に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円

を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益について

は、この限りでない。

一 　当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しく

は新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決

議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。

二 　当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年

間の合計額が、千二百万円を超えないこと。

三 　当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利

行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した

株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であ

ること。

四 　当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。

五 　当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付（新株

の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。）が当該交付のために付与

決議がされた会社法第二百三十八条第一項若しくは平成十七年旧商法第二百八十条ノ二十

一第一項若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二

第二項第三号に定める事項（取締役、執行役又は使用人の氏名を除く。）に反しないで行わ

れるものであること。

六 　当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式に

つき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの（以

下この条において「金融商品取引業者等」という。）との間であらかじめ締結される新株予

約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株

式の振替口座簿（社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条に

おいて同じ。）への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託（以下この

条において「管理等信託」という。）に関する取決め（当該振替口座簿への記載若しくは

記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設さ

れ、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株

引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受



け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。）に従い、政令で定め

るところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振

替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所

（第四項において「営業所等」という。）に保管の委託若しくは管理等信託がされること。

２ 　前項本文の規定は、権利者が、特定新株予約権等の行使をする際、第一号に掲げる事項を誓約

し、かつ、第二号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る

株式会社に提出した場合に限り、適用する。

一 　当該権利者（その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役

等）が、当該特定株式譲渡請求権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及

び大口株主の特別関係者に該当しないこと。

二 　当該特定株式譲渡請求権等の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定株式譲

渡請求権等の行使の有無（当該他の特定株式譲渡請求権等の行使があつた場合には、当該行

使に係る権利行使価額及びその行使年月日）

３ 　前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当

該書面を保存しなければならない。

４ 　次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人（以下この項において「特例

適用者」という。）が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式とし

て政令で定めるもの（第一項第六号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座

簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管

理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。）の全部又は一

部の返還又は移転があつた場合（特例適用者から相続（限定承認に係るものを除く。）又は

遺贈（包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。）により特定株式の取得をした個人（以

下この項において「承継特例適用者」という。）が、当該特定株式を第一項第六号に規定する

取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは

記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合

を除く。）には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その

時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を

受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額を

もつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得

をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を

適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式（特例適用者から当

該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもの

で第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の

振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若

しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。）の全部又は一部の返

還又は移転があつた場合についても、同様とする。

一 　当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託

の解約又は終了（第一項第五号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了を除く。）

二 　贈与（法人に対するものを除く。）又は相続（限定承認に係るものを除く。）若しくは遺

贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。）



三 　第一項第五号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における

価額より低い価額によりされるもの（所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に

該当するものを除く。）

５ 　付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株

式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書（第七項及

び第九項において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。）を、その付与をした日

の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

６ 　第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記

載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品

取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付

その他の異動状況に関する調書（次項及び第九項において「特定株式等の異動状況に関する

調書」という。）を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

７ 　第五項に規定する株式会社又は前項に規定する金融商品取引業者等は、政令で定めるところ

により第五項又は前項の税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により特定新株予

約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書に記載すべきものとされ

る事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体（以下こ

の項において「光ディスク等」という。）の提出をもつてこれらの規定による当該特定新株予

約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に代えることがで

きる。この場合における前二項及び第九項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当

該光ディスク等は、当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関

する調書とみなす。

８ 　第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規

定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する

課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及

び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特

例その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

９ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株

式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株

予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務が

ある者に質問し、又はその者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定

株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類（その作成又は保存に代えて

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない

方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作

成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。）そ

の他の物件を検査することができる。

１０ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならな

い。

１１ 　第九項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。

（勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例）



第二十九条の三 　勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二第一

項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者

財産形成基金契約若しくは同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一

時金として支払を受ける同法第六条の二第二項に規定する財産形成給付金又は同法第六条の

四第二項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第三項に規定する第二種財産形

成基金給付金（以下この条において「財産形成給付金等」という。）のうち、同法第六条の二

第一項第六号又は同法第六条の三第二項第六号若しくは同条第三項第五号に規定する中途

支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形

成給付金等の額は、同法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は同法第六条の三第二項

に規定する信託会社等若しくは同条第三項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法

第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これ

らの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

第二十九条の四 　削除

第二十九条の五 　削除

（退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例）

第二十九条の六 　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第七条

（同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。）

に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に

係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額

は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する

退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

　　　　第四節　山林所得及び譲渡所得等

　　　　　第一款　山林所得の課税の特例

（山林所得の概算経費控除）

第三十条 　個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林

を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収

入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第

四款及び第五款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額（当該伐採又は譲渡

に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した

金額）に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額（その控除した金額又は

山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事

業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額）とすることができる。

２ 　前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又

は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限り

でない。

一 　昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林

二 　昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈（包括遺贈及び

相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。）又は贈与（相続人に対する贈与で被



相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同

じ。）により取得した山林

三 　昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得

した山林で旧所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）第五条の二第三項の規定の適用を

受けなかつたもの

四 　昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続（限定承認に係る

ものに限る。次号において同じ。）、遺贈（包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及

び相続人に対する特定遺贈を除く。）又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改

正する法律（昭和四十八年法律第八号）による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定

の適用を受けなかつたもの

五 　昭和四十八年一月一日以後に相続又は遺贈（包括遺贈のうち限定承認に係るものに限

る。）により取得した山林

３ 　第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用し

ない。

４ 　第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐

採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で

定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経

費（同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。）を基礎として、

財務省令で定める。

（山林所得に係る森林計画特別控除）

第三十条の二 　個人が、昭和五十六年から平成二十一年までの各年において、その有する山林に

つき森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第十一条第四項（同法第十二条第三項に

おいて準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成八年法律第四十七

号）第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用す

る場合を含む。）の規定による市町村の長（同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条

第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。）の認定を

受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画（同条第四項第二号ロに規定する公益的

機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木

材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたも

のを除く。第五項及び第八項において「森林施業計画」という。）に基づいてその山林の全部

又は一部の伐採をし、又は譲渡（交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。）

をした場合（所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能

の増進に関する特別措置法（平成元年法律第七十一号）第二条第二項第二号に規定する森林

保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。）には、当該伐採又は譲渡の

日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三

項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する

金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。

２ 　前項に規定する森林計画特別控除額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額（第

二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲

げる金額）とする。



一 　前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額（当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、

運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額）の百分の

二十に相当する金額

二 　前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に

規定する必要経費の額（前号に規定する費用を要したとき又はその年において生じた前条

第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災

事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めると

ころにより計算した金額を控除した金額）を控除した残額

３ 　第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、

同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附

がある場合に限り、適用する。

４ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省

令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

５ 　森林施業計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条

第三項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当

該森林施業計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この

場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき

同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分

（この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。）の所得

税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税

額を納付しなければならない。

６ 　前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がな

いときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額そ

の他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

７ 　第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用について

は、次に定めるところによる。

一 　当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法

第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告

書とみなす。

二 　当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正について

は、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期

限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」

と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」

とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

三 　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告

書及び更正には、適用しない。

８ 　森林施業計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通

知に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　　第二款　長期譲渡所得の課税の特例



（長期譲渡所得の課税の特例）

第三十一条 　個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利（以下第三十二条までにお

いて「土地等」という。）又は建物及びその附属設備若しくは構築物（以下第三十二条までに

おいて「建物等」という。）で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡

（所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借

権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以

下第三十二条までにおいて同じ。）をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法

第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額（同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別

控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額

の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を

限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四におい

て「長期譲渡所得の金額」という。）に対し、長期譲渡所得の金額（第三項第三号の規定によ

り読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適

用後の金額。以下第三十一条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。）の百分の

十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計

算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用について

は、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

２ 　前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得（建

設を含む。）をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。

３ 　第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項

第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一

条第一項（長期譲渡所得の課税の特例）（同法第三十一条の二（優良住宅地の造成等のた

めに土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）又は第三十一条の三（居住用財

産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）の規定により適用される場合を含む。以

下同じ。）に規定する長期譲渡所得の金額（以下「長期譲渡所得の金額」という。）」とす

る。

二 　所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とある

のは「譲渡所得の金額（租税特別措置法第三十一条第一項（長期譲渡所得の課税の特例）

に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。）」と、「各種所得

の金額」とあるのは「各種所得の金額（長期譲渡所得の金額を除く。）」とする。

三 　所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総

所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。

四 　所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中

「前節（税率）」とあるのは「前節（税率）及び租税特別措置法第三十一条第一項（長期

譲渡所得の課税の特例）」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税

特別措置法第三十一条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第二項中

「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に

規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税



の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十一条第一項（長期譲

渡所得の課税の特例）の規定による所得税の額」とする。

五 　前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特

例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）

第三十一条の二 　個人が、昭和六十二年十月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、そ

の有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるも

のの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該

譲渡（次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。）による譲渡所得に

ついては、前条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所

得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定

める金額に相当する額とする。

一 　課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の十

に相当する金額

二 　課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額

イ　二百万円

ロ　当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額

２ 　前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することに

つき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。

一 　国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの

二 　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅

の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに

対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認

められるもの（土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除

く。）

三 　土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの（前二号に掲げ

る譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。）

四 　都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡

に係る土地等が当該事業の用に供されるもの（前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地

等の譲渡に該当するものを除く。）

五 　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）に

よる防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業

の用に供されるもの（第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡

に該当するものを除く。）

六 　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する

防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画（当該認定建替

計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることそ

の他の政令で定める要件を満たすものに限る。）に係る建築物の建替えを行う事業の同法第

七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該



事業の用に供されるもの（第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲

渡に該当するものを除く。）

七 　都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業

（当該認定計画に定められた建築物（その建築面積が財務省令で定める面積以上であるも

のに限る。）の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール

以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。）の同法第二十三条に規

定する認定事業者（当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土

地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。）に対する土地等

の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの（第二号から前号

までに掲げる譲渡に該当するものを除く。）

八 　都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市

再生整備事業（当該認定整備事業計画に定められた建築物（その建築面積が財務省令で定

める面積以上であるものに限る。）の建築がされること、その事業の施行される土地の区域

の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限

る。）の同法第六十五条に規定する認定整備事業者（当該認定整備事業計画に定めるところ

により当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政

法人都市再生機構を含む。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再

生整備事業の用に供されるもの（第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除

く。）

九 　マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）第十五条第

一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の

申出に基づくマンション建替事業（同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事

業をいう。以下この号において同じ。）の施行者（同法第二条第一項第五号に規定する施行

者をいう。以下この号において同じ。）に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号

に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施

行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替

事業の施行者に対する土地等（同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに

限る。）の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供され

るもの（前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

十 　建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業（当該事業の施行され

る土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満た

すものに限る。）を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のう

ち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供さ

れるもの（第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該

当するものを除く。）

十一 　地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対す

る第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土

地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの（第六号から前号ま

で、次号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。）

十二 　一団の宅地の造成（次に掲げる要件を満たすものに限る。）を行う個人（都市計画法第

四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継（以下この号において

「開発許可に基づく地位の承継」という。）があつた場合には当該開発許可に基づく地位の



承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当

該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しく

は包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受

遺者とする。第五項において同じ。）又は法人（開発許可に基づく地位の承継があつた場合

には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づ

く地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関

する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該

造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法

人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規

定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人

とする。第五項において同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一

団の宅地の用に供されるもの（第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡

又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。）

イ　当該一団の宅地の面積が千平方メートル（都市計画法第七条第一項の市街化調整区域

と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令

で定める面積）以上のものであること。

ロ　当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規

定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに

限る。以下この項において「開発許可」という。）又は土地区画整理法（昭和二十九年法

律第百十九号）第四条第一項 、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二

第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると

認められるものであること。

ハ　当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造

成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たす

ものであること。

十三 　大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法（昭和六十三年法律第四

十七号）第三条第一項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成（同法第四条第一項

第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限

る。）を行う個人（同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四

十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継（以下この号において「認

定等に基づく地位の承継」という。）があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に

係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第五項において

同じ。）又は法人（認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位

の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第五項に

おいて同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供

されるもの（第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

十四 　開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地（次に掲げる要件を満たすもの

に限る。）の造成を行う個人（都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可

に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を

承継した個人。第五項において同じ。）又は法人（同法第四十四条又は第四十五条に規定す

る開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は

当該地位を承継した法人。第五項において同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係



る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの（第六号から第八号まで又は第十二号に掲

げる譲渡に該当するものを除く。）

イ　当該一団の宅地の面積が千平方メートル（開発許可を要する面積が千平方メートル未満

である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積）以上のものである

こと。

ロ　当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであ

ること。

十五 　その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団

の宅地（次に掲げる要件を満たすものに限る。）の造成を行う個人（当該造成を行う個人

の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造

成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第五項において

同じ。）又は法人（当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引

き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場

合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割によ

り当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承

継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項

において同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に

供されるもの（第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土

地等の譲渡に該当するものを除く。）

イ　当該一団の宅地の面積が千平方メートル（政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積

にあつては、政令で定める面積）以上のものであること。

ロ　都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであるこ

と。

ハ　当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するもので

あることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、

当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。

十六 　一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅（それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限

る。）の建設を行う個人（当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継

した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当

該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五項において同じ。）又は法人（当該建設を行う

法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法

第二条第十二号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法

人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継

いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には

当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第五項において同じ。）に対す

る土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の

用に供されるもの（第六号から第九号まで、第十二号又は前二号に掲げる譲渡に該当する

ものを除く。）

イ　一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。

ロ　中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分（建物の区分所有等に関

する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第二条第一項に規定する建物の部分に相当す



るものをいう。）が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が

千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

ハ　前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。

ニ　当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するもので

あることについて政令で定めるところにより都道府県知事（当該中高層の耐火共同住宅

でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長）の

認定を受けたものであること。

十七 　住宅又は中高層の耐火共同住宅（それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。）の建

設を行う個人又は法人に対する土地等（土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第

二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の

指定（仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指

定を含む。以下この号において同じ。）がされたものに限る。）の譲渡のうち、その譲渡が当

該指定の効力発生の日（同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始すること

ができる日が定められている場合には、その日）から三年を経過する日の属する年の十二月

三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた

土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの（第六号から第九号まで、

第十二号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

イ　住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面

積が政令で定める要件を満たすものであること。

ロ　中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすもので

あること。

ハ　住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）その他

住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。

３ 　第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、

その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超える

ものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（その譲渡

の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間（住宅建設の用

に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得

ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間）内に前項第十二号

から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められ

ることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第七項において同

じ。）に該当するときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のため

の譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替え

るものとする。

４ 　第一項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、個人が、その有する土地等に

つき、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、

第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の

二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又

は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該

当しないものとみなす。

５ 　第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取り

をした第二項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を



行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第三項に規定する期間内に第二項第十二号か

ら第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第三項の規定

の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当す

ることとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。

６ 　第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書

類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当

該書類を提出しなければならない。

７ 　第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に

規定する期間内に第二項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこと

となつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡の

あつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告

書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しな

いこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡では

なかつたものとみなす。

８ 　前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書

に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は

第二十六条の規定による更正を行う。

９ 　第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用について

は、次に定めるところによる。

一 　当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法

第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告

書とみなす。

二 　当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正について

は、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期

限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第七項に規定する修正申告書の提出期

限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告

書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

三 　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告

書及び更正には、適用しない。

（居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）

第三十一条の三 　個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第

二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡（当該

個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所

得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第

三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五（同条第五項第一号を除く。）、

第三十七条の六、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの

規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。）をした場合（当該個人がその年

の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。）には、当該譲

渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期

譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。



一 　課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合　当該課税長期譲渡所得金額の百分の十

に相当する金額

二 　課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合　次に掲げる金額の合計額

イ　六百万円

ロ　当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額

２ 　前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。

一 　当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの

二 　前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの（当該個人の居住の用

に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの

間に譲渡されるものに限る。）

三 　前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等

四 　当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋

を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定

する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等（当該災害があつ

た日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるも

のに限る。）

３ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適

用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務

省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書

類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

（長期譲渡所得の概算取得費控除）

第三十一条の四 　個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又

は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費

は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当

する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明さ

れた場合には、当該各号に掲げる金額とする。

一 　その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額

二 　その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三

十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額

２ 　第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、

同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等

（以下この項において「土地建物等」という。）」と、同項ただし書中「山林」とあるのは

「土地建物等」と読み替えるものとする。

　　　　　第三款　短期譲渡所得の課税の特例

（短期譲渡所得の課税の特例）

第三十二条 　個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二

項に規定する所有期間が五年以下であるもの（その年中に取得をした土地等又は建物等で政



令で定めるものを含む。）の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税

法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額（同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特

別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金

額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額

を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得

の金額」という。）に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の金額（第四項において準

用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条

までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の百分の三十に相当する金

額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の

金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額

は生じなかつたものとみなす。

２ 　前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出

資（当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下

この項において「株式等」という。）の譲渡で、その年一月一日において前項に規定する所有

期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合におい

て、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定

める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。

一 　資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の

十四第一項第一号ロ（１）若しくは（２）に掲げるもの又は同号ロ（３）若しくは（４）

に掲げるもの（同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。）に該当するも

のの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資

二 　投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十

七条の十五第一項第一号ロ（１）又は（２）に掲げるもの（同項第二号ニに規定する同族

会社に該当するものを除く。）に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口

三 　法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる

要件に該当するもの（同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。）の受益権

四 　法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十

八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの（同項第二号イに規定する同族

会社に該当するものを除く。）の受益権

３ 　第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき

財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項

中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」とする。

４ 　第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。

この場合において、同条第三項第一号中「第三十一条第一項（長期譲渡所得の課税の特例）

（同法第三十一条の二（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

の課税の特例）又は第三十一条の三（居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特

例）の規定により適用される場合を含む。以下同じ。）」とあるのは「第三十二条第一項又は

第二項（短期譲渡所得の課税の特例）」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡

所得の金額」と、同項第二号中「第三十一条第一項（長期譲渡所得の課税の特例）に規定す

る譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項（短期譲渡所得の課税の特例）に規

定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得



の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とある

のは「短期譲渡所得の金額」と、同項第四号中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二

条第一項又は第二項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の

特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるも

のとする。

　　　　　第四款　収用等の場合の譲渡所得の特別控除等

（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）

第三十三条 　個人の有する資産（所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他こ

れに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四にお

いて同じ。）で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場

合（次条第一項の規定に該当する場合を除く。）において、その者が当該各号に規定する補償

金、対価又は清算金の額（当該資産の譲渡（消滅及び価値の減少を含む。以下この款において

同じ。）に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出した

ものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。）の全部又は一部に

相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅

（以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。）のあつた日の属する年の十二月三十

一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産とし

て政令で定めるもの（以下この款において「代替資産」という。）の取得（所有権移転外リー

ス取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。）をしたときは、そ

の者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が

当該代替資産に係る取得に要した金額（以下第三十七条の九の二までにおいて「取得価額」

という。）以下である場合にあつては、当該譲渡した資産（第三号の清算金を同号の土地等と

ともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令

で定める部分。以下この項において同じ。）の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は

清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金

額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条（第

三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一

項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一

号及び第三十五条第一項第一号を除き、以下第三十七条の九の四までにおいて同じ。）若しく

は第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。

一 　資産が土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）、河川法（昭和三十九年法律第百

六十七号）、都市計画法 、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭

和三十三年法律第九十八号）、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関

する法律（昭和三十九年法律第百四十五号）、新住宅市街地開発法（昭和三十八年法律第

百三十四号）、都市再開発法 、新都市基盤整備法（昭和四十七年法律第八十六号）、流通業

務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）、水防法（昭和二十四年法律

第百九十三号）、土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）、森林法 、道路法（昭和二

十七年法律第百八十号）、住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四号）その他政令で

定めるその他の法令（以下次条までにおいて「土地収用法等」という。）の規定に基づい

て収用され、補償金を取得する場合（政令で定める場合に該当する場合を除く。）



二 　資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されること

となる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき（政令で定める場合に該

当する場合を除く。）。

三 　土地又は土地の上に存する権利（以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。）

につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供

給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにお

いて「大都市地域住宅等供給促進法」という。）による住宅街区整備事業、新都市基盤整備

法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土

地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条（大都市地域住宅等供給促進法第八

十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。）の規定に

よる清算金（土地区画整理法第九十条（大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及

び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。）の規定により換地又は当

該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住

宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給

促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第

九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつた

ことにより支払われるものを除く。）又は土地改良法第五十四条の二第四項（同法第八十

九条の二第十項 、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。）に規定す

る清算金（同法第五十三条の二の二第一項（同法第八十九条の二第三項 、第九十六条及び

第九十六条の四において準用する場合を含む。）の規定により地積を特に減じて換地若しく

は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権

利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるもの

を除く。）を取得するとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

三の二 　資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、

当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金（同法第七十九条第三

項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により

施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払

われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる

場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。）を取得す

るとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

三の三 　資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区

整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条

の規定による補償金（同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与

えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与え

られないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第

二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出

に基づき支払われるものに限る。）を取得するとき（政令で定める場合に該当する場合を除

く。）。

三の四 　土地等が都市計画法第五十二条の四第一項（同法第五十七条の五及び密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含

む。）又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合

（第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。）



三の五 　土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償

金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきも

のとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。

三の六 　国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住する

ため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅

経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合

四 　土地等その他の資産が農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の規定に基づいて買

収され、対価を取得する場合

五 　資産が土地収用法等の規定により収用された場合（第二号の規定に該当する買取りがあ

つた場合を含む。）において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又

は対価を取得するとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

六 　資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換を

することのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による

補償金を取得する場合（政令で定める場合に該当する場合を除く。）

六の二 　資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条

の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合（政令で定

める場合に該当する場合を除く。）

七 　国若しくは地方公共団体（その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。）が行い、若

しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有

水面埋立法（大正十年法律第五十七号）の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者

が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権（租

鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。）の消滅（これらの権利の

価値の減少を含む。）により、補償金又は対価を取得する場合

八 　前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第三十九条第一項その他政令で定めるその他

の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅（価値の減少を含む。）に

より、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合

２ 　前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に

規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつ

た日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間（当

該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二

年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得すること

が困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令

で定める日までの期間）内に代替資産を取得する見込みであるときについて準用する。この

場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の

額（収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当す

る金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額）」と、

「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

３ 　個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項（前項

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規

定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産（同号に規定する



補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金

に対応するものとして政令で定める部分）について、収用等による譲渡があつたものとみな

す。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第一項

に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。

一 　土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合（土地等につい

て使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合にお

いて、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。）において、当該土地

等を使用させることが所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的

とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政

令で定めるもの（以下第三十七条の九までにおいて「譲渡所得の基因となる不動産等の貸

付け」という。）に該当するとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

二 　土地等が第一項第一号から第三号の三まで、前号、次条第一項第二号若しくは第三十三条

の三第一項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土

地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなく

なつた場合又は第一項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関

する特別措置法（平成十二年法律第八十七号）第十一条の規定に基づき行う国若しくは地

方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければなら

なくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で

政令で定めるものを取得するとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

４ 　第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを

問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料そ

の他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。

５ 　第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、こ

れらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又

は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、

適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつた

ことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした

書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。

６ 　前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に

関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

（交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

第三十三条の二 　個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当

することとなつた場合（当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金（以下こ

の款において「補償金等」という。）を取得した場合を含む。）には、その者については、その

選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換（以下この款において「交換処分等」

という。）により譲渡した資産（当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合に

は、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定め

る部分）の譲渡がなかつたものとして、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は

所得税法第二十七条 、第三十二条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用することがで

きる。



一 　資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合（前条第一項第二号又は第三号

の六の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。）において、当該資産と同種の資産とし

て政令で定めるものを取得するとき。

二 　土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律（昭

和四十四年法律第五十八号）第十三条の二第一項の事業が施行された場合において、当該

土地等に係る交換により土地等を取得するとき。

２ 　前条第一項から第三項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各

号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、同項各号に規定する資産とと

もに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、

又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「当該譲渡

した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政

令で定める部分」と読み替えるものとする。

３ 　前条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

４ 　前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項に規定する確定申告書を提出する者

について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等に

より取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。

（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

第三十三条の三 　個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新

都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給

促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分によ

り土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項 、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建

築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条

第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に

規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第

三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規

定の適用については、換地処分により譲渡した土地等（土地等とともに清算金を取得した場合

又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項 、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第三十九条第一項 、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しく

は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第

七十六号）第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地

等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で

定める部分）の譲渡がなかつたものとみなす。

２ 　個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場

合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷

地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分（当該資産に係る権利変換が同法第百十

条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施

設建築敷地又は施設建築物に関する権利）を取得したとき又はその有する資産が同法による

第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第

百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付

（当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画にお

いて定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付）を受



ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第

二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り

若しくは収用により譲渡した資産（当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合

には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定め

る部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。）の譲渡がなかつたものとみなす。

３ 　前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利

（都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関

する権利を取得する権利を含む。）又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続

（限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の

三、第三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。）、遺贈（法人に対するもの及び個人

に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条

の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。）若しくは贈与

（法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第

三十七条の六及び第三十七条の九において同じ。）があつたとき又は同項に規定する建築施

設の部分（同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画に係る

施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。）につき同法第百十八条の五第一項の規

定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき（同法第百十八条の十二第一項又は第百十八

条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。）

は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤

回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定

によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与

又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若し

くは第三十三条又は所得税法第二十七条 、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十

九条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権

の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項又は第百十八条の二十四（同法第百十八条の

二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定によりこれらの

規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日にお

いて旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡

があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。

４ 　個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によ

る防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築

物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有

持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権（当該資産に係る権利変換が同法第二

百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められ

たものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用

区内の宅地に関する権利）を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二

条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権

利変換により譲渡した資産（次項及び次条第一項において「防災旧資産」という。）の譲渡が

なかつたものとみなす。

５ 　前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する

権利（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条又は第二百五

十七条の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する



権利を含む。）につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、

当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があ

つたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七

条 、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する防

災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地

上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額

に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち

当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみ

なして第三十三条の規定を適用する。

６ 　個人が、その有する資産（政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）につきマン

ションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業

が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施

行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用

権（同項第十三号に規定する敷地利用権をいう。）を取得したときは、第二十八条の四、第三

十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規定

の適用については、当該権利変換により譲渡した資産（次項において「変換前資産」とい

う。）の譲渡がなかつたものとみなす。

７ 　前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得す

る権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲

渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたも

のとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三

十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに

関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンショ

ンの建替えの円滑化等に関する法律第八十五条の規定により同条に規定する差額に相当する

金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に

対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第

三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条 、第三十三条若しくは第三十五条の規

定を適用する。

（収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除）

第三十三条の四 　個人の有する資産で第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号に

規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合（第三十三条第三項の規定により

同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等に

よる譲渡があつたものとみなされた場合、前条第三項の規定により旧資産又は旧資産のうち

同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第

五項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつ

たものとみなされた場合を含む。）において、その者がその年中にその該当することとなつた

資産のいずれについても第三十三条又は第三十三条の二の規定の適用を受けないとき（第三

十三条の二の規定の適用を受けず、かつ、第三十三条の規定の適用を受けた場合において、次

条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより第三十三条の規定の適用を受けない

こととなるときを含む。）は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等（以下この款にお



いて「収用交換等」という。）による譲渡に対する第三十一条若しくは第三十二条又は所得税

法第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額（」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から五

千万円（長期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に

係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額）を控除

した金額（」とする。

二 　第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額（」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から五

千万円（短期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に

係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額）を控除

した金額（」とする。

三 　所得税法第三十二条第三項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当

該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円（当該残額に相当する金額が五

千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額）を控除した金額とする。

四 　所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産

の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡

に係る当該残額に相当する金額から五千万円（当該残額に相当する金額が五千万円に満た

ない場合には、当該残額に相当する金額）を控除した金額とする。

２ 　前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号

のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じ

て五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

３ 　第一項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産につい

ては、適用しない。

一 　第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、

除去又は使用（以下この条において「買取り等」という。）の申出をする者（以下この条

において「公共事業施行者」という。）から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から

六月を経過した日（当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定に

よる仲裁の申請（同日以前にされたものに限る。）に基づき同法第十五条の十一第一項に

規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の

請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受け

なければならない場合若しくは同項第三号の規定による届出をする場合には、同日から政

令で定める期間を経過した日）までにされなかつた場合　当該資産

二 　一の収用交換等に係る事業につき第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以

上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。　当該資産のう

ち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

三 　第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出

を受けた者以外の者からされた場合（当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資

産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。）　当該資産

４ 　第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書

を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申

告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項

の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等



の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適

用する。

５ 　税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載

若しくは添付がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合において

も、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める

ときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第

一項の規定を適用することができる。

６ 　公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第三項の買取り等の申出に係る資産の

全部につき第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産

の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場

の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

７ 　所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつ

た山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係

る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条の規定による利子税のうち

当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金

額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。

（収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等）

第三十三条の五 　第三十三条第二項（第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合に

は、それぞれ、当該各号に定める日から四月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の

所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべ

き税額を納付しなければならない。

一 　代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が第三十三条第二項の規定により

読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に満たないとき。　当該資産を取得

した日

二 　代替資産を第三十三条第二項に規定する期間内に取得しなかつた場合　その期間を経過し

た日

２ 　前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないとき

は、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の

事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。

３ 　第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用について

は、次に定めるところによる。

一 　当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法

第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告

書とみなす。

二 　当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正について

は、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期

限」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項に規定する修正申告書の提出期

限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告

書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。



三 　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告

書及び更正には、適用しない。

４ 　第三十三条第二項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に代替資産を取得した

場合において、その取得価額が同項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得

価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産を取得した日から四月以内に、納税

地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての更正

の請求をすることができる。

（収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算）

第三十三条の六 　第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定

の適用を受けた者（前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定に

よる更正を受けたため、第三十三条（第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。）が代替資産又は交換処分等、換地処分若し

くは権利変換（都市再開発法第八十八条第二項若しくは第百十条第二項の規定による施設建

築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項（同法第百十八

条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による建築

施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災

街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若

しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五

十五条第二項（同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。）の防災施設建築

物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十一条第二項の規定に

よる施行再建マンションの区分所有権（政令で定めるものに限る。）の取得を含む。以下この

条において同じ。）により取得した資産（以下この条において「代替資産等」という。）につ

いて所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等に

つきその取得した日以後譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。）、相続、遺贈

若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は

雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第

一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産（以下この条において

「譲渡資産」という。）の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価

額並びに設備費及び改良費の額の合計額（第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五、

第三十七条の六及び第三十七条の九において「取得価額等」という。）のうち当該代替資産

等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。た

だし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる

金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加

算した金額を、その取得価額とする。

一 　譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第三十三条第一項に規定する費用がある

場合　当該費用に相当する金額

二 　代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額（当該資産の収用交換等による譲渡

に要した費用がある場合には、第三十三条第一項に規定する政令で定める金額を控除した

金額）を超える場合又は第三十三条第二項（第三十三条の二第二項において準用する場合

を含む。）の規定により読み替えられた第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額



（当該補償金等の額以下のものに限る。）を超える場合（前条第四項の規定による更正の請

求をした場合を除く。） 　その超える金額

三 　交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、

かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合　

その支出した金額

２ 　個人が第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三第二項、第四

項若しくは第六項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第十九条各号に掲

げる規定（第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。）は、適用しない。

　　　　　第五款　特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除

（特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）

第三十四条 　個人の有する土地又は土地の上に存する権利（以下この款において「土地等」と

いう。）が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合

には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等（第三十五条の規定の適用を受け

る部分を除く。）の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十

七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三の規定の適用を受け

る場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適

用については、次に定めるところによる。

一 　第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額（」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二

千万円（長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係

る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項

第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千

万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分

の金額とのいずれか低い金額とする。）を控除した金額（」とする。

二 　第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額（」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二

千万円（短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係

る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額）を控除

した金額（」とする。

２ 　前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合を

いう。

一 　国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法に

よる土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発

法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する

法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設

又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者（地方公共団体

の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。）に買い取られる場合（第三十三条第一項第

三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。）

二 　都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する

事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市

再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合

二の二 　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の

都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、



当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百

三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合

三 　古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第十一

条第一項 、都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第十七条第一項若しくは第三項 、

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和五十三年法律第二十六号）第八条第一項 、

航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第四十九条第四項（同法第五十五条の二第二

項において準用する場合を含む。）、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和

四十九年法律第百一号）第五条第二項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音によ

る障害の防止等に関する法律（昭和四十二年法律第百十号）第九条第二項その他政令で定

める法律の規定により買い取られる場合（都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取

られる場合には、政令で定める場合に限る。）又は農地法第七十五条の八第一項の裁定によ

り買い取られる場合

四 　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二十七条第一項の規定により重要文

化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念

物として指定された土地、自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）第十三条第一項

の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法（昭和四十七年

法律第八十五号）第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地

が国又は地方公共団体（その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。）に買い取られる

場合（当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物とし

て指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い

取られる場合を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。）

五 　森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内

の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に

規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合

六 　防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭和四十

七年法律第百三十二号）第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画

において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項

第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られ

る場合（第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。）

３ 　個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、

これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわた

つて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年にお

いて行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

４ 　第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書

を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申

告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする

者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で

定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書

類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。



６ 　第二項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取り

に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の

所轄税務署長に提出しなければならない。

（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）

第三十四条の二 　個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該

当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等（第三

十五条の規定の適用を受ける部分を除く。）の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六

条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の

九の三の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又

は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額（」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千

五百万円（長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲

渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額

とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場

合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲

渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。）を控除した金額（」とする。

二 　第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額（」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千

五百万円（短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲

渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金

額）を控除した金額（」とする。

２ 　前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をい

う。

一 　地方公共団体（その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号にお

いて同じ。）、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空

港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を

目的とする事業（政令で定める事業を除く。）の用に供するためにこれらの者に買い取ら

れる場合（第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は

前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

二 　第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用（同項第二号の買取り及

び同条第三項第一号の使用を含む。）を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で

定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第

六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取

られる場合又は公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第四号に規定する公

営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合（第三十三条第一項第二号若しく

は第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に

該当する場合を除く。）

三 　一団の宅地の造成に関する事業（次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもの

で政令で定めるものに限る。）又は一団の住宅建設に関する事業（次のハ及びニに掲げる

要件を満たすもので政令で定めるものに限る。）の用に供するために、平成六年一月一日か

ら平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合（当該事業により造成され、又

は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、



当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであ

る場合には政令で定める場合に限る。）

イ　当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規

定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに

限る。）を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘク

タール以上のものであること（当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するため

に土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの（以下この号において「優先分譲宅

地」という。）がある場合（政令で定める場合に限る。）には、その一団の土地の面積の

うちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団

の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のもので

あること。）その他政令で定める要件を満たすものであること。

ロ　当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもの

であり、かつ、その造成に係る一団の土地（当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に

規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行

地区内にある一団の土地に限る。）の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政

令で定める要件を満たすものであること。

ハ　当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行

われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであ

ること（当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られ

る者に対し分譲されるもの（以下この号において「優先分譲住宅」という。）がある場合

には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十

パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を

控除した戸数が五十戸以上のものであること。）その他政令で定める要件を満たすもの

であること。

ニ　当該造成される宅地（優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの）又は当

該建設される住宅（優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの）の分譲が公

募の方法により行われるものであること。

四 　公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）第六条第一項の協議

に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合（第三十三

条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

五 　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特

別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合

六 　公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二

項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計

画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合（第三十三条第一項第

二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

七 　地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）

第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構（政令で定めるものに限る。）が同法第

二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の

整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に

供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にあ

る土地等が、これらの者に買い取られる場合（第三十三条第一項第二号若しくは第三号の



六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二

号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

八 　地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一

項に規定する防災街区整備推進機構（政令で定めるものに限る。）が同法第二条第二号に

掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又

は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計

画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項

第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られ

る場合（第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しく

は前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当す

る場合を除く。）

九 　地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市

街地整備推進機構（政令で定めるものに限る。）が同法第十六条第一項に規定する認定中

心市街地（以下この号において「認定中心市街地」という。）の整備のために同法第十二条

第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅

地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するた

めに、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合（第三十三

条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第

一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合

を除く。）

十 　地方公共団体又は景観法（平成十六年法律第百十号）第九十二条第一項に規定する景観

整備機構（政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。）が同法第八条第一項に規

定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関

する事業（当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体

の管理の下に行われるものに限る。）の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土

地等が、これらの者に買い取られる場合（第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項

第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げ

る場合に該当する場合を除く。）

十一 　地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進

法人（政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。）が同法第四十六条第一項に規

定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業（当該事業が当該都市

再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われ

るものに限る。）の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これ

らの者に買い取られる場合（第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の

二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しく

は第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。）

十一の二 　地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二

十年法律第四十号）第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人（政令で定

めるものに限る。以下この号において同じ。）が同法第十二条第一項に規定する認定重点区

域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は

公用施設の整備に関する事業（当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われ

るものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。）の用に供するた



めに、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合（第三十三条第

一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に

掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当す

る場合を除く。）

十二 　国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づ

き、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に

関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供

するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるも

のに買い取られる場合

イ　当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の

面積が政令で定める面積以上であること。

ロ　当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施

行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。

十三 　次に掲げる事業（都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適

合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令

で定めるところにより証明がされたものに限る。）の用に供するために、地方公共団体の出

資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合

イ　中小小売商業振興法（昭和四十八年法律第百一号）第四条第一項から第三項まで又は

第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する

高度化事業

ロ　中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街

地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業（同項

第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。）

ハ　食品流通構造改善促進法（平成三年法律第五十九号）第四条第四項の規定による認定

を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業

十四 　農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十一条の二十九に規定する宅地

等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整

備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者

との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造

成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合

した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとし

て都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合

十五 　地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人（以下この号において「特

定法人」という。）が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律

（平成四年法律第六十二号）第二条第二項に規定する特定施設（同項第一号に規定する建

設廃棄物処理施設を含むものを除く。）の整備の事業（当該事業が同法第四条第一項の規

定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める

要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。）の

用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合（第三十三条第一項

第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当

する場合を除く。）



十六 　広域臨海環境整備センター法（昭和五十六年法律第七十六号）第二十条第三項の規定

による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる

廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取ら

れる場合

十七 　生産緑地法（昭和四十九年法律第六十八号）第六条第一項に規定する生産緑地地区内

にある土地が、同法第十一条第一項 、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、

地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

十八 　国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第十二条第一項の規定により規制区

域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合

十九 　国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関す

る事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する

事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基

づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体（その設立に係る団体で政

令で定めるものを含む。）に買い取られる場合

二十 　都市再開発法第七条の六第三項 、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項（大都市

地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。）若しくは地方拠点都市

地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（以下この号において「地方拠

点都市地域整備等促進法」という。）第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られ

る場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律（以下この号において「中心市

街地活性化法」という。）第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下この号において「高齢者移動等円滑化法」と

いう。）第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業大都市地域住宅等供給促進法によ

る特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画

整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中

心市街地活性化法第十六条第一項 、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項 、大都市地域住

宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一

項の保留地に対応する部分の譲渡（中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応す

る部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公

営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、中心市街地活性化法第十六条第一

項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する

都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等

円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設

置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める

者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がする

ものを除く。）があつたとき。

二十一 　土地区画整理法による土地区画整理事業（同法第三条第一項の規定によるものを除

く。）が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物（以下この号におい

て「建物等」という。）が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定め

る建物等に該当していることにより換地（当該土地の上に存する権利の目的となるべき土

地を含む。以下この号において同じ。）を定めることが困難であることにつき財務省令で定

めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により



換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき

（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

二十二 　土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規

定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換

により同法第七十五条の規定による補償金（当該個人（同条第一号に掲げる者に限る。）

がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政

令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。）を取得するとき又は当

該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求（当該

個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたもの

に限る。）により買い取られたとき。

二十三 　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五

号）第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは

地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十

四年法律第八十八号）第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定

した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定

された鳥獣（これに準ずる鳥を含む。）の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保

存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合

（第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

二十四 　自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条

第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域

内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同

法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定

した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全

地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指

定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地

区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われてい

る地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合

二十五 　農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整

備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内に

あるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する

農地保有合理化法人（当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場

合には、政令で定めるものに限る。）に買い取られる場合

３ 　個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号ま

で、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取り

が二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、こ

れらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外

の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

４ 　前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定

は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

（農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）



第三十四条の三 　個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当する

こととなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一

部につき第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の

九の三の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条

又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額（」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八

百万円（長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡

に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、

同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には

八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る

部分の金額とのいずれか低い金額とする。）を控除した金額（」とする。

二 　第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額（」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八

百万円（短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡

に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額）を

控除した金額（」とする。

２ 　前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。

一 　農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせ

んにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令

で定める場合（前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。）

二 　農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土

地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積

計画の定めるところにより譲渡した場合（前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合

を除く。）

三 　農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土

地等（農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十

七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。）を農業経営基盤強化促進法第二十

七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当

該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡

した場合（前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

四 　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成

五年法律第七十二号）第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計

画の定めるところにより土地等（同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及

び当該土地の上に存する権利に限る。）の譲渡（農林業の体験のための施設その他の財務省

令で定める施設の用に供するためのものを除く。）をした場合（前条第二項第一号又は第二

十五号の規定の適用がある場合を除く。）

五 　農村地域工業等導入促進法（昭和四十六年法律第百十二号）第五条第三項の規定により

同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内の土地等（農業振

興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利

に限る。）を当該実施計画に係る農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定す

る工場用地等の用に供するため譲渡した場合

六 　土地等（土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に

限る。）につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合



において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項（同法第八十九条

の二第十項 、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。）に規定する清

算金（当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第

三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号

に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一

項（同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を

含む。）の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若し

くはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその

部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。）を取得するとき。

七 　林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法

（昭和五十三年法律第三十六号）第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を

行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計

画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合

八 　林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法（昭和五十四年

法律第五十一号）第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項

の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡（林地保有及び森林施業の合理化に資するもの

として政令で定めるものに限る。）をした場合　

九 　土地等（農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第

二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する

権利に限る。）につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合におい

て、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。

十 　土地等（集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）第二条第一項に規定する農用

地及び当該農用地の上に存する権利に限る。）につき同法第十一条第一項の事業が施行さ

れた場合において、同法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十

三条の三の規定による清算金を取得するとき。

３ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適

用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務

省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。

４ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書

類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

　　　　　第六款　居住用財産の譲渡所得の特別控除

（居住用財産の譲渡所得の特別控除）

第三十五条 　個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡（当該個人の配

偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第

五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三

十七条の七若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受ける

ものを除く。以下この条において同じ。）若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供さ

れている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の

貸付けを含む。以下この条において同じ。）をした場合又は災害により滅失した当該家屋の敷



地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当

該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に

供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上

に存する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以

後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合には、当該個人がその

年の前年又は前々年において既にこの項又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の

五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の

譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額（」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三

千万円（長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る

部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二

号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円

から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額

とのいずれか低い金額とする。）を控除した金額（」とする。

二 　第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額（」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三

千万円（短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る

部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額）を控除した

金額（」とする。

２ 　前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する

年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情

の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で

定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省

令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

　　　　　第七款　譲渡所得の特別控除額の特例

（譲渡所得の特別控除額の特例）

第三十六条 　個人がその有する資産の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以

下この条において同じ。）をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第三十三

条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は前条第一

項の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が五千万円

を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内

において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

　　　　　第七款の二　居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例

（特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例）

第三十六条の二 　個人が、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に、その

有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条

第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの（以下この条及び次条



において「譲渡資産」という。）の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むも

のとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする

もの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は

第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又

は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。）をし

た場合において、平成五年四月一日（当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当

該譲渡の日の属する年の前年一月一日）から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日まで

の間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当

該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの（以下この条及び次条に

おいて「買換資産」という。）の取得（建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他

政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。）をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡

の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供す

る見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十

一条の三第一項、第三十五条第一項、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を

受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下

である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額

を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定

める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。

一 　当該個人がその居住の用に供している家屋（当該個人がその居住の用に供している期間

として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。）で政令で定めるもののうち国内に

あるもの

二 　前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの（当該個人の居住の用

に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの

間に譲渡されるものに限る。）

三 　前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存

する権利

四 　当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋

を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第三項に規定

する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に

存する権利（当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十

一日までの間に譲渡されるものに限る。）

２ 　前項の規定は、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲

渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであ

り、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当

該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中

「譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三

十一日」と、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」と、「取得価額以

下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」

とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。

３ 　第一項（前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、第一項の

規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同

項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の



取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限

り、適用する。

４ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省

令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

５ 　第三十三条第六項の規定は、第三項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。

この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものと

する。

６ 　前三項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第一項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

（特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等）

第三十六条の三 　前条第一項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の

翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくな

つた場合には、同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税について

の修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付し

なければならない。

２ 　前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに

該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同

条第二項に規定する取得をした日（当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅

い日。以下この項において同じ。）から四月を経過する日までに同条第二項に規定する譲渡の

日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する

場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該買換資

産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡

の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の

提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。

一 　買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第二項の規定により読み替えら

れた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。

二 　前条第二項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得

をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年

十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくな

つたとき。

３ 　第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ず

ることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該

申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条

又は第二十六条の規定による更正を行う。

４ 　第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正

について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提

出期限」とあるのは「第三十六条の三第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第

三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の三第一項又は第二項」と読み替えるものと

する。



（買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等）

第三十六条の四 　第三十六条の二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の規定の適用を受けた者（前条第一項若しくは第二項の規定による修正申

告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受け、かつ、第三十六条の二第一項の規定に

よる特例を認められないこととなつた者を除く。）の同条第一項に規定する買換資産につい

て、当該買換資産の取得の日以後その譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含

む。）、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で

定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める金額（同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定める

ところにより計算した当該費用の金額を加算した金額）とする。

一 　第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合　当該譲

渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として

政令で定めるところにより計算した金額

二 　第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合　当該譲

渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額

三 　第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合　当該

譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

（特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例）

第三十六条の五 　個人が、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に、その

有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する

譲渡資産に該当するもの（以下この条において「交換譲渡資産」という。）と当該個人の居住

の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する

権利で同項に規定する買換資産に該当するもの（以下この条において「交換取得資産」とい

う。）との交換（第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除

く。以下この条において同じ。）をした場合（当該交換に伴い交換差金（交換により取得した

資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条

において同じ。）を取得し、又は支払つた場合を含む。）又は交換譲渡資産と交換取得資産以

外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合（以下この条において「他資産との交

換の場合」という。）における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　当該交換譲渡資産（他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政

令で定める部分に限る。以下この号において同じ。）は、当該個人が、その交換の日におい

て、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の

譲渡をしたものとみなす。

二 　当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産

の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の取得をしたものとみなす。

　　　　　第八款　特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例

（特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例）

第三十七条 　個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日（次の表の第十六

号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日）までの間に、その有する資産



（所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定め

るものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。）で次の表の各

号の上欄に掲げるもののうち事業（事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下

第三十七条の五までにおいて同じ。）の用に供しているものの譲渡（譲渡所得の基因となる

不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの

及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄

に掲げる資産の取得（建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるもの、所有権移転外

リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号及び第十六号の上欄を除

き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。）をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取

得をした資産（以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。）を当該各号の下欄

に規定する地域内にある当該個人の事業の用（同表の第十八号の下欄に掲げる船舶について

は、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。）に供したとき（当該期間内に

当該事業の用に供しなくなつたときを除く。）、又は供する見込みであるときは、当該譲渡によ

る収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち

当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める

部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡

に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものと

して政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税

法第三十三条の規定を適用する。

譲渡資産 買換資産



一　次に掲げる区域（政令で定める区域を除く。以

下この表において「既成市街地等」という。）内

にある事務所若しくは事業所で政令で定めるもの

として使用されている建物（その附属設備を含

む。以下この表において同じ。）又はその敷地の用

に供されている土地等（土地又は土地の上に存す

る権利をいう。以下この条において同じ。）で、平

成三年三月三十一日以前に当該個人により取得

（同日後の相続による取得その他の政令で定める

ものを含む。）がされた資産（平成十四年一月一

日以後に譲渡されるものにあつては当該個人によ

り取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日

の属する年の一月一日において所有期間（第三十

一条第二項に規定する所有期間をいう。第十六号

及び第五項において同じ。）が十年を超えるもの

とし、第五号の上欄に掲げる資産にも該当するも

のを除く。）

イ　首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市

街地

ロ　近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都

市区域

ハ　イ又はロに掲げる区域に類するものとして政

令で定める区域

既成市街地等以外の地域内（国内に限

る。以下この表において同じ。）にある次

に掲げる資産

イ　土地等（農業又は林業の用に供され

るものにあつては、都市計画法第七条第

一項の市街化区域と定められた区域（以

下この号、第五号及び第十一号において

「市街化区域」という。）以外の地域内

にあるものに限る。）

ロ　建物、構築物又は機械及び装置（農業

又は林業の用に供されるものにあつて

は、市街化区域以外の地域内にあるもの

に限る。）

二　次に掲げる区域（既成市街地等を除く。以下こ

の号において「大気汚染規制区域」という。）内

にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法

（昭和四十三年法律第九十七号）第二条第二項に

規定するばい煙発生施設（以下この号において

「ばい煙発生施設」という。）の移転又は廃棄に

伴い譲渡をされるもの（これらの資産のうち第五

号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除

く。）

イ　大気汚染防止法第三条第三項の規定により同

条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排

出基準が定められている区域

ロ　大気汚染防止法第四条第一項の規定により都

道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代

えて適用すべき排出基準が定められている区域

ハ　イ又はロに掲げる区域に類するものとして政

令で定める区域

大気汚染規制区域及び既成市街地等以外

の地域のうち大気の汚染による公害が生

ずるおそれがないものとして政令で定め

る区域内にある前号の下欄のイ又はロに

掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に

伴い取得をされるもの



三　騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）

第三条第一項の規定により指定された地域（既成

市街地等を除く。以下この号において「騒音規制

地域」という。）内にある土地等、建物又は構築物

で、同法第二条第一項に規定する特定施設（以下

この号において「騒音発生施設」という。）の移

転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの（これらの資

産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当する

ものを除く。）

騒音規制地域及び既成市街地等以外の地

域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲

げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い

取得をされるもの

四　次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡を

される土地等、建物又は構築物（これらの資産の

うち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に

掲げる資産にも該当するものを除く。）

イ　水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十

八号）第三条第三項の規定により都道府県の条例

で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水

基準が定められている同法第二条第一項に規定す

る公共用水域（以下この号において「水質汚濁規

制水域」という。）に水を排出する特定施設（同

条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号

において同じ。）

ロ　水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特

定施設（水質汚濁防止法第二条第三項に規定する

指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別

措置法（昭和四十八年法律第百十号）第十二条の

二の規定により指定地域特定施設とみなされる施

設を含む。以下この号において同じ。）

ハ　水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共

用水域に水を排出する湖沼特定施設（湖沼水質保

全特別措置法（昭和五十九年法律第六十一号）第

七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下

この号において同じ。）又は当該公共用水域に湖

沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する

湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定

施設（同項に規定する指定施設をいう。以下この

号において同じ。）で、同法第三条第二項の規定に

基づき指定された同項の指定地域内にあるもの

既成市街地等以外の地域内にある第一号

の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定

施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又

は指定施設（水質汚濁規制水域及び湖

沼水質保全特別措置法第三条第一項の規

定に基づき指定された同項の指定湖沼以

外の水域のうち水質の汚濁による公害が

生ずるおそれがないものとして政令で定

める水域に水又は同法第十五条第一項に

規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる

物を排出するものに限る。）の設置に伴

い取得をされるもの



五　市街化区域又は既成市街地等の地域内にある

農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構

築物

市街化区域及び既成市街地等以外の地域

内にある次に掲げる資産で、当該個人の

上欄に規定する事業の用に供されるもの

イ　土地等

ロ　建物、構築物又は機械及び装置

六　次に掲げる区域（以下この号において「航空

機騒音障害区域」という。）内にある土地等、建物

又は構築物

イ　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四

条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区

ロ　公共用飛行場周辺における航空機騒音による

障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定す

る第二種区域

ハ　防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法

律第五条第一項に規定する第二種区域

航空機騒音障害区域以外の地域内にある

第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産

七　次に掲げる区域（以下第九号までにおいて

「誘致区域」という。）以外の地域内にある土地

等、建物又は構築物

イ　首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整

備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地

造成事業により造成された敷地の区域

ロ　流通業務市街地の整備に関する法律第四条第

一項の規定による流通業務地区

ハ　イ又はロに掲げる区域に類するものとして政

令で定める区域

誘致区域内にある土地等又は建物、構築

物若しくは機械及び装置（上欄のイ又は

ロに掲げる区域内にあるものにあつては

農業及び林業以外の事業の用に、上欄の

ハに掲げる区域内にあるものにあつては

政令で定める事業の用に、それぞれ供さ

れるものに限る。）

八　農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規

定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある

土地等、建物又は構築物

農村地域工業等導入促進法第五条第三項

の規定により同条第一項又は第二項の実

施計画において定められた工業等導入地

区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲

げる資産（農業又は林業の用に供される

ものを除く。）

九　次に掲げる区域（以下この号において「都市

開発区域等」という。）及び誘致区域以外の地域

内にある土地等、建物又は構築物

イ　首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開

発区域（政令で定める区域を除く。）

ロ　イに掲げる区域に類するものとして政令で定

める区域

都市開発区域等内にある第五号の下欄の

イ又はロに掲げる資産（上欄のイに掲げ

る区域内にあるものにあつては農業及び

林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げ

る区域内にあるものにあつては政令で定

める事業の用に、それぞれ供されるもの

に限る。）



十　既成市街地等及びこれに類する区域として政

令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物

上欄に規定する区域内にある第五号の下

欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計

画的かつ効率的な利用に資するものとし

て政令で定める施策の実施に伴い、当該

施策に従つて取得をされるもの

十一　市街化区域又は既成市街地等の地域内にあ

る土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該

建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土

地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上

で、かつ、地上階数が四（政令で定める共同住宅に

あつては、三）以上の建物（以下この号において

「特定建物」という。）を建築するために譲渡を

されるもの

市街化区域又は既成市街地等の地域内に

ある上欄に規定する特定建物、当該特定

建物の敷地の用に供されている土地等又

はこれらの資産に係る構築物

十二　公的資金による住宅の建設と併せて生活環

境施設を整備することが必要であると認められる

区域として政令で定めるところにより都道府県知

事が指定した区域（既成市街地等内又は人口の集

中度がこれに類する区域として政令で定める区域

内において指定されたものに限る。）内にある木

造の貸家住宅（その附属設備を含む。）、当該住宅

の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資

産に係る構築物で、当該指定した区域内における

生活環境施設の整備に関する事業の用に供するた

め地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は

地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの

国内にある建物で中高層の貸家住宅とし

て政令で定めるもの、当該建物の敷地の

用に供されている土地等又はこれらの資

産に係る構築物

十三　次に掲げる区域（以下この号において「農

用地区域等」という。）内にある土地等又は当該

土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地

等に生立するもの

イ　農業振興地域の整備に関する法律第八条第一

項の農業振興地域整備計画において同条第二項第

一号の農用地区域として定められている区域

ロ　沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関

する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方

針において農業振興地域として指定することを相

当とする地域として定められている地域（イに規

定する農業振興地域整備計画が定められたものを

除く。）内にある同法第三条の農用地等の区域

農業振興地域の整備に関する法律第二十

三条に規定する勧告に係る協議、調停若

しくはあつせん若しくは当該あつせんに

準ずる農業委員会のあつせんにより取得

をする農用地区域等内にある土地等、当

該土地等の当該取得若しくは第三十三条

の二第一項第二号に規定する交換による

取得に伴い農業委員会のあつせんにより

取得をされる果樹で当該土地等に生立す

るもの、第三十四条の三第二項第二号に

規定する農用地利用集積計画の定めると

ころにより取得をする農用地区域等内に

ある土地等又は土地改良法第八十七条の

二第一項の規定により国が行う同項第二

号の事業により造成された埋立地若しく

は干拓地の区域内にある土地等



十四　密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災

再開発促進地区（以下この号及び次号において

「防災再開発促進地区」という。）内にある土地

等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若

しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の

上に耐火建築物又は準耐火建築物（それぞれ建築

基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又

は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をい

う。）で政令で定めるものを建築するために譲渡

をされるもの

当該防災再開発促進地区内にある土地

等、建物又は構築物で、密集市街地におけ

る防災街区の整備の促進に関する法律に

よる防災街区整備事業に関する都市計画

の実施に伴い、当該防災街区整備事業に

関する都市計画に従つて取得をされるも

の（政令で定めるものを除く。）

十五　防災再開発促進地区内にある土地等、建物又

は構築物で、密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計

画（政令で定める基準に適合するものに限る。以

下この号において「認定建替計画」という。）に

係る建築物の建替えを行う事業の用に供するため

に譲渡をされるもの

当該防災再開発促進地区内にある土地

等、建物又は構築物で、当該認定建替計画

に係る建築物の建替えを行う事業に伴い

取得をされるもの

十六　国内にある土地等、建物又は構築物で、当該

個人により取得がされたこれらの資産のうちその

譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間

が十年を超えるもの

国内にある土地等、建物、構築物又は機械

及び装置

十七　船舶（内航海運組合法（昭和三十二年法律

第百六十二号）第五十八条において準用する同法

第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受け

た調整規程に基づき行われる同法第五十八条にお

いて準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船

腹の調整に関する事業の対象となつている船種に

該当する船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十

六号）第一条に規定する日本船舶に限る。以下こ

の号及び次号において同じ。）で内航海運業法

（昭和二十七年法律第百五十一号）第二条第二項

に規定する内航海運業の用に供されていたものの

うち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善

等に資することについて政令で定める要件を満た

す譲渡に係るものに限る。）

国内にある事業の用に供される減価償却

資産（船舶を除く。）

十八　船舶（前号の上欄に掲げる船舶に該当する

ものを除く。）

船舶（漁船以外のものにあつては、政令

で定めるものに限る。）

２ 　前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該

土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等



に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎

として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当

該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該

当しないものとする。

３ 　前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日（第一項の表の第

十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日）までの間に同表の各号

の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属

する年の前年中（工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定める

やむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内）に当該各号の下欄に掲げる資産の取

得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産（政令で定めるところによ

り納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。）を当

該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合（当該取得の日から

一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。）について準用する。この場合におい

て、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で

定めるところにより」と読み替えるものとする。

４ 　第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日（第一

項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日）までの間に

同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡を

した日の属する年の翌年中（前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当

該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で

定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるも

のとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの

期間内。次条第二項第二号において同じ。）に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込

みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定す

る地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合に

おいて、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

５ 　第一項（前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、その年

一月一日において所有期間が五年以下である土地等（その年中に取得をした土地等で政令で

定めるものを含む。）の譲渡（第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当するこ

とにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。）については、適用しな

い。

６ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分

の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした

資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める

書類の添付がある場合に限り、適用する。

７ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省

令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

８ 　第三十三条第六項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。

この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものと

する。



９ 　第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の

上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部

分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

１０ 　第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした

土地等の譲渡については、適用しない。

（特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等）

第三十七条の二 　前条第一項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から一年以内

に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供

しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から四月以

内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当

該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

２ 　前条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当す

る場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をし

た日から四月以内に同条第四項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の

請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、

又は第二号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情

が生じた日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申

告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければ

ならないものとする。

一 　買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第四項の規定により読み替えら

れた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき又はその買換資

産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡

があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき。

二 　前条第四項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中に買換資産の取得をせず、又は同項に

規定する取得の日から一年以内に、買換資産を同項に規定する事業の用に供せず、若しくは

供しなくなつた場合

３ 　第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ず

ることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該

申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条

又は第二十六条の規定による更正を行なう。

４ 　第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正

について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提

出期限」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第

三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項」と読み替えるものと

する。

（買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等）

第三十七条の三 　第三十七条第一項（同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）の規定の適用を受けた者（前条第一項若しくは第二項の規定による

修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規

定による特例を認められないこととなつた者を除く。）の買換資産に係る所得税法第四十九

条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲



渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。）、相続、遺贈若しくは贈与があつた場

合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取

得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額（第三十七条第一項の

譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算し

た金額）とする。

一 　第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合　当該譲渡を

した資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相

当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

と当該百分の二十に相当する金額との合計額

二 　第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合　当該譲渡を

した資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以

外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当す

る金額との合計額に相当する金額

三 　第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合　当該譲渡

をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分

以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当す

る金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額

２ 　個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十九条各

号に掲げる規定（第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。）は、適用しない。

（特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例）

第三十七条の四 　個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日（第三十七条

第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日）までの

間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの（以

下この条において「交換譲渡資産」という。）と当該各号の下欄に掲げる資産（以下この条

において「交換取得資産」という。）との交換（第三十三条の二第一項第二号に規定する交換

その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。）をした場合（当該交換に伴い交

換差金（交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うた

めの金銭をいう。以下この条、次条、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九

の四までにおいて同じ。）を取得し、又は支払つた場合を含む。）又は交換譲渡資産と交換取

得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合（以下この条において「他資

産との交換の場合」という。）における前三条の規定の適用については、次に定めるところに

よる。

一 　当該交換譲渡資産（他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政

令で定める部分に限る。）は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の

価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。

二 　当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に

相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をしたものとみなす。

（既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合

の譲渡所得の課税の特例）

第三十七条の五 　個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの（以下この項及び

第四項において「譲渡資産」という。）の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを



含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六

条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるも

のを除く。以下この条において同じ。）をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月

三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得（建設を含むものとし、贈与、交換又は

所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。）をし、かつ、当該取得

の日から一年以内に、当該取得をした資産（以下この項及び第四項において「買換資産」とい

う。）を当該個人の事業の用若しくは居住の用（当該個人の親族の居住の用を含む。）に供し

たとき（当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。）、又はこれらの用に供する

見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合に

あつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合

にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲

渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

譲渡資産 買換資産

一　次に掲げる区域又は地区内にある土地若し

くは土地の上に存する権利（以下この条にお

いて「土地等」という。）、建物（その附属設

備を含む。以下この条において同じ。）又は構

築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築

物の敷地の用に供されている土地等の上に地

上階数四以上の中高層の耐火建築物（以下こ

の条において「中高層耐火建築物」という。）

の建築をする政令で定める事業（以下この項

において「特定民間再開発事業」という。）の

用に供するために譲渡をされるもの（当該特

定民間再開発事業の施行される土地の区域内

にあるものに限る。）

　イ　第三十七条第一項の表の第一号の上欄に

規定する既成市街地等

　ロ　都市計画法第四条第一項に規定する都市

計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号

に掲げる地区として定められた地区その他こ

れに類する地区として政令で定める地区（イ

に掲げる区域内にある地区を除く。）

当該特定民間再開発事業の施行により当該

土地等の上に建築された中高層耐火建築物

若しくは当該特定民間再開発事業の施行さ

れる地区（都市計画法第四条第一項に規定

する都市計画に都市再開発法第二条の三第

一項第二号に掲げる地区として定められた

地区その他これに類する地区として政令で

定める地区に限る。）内で行われる他の特定

民間再開発事業その他の政令で定める事業

の施行により当該地区内に建築された政令

で定める中高層の耐火建築物（これらの建

築物の敷地の用に供されている土地等を含

む。）又はこれらの建築物に係る構築物



二　次に掲げる区域内にある土地等、建物又は

構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構

築物の敷地の用に供されている土地等の上に

地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅（主

として住宅の用に供される建築物で政令で定

めるものに限る。以下この項において同じ。）

の建築をする事業の用に供するために譲渡を

されるもの（当該事業の施行される土地の区

域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる

資産に該当するものを除く。）

　イ　前号のイに規定する既成市街地等

　ロ　首都圏整備法第二条第四項に規定する近

郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定

する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二

条第三項に規定する都市整備区域（第三十七

条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区

域を除く。）のうち、イに掲げる既成市街地等

に準ずる区域として政令で定める区域

　ハ　中心市街地の活性化に関する法律第十二

条第一項に規定する認定基本計画に基づいて

行われる同法第七条第六項に規定する中心市

街地共同住宅供給事業（同条第四項に規定す

る都市福利施設の整備を行う事業と一体的に

行われるものに限る。）の区域

当該事業の施行により当該土地等の上に建

築された耐火共同住宅（当該耐火共同住宅

の敷地の用に供されている土地等を含む。）

又は当該耐火共同住宅に係る構築物

２ 　第三十七条第四項及び第六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項

の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に

掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。

第三

十七

条第

四項

第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日

から平成二十三年十二月三十一日（第一項の表の

第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十

年十二月三十一日）までの間に同表の各号の上欄

に掲げる資産で事業の用に供しているもの

第三十七条の五第一項の規定は、

同項に規定する譲渡資産

前項に規定する政令で 政令で

当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産 当該翌年中に同項に規定する買

換資産（以下第三十七条の三ま

でにおいて「買換資産」とい

う。）

当該資産 当該買換資産



同じ。）に当該各号の下欄に掲げる資産 同じ。）に当該買換資産

資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当

該個人の事業の用

買換資産を当該個人の第三十七

条の五第一項に規定する事業の

用又は居住の用

第一項中 同項中

第三

十七

条第

六項

第一項の規定は、同項 第三十七条の五第一項（同条第

二項において準用する第三十七

条第四項の規定を含む。以下この

条において同じ。）の規定は、第

三十七条の五第一項

第三

十七

条第

七項

第一項 第三十七条の五第一項

第三

十七

条第

八項

、第六項 、第三十七条の五第二項において

準用する第三十七条第六項

同条第六項 第三十三条第六項

第三

十七

条の

二第

一項

前条第一項 第三十七条の五第一項

同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当

該個人の事業の用

当該個人の同項に規定する事業

の用又は居住の用

第三

十七

条の

二第

二項

前条第四項において準用する同条第一項 第三十七条の五第二項において

準用する第三十七条第四項の規

定により第三十七条の五第一項

に同条第四項 に同条第二項において準用する

第三十七条第四項

前条第四項の規定 第三十七条の五第二項において

準用する第三十七条第四項の規

定

前条第四項に規定する 第三十七条の五第二項において

準用する第三十七条第四項に規

定する

事業の用 事業の用又は居住の用



第三

十七

条の

二第

四項

第三十七条の二第一項 第三十七条の五第二項において

準用する第三十七条の二第一項

第三

十七

条の

三第

三項

第三十七条第一項 第三十七条の五第一項

３ 　第一項（前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。）の規定の適用を受けた者

（前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提

出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定に

よる特例を認められないこととなつた者を除く。）の買換資産に係る所得税法第四十九条第

一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡

（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。）、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合

において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得

価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額（第一項の譲渡に要した

費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額）とす

る。

一 　第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合　当該譲渡をした資産の

取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところ

により計算した金額

二 　第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合　当該譲渡をした資産の

取得価額等に相当する金額

三 　第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合　当該譲渡をした資産

の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

４ 　個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの（以下この項において「交換譲渡資産」

という。）と買換資産に該当する資産（以下この項において「交換取得資産」という。）との

交換（政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。）をした場合（交換差金を取得し、

又は支払つた場合を含む。）又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、か

つ、交換差金を取得した場合（以下この項において「他資産との交換の場合」という。）にお

ける第一項及び前項並びに第二項の規定により読み替えて準用する第三十七条第四項及び第

六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項の規定の適用については、

次に定めるところによる。

一 　当該交換譲渡資産（他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政

令で定める部分に限る。）は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の

価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。

二 　当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に

相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。



５ 　個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合におい

て、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火

建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定め

る場合に該当するときは、その者については、次の各号に定めるところによる。

一 　当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が

十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合

には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなし

て、同条の規定を適用する。

二 　当該譲渡をした資産が、当該個人の事業の用に供しているものである場合において、その

者が事業の用に供する土地等又は建物その他の減価償却資産で政令で定めるものの取得を

するときは、当該譲渡をした資産又は当該取得をする資産は、第三十七条第一項の表の第一

号の上欄に掲げる資産又は同号の下欄に掲げる資産に該当するものとみなして、同条から

第三十七条の三までの規定を適用する。

６ 　前項の個人が同項の規定により第三十一条の三又は第三十七条の規定の適用を受ける場合

の確定申告書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例）

第三十七条の六 　個人の有する土地又は土地の上に存する権利（所得税法第二条第一項第十六

号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。

以下この条、次条及び第三十七条の九から第三十七条の九の三までにおいて「土地等」とい

う。）が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分

合により譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。）

をした土地等（当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした

場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政

令で定める部分）の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用す

る。

一 　農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地

等の譲渡（第三十四条から第三十四条の三まで、第三十七条又は第三十七条の四の規定の

適用を受けるものを除く。）をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合（当該

土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定によ

る清算金の取得をした場合を含む。）

二 　集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡（第三十四条

から第三十四条の三まで、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除

く。）をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合（当該土地等とともに同法第

十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合

を含む。）

三 　農住組合法（昭和五十五年法律第八十六号）第七条第二項第三号の規定による交換分合

（政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限

る。）により土地等（農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に

限る。）の譲渡（第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条

の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除

く。）をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合（当該土地等とともに同法第



十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合

を含む。）

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用

を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の

写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書

類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等

（以下次項までにおいて「交換取得資産」という。）につきその取得した日以後譲渡、相続、

遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金

額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等（以下この項

において「交換譲渡資産」という。）の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次

に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。

一 　交換譲渡資産の取得価額等（当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該

費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第一項各号に規定する清算金を取得

した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する

部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。）

二 　交換譲渡資産とともに第一項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した

場合には、当該清算金の額

三 　交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額

５ 　交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場

合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及び

その計算の明細を記載するものとする。

（大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡

所得の課税の特例）

第三十七条の七 　個人の有する土地等につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三

号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該個人が、

当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人の有するも

のとの交換（政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。）をしたとき（交換差金を

取得し、又は支払つた場合を含む。）、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成を行う

個人又は法人に当該土地等の譲渡（贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除

く。以下次項までにおいて同じ。）をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日まで

に当該宅地を譲り受けたときは、当該土地等（当該宅地とともに交換差金を取得し、又は当該

譲渡による収入金額が当該宅地の取得価額を超える場合には、当該土地等のうち当該交換差

金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。）の交換又は譲渡がな

かつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

一 　主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一

団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。



二 　大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受け

て行われる一団の宅地の造成に関する事業（同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発

事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。）であるこ

と。

三 　都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規定する都市計画区域内にお

いて行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。）を受けて宅地の造成

が行われるものであること。

２ 　前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法

人に土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他の

やむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲

り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長

が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受

けたときについて準用する。この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三

十一日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは

「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替

えるものとする。

３ 　第一項（前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、第一項の

個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又

は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡に

つき既に第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡につ

いては、適用しない。

４ 　第三十七条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。こ

の場合において、同条第六項中「第一項の規定は、同項」とあるのは「第三十七条の七第一項

（同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、第三十七条

の七第一項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する土地等（以下この条において

「土地等」という。）の同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、

買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した

土地等及び当該交換により取得した宅地の価額（同項に規定する交換差金を取得し、又は支

払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額）又は同項に規定する譲

渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取

得価額の」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」と読み替えるも

のとする。

５ 　前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定め

るところにより、第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地の明細に関する財

務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

６ 　第一項の規定の適用を受けた個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の翌

年一月一日以後において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用

に供するために当該造成を行う個人又は法人（当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を

行う個人又は法人に限る。）に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡につい

ては、第三十四条の二第一項の規定は、適用しない。



７ 　第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は

合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。

（大規模な住宅地等造成事業に係る土地等の交換等の場合の更正の請求、修正申告等）

第三十七条の八 　前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号

の一に該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては同条第二項

の宅地を譲り受けた日から四月を経過する日までに同項に規定する譲渡の日の属する年分の

所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を

生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該宅地を譲り受けた日又は

同号に規定する税務署長が認定する日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年

分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付

すべき税額を納付しなければならないものとする。

一 　当該宅地を譲り受けた場合において、その取得価額が前条第二項において読み替えられた

同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。

二 　前条第二項において読み替えられた同条第一項に規定する税務署長が認定する日までに

当該宅地を譲り受けていないとき。

２ 　前項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合又は同項第二号の規定に該当する

場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載す

べきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六

条の規定による更正を行う。

３ 　第三十三条の五第三項の規定は、第一項の規定による修正申告書及び前項の更正について準

用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」と

あるのは「第三十七条の八第一項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」

とあるのは「第三十七条の八第一項」と読み替えるものとする。

（大規模な住宅地等造成事業に係る交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計

算等）

第三十七条の九 　第三十七条の七第一項（同条第二項において準用する場合を含む。以下この項

において同じ。）の規定の適用を受けた者（前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又

は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十七条の七第一項の規定による特例を認め

られないこととなつた者を除く。）の同項に規定する交換により取得した宅地（以下この条

において「交換取得宅地」という。）又は譲り受けた宅地（以下この条において「譲受け宅

地」という。）について、当該交換取得宅地又は譲受け宅地を取得した日以後その譲渡（譲渡

所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。）、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事

業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところによ

り、当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に掲げる金額（土地等の同項に規定する交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令

で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額）とする。

一 　第三十七条の七第一項に規定する交換により交換取得宅地とともに交換差金を取得した

場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合　当該

交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該



交換差金又はその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところによ

り計算した金額

二 　第三十七条の七第一項に規定する交換の日において当該交換により譲渡した土地等の価

額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅

地の取得価額に等しい場合　当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした

土地等の取得価額等に相当する金額

三 　第三十七条の七第一項に規定する交換により交換取得宅地を取得した場合（交換差金を

支払つた場合に限る。）又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額

に満たない場合　当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取

得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額

２ 　交換取得宅地又は譲受け宅地の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金

額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額が前項の規

定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

（認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課

税の特例）

第三十七条の九の二 　個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六

十二号）第十四条の三に規定する計画の認定（以下この項において「計画の認定」とい

う。）がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画（同法第十四条の五

第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この

項において「認定計画」という。）に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日（同

日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあ

つた場合には、当該計画の認定の取消しの日）までの期間（次項において「指定期間」とい

う。）内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地（以下こ

の項及び第三項において「認定事業用地」という。）の区域内に有する同条第五項第三号に

規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利（所得税法第二条第一項第十六号に規

定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この

項及び次項において「所有隣接土地等」という。）の次の各号に掲げる交換又は譲渡（当該

認定計画に従つてするものに限る。）をしたときは、当該所有隣接土地等（第一号の土地建物

等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価

額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当する

ものとして政令で定める部分を除く。）の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一

条又は第三十二条の規定を適用する。

一 　所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条

の五第一項に規定する認定事業者（同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位

の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項におい

て「認定事業者」という。）の有する土地建物等（土地若しくは土地の上に存する権利又

は建築物（当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。）を

いう。以下この条において同じ。）で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内

（国内に限る。次号において同じ。）にあるものとの交換（交換差金を取得し、又は支払つ

た場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政

令で定める交換を除く。）



二 　当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡（第三十三条の四第一項に規定

する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。）

をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する

特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業

務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構（政令で定めるものに限る。

以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。）から同法附則第十七条第三項の

規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事

業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合（当該譲渡及び譲受けが政令で定

める方法により行われた場合に限る。）における当該譲渡

２ 　前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした

個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みで

あるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の

見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該

譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける

見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものと

する。

３ 　第一項（前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、第一項の

個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又

は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等（民間都市開発の

推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の

敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。）の用に

供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項（同条第二項第一号から第二号

の二までに係る部分に限る。）又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合に

は、当該交換又は譲渡については、適用しない。

４ 　第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに前

条の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上

欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。

第三

十七

条第

六項

第一項の規定は、同項 第三十七条の九の二第一項（同条第二項において準用する場

合を含む。以下同じ。）の規定は、同条第一項

同項の譲渡 同項に規定する所有隣接土地等（以下「所有隣接土地等」と

いう。）の同項に規定する交換又は譲渡

当該譲渡をした資産の

譲渡価額、買換資産の取

得価額又はその

当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地

等及び当該交換により取得した土地建物等（同項第一号に規

定する土地建物等をいう。以下同じ。）の価額（同号に規定

する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接

土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額）又は

同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り

受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みであ

る土地建物等の取得価額の



第三

十七

条第

七項

第一項 第三十七条の九の二第一項

第三

十七

条の

七第

五項

前項 第三十七条の九の二第四項

第一項 第三十七条の九の二第一項

宅地 土地建物等

第三

十七

条の

七第

六項

第一項の規定の 第三十七条の九の二第一項の規定の

一団の宅地の造成に関

する事業の用に供する

ために当該造成を行う

個人又は法人（当該交

換又は譲渡をした土地

等につき造成を行う個

人又は法人に限る。）

認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の

用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項

第一号に規定する認定事業者（当該交換又は譲渡をした所有

隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限

る。）

第三十四条の二第一項 第三十四条第一項（同条第二項第一号から第二号の二までに

係る部分に限る。）又は第三十四条の二第一項

第三

十七

条の

八第

一項

前条第二項 第三十七条の九の二第二項

同条第二項の宅地 同条第二項の土地建物等

当該宅地 当該土地建物等

税務署長が認定する日

から

譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から

同条第一項に規定する

税務署長が認定する日

同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二

月三十一日

第三

十七

条の

八第

三項

第三十七条の八第一項 第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七

条の八第一項

前条

第一

項

第三十七条の七第一項 第三十七条の九の二第一項

前条第一項 同条第四項において準用する第三十七条の八第一項

取得した宅地 取得した土地建物等

交換取得宅地 交換取得土地建物等

譲り受けた宅地 同項第二号の譲り受けた土地建物等

譲受け宅地 譲受け土地建物等



について、 に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を

計算するとき、又は

（土地等の同項 （所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項

譲渡した土地等 譲渡した所有隣接土地等

譲渡をした土地等 譲渡をした所有隣接土地等

前条

第二

項

交換取得宅地又は譲受

け宅地

交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等

５ 　個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建

物等については、第十九条各号に掲げる規定（第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除

く。）は、適用しない。

６ 　前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例）

第三十七条の九の三 　個人の有する土地等につき独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法

律第百号）附則第十二条第十二項の規定による認可を受けた同項の計画（同条第十五項の

規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」

という。）に係る同条第十二項に規定する業務が施行される場合において、当該個人が、平成

十六年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施

行区域内の都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行

政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第

十二項の用地との交換（政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。）をしたとき

（交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。）は、当該土地等（当該用地とともに交換差

金を取得した場合には、当該土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部

分を除く。）の交換がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

２ 　前項の規定は、同項の個人が、同項に規定する交換をした日の属する年の一月一日前におい

て、当該交換に係る同項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条

第一項（同条第二項第一号に係る部分に限る。）又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受

けている場合には、当該交換については、適用しない。

３ 　第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項並びに第三十七条の九の規

定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲

げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第三

十七

条第

六項

第一項 第三十七条の九の三第一項

同項の譲渡 同項に規定する土地等（以下「土地等」とい

う。）の同項に規定する交換



当該譲渡をした資産の譲渡価額、買

換資産の取得価額又はその見積額

当該交換の日における当該交換により譲渡した

土地等及び当該交換により取得した同項に規定

する用地（以下「用地」という。）の価額（同

項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた

場合には、当該土地等及び用地の価額並びに当

該交換差金の額）

第三

十七

条第

七項

第一項 第三十七条の九の三第一項

第三

十七

条の

七第

五項

前項 第三十七条の九の三第三項

第一項 第三十七条の九の三第一項

取得し、又は譲り受けた宅地 取得した用地

第三

十七

条の

七第

六項

第一項の規定の 第三十七条の九の三第一項の規定の

交換又は譲渡をした日 交換をした日

交換又は譲渡に 交換に

一団の宅地の造成に関する事業の用

に供するために当該造成を行う個人

又は法人（当該交換又は譲渡をした

土地等につき造成を行う個人又は法

人に限る。）

認可計画に係る同項の業務の用に供するために

独立行政法人都市再生機構

第三十四条の二第一項 第三十四条第一項（同条第二項第一号に係る部

分に限る。）又は第三十四条の二第一項

第三

十七

条の

九第

一項

第三十七条の七第一項（同条第二項

において準用する場合を含む。以下

この項において同じ。）

第三十七条の九の三第一項

受けた者（前条第一項の規定による

修正申告書を提出し、又は同条第二

項の規定による更正を受けたため、

第三十七条の七第一項の規定による

特例を認められないこととなつた者

を除く。）

受けた者

宅地（以下この条において「交換取

得宅地」という。）又は譲り受けた

宅地（以下この条において「譲受け

宅地」という。）

用地（以下「交換取得用地」という。）

交換取得宅地又は譲受け宅地 交換取得用地



交換又は譲渡に要した費用 交換に要した費用

第三十七条の七第一項に 第三十七条の九の三第一項に

交換取得宅地とともに交換差金を取

得した場合又は同項に規定する譲渡

による収入金額が譲受け宅地の取得

価額を超える場合

交換取得用地とともに交換差金を取得した場合

土地等又は同項に規定する譲渡をし

た土地等の取得価額等のうち当該交

換差金又はその超える額

土地等の取得価額のうち当該交換差金

交換取得宅地の価額に等しい場合又

は同項に規定する譲渡による収入金

額が譲受け宅地の取得価額に等しい

場合

交換取得用地の価額に等しい場合

土地等又は同項に規定する譲渡をし

た土地等の取得価額等に相当する金

額

土地等の取得価額に相当する金額

交換取得宅地を取得した場合（交換

差金を支払つた場合に限る。）又は

同項に規定する譲渡による収入金額

が譲受け宅地の取得価額に満たない

場合

交換取得用地を取得した場合（交換差金を支払

つた場合に限る。）

土地等又は同項に規定する譲渡をし

た土地等の取得価額等に当該交換差

金の額又はその満たない額

土地等の取得価額に当該交換差金の額

第三

十七

条の

九第

二項

交換取得宅地又は譲受け宅地 交換取得用地

４ 　前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例）

第三十七条の九の四 　個人が、その有する国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九

号）第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところに

より証明がされたもの（以下この項において「特定普通財産」という。）に隣接する土地（当

該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、所得税法第二条第一項第十六号に規定す

る棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項に

おいて「所有隣接土地等」という。）につき、国有財産特別措置法第九条第二項の規定により

当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換（政令で定める交換を除く。以下この項にお



いて同じ。）をしたとき（交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。）は、当該所有隣接土

地等（当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当

該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。）の交換がなかつたものとして、

第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

２ 　第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項並びに第三十七条の九の規定は、前項

の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。。

第三

十七

条第

六項

第一項 第三十七条の九の四第一項

同項の譲渡 同項に規定する所有隣接土地等（以下「所有隣接

土地等」という。）の同項に規定する交換

当該譲渡をした資産の譲渡価額、

買換資産の取得価額又はその見積

額

当該交換の日における当該交換により譲渡した所

有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に

規定する特定普通財産（以下「特定普通財産」と

いう。）の価額（同項に規定する交換差金を取得

し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及

び特定普通財産の価額並びに当該交換差金の額）

第三

十七

条第

七項

第一項 第三十七条の九の四第一項

第三

十七

条の

七第

五項

前項 第三十七条の九の四第二項

第一項 第三十七条の九の四第一項

取得し、又は譲り受けた宅地 取得した特定普通財産

第三

十七

条の

九第

一項

第三十七条の七第一項（同条第二

項において準用する場合を含む。

以下この項において同じ。）

第三十七条の九の四第一項

受けた者（前条第一項の規定によ

る修正申告書を提出し、又は同条

第二項の規定による更正を受けた

ため、第三十七条の七第一項の規

定による特例を認められないこと

となつた者を除く。）

受けた者

宅地（以下この条において「交換

取得宅地」という。）又は譲り受

けた宅地（以下この条において

「譲受け宅地」という。）

特定普通財産（以下「交換取得資産」という。）

交換取得宅地又は譲受け宅地 交換取得資産



（土地等 （所有隣接土地等

交換又は譲渡に要した費用 交換に要した費用

第三十七条の七第一項に 第三十七条の九の四第一項に

交換取得宅地とともに交換差金を

取得した場合又は同項に規定する

譲渡による収入金額が譲受け宅地

の取得価額を超える場合

交換取得資産とともに交換差金を取得した場合

土地等又は同項に規定する譲渡を

した土地等の取得価額等のうち当

該交換差金又はその超える額

所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金

土地等の価額が交換取得宅地の価

額に等しい場合又は同項に規定す

る譲渡による収入金額が譲受け宅

地の取得価額に等しい場合

所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等

しい場合

土地等又は同項に規定する譲渡を

した土地等の取得価額等に相当す

る金額

所有隣接土地等の取得価額に相当する金額

交換取得宅地を取得した場合（交

換差金を支払つた場合に限る。）

又は同項に規定する譲渡による収

入金額が譲受け宅地の取得価額に

満たない場合

交換取得資産を取得した場合（交換差金を支払つ

た場合に限る。）

土地等又は同項に規定する譲渡を

した土地等の取得価額等に当該交

換差金の額又はその満たない額

所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額

第三

十七

条の

九第

二項

交換取得宅地又は譲受け宅地 交換取得資産

３ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　　第九款　有価証券の譲渡による所得の課税の特例等

（株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第三十七条の十 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十六年一月一日以後に

株式等の譲渡（金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うも

のを除く。以下この項、次条から第三十七条の十一の二まで及び第三十七条の十二の二におい

て同じ。）をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（第三十



二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「株式等に係る譲渡

所得等」という。）については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲

渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この条

及び第三十七条の十一において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、株式等

に係る課税譲渡所得等の金額（株式等に係る譲渡所得等の金額（第六項第五号の規定により

読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）をいう。）の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合にお

いて、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所

得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

２ 　前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの（外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ

場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分

を除く。）をいう。

一 　株式（株主又は投資主（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する

投資主をいう。）となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当

てを受ける権利を含む。）

二 　特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社

員の持分、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法

人の出資者の持分（出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権

利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。）

三 　新株予約権付社債（資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定

社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。）

四 　協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）に規定する優先

出資（優先出資者（同法第十三条の優先出資者をいう。）となる権利及び優先出資の割当

てを受ける権利を含む。）及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出

資（優先出資社員（同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。）となる権利及び同

法第五条第一項第二号ニ（２）に規定する引受権を含む。）

五 　公社債投資信託以外の証券投資信託（第四項において「株式等証券投資信託」という。）

の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの（同

項において「非公社債等投資信託」という。）の受益権

六 　特定受益証券発行信託の受益権

３ 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額（所

得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。）その他政令で定める事由に

より交付を受ける政令で定める金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、

第一項の規定を適用する。

一 　法人（法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。）

の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等（以下この項において「株主等」と

いう。）がその法人の合併（法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同

じ。）（当該法人の株主等に法人税法第二条第十二号に規定する合併法人（信託の併合に

係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含

む。）の株式若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資

（自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。）の全



部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方

の株式又は出資以外の資産（当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益

の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株

主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。）

の交付がされなかつたものを除く。）により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の

価額の合計額

二 　法人の株主等がその法人の分割（法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人（信

託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託

財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含

む。）の株主等に法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人（信託の分割によ

り受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係

る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。）の株式若しくは出資又は分割承継法

人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関

係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産（当該株主等

に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた法人税法第

二条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。）の交付がさ

れなかつたものを除く。）により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

三 　法人の株主等がその法人の資本の払戻し（株式に係る剰余金の配当（資本剰余金の額の

減少に伴うものに限る。）のうち、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割（法

人課税信託に係る信託の分割を含む。）によるもの以外のものをいう。）により、又はその法

人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の

合計額

四 　法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得（金融商品取引所（金融商品取引

法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三十七条の十一第一項において同

じ。）の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第五

十七条の四第三項第一号から第三号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に

該当する場合における取得を除く。）により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価

額の合計額

五 　法人の株主等がその法人の出資の消却（取得した出資について行うものを除く。）、その

法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人

の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金

銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

六 　法人の株主等がその法人の組織変更（当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法

人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。）により交付を受ける金銭の額及び

金銭以外の資産の価額の合計額

４ 　株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託（以下この項において

「株式等証券投資信託等」という。）の受益権を有する居住者又は国内に恒久的施設を有す

る非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額

とみなして、第一項の規定を適用する。

一 　その株式等証券投資信託等の終了（当該株式等証券投資信託等の信託の併合に係るもの

である場合にあつては、当該株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新た

な信託の受益権以外の資産（信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基



づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）の交付がされた信託の併合に係る

ものに限る。）又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合

計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託された金額（所得税法第二条第一項第

十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項

第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該株式

等証券投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。）に達するまでの金額

二 　その特定受益証券発行信託に係る信託の分割（分割信託（信託の分割によりその信託財

産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託を

いう。）の受益者に承継信託（信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託

財産の一部の移転を受ける信託をいう。）の受益権以外の資産（信託の分割に反対する当

該受益者に対する信託法（平成十八年法律第百八号）第百三条第六項に規定する受益権取

得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）の交付がされたものに限

る。）により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受

益証券発行信託について信託された金額（当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分

の金額に限る。）に達するまでの金額

５ 　前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

６ 　第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項

第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七

条の十第一項（株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額（以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）」とする。

二 　所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、

「、譲渡所得又は雑所得」とする。

三 　所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とある

のは「株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要

した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」

と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」とい

う。）から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「）とする」とする。

四 　所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とある

のは「譲渡所得の金額（事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第

三十七条の十第一項（株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する株式等に係る譲

渡所得等がないものとして計算した金額とする。）」と、「各種所得の金額」とあるのは

「各種所得の金額（株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。）」とする。

五 　所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総

所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

六 　所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中

「前節（税率）」とあるのは「前節（税率）及び租税特別措置法第三十七条の十第一項

（株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総

所得金額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得

等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課

税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定による所得税の

額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額



及び租税特別措置法第三十七条の十第一項（株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）の規

定による所得税の額」とする。

七 　前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特

例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

（特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第三十七条の十の二 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定

管理株式（当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座（第三十

七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。）に係る

同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等（次条第一項に規定する上場

株式等をいう。以下この項において同じ。）に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、

当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品

取引業者等（同号に規定する金融商品取引業者等をいう。）に開設される特定管理口座（当該

特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当

該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす

口座をいう。以下この条において同じ。）において保管の委託がされている当該内国法人の株

式をいう。以下この条において同じ。）が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた

場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の

譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をし

たことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に

関する法令の規定を適用する。

一 　当該特定管理株式を発行した株式会社が解散（合併による解散を除く。）をし、その清算

が結了したこと。

二 　前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの

２ 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座（その者が二以上の特定管

理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座）に保管の委託がされている特定管理株

式の譲渡（これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十

一の五まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。）をした場合に

は、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金

額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等（前条第二項に規定する株式等

をいう。）の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、こ

れらの金額を計算するものとする。

３ 　第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年

分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定す

る損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類

の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確

定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことに

ついてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定

める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

５ 　第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



（上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第三十七条の十一 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日から

平成二十年十二月三十一日までの間に第三十七条の十第二項に規定する株式等（金融商品取

引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの並びに同項第五

号に規定する株式等証券投資信託（第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。）でそ

の設定に係る受益権の募集が公募（金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち

同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。）により行われた

ものの受益権及び特定投資法人（その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十

六項に規定する投資主の請求により同条第十四項に規定する投資口の払戻しをする旨が定め

られており、かつ、その設立の際の同項に規定する投資口に係る金融商品取引法第二条第三項

に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同号に掲げる場合に該当する

ものとして政令で定めるものにより行われた投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十

二項に規定する投資法人をいう。）の同法第二条第十四項に規定する投資口に限る。以下この

条から第三十七条の十一の四まで及び第三十七条の十二の二において「上場株式等」とい

う。）の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれらの

譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除

く。）については、第三十七条の十第一項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額の

うち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金

額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において「上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」という。）に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわら

ず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（第三項の

規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の百分の七に相当する額とする。

一 　金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規

定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号及び第三十七条の十一の三第三項第一号

において「金融商品取引業者」という。）又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機

関（第三号において「登録金融機関」という。）への売委託により行う上場株式等の譲渡

二 　金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡

三 　登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信

託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの

四 　第三十七条の十第三項又は第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡として政

令で定めるもの

五 　上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法

第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する

株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡

六 　上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同

項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定め

るもの

七 　上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項

に規定する端株の譲渡



八 　上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一

項（これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。）の規定その他政令で定める

規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売（会社法第二百三十四条

第二項（同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。）の規定

その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。）による当該上場株式等

の譲渡

２ 　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

３ 　第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第六項の規定の適用については、同

項第一号中「特例）」とあるのは「特例）（同法第三十七条の十一第一項（上場株式等を譲

渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）の規定により適用される場合を含む。以

下同じ。）」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条

までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法

第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金

額（当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法第三十七条の十一第一項

（上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上

場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金

額）」とする」とする。

（平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例）

第三十七条の十一の二 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十三年九月三十

日以前から引き続き所有していた上場株式等（同年十月一日において上場株式等に該当して

いたものに限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。）を平

成十五年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に譲渡をした場合における当該

上場株式等の譲渡による譲渡所得（第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。）の金額

の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条 、第四十八条及び第六十一条の

規定にかかわらず、当該上場株式等の平成十三年十月一日における価額として政令で定める金

額の百分の八十に相当する金額とすることができる。

２ 　前項の規定の適用については、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十三年

十月一日以後に次に掲げる事由により取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していた

ものとみなす。

一 　贈与、相続（限定承認に係るものを除く。）又は遺贈（包括遺贈のうち限定承認に係るも

のを除く。）

二 　株式の分割又は併合

三 　第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号の株主等（以下この号において「法

人の株主等」という。）のその法人の合併（当該法人の株主等に同項第一号に規定する合

併法人（以下この号において「合併法人」という。）の株式若しくは出資又は合併法人との

間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資（以下この号

において「合併親法人株式」という。）のいずれか一方のみの交付がされたもの（当該法人

の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に

対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の

資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に



基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。）に限る。）による当該合

併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式の取得その他これに類するものとして政令

で定める事由

四 　前三号に掲げるもののほか、政令で定める事由

３ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例）

第三十七条の十一の三 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託

契約に基づき特定口座（その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。

以下この項及び次項において同じ。）に係る振替口座簿（社債等の振替に関する法律に規定

する振替口座簿をいう。第三項において同じ。）に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保

管の委託がされている上場株式等（以下この条から第三十七条の十一の五までにおいて「特

定口座内保管上場株式等」という。）の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該

特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額

と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等（第三十七条の十第二項に規定する株

式等をいう。次項において同じ。）の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得

の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

２ 　金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引（有価証

券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。）

（以下この条及び次条において「信用取引等」という。）を行う居住者又は国内に恒久的施

設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を特定

口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した

信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲

渡（当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行

う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済

のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲

渡」という。）による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等

の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの

金額を計算するものとする。

３ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　特定口座　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受け

るため、金融商品取引業者又は登録金融機関（金融商品取引法第二条第十一項に規定する

登録金融機関をいう。）（以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。）

の営業所（国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条及び次条において同じ。）に、

政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び

所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がさ

れ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理さ

れた信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所

得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める

事項を記載した届出書（以下この条において「特定口座開設届出書」という。）を提出し

て、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信

用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは



保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座（当該口座においてこれらの契約に基

づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。）をいう。

二 　上場株式等保管委託契約　第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒

久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への

記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約（信用取引等に係るものを除く。）で、その契

約書において、上場株式等の保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口

座に設けられた特定保管勘定（当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の

委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と

区分して行うための勘定をいう。）において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居

住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等（政令で定めるもの

を除く。）のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは

記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託

による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりす

ることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

イ　特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託（当該買付

けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。）により取得をした上場株式等又は当該金融商

品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの

ロ　当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国

内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座（ロにおいて「他の特定口座」という。）

から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の

全部又は一部の移管がされる場合（当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされ

る場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座

内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合

に限る。）の当該移管がされる上場株式等

ハ　イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等

三 　上場株式等信用取引等契約　前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒

久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係

る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設

けられた特定信用取引等勘定（当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等

の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分し

て行うための勘定をいう。）において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特

定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理す

ることその他の政令で定める事項が定められているものをいう。

４ 　特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者

は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業

所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住

所（国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所）を告知し、当該告知をした

事項につき確認を受けなければならない。

５ 　金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び

住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開

設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開

設届出書については、これを受理することができない。



６ 　前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関す

る事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更

した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合に

おける届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

７ 　金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座

がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に

恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上

場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該

譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通

を作成し、その年の翌年一月三十一日（年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等

信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当

該事由が生じた日の属する月の翌月末日）までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定

口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に

恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。

８ 　金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところによ

り、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載す

べき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第一項第三号において同じ。）

により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の

請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付

しなければならない。

９ 　前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項の報告書を交付したものと

みなす。

１０ 　特定口座を開設する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第七項の税務署長

の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を

記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体（以下この項におい

て「光ディスク等」という。）の提出をもつて第七項の税務署長に提出すべき報告書の提出

に代えることができる。この場合における同項及び第十二項並びに第四十二条の三の規定の適

用については、当該光ディスク等は、第七項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。

１１ 　前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る所得税法

第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。

１２ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必

要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当

該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することがで

きる。

１３ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならな

い。

１４ 　第十二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。



（特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例）

第三十七条の十一の四 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてそ

の営業所に開設されている特定口座（前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下こ

の条において同じ。）に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座におい

て処理された上場株式等の信用取引等の決済（当該信用取引等に係る株式等（第三十七条の

十第二項に規定する株式等をいう。）の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条

及び次条において「差金決済」という。）に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品

取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところ

により、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当

該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う

時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に

特定口座源泉徴収選択届出書（この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項

を記載した書類をいう。）の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座

（以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。）に係る特定口座内保管上場

株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る

差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該

差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額

に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年

一月十日（政令で定める場合にあつては、政令で定める日）までに、これを国に納付しなけれ

ばならない。

２ 　前項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一

月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場

株式等の信用取引等に係る差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた源泉徴

収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」と

あるのは、「百分の七」とする。

３ 　前二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開

設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定

口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信

用取引等に係る差金決済（以下この項から第五項までにおいて「対象譲渡等」という。）が

行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選

択口座に係る第一号に掲げる金額（次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」とい

う。）が第二号に掲げる金額（次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。）

を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。

一 　イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額（当該金額が零を下回る場合には、

零）

イ　その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に

係る譲渡収入金額（特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定め

る金額をいう。次号イにおいて同じ。）の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株

式等に係る取得費等の金額（その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した

金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同

じ。）の総額を控除した金額



ロ　その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差

金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額（次号ロにおいて「差益金額」

という。）の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に

係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額（同号ロにおいて「差損

金額」という。）の総額を控除した金額

二 　イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額（当該金額が零を下回る場合には、

零）

イ　その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る

譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金

額の総額を控除した金額

ロ　その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金

決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の

信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額

４ 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商

品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該

対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たな

いこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対

し、当該満たない部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しな

ければならない。

５ 　前項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一

月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に対象譲渡等を行つたときは、当該対象譲渡

等により生じた同項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同

項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

６ 　第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定

する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

７ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所

得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

８ 　金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座

が源泉徴収選択口座である場合には、その年の当該源泉徴収選択口座に係る前条第七項の報

告書（同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。）については、同項の

規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。

（確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得）

第三十七条の十一の五 　その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に

恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有す

るものは、その年分の所得税については、第三十七条の十第一項（第三十七条の十一第一項の

規定により適用される場合を含む。）に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第

三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二

十一条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）に規定する給与所得及び

退職所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額（当該各号に掲げる金額が同一の源

泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第一号に掲げ



る金額及び第二号に掲げる金額）を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七

条まで（これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。）及び第三十七条

の十二の二第五項（第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。）において

準用する同法第百二十三条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規

定を適用することができる。

一 　その年中にした源泉徴収選択口座（その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には、

それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。）に係る特定口座内保管上場株式等の譲

渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上

場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの

所得の金額の計算上生じた損失の金額

二 　その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三

第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された

当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこ

れらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

２ 　前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税につい

て国税通則法第二十五条の規定による決定（当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条

の規定による更正を含む。）をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に

掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

３ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例）

第三十七条の十二 　国内に恒久的施設を有しない非居住者（所得税法第百六十四条第一項第四

号に掲げる非居住者をいう。以下この条において同じ。）が平成十六年一月一日以後に第三十

七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡をした場合には、当該非居住者

の同号イに掲げる国内源泉所得のうち、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等（以下この

条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。）については、同法第百六十五条の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金

額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この条において「株式等の譲渡に係

る国内源泉所得の金額」という。）に対し、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額（第四項

において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条 、第

七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）の百

分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。

２ 　前項の場合において、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があ

るときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じ

なかつたものとみなす。

３ 　前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

４ 　第三十七条の十第三項及び第六項（第一号、第二号及び第六号を除く。）の規定は、第一項の

規定の適用がある場合において準用する。この場合において、同条第六項第三号中「株式等に

係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二第一項（恒久的施設を

有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例）に規定する株式

等の譲渡に係る国内源泉所得の金額（以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」とい

う。）のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第四号中「第三十七条の十第一項（株



式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第

三十七条の十二第一項（恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得

に対する課税の特例）に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「株式等に係る譲

渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第五号中

「第七十一条から第八十七条まで」とあるのは「第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八

十六条及び第八十七条」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に

係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除）

第三十七条の十二の二 　確定申告書（第五項（第三十七条の十三の二第七項において準用する

場合を含む。）において準用する所得税法第百二十三条第一項（同法第百六十六条において

準用する場合を含む。）の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。）を

提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年

において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額（この項の規定の適用を受けて前年以前に

おいて控除されたものを除く。）を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかか

わらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、

当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、

当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。　

２ 　前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を

有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、上場株式等の譲渡のうち第三十七条の十一第

一項各号に掲げる上場株式等の譲渡（第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。）をし

たことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その

者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所

得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところに

より計算した金額をいう。

３ 　第一項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規

定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る

譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告

書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項

の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令

で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の十（第六項を除く。）及び第十七条の

十一（第三項を除く。）の規定の適用については、第三十七条の十第一項中「計算した金額

（」とあるのは「計算した金額（第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額。」と、第三十七条の十一第一項中「計算した金額（」とあるのは「計算し

た金額（第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、

「同条第一項前段」とあるのは「第三十七条の十第一項前段」とする。

５ 　所得税法第百二十三条第一項（第二号を除く。）（同法第百六十六条において準用する場

合を含む。）の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後に

おいて第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法

第百二十条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書

を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項（これらの規定を同



法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書を提出することができ

る場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第百二十三条

第一項中「第七十条第一項若しくは第二項（純損失の繰越控除）若しくは第七十一条第一

項（雑損失の繰越控除）の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項（純損失の繰戻しに

よる還付）の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税

特別措置法第三十七条の十二の二第一項（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除）の規定の

適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じ

た同条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額（以下この項において「上場株式

等に係る譲渡損失の金額」という。）、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株

式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とある

のは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金

額（第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「上場株式等に係る

譲渡損失の金額（租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項」と、「及び第百四十二条第二

項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号におい

て同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡

損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるの

は「同法第三十七条の十第一項（株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）に規定する株式等

に係る譲渡所得等の金額を超える」と読み替えるものとする。

６ 　第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第

六号ハ（１）中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置

法第三十七条の十二の二第二項（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除）に規定する上場株

式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

７ 　その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出す

べき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

（特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等）

第三十七条の十三 　平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社（以下この条及び次

条において「特定中小会社」という。）の区分に応じ当該各号に定める株式（以下この条及

び次条において「特定株式」という。）を払込み（当該株式の発行に際してするものに限る。

以下この条及び次条において同じ。）により取得（第二十九条の二第一項本文の規定の適用

を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。）をした居住者又は国内に恒久的施

設を有する非居住者（当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定

した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することと

なるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同

じ。）が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項の規定

の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡

所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式（その年十二月三

十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象

特定株式」という。）の取得に要した金額の合計額（適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額

（この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する株式



等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。）が当該合計額に満たない場合には、当

該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額）を控除する。

一 　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に

該当する株式会社　当該株式会社により発行される株式

二 　内国法人のうち、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとし

て財務省令で定める株式会社　当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合

契約に関する法律（平成十年法律第九十号）第二条第二項に規定する投資事業有限責任組

合（財務省令で定めるものに限る。）に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責

任組合契約に従つて取得をされるもの

三 　内国法人のうち、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の規

則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する

株式会社であつて、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものと

して財務省令で定めるもの　当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株

式を取り扱うことができることとされている第三十七条の十一第一項第一号に規定する金

融商品取引業者を通じて取得をされるもの

四 　内国法人のうち、地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第八条第一項に規定する認

定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第一号に規定する事業を行う同法第十

三条第一項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして

財務省令で定める株式会社　当該株式会社により発行される株式

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用

を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株

式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定め

る書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額

の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等）

第三十七条の十三の二 　特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に

恒久的施設を有する非居住者について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社

（当該特定中小会社であつた株式会社を含む。）が発行した株式に係る上場等の日（金融商品

取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日を

いう。）の前日までの期間（第五項において「適用期間」という。）内に、その有する当該払

込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合と

して次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をし

たことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生

じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第三十七条の十の規定その他の所得税に関

する法令の規定を適用する。

一 　当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散（合併による解散を除

く。）をし、その清算が結了したこと。

二 　前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの

２ 　前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分

の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する



損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の

添付がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確

定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことに

ついてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定

める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

４ 　確定申告書（第七項において準用する第三十七条の十二の二第五項において準用する所得

税法第百二十三条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する

非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額

（この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。）を有する場合に

は、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相

当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式

等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計

算上控除する。

５ 　前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有

する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡（当該居住者又

は国内に恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡

その他の政令で定めるものを除く。）をしたことにより生じた損失の金額として政令で定め

るところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の

十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない

部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

６ 　第三十七条の十二の二第三項、第四項及び第六項の規定は、第四項の規定を適用する場合に

ついて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第三十七条

の十三の二第四項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第五項」と、「上場株式等に係る譲

渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告

書」とあるのは「添付がある確定申告書（同条第四項に規定する確定申告書をいう。以下この

項において同じ。）」と、「第一項の確定申告書」とあるのは「同条第四項の確定申告書」

と、同条第四項中「第一項の規定の適用がある場合における」とあるのは「第三十七条の十

三の二第四項の規定の適用がある場合における」と、「第三十七条の十二の二第一項」とある

のは「第三十七条の十三の二第四項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第三十七条

の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る

譲渡損失の金額若しくは同法第三十七条の十三の二第五項（特定中小会社が発行した株式に

係る譲渡損失の繰越控除等）に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるもの

とする。

７ 　第三十七条の十二の二第五項の規定は、その年の翌年以後において第四項の規定の適用を受

けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合に

おいて、同条第五項中「第一項の」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の」と、「譲渡

損失の繰越控除）の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除）又は第三十七条の十三の二第四項

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等）の」と、「同条第二項」とある

のは「同法第三十七条の十二の二第二項」と、「その他の」とあるのは「、同法第三十七条の

十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額（以下この項において「特定株式



に係る譲渡損失の金額」という。）、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式

に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」

とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の

金額」」と、「（租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「及び特定株式

に係る譲渡損失の金額（租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三

の二第四項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡

損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と読み替えるものとする。

８ 　払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につ

き第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該

特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失

の金額が生じた場合における第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例

その他第一項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十七条の十四 　削除

（合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例）

第三十七条の十四の二 　国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式（出資を含む。

以下この条及び次条において同じ。）につき、その株式を発行した内国法人（法人税法第二条

第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。）の特定合併により

外国合併親法人株式（次条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親

法人株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人（次項及び第三

項において「特定軽課税外国法人」という。）の株式に該当するもの（以下この項において

「課税外国親法人株式」という。）及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産とし

て管理する株式として政令で定めるもの（以下この条において「国内事業管理株式」とい

う。）に対応して交付を受けるもの（課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業

管理外国合併親法人株式」という。）を除く。以下この項において同じ。）の交付を受ける場

合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額（所得税法第二十五条第

一項の規定に該当する部分の金額を除く。）は、株式等に係る譲渡所得等（第三十七条の十第

一項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。）に係る収入金

額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。

２ 　国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法

人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式（次条第二項に規定する特定非適

格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該

当するもの（以下この項において「課税外国親法人株式」という。）及び当該非居住者が国

内事業管理株式に対応して交付を受けるもの（課税外国親法人株式を除く。第四項において

「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。）を除く。以下この項において同じ。）の

交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額

（所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。）は、株式等に係る譲渡所

得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。

３ 　国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式（以下この項において「旧株」とい

う。）につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十

二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換

完全支配親法人株式（次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株



式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの（以下この項におい

て「課税外国親法人株式」という。）及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付

を受けるもの（課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支

配親法人株式」という。）を除く。以下この項において同じ。）の交付を受けた場合には、当該

旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡につい

ては、所得税法第百六十五条の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算す

る場合における同項の規定は、適用しない。

４ 　国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式（特定合併によ

り交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内

事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株

式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。）の全部又は一部を当該非居住

者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を

行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時

に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第三十七条の十

の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

５ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　特定合併　合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等（所得税法第

二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。）に外国合併親

法人株式以外の資産（当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金

の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買

取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されなかつたも

のをいう。

二 　外国合併親法人株式　法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人

の発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式

等」という。）の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をい

う。

三 　特定分割型分割　法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同条第十二号の

二に規定する分割法人の株主等に外国分割承継親法人株式以外の資産（当該株主等に対す

る株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する

分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。）が交付されなかつたものをいう。

四 　外国分割承継親法人株式　法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に

当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外

国法人の株式をいう。

五 　特定株式交換　株式交換で、法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子

法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産（当該株主に対する剰余金の配

当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取

請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。）が交付されなかつたものを

いう。

六 　外国株式交換完全支配親法人株式　法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換

完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として

政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。

６ 　第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。



一 　第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十一第一項に規定する上場

株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち」とあ

るのは「譲渡（これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同

じ。）のうち」と、同項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第

三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二

項」とする。

二 　第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併

親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上

場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるの

は「譲渡（これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）

を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得（第三十七条の十四の二第五項第一

号に規定する特定合併による同条第一項に規定する外国合併親法人株式の取得を除

く。）」とする。

三 　第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する

上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第

三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡（これに類する

ものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）のうち第三十七条の十四

の二第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」

とする。

７ 　所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特

定株式交換により外国合併親法人株式（第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。）、外

国分割承継親法人株式（第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。）又は外国株式交換

完全支配親法人株式（第三項に規定する課税外国親法人株式を除く。）の交付を受ける場合

における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは

「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」

とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。

８ 　第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額

の計算の特例、第四項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一

項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例）

第三十七条の十四の三 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につ

き、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併（前条第五項第一号に規定する特定合併の

うち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。）により外

国合併親法人株式（同項第二号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同

じ。）の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人（第六十

八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同

じ。）の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額

（所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。）は、株式等に係る譲渡所

得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。

２ 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行

した内国法人の行つた特定非適格分割型分割（前条第五項第三号に規定する特定分割型分割



のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二

に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。）により外国分割承継親法人株式（前条

第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。）の交付

を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当する

ときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額（所得税法第二十

五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。）は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金

額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。

３ 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式（以下この項において

「旧株」という。）につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換（前条

第五項第五号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十六に規定する適

格株式交換に該当しないものをいう。）により同法第二条第十二号の六の四に規定する株式

交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式（同項第

六号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。）の交付

を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に

該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項（同法第百六十

五条の規定により準じて計算する場合を含む。）の規定は、適用しない。

４ 　前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併

親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上

場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるの

は「譲渡（これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）

を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得（第三十七条の十四の三第一項に規

定する特定非適格合併による同項に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項の

外国合併親法人株式の取得を除く。）」とする。

二 　第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する

上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第

三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡（これに類する

ものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。）のうち第三十七条の十四

の三第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」

とする。

５ 　所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、第一項に規定する特定非適格合

併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により

特定軽課税外国法人の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外

国法人の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人

の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合に

おける第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは

「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」と

あるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。

６ 　第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額

の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。



（公社債等の譲渡等による所得の課税の特例）

第三十七条の十五 　次に掲げる所得については、所得税を課さない。

一 　公社債（第三十七条の十第二項第三号に規定する新株予約権付社債を除く。）並びに公社

債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益権並びに第八条の二第一項第二号に

規定する社債的受益権（次項第一号において「公社債等」という。）の譲渡（所得税法第五

十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡で同号に定める

事由によるものを除く。次項第一号において同じ。）による所得

二 　公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託（以下この号及び次項第二号に

おいて「公社債投資信託等」という。）の終了又は公社債投資信託等の一部の解約により

その公社債投資信託等の受益権（特定目的信託の受益権については、第八条の二第一項第二

号に規定する社債的受益権に限る。以下この号及び次項第二号において同じ。）を有する者

に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額（所得税法第二

条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法

第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。

次項第二号において同じ。）のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額

が当該受益権の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額

２ 　次に掲げる金額は、所得税法の規定の適用については、ないものとみなす。

一 　公社債等の譲渡による収入金額が当該公社債等の所得税法第三十三条第三項に規定する

取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場

合におけるその不足額

二 　前項第二号に規定する事由により同号の公社債投資信託等の受益権を有する者に対して

支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額のうち当該受益権に係る

部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額に満たない場合に

おけるその不足額

（割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例）

第三十七条の十六 　次に掲げる所得については、前条第一項の規定は、適用しない。

一 　割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるものを国内において譲渡

したことによる所得として政令で定めるもの

二 　利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令

で定めるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの

三 　国内において割引の方法により発行される公社債で政令で定める者により発行されるも

のを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの

２ 　前項各号に規定する公社債の譲渡については、前条第二項の規定は、適用しない。

（株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例）

第三十八条 　所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところによ

り、同号に規定する支払に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住

者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支

払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

２ 　業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式

等の譲渡の対価の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する対価に

関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわら



ず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければな

らない。

　　　　　第十款　その他の特例

（相続財産に係る譲渡所得の課税の特例）

第三十九条 　相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において

同じ。）による財産の取得（相続税法又は第七十条の五の規定により相続又は遺贈による財

産の取得とみなされるものを含む。）をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定によ

る相続税額（同法第十九条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に

規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第二十条 、第二十一条の十五第三項又

は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した

金額とする。）があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二

十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書（これらの申告書の提出後において

同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同

法第三十一条第二項の規定による申告書）の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間

に当該相続税額に係る課税価格（同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八

までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額）の計

算の基礎に算入された資産（当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項

の規定の適用があつたものを除く。）を譲渡した場合における譲渡所得に係る同法第三十三条

第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該

相続税額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用

を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明

細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書

類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた個人が相続税法第三十二条の規定による更正の請求を行つた

ことにより同項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正

申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税

に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があ

つた日又は当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期

間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）

第四十条 　国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九

条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。

公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人（法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一

般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。）その他の公益を目的とする事

業（以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。）を行う法人

（外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。）に対する財



産（国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。）の贈与又

は遺贈（当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同

じ。）で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益

の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産（当該財産につき第三十三条第一

項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場

合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わ

るべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産（次項及び第三項において

「代替資産」という。））が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間

（当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合

として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。）内に、当該公

益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令

で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とす

る。

２ 　国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈

与又は遺贈に係る財産又は代替資産（以下この項において「財産等」という。）が当該贈与

又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事

業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業

の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき（当該公益法人等が当該財産等（当

該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭）を国

又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。）は、前項後段の承認を取

り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところ

により、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。

３ 　国税庁長官は、第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等

が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産（以下この項に

おいて「財産等」という。）をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合その他当該贈

与又は遺贈につき政令で定める事実（前項に規定する事実を除く。）が生じた場合（当該公

益法人等が当該財産等（当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に

相当する額の金銭）を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除

く。）には、第一項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該

贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山

林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。

４ 　前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法

第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法

第四十条第三項後段（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）の規定によ

る所得税（当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は

遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連

結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。）」とする。

５ 　第三項の代替資産には、同項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産（当該公益

法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。）の譲渡をし、その譲渡に

よる収入金額の全部に相当する金額をもつて資産（当該財産に係る公益目的事業の用に直接

供することができる当該財産と同種の資産（財務省令で定めるものを含む。）、土地及び土地

の上に存する権利に限る。以下この項において「買換資産」という。）を取得した場合におい



て、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類

を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産を含

むものとする。この場合において、当該公益法人等は、当該買換資産を、当該譲渡の日の翌日か

ら一年を経過する日までの期間（当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困

難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間）内に、当該公益目的

事業の用に直接供しなければならない。

６ 　第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈（以下この項から第九項までにお

いて「特定贈与等」という。）を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第三

項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人（公益法人等に該当

するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。）に移転しようとする場合に

おいて、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省

令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した

ときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該

公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、こ

の条の規定を適用する。

７ 　特定贈与等を受けた公益法人等が、解散（合併による解散を除く。）による残余財産の分配

又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等（以下こ

の項において「解散引継法人」という。）に移転しようとする場合において、当該解散の日の

前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載

した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以

後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転

を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

８ 　特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

（平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十一項において「公益認定法」という。）第

二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの

処分（当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の

当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。）を受けたもの（当該特定処分後

において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初

法人」という。）が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三

十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産（以下この項において「引

継財産」という。）を他の公益法人等（以下この項において「引継法人」という。）に贈与し

ようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の

日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税

庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法

人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産（当該引継財産のうち、当該特定処分

を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分

をいう。）は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この

場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。

９ 　特定贈与等を受けた第一項に規定する特定一般法人が、第三項に規定する財産等を他の公益

法人等（以下この項において「受贈公益法人等」という。）に贈与しようとする場合（一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）第百十九条第



二項第一号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。）において、当該贈与の日の前日までに、

政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、

納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受

贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受け

た資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

１０ 　第五項後段の規定は第六項から前項までの規定を適用する場合について、第八項後段の規

定は前項の特定一般法人について、それぞれ準用する。

１１ 　第九項に規定する特定一般法人が、公益認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定

を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称及び所在地

その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長

官に提出しなければならない。

１２ 　国税庁長官は、第一項後段の承認をしたときは、その旨を当該承認を申請した者及び当該

申請に係る公益法人等に対し、当該承認をしないことを決定したとき又は当該承認を第二項

の規定により取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者

に対し、当該承認を第三項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人

等に対し、それぞれ通知しなければならない。

１３ 　第一項後段の承認につき、その承認をしないことの決定若しくは第二項の取消しがあつた

場合（当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。）における当該承認を申請し

た者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与

若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第三項の取消し

があつた場合（政令で定める場合に限る。）における当該承認に係る公益法人等の納付すべき

所得税の額についての国税通則法第六十条第二項の規定の適用については、同項本文に規定

する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金

額を完納する日までの期間とする。

１４ 　第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の

規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「寄附金（学校

の入学に関してするものを除く。）」とあるのは、「寄附金（租税特別措置法第四十条第一項

（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）の規定の適用を受けるもののう

ち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三

十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所

得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入

学に関してするものを除く。）」とする。

１５ 　第十三項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続、第二項後段の規定によりあつた

ものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、第三項後段の規定

により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規

定の適用に関する特例その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

（国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例）

第四十条の二 　個人が、その有する資産（土地を除く。以下この条において同じ。）で、文化財保

護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定されたものを国（独立行政法人国



立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含む。次項におい

て同じ。）又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税を課さない。

２ 　個人が、平成四年四月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に、その有する資産で、

前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政

令で定めるもの（以下この項において「対象資産」という。）を国に譲渡した場合の当該譲渡

に係る譲渡所得に対する所得税法第三十三条の規定又は第三十一条若しくは第三十二条の

規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産

の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該対象資産の

譲渡に係る当該残額に相当する金額から当該残額の二分の一に相当する金額を控除した金

額とする。

二 　第三十一条第一項及び第三十二条第一項中「金額とする。」とあるのは、「金額とする。）

の二分の一に相当する金額（」とする。

（物納による譲渡所得等の非課税）

第四十条の三 　個人がその財産を相続税法第四十二条第二項（同法第四十五条第二項において

準用する場合を含む。）又は第四十八条の二第三項の規定による許可を受けて物納した場合

には、所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、当該財産（相続税法第四

十一条第一項後段（同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場

合を含む。）の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項（同法第四

十五条第二項において準用する場合を含む。）又は第四十八条の二第一項に規定する納付を

困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分）の譲渡がな

かつたものとみなす。

　　　　第四節の二　居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

　　　　　第一款　居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

（居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入）

第四十条の四 　次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する

国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して

課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの

（以下この款において「特定外国子会社等」という。）が、昭和五十三年四月一日以後に開始

する各事業年度（第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同

じ。）において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、

当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一

項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この項及び次項にお

いて「剰余金の配当等」という。）の額に関する調整を加えた金額（以下この条において

「適用対象留保金額」という。）を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有

する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式

等（株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。）の請求権（剰余金の配当等、財

産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において

同じ。）の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（次条において「課税対象



留保金額」という。）に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事

業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算

上、総収入金額に算入する。

一 　その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済

株式又は出資（当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。）の総数又は総額のうち

に占める割合（当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割

合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間

接の外国関係会社株式等の保有割合」という。）が百分の五以上である居住者

イ　議決権（剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において

同じ。）の数が一個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　その

有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権

の総数のうちに占める割合

ロ　請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　その有す

る当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外

国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうち

に占める割合

ハ　議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人　

イ又はロに定める割合のいずれか高い割合

二 　直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グ

ループに属する居住者（前号に掲げる居住者を除く。）

２ 　前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　外国関係会社　外国法人で、その発行済株式又は出資（その有する自己の株式等を除く。）

の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者（居住者又は内国法

人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。）が有する

直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合（当該外国法人が次のイ

からハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合の

いずれか高い割合）が百分の五十を超えるものをいう。

イ　議決権の数が一個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　当該外

国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当

該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合

ロ　請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　当該外国

法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住

者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請

求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合

ハ　議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人　

イ又はロに定める割合のいずれか高い割合

二 　未処分所得の金額　特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法

人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定め

る基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の

日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額を

いう。



三 　直接及び間接保有の株式等の数　個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又

は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法

人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。

四 　直接及び間接保有の議決権の数　個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数

及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の

数の合計数をいう。

五 　直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額　個人又は内国法人が直接に有す

る外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外

国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる

剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。

六 　同族株主グループ　外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住

者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者（外

国法人を除く。）をいう。

３ 　第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等（株式（出資を含む。）若しくは債券の

保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準

ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権そ

の他これに準ずるものを含む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とす

るものを除く。）がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業

を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管

理、支配及び運営を自ら行つているものである場合（次項において「固定施設を有するもの

である場合」という。）における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金

額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件

費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

４ 　第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社

等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである

場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該

当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当

する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

一 　卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業　その事業を主と

して当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係

る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の

九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以

外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

二 　前号に掲げる事業以外の事業　その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又

は地域（当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。）において行つている場合

として政令で定める場合

５ 　第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及

び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経

過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。

６ 　第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添

付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、

適用する。



７ 　居住者が外国信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国

投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以

下この項において同じ。）の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託

者は、当該外国信託の信託資産等（信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰

せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。）及び固有資産等（外国信託の信託

資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。）ごとに、それぞれ別の者とみなして、

この条（第三項、第四項及び前項を除く。）から第四十条の六までの規定を適用する。

８ 　法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について

準用する。

第四十条の五 　その年分以前の各年分の所得税について前条第一項の規定の適用を受ける居住

者に係る特定外国子会社等につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該

居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社（当該特定外国子会社等から法人税

法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下こ

の項において「剰余金の配当等」という。）の支払（第二号に定める金額の同号に掲げる交付

を含む。）を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同

じ。）につき第三号に掲げる事実が生じた場合において、これらの号に規定する金額のうち

に、その者に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算

した金額（以下この条において「課税済配当等の額」という。）が含まれているときは、その

課税済配当等の額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その者のこれらの事実の生

じた日の属する年分の特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける剰余金の配当等の額

（所得税法第二十五条第一項の規定により当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社から

の剰余金の配当等とみなされるものの金額を含む。以下この条及び次条において「配当等の

額」という。）に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入さ

れることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。

一 　剰余金の配当等の支払　その支払う剰余金の配当等の額

二 　法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付　その交付に

より減少することとなる利益積立金額（第二条第二項第二十号に規定する利益積立金額を

いう。次号において同じ。）に相当する金額

三 　当該居住者に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる

事由による金銭その他の資産の交付　その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減

少することとなる利益積立金額に相当する金額

２ 　前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済配当等の額に相当

する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（この項の規定に

より前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済配当等の

額」という。）がある場合には、当該控除未済配当等の額は、政令で定めるところにより、その

者のその年分の特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける配当等の額に係る配当所得の

金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額

に係る雑所得の金額の計算上控除する。

３ 　第一項又は前項の規定は、第一項に規定する年分の確定申告書を提出し、又は当該確定申告

書及びその翌年分以後前項の規定の適用を受けようとする年分までの各年分の確定申告書を

連続して提出している場合であつて、その提出する第一項に規定する年分の確定申告書又は当



該各年分の確定申告書に、それぞれ同項又は前項の規定による控除を受ける金額についての

その控除に関する記載があり、かつ、当該金額並びに第一項又は前項に規定する特定外国子会

社等又は外国関係会社から受ける配当等の額に係る配当所得の金額及び課税対象留保金額に

係る雑所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合におい

て、第一項又は前項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るも

のとする。

４ 　税務署長は、第一項若しくは第二項の規定による控除を受けようとする年分の確定申告書の

提出がなかつた場合又は当該控除をされるべきこととなる金額の全部若しくは一部について

の前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提

出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の

添付がなかつた金額につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。

第四十条の六 　居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関す

る事項、居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額に係る所得税法第九十

五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

　　　　　第二款　削除

第四十条の七 　削除

第四十条の八 　削除

第四十条の九 　削除

　　　　　第三款　特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例

（特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の留保金額の総収入金額算入）

第四十条の十 　特殊関係株主等（特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特

殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。）と特殊関係内国法人との間

に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資（自己が有する自己の

株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。）の総数又は総

額の百分の八十以上の数又は金額の株式等（株式又は出資をいう。以下この項及び次項におい

て同じ。）を間接に保有する関係として政令で定める関係（次項において「特定関係」とい

う。）がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の

保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人（以下この款において「外国関係法

人」という。）のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対し

て課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低

いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの（以下この款において「特定外国法

人」という。）が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度（第二条第二項第十九号に

規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。）において、その未処分所得の金額から

留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所

得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の



配当又は剰余金の分配（以下この項において「剰余金の配当等」という。）の額に関する調整

を加えた金額（以下この条において「適用対象留保金額」という。）を有するときは、その適

用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及

び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権（剰余金の配当等、財産

の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。）の内容を勘案して政令で定め

るところにより計算した金額（次条において「課税対象留保金額」という。）に相当する金額

は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終

了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収

入金額に算入する。

２ 　この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　特定株主等　特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人（当該直前に株主等（所得

税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。）の五人以下並びにこれらと政令

で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は

金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。）の株式等を有する個人及

び法人をいう。

二 　特殊関係内国法人　特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転

を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。

三 　未処分所得の金額　特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税

法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基

準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

四 　直接及び間接保有の株式等の数　居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数

又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国

法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。

３ 　特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人（株式（出資を含む。）若しくは債券の保

有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ず

るもの（これらの権利に関する使用権を含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その

他これに準ずるものを含む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とする

ものを除く。）がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を

行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、

支配及び運営を自ら行つているものである場合（次項において「固定施設を有するものであ

る場合」という。）における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」と

あるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政

令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

４ 　第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る同項に規定する特定外国法人

がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場

合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当

するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事

業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

一 　卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業　その事業を主と

して当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる

者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合



二 　前号に掲げる事業以外の事業　その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又

は地域（当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定める

ものを含む。）において行つている場合として政令で定める場合

５ 　特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表

及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を

経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。

６ 　第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添

付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、

適用する。

７ 　特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する

外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居

住者に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。

８ 　特殊関係株主等である居住者が外国信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二

十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に

類するものをいう。以下この項において同じ。）の受益権を直接又は間接に保有する場合には、

当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等（信託財産に属する資産及び負債並び

に当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。）及び固有資産

等（外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。）ごとに、それぞ

れ別の者とみなして、この条（第三項、第四項及び第六項を除く。）から第四十条の十二まで

の規定を適用する。

９ 　法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について

準用する。

第四十条の十一 　その年分以前の各年分の所得税について前条第一項の規定の適用を受ける居

住者に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該居

住者に係る外国関係法人（当該特定外国法人から法人税法第二十三条第一項第一号に規定す

る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この項において「剰余金の配当等」とい

う。）の支払（第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。）を受けた外国関係法人のう

ち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。）につき第三号に掲げる事実が生じた

場合において、これらの号に規定する金額のうちに、その者に係る課税対象留保金額から充て

られたものとして政令で定めるところにより計算した金額（以下この条において「課税済配

当等の額」という。）が含まれているときは、その課税済配当等の額に相当する金額は、政令

で定めるところにより、その者のこれらの事実の生じた日の属する年分の特定外国法人又は

外国関係法人から受ける剰余金の配当等の額（所得税法第二十五条第一項の規定により当該

特定外国法人又は当該外国関係法人からの剰余金の配当等とみなされるものの金額を含む。以

下この条及び次条において「配当等の額」という。）に係る配当所得の金額又は前条第一項

の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額

の計算上控除する。

一 　剰余金の配当等の支払　その支払う剰余金の配当等の額

二 　法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付　その交付に

より減少することとなる利益積立金額（第二条第二項第二十号に規定する利益積立金額を

いう。次号において同じ。）に相当する金額



三 　当該居住者に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる

事由による金銭その他の資産の交付　その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減

少することとなる利益積立金額に相当する金額

２ 　前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済配当等の額に相当

する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（この項の規定に

より前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済配当等の

額」という。）がある場合には、当該控除未済配当等の額は、政令で定めるところにより、その

者のその年分の特定外国法人又は外国関係法人から受ける配当等の額に係る配当所得の金額

又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係

る雑所得の金額の計算上控除する。

３ 　第四十条の五第三項及び第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十条の

五第三項

第一項又は前項の規定は、第一項 第四十条の十一第一項又は第二項の規

定は、同条第一項

以後前項 以後同条第二項

提出する第一項 提出する同条第一項

同項又は前項 同項又は同条第二項

第一項又は前項に規定する特定外国

子会社等又は外国関係会社

同条第一項又は第二項に規定する特定

外国法人又は外国関係法人

、第一項又は前項 、同条第一項又は第二項

第四十条の

五第四項

第一項 第四十条の十一第一項

前項 同条第三項において準用する前項

第四十条の十二 　特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の十第一項に規定する

特定関係があるかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国法人から受ける

配当等の額に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規

定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第五節　住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除）

第四十一条 　居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの（以下この項

から第九項までにおいて「居住用家屋」という。）の新築若しくは居住用家屋で建築後使用

されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの（以下

この項から第九項までにおいて「既存住宅」という。）の取得（配偶者その他その者と特別

の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項におい

て同じ。）又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等（以下こ

の項、第三項、第四項及び次条において「住宅の取得等」という。）をして、これらの家屋（当

該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第三項及び第四項



において同じ。）を平成九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその者の居

住の用に供した場合（これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等

の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。）において、その者が当該住宅の

取得等に係る次に掲げる借入金又は債務（利息に対応するものを除く。次項から第四項まで、

第六項及び次条において「住宅借入金等」という。）の金額を有するときは、当該居住の用に

供した日の属する年（次項及び次条において「居住年」という。）以後六年間（同日（以下

この項、次項及び次条において「居住日」という。）の属する年が平成十一年若しくは平成十

二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間（次項及び

次条において「平成十三年前期」という。）内の日である場合には十五年間とし、居住日が平

成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間（次項及び次条において「平成十三年

後期」という。）内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの

各年である場合には十年間とする。）の各年（当該居住日以後その年の十二月三十一日（そ

の者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができな

くなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第三項及び次条において同じ。）まで引

き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び次条において「適用年」という。）のう

ち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金

額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控

除額を控除する。

一 　当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行

政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者か

ら借り入れた借入金（当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地

の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利（以下この項において「土地等」とい

う。）の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定

めるものを含む。）及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において

償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

二 　建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住

宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅

地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を

行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等（当該住宅の取得等とともにする当該住宅

の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。）

の対価に係る債務（当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。）で、契約において

賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

三 　独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする

当該既存住宅の取得（当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供され

ていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。）に係る債務の承継に関する契約に基

づく当該法人に対する当該債務（当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。）で、

当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされてい

るもの

四 　当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者（その者が第二十九

条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下

この号において同じ。）から借り入れた借入金（当該住宅の取得等とともにする当該住宅の

取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該そ



の者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。）又はその者に係

る使用者に対する当該住宅の取得等（当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に

係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。）の対価に係

る債務（これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。）で、契約にお

いて償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支

払うこととされているもの

２ 　前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。

一 　居住年が平成九年又は平成十年である場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

イ　適用年が居住年又は居住年の翌年若しくは翌々年である場合　次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

（１）　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である

場合　当該合計額の二パーセントに相当する金額

（２）　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千

万円以下である場合　当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万

円を加えた金額

（３）　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える

場合　当該二千万円を超える金額（当該金額が千万円を超える場合には、千万円）の〇

・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額

ロ　適用年が居住年から三年目に該当する年以後の各年である場合　次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

（１）　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下であ

る場合　当該合計額の一パーセントに相当する金額

（２）　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える

場合　当該二千万円を超える金額（当該金額が千万円を超える場合には、千万円）の〇

・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額

二 　居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である場合（居住年が平成十三年である

場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。）　次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合　その年十二月三十一

日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が五千万円を超える場合には、五千

万円）の一パーセントに相当する金額

ロ　適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年

である場合　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が

五千万円を超える場合には、五千万円）の〇・七五パーセントに相当する金額

ハ　適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合　その年十二月三十一

日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が五千万円を超える場合には、五千

万円）の〇・五パーセントに相当する金額

三 　居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である場合（居住年が平成

十三年である場合には、その居住日が平成十三年後期内の日である場合に限る。）　その年



十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が五千万円を超える場

合には、五千万円）の一パーセントに相当する金額

四 　居住年が平成十七年である場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合　その年十二月三十一

日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が四千万円を超える場合には、四千

万円）の一パーセントに相当する金額

ロ　適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合　その年十二月三十一日

における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万

円）の〇・五パーセントに相当する金額

五 　居住年が平成十八年である場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合　その年十二月三十一

日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が三千万円を超える場合には、三千

万円）の一パーセントに相当する金額

ロ　適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合　その年十二月三十一日

における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万

円）の〇・五パーセントに相当する金額

六 　居住年が平成十九年である場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合　その年十二月三十一

日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千五百万円を超える場合には、

二千五百万円）の一パーセントに相当する金額

ロ　適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合　その年十二月三十一日

における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二

千五百万円）の〇・五パーセントに相当する金額

七 　居住年が平成二十年である場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合　その年十二月三十一

日における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千万円を超える場合には、二千

万円）の一パーセントに相当する金額

ロ　適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合　その年十二月三十一日

における住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万

円）の〇・五パーセントに相当する金額

３ 　居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又

は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの

間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供し

た日の属する年（以下この項において「居住年」という。）以後十五年間の各年（同日以後

その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次

条において「特例適用年」という。）において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等（以下

この項及び次条において「特例住宅借入金等」という。）の金額を有するときは、その者の選

択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（当該金額に

百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）として、この条、次条及び第四十一条の二

の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「六年間（同日（以下この

項、次項及び次条において「居住日」という。）の属する年が平成十一年若しくは平成十二年



である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間（次項及び次条

において「平成十三年前期」という。）内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十

三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間（次項及び次条において「平成十三年後

期」という。）内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの

各年である場合には十年間とする。）の各年（当該居住日」とあるのは「十五年間の各年（同

日」と、第七項中「同項に規定する六年間」とあり、第八項中「第一項に規定する六年間」と

あり、及び第九項中「六年間（同項に規定する六年間をいう。）」とあるのは「十五年間」と

する。

一 　居住年が平成十九年である場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合　その年十二月三

十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千五百万円を超える

場合には、二千五百万円）の〇・六パーセントに相当する金額

ロ　特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合　その年十二月三十

一日における特例住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千五百万円を超える場

合には、二千五百万円）の〇・四パーセントに相当する金額

二 　居住年が平成二十年である場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合　その年十二月三

十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千万円を超える場合

には、二千万円）の〇・六パーセントに相当する金額

ロ　特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合　その年十二月三十

一日における特例住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二千万円を超える場合に

は、二千万円）の〇・四パーセントに相当する金額

４ 　前項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同

項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めると

ころによりその者の居住の用に供した場合には、前項に規定する選択は、これらの住宅の取得

等に係る住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。

５ 　第一項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その

他の政令で定める工事（当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の

取替え又は取付けに係る工事を含む。）で当該工事に要した費用の額が百万円を超えるもので

あることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

６ 　住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものと

なる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。

７ 　第一項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の

当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一

条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五若しくは第三十七条の

九の二の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは

前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の同項に規

定する六年間の各年分の所得税については、適用しない。

８ 　第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分

をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中

に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに

これらの家屋の敷地の用に供されている土地（当該土地の上に存する権利を含む。）以外の



資産（第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第

三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。）の譲渡をした場合におい

て、その者が当該譲渡につき第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、

第三十七条の五又は第三十七条の九の二の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第一項に

規定する六年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

９ 　第一項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定

する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事

由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋

（当該増改築等に係る部分に限る。）をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項

の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合におけ

る同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後六年間（同項に規定する六年間

をいう。）の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年（その年に

おいて、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年）以後の各年（同日以後そ

の年の十二月三十一日（その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用

に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日）まで引き続きその居

住の用に供している年に限る。）は、同項に規定する適用年とみなす。

１０ 　前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項

に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書（第四十一条の二の二第五

項の規定により同項の証明書（これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。）の交

付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付

があるものに限る。）を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の

適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する

書類その他の財務省令で定める書類（次項において「再居住に関する証明書類」という。）

の添付がある場合に限り、適用する。

１１ 　税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がな

い確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてや

むを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつ

た場合に限り、第九項の規定を適用する。

１２ 　第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除

に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、

登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。

１３ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申

告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについ

てやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記

事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

１４ 　所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用

する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税

特別措置法第四十一条第一項（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除）の規定に

よる控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」

と読み替えるものとする。

１５ 　その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十

条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計算）」と



あるのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第四十一条第一項（住宅借入金等を有

する場合の所得税額の特別控除）」とする。

１６ 　第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

第四十一条の二 　居住者が、その適用年において、二以上の居住年（居住年が平成十三年である

場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居

住年）に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における

前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月

三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住

年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計

算した金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）の合計額（当該

住宅借入金等の金額のうちに同条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場

合における特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額と当該

特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入

金等の金額以外の住宅借入金等の金額につき前条第二項各号の規定に準じて計算した金額

（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と当該区分をした特例住宅

借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額（当該金額に百円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）との合計額）とする。ただし、当該合計額が控除限度

額を超えるときは、当該適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控

除限度額とする。

２ 　前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額

とする。

一 　平成十六年　五十万円

二 　平成十七年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二

年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借

入金等の金額が含まれる場合　五十万円

ロ　平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七

年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を除

く。）　四十万円

三 　平成十八年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三

年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金

額が含まれる場合　五十万円

ロ　平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七

年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を除

く。）　四十万円

ハ　平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一

年又は平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及

びロに掲げる場合を除く。）　三十七万五千円

四 　平成十九年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額



イ　平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等（その居住年が平成十

三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限

る。）に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合　五十万円

ロ　平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七

年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を除

く。）　四十万円

ハ　平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一

年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等（その居住年が平成十三年である住

宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）に係る

住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる場合を除く。）　三十七万五千円

ニ　平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八

年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからハまでに掲げ

る場合を除く。）　三十万円

五 　平成二十年又は平成二十一年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、

平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等（その居住年が平成十三年

である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限

る。）に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合　五十万円

ロ　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年で

ある住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を除

く。）　四十万円

ハ　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、

平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等（その居住年が平成十三年である住宅の

取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）に係る住宅

借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる場合を除く。）　三十七万五千円

ニ　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年で

ある住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからハまでに掲げる場

合を除く。）　三十万円

ホ　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年で

ある住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額（その居住年が同年である住宅の取得等に

係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十九年居住分に係る特

例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。）が含まれる場合（イからニまでに

掲げる場合を除く。）　二十五万円

ヘ　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年で

ある住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額（その居住年が同年である住宅の取得等に

係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十年居住分に係る特

例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。）が含まれる場合（イからホまでに

掲げる場合を除く。）　二十万円

ト　その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年で

ある住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからヘまでに掲げ

る場合を除く。）　十五万円



六 　平成二十二年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成

十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等（その居住年が平成

十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに

限る。）に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合　五十万円

ロ　平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を

除く。）　四十万円

ハ　平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

二年又は平成十三年である住宅の取得等（その居住年が平成十三年である住宅の取得等

にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）に係る住宅借入金

等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる場合を除く。）　三十七万五千円

ニ　平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからハまでに掲

げる場合を除く。）　三十万円

ホ　平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

一年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住

宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからニまでに掲げる場合を除

く。）　二十五万円

ヘ　平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に

係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからホまでに掲げ

る場合を除く。）　二十万円

ト　平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからヘまで

に掲げる場合を除く。）　十五万円

七 　平成二十三年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれ

る場合　五十万円

ロ　平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を

除く。）　四十万円

ハ　平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

三年である住宅の取得等（その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）に係

る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる場合を除く。）　三十七万五千

円

ニ　平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからハまでに掲

げる場合を除く。）　三十万円

ホ　平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

一年若しくは平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年



居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからニま

でに掲げる場合を除く。）　二十五万円

ヘ　平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に

係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからホまでに掲げ

る場合を除く。）　二十万円

ト　平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからヘまで

に掲げる場合を除く。）　十五万円

八 　平成二十四年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合　五十

万円

ロ　平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を

除く。）　四十万円

ハ　平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる

場合を除く。）　三十万円

ニ　平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

一年、平成十二年若しくは平成十三年である住宅の取得等（その居住年が平成十三年で

ある住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）

に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借

入金等の金額が含まれる場合（イからハまでに掲げる場合を除く。）　二十五万円

ホ　平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に

係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからニまでに掲げ

る場合を除く。）　二十万円

ヘ　平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからホまで

に掲げる場合を除く。）　十五万円

九 　平成二十五年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合　五十万円

ロ　平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等（その居住年が平成十三年である

住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）に係

る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を除く。）　二十五万円

ハ　平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成二十年居住分に係る特例住

宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる場合を除

く。）　二十万円

ニ　平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等



に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからハまでに掲げる場合を除く。）　

十五万円

ホ　平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に

係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからニまでに掲げ

る場合を除く。）　十二万五千円

十 　平成二十六年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成

十二年又は平成十三年である住宅の取得等（その居住年が平成十三年である住宅の取得

等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）に係る住宅借入

金等の金額が含まれる場合　二十五万円

ロ　平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を

除く。）　二十万円

ハ　平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等

に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる場合を除く。）　十五

万円

ニ　平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に

係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからハまでに掲げ

る場合を除く。）　十二万五千円

ホ　平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二

十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからニまで

に掲げる場合を除く。）　十二万円

十一 　平成二十七年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

三年である住宅の取得等（その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。）に係

る住宅借入金等の金額が含まれる場合　二十五万円

ロ　平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等

に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を除く。）　十五万円

ハ　平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に

係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲げる場

合を除く。）　十二万五千円

ニ　平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二

十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イからハまで

に掲げる場合を除く。）　十二万円

十二 　平成二十八年　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ　平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十

九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合　十五万円

ロ　平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に

係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合（イに掲げる場合を除

く。）　十二万五千円



ハ　平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二

十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合（イ及びロに掲

げる場合を除く。）　十二万円

十三 　平成二十九年　十万円

３ 　第一項の場合において、その特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の

すべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入

金等（前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借

入金等に限る。以下この項において同じ。）の金額である場合には、当該特例適用年における

前条第三項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び同条第三項の規定にかかわらず、当

該特例適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに

区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額ごとにそ

れぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例

適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。

４ 　前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める

金額とする。

一 　平成二十年から平成二十八年までの各年　十五万円

二 　平成二十九年　十二万円

三 　平成三十年から平成三十三年までの各年　十万円

（年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除）

第四十一条の二の二 　第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日（以下この項及び第五

項において「居住日」という。）の属する年分又はその翌年以後四年内（居住日の属する年

が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期

（以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。）内の日である場合又は居住

日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用

を受ける場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期（以下この

項及び第五項において「平成十三年後期」という。）内の日である場合又は居住日の属する年

が平成十四年から平成二十年までの各年である場合（居住日の属する年が平成十九年又は平

成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。）には八年内と

する。）のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者が、当該居

住日の属する年の翌年以後五年内（当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年

である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成

十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十

四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成

十四年から平成二十年までの各年である場合（当該居住日の属する年が平成十九年又は平成

二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。）には九年内とす

る。）の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受

けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項

第三十号の合計所得金額（次項において「合計所得金額」という。）の見積額その他財務省

令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税

の同法第十七条の規定による納税地（同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合に



は、その指定をされた納税地）の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対す

る同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する

金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額（当該申告書に記

載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金

額とする。）を控除した金額に相当する金額とする。

２ 　前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日

の前日までに、財務省令で定めるところにより、第五項の規定により交付された証明書その他

の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所

得金額の見積額が三千万円を超えるときは提出することができないものとする。

３ 　第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の

支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提

出されたものとみなす。

４ 　第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで（源泉

徴収）」とあるのは、「第六章まで（源泉徴収）及び租税特別措置法第四十一条の二の二第

一項（年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除）」とする。

二 　所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるの

は、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項（年末調整に係る住宅借入

金等を有する場合の所得税額の特別控除）の規定により控除される金額との合計額」とす

る。

５ 　税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後四年内（居

住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の

日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の

規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の

日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合（居

住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける

場合を除く。）には八年内とする。）のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適

用を受けた居住者から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合

には、これを交付しなければならない。

（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課

税の特例を受ける場合の修正申告等）

第四十一条の三 　第四十一条第八項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当す

ることとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条

第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属

する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正

申告書（同条第四項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出してい

ない者にあつては、期限後申告書）を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により

納付すべき税額を納付しなければならない。

２ 　前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合

には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額そ



の他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二

十五条の規定による決定を行う。

３ 　第一項の規定による修正申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに

限る。）に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法

第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告

書とみなす。

二 　当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正について

は、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期

限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期

限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告

書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

三 　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告

書及び更正には、適用しない。

４ 　第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るも

のに限る。）又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによ

る。

一 　当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国

税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

二 　当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決

定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び

「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告

書の提出期限」とする。

（特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特

例）

第四十一条の三の二 　居住者で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定す

る要介護認定（以下この項において「要介護認定」という。）を受けている者、同条第二項に

規定する要支援認定（以下この項において「要支援認定」という。）を受けている者、所得税

法第二条第一項第二十八号に規定する障害者（以下この項において「障害者」という。）に

該当する者又は当該居住者の親族（当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受

けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者（次項及び第八項において

「高齢者等」という。）である場合に限る。）と同居を常況としている者が、当該居住者の所

有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅（その者の居住の用に供する家

屋で政令で定めるものに限る。第四項において同じ。）の増改築等（以下この項、第三項及び

第九項において「住宅の増改築等」という。）をして、これらの家屋（当該住宅の増改築等に

係る部分に限る。以下この項において同じ。）を平成十九年四月一日から平成二十年十二月三

十一日までの間に同条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におい

て、当該居住の用に供した日の属する年（第八項及び第九項において「居住年」という。）以

後五年間の各年（同日以後その年の十二月三十一日（その者が死亡した日の属する年又は当

該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属す

る年にあつては、これらの日。以下この項、第四項、第九項及び第十項において同じ。）まで引



き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第九項において「増改築等特例適

用年」という。）において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する

ときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借

入金等特別税額控除額は、第四項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（当該金額に百円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を

適用することができる。

一 　増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が

千万円以下である場合　特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二百万

円を超える場合には、二百万円）の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金

等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一

パーセントに相当する金額との合計額

二 　増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が

千万円を超える場合　特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二百万円

を超える場合には、二百万円）の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築

等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額

２ 　前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う次に掲げる工事

（当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び

設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの（当該改修工事が行われる構造

又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下

この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。）を行うものに限るものとし、

当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る

工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。）で当該高齢者等居住改修

工事等に要した費用の額（当該特定工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等

（高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他こ

れに準ずるものをいう。以下この項において同じ。）の交付、介護保険法第四十五条第一項に

規定する居宅介護住宅改修費（以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。）の給付

又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費（以下この項において「介護予防

住宅改修費」という。）の給付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用

の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次

項において同じ。）が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たす

ものをいう。

一 　当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事（次号に掲げるものを除く。）

二 　当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定める

もの（当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又

は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第五項及び第六項において「特定断熱改

修工事等」という。）で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるも

の

３ 　第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に

掲げる借入金又は債務（利息に対応するものを除く。）をいい、同項各号に規定する特定増改

築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居



住改修工事等に要した費用の額及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当す

る部分の金額をいう。

一 　当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立

行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者

から借り入れた借入金（当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋

の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利（以下この項において「土地

等」という。）の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として

政令で定めるものを含む。）及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約

において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

二 　建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代

金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政

法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲

を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等（当該住宅の増改築等とともにする当

該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるもの

を含む。）の対価に係る債務（当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。）で、契

約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

三 　当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者（その者が第二十

九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以

下この号において同じ。）から借り入れた借入金（当該住宅の増改築等とともにする当該住

宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために

当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。）又はその

者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等（当該住宅の増改築等とともにする当該住宅

の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含

む。）の対価に係る債務（これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含

む。）で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法によ

り返済し、又は支払うこととされているもの

四 　当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借

り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者

（二人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の居住者のすべて）

の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの

４ 　居住者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅の増

改築等（以下この項及び第六項において「住宅の増改築等」という。）をして、これらの家屋

（当該住宅の増改築等に係る部分に限る。）を平成二十年四月一日から同年十二月三十一日ま

での間に同条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居

住の用に供した日の属する年以後五年間の各年（同日以後その年の十二月三十一日まで引き

続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第十項において「増改築等特例適

用年」という。）において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する

ときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借

入金等特別税額控除額は、第一項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（当該金額に百円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を

適用することができる。



一 　増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が

千万円以下である場合　特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二百万

円を超える場合には、二百万円）の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金

等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一

パーセントに相当する金額との合計額

二 　増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が

千万円を超える場合　特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額（当該合計額が二百万円

を超える場合には、二百万円）の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築

等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額

５ 　前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他

の政令で定める工事（当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改

修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの（当該改修

工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改

修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。）を行うものに限るものとし、

当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る

工事を含むものとする。）で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額

が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

６ 　第四項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第三

項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務（利息に対応するものを除く。）をいい、第

四項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額

のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。

７ 　第三項又は前項の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著し

く低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等

住宅借入金等を含まないものとする。

８ 　第一項の居住者の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が六十

五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日（これらの者が年の中途におい

て死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。）の年齢によるものとし、第一

項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日

の現況によるものとする。

９ 　第一項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項

に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十

年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額（同項の規定に

より第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項にお

いて同じ。）である場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税

額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入

金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額（当該金額に百円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。

１０ 　第四項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する

住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額（同項の規定により第

四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同

じ。）及び第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額（同項の規定により第四十一条又

は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。）を有す



る場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項

各号及び前項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれ

らの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき第一項各号の規定を適用して計算した金額

（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。

１１ 　第一項又は第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年

において、第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額（第一項又は第四項の

規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項

において同じ。）及びこれらの増改築等住宅借入金等の金額に係る第一項又は第四項に規定

する住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等（以下この項において

「他の住宅取得等」という。）に係る同条第一項に規定する住宅借入金等（当該他の住宅取

得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋（当該増改

築等に係る部分に限る。）に係る同項に規定する適用年又は同条第三項に規定する特例適用年

に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。）の金額を有する場合

には、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年における第一項又は第四項の住宅借入

金等特別税額控除額は、第一項各号、第四項各号及び前二項の規定にかかわらず、これらの増

改築等住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額（当該他の住宅借入金等の金額

のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合

における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等

の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額）について、第四十一

条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

１２ 　第一項又は第四項に規定する居住者が、二以上の第一項又は第四項に規定する住宅の増改

築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋（これらの住宅の増改築等に係る部分に

限る。）を同一の年中に第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場

合には、第一項又は第四項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第一項又は第四

項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。

１３ 　第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受け

る場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「六年間（同日（以下

この項、次項及び次条において「居住日」という。）の属する年が平成十一年若しくは平成十

二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間（次項及び

次条において「平成十三年前期」という。）内の日である場合には十五年間とし、居住日が平

成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間（次項及び次条において「平成十三年

後期」という。）内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年まで

の各年である場合には十年間とする。）の各年（当該居住日」とあるのは「五年間の各年（同

日」と、同条第七項中「同項に規定する六年間」とあり、同条第八項中「第一項に規定する六

年間」とあり、及び同条第九項中「六年間（同項に規定する六年間をいう。）」とあるのは

「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「（以下この項及び第五項において「居住日」

という。）の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内（居住日の属する年が平成十一年

若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期（以下この

項及び第五項において「平成十三年前期」という。）内の日である場合又は居住日の属する

年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場

合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期（以下この項及び第五

項において「平成十三年後期」という。）内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四



年から平成二十年までの各年である場合（居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で

同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。）には八年内とする。）」と

あるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住

日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内（当該居住日の属する年が平成十一年若しく

は平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属

する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受け

る場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属

する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合（当該居住日の属する年が平成十

九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。）には

九年内とする。）」とあるのは「四年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四

十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内（居住日の属する年が平成十

一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の

属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適

用を受ける場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属

する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合（居住日の属する年が平成十九年

又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。）には八年内と

する。）」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住

日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。

１４ 　第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第六節　その他の特例

（不動産所得に係る損益通算の特例）

第四十一条の四 　個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金

額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のう

ちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利（次項において

「土地等」という。）を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額

のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した

金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用につい

ては、生じなかつたものとみなす。

２ 　建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得す

るために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例）

第四十一条の四の二 　特定組合員（組合契約を締結している組合員（これに類する者で政令で

定めるものを含む。以下この項において同じ。）のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若

しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該

業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のもの

をいう。）又は特定受益者（信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者（同条第二項

の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。）をいう。）に該当する個

人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合

においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損



失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二

十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用につい

ては、生じなかつたものとみなす。

２ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　組合契約　民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組合

契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責

任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約（政令で定めるものを含む。）をいう。

二 　組合事業　各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。

３ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）

第四十一条の五 　個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財

産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわ

らず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他

の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年に

おいて生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこ

の項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用

を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確

定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことに

ついてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定

める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

４ 　確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失

の金額（この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。）を有

する場合において、当該個人がその年十二月三十一日（その者が死亡した日の属する年にあつ

ては、その死亡した日）において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産（第七項第一号

に規定する買換資産をいう。）に係る住宅借入金等の金額を有するときは、第三十一条第一項

後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところ

により、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項

に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除す

る。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合

計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。

５ 　前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項

の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申

告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に

関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

６ 　第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の

提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準

用する。

７ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。



一 　居住用財産の譲渡損失の金額　当該個人が、平成十年一月一日から平成二十一年十二月三

十一日までの期間（次項において「適用期間」という。）内に、その有する家屋又は土地若

しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有

期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの（以下この項及び次項において「譲渡資

産」という。）の譲渡（第三十三条第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等

の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係

がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号、次項及び第十三項

において「特定譲渡」という。）をした場合（当該個人がその年の前年若しくは前々年にお

ける資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二若しくは

第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前

年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けて

いる場合を除く。）において、平成十年一月一日（当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日

以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日）から当該特定譲渡の日

の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定

めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国

内にあるもの（第十三項及び第十四項において「買換資産」という。）の取得（建設を含

むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十

四項において同じ。）をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該

買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する

年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込み

であるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡（その年において当該特定譲渡が二以上ある

場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。）による譲

渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第

三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡

所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところ

により計算した金額をいう。

イ　当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの

ロ　イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの（当該個人の居住の用に

供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの

間に譲渡されるものに限る。）

ハ　イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に

存する権利

ニ　当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を

引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定

する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上

に存する権利（当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月

三十一日までの間に譲渡されるものに限る。）

二 　純損失の金額　所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。

三 　通算後譲渡損失の金額　当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財

産の譲渡損失の金額に係るもの（当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうち

に土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが

含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートル



を超える部分に相当する金額を除く。）として政令で定めるところにより計算した金額をい

う。

四 　住宅借入金等　住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供さ

れる土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得（以下この号において「住宅の取得

等」という。）に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政

法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償

還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債

務（利息に対応するものを除く。）で政令で定めるものをいう。

８ 　確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損

失の金額のうちに特定純損失の金額（適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所

得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計

算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。）がある場合における同条第一項（同法第

百六十五条において適用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「及び第百四十

二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつ

たもの及び租税特別措置法第四十一条の五第八項（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失

の損益通算及び繰越控除）に規定する特定純損失の金額」とする。

９ 　確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金

額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項（これらの規定を

同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第百四十条

第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金

額（租税特別措置法第四十一条の五第九項（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益

通算及び繰越控除）に規定する特定純損失の金額を除く。）」とする。

１０ 　当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が

死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた

純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四

項（これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二

項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十

項（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）に規定する特定純損

失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、

「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項（居

住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）に規定する特定純損失の金

額」とする。

１１ 　第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

１２ 　第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項

第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五（居住用財産

の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除）の規定」とする。

二 　所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項

（雑損失の繰越控除）」とあるのは「、第七十一条第一項（雑損失の繰越控除）又は租税特

別措置法第四十一条の五第四項（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除）」



と、同条第三項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第四十一条の五の規定の」

とする。

三 　所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の」とあるのは

「若しくは租税特別措置法第四十一条の五第四項（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損

失の繰越控除）の規定の」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一

条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十

一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五

第四項」とする。

四 　国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ（１）中「同法」とあるのは、

「同法又は租税特別措置法」とする。

五 　前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

１３ 　第一項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに

買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日におい

て当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属

する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、

特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌

年十二月三十一日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税につ

いての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額

を納付しなければならない。

１４ 　第四項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十

一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する

日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該

期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

１５ 　前二項の規定に該当する場合において、これらの規定による修正申告書の提出がないとき

は、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その

他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

１６ 　第十三項又は第十四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規

定の適用については、次に定めるところによる。

一 　当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限内に提出されたものについ

ては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定

する期限内申告書とみなす。

二 　当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当

該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及

び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規

定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項

及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定す

る確定申告書」とする。

三 　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告

書及び更正には、適用しない。

（特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）



第四十一条の五の二 　個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定

居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定

にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項

の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前

三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲

渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用

を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明

細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確

定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことに

ついてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定

める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

４ 　確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失

の金額（この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。）を有

する場合には、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当

する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲

渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得

税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでな

い。

５ 　前項の規定は、当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第

二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確

定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計

算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

６ 　第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の

提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準

用する。

７ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　特定居住用財産の譲渡損失の金額　当該個人が、平成十六年一月一日から平成二十一年十

二月三十一日までの期間（次項において「適用期間」という。）内に、その有する家屋又は

土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定す

る所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの（以下この号及び次項において「譲

渡資産」という。）の譲渡（第三十三条第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動

産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の

関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項にお

いて「特定譲渡」という。）をした場合（当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日

の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当

該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第

三十五条第一項、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合

又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第

一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。）において、当該譲渡資産の特



定譲渡（その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるとこ

ろにより選定した一の特定譲渡に限る。）による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金

額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所

得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控

除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額（当該特定譲渡に

係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額か

ら当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。）をいう。

イ　当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの

ロ　イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの（当該個人の居住の用に

供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの

間に譲渡されるものに限る。）

ハ　イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に

存する権利

ニ　当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を

引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定

する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上

に存する権利（当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月

三十一日までの間に譲渡されるものに限る。）

二 　純損失の金額　所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。

三 　通算後譲渡損失の金額　当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、特定居住

用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

四 　住宅借入金等　住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供さ

れる土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得（以下この号において「住宅の取得

等」という。）に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政

法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償

還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債

務（利息に対応するものを除く。）で政令で定めるものをいう。

８ 　確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損

失の金額のうちに特定純損失の金額（適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所

得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計

算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。）がある場合における同条第一項（同法第

百六十五条において適用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「及び第百四十

二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつ

たもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第八項（特定居住用財産の譲渡損失の損益通

算及び繰越控除）に規定する特定純損失の金額」とする。

９ 　確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金

額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項（これらの規定を

同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第百四十条

第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金

額（租税特別措置法第四十一条の五の二第九項（特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び

繰越控除）に規定する特定純損失の金額を除く。）」とする。



１０ 　当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が

死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた

純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四

項（これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二

項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二

第十項（特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）に規定する特定純損失の金

額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「とな

つたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項（特定

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）に規定する特定純損失の金額」とする。

１１ 　第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

１２ 　第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項

第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二（特定居

住用財産の譲渡損失の繰越控除）の規定」とする。

二 　所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項

（雑損失の繰越控除）」とあるのは「、第七十一条第一項（雑損失の繰越控除）又は租税特

別措置法第四十一条の五の二第四項（特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除）」と、同条第

三項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第四十一条の五の二の規定の」とす

る。

三 　所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の」とあるのは

「若しくは租税特別措置法第四十一条の五の二第四項（特定居住用財産の譲渡損失の繰越

控除）の規定の」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項

又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条

第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二

第四項」とする。

四 　国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ（１）中「同法」とあるのは、

「同法又は租税特別措置法」とする。

五 　前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例）

第四十一条の六 　所得税法第二百十六条に規定する承認を受けている者が、その年十二月二十日

までに、この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を同条

に規定する事務所等の所在地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書を提出した日の属

する年以後の各年の七月から十二月までの期間に当該事務所等において支払つた同条に規定

する給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額の納期限は、同条の規定にかかわら

ず、当該期間の属する年の翌年一月二十日とする。

２ 　前項の届出書の提出がされた日の属する年以後の各年において、当該届出書を提出した者に

つき次の各号の一に該当する事実がある場合には、当該各号に掲げる所得税の額の納期限は、

同項の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年一月十日とする。



一 　その年十二月三十一日において所得税（所得税法第四編第一章から第五章までの規定に

より徴収した所得税に限る。）の滞納があること。　当該滞納がある年の七月から十二月まで

の期間に徴収した前項に規定する所得税の額の納期限

二 　その年七月から十二月までの期間に徴収した前項に規定する所得税の額を当該期間の属

する年の翌年一月二十日までに納付しなかつたこと。　当該所得税の額の納期限

３ 　第一項に規定する届出書を提出した者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする

場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特

例）

第四十一条の七 　健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三十項に規定する被保

険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付に

ついては、所得税を課さない。

２ 　前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三十一項

の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項

に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

３ 　健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三十項に規定する

船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支

出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないもの

とする。

（オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課

税）

第四十一条の八 　オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものと

して財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについ

ては、所得税を課さない。

２ 　国内ハンセン病療養所（ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

（平成十三年法律第六十三号）第二条第一号に規定する国内ハンセン病療養所をいう。以下

この項において同じ。）を退所した者又はハンセン病の患者であつた者（国内ハンセン病療養

所に入所したことがない者で財務省令で定めるものに限る。）に対して同法第十一条に規定

する福祉の増進の措置として国から支給されるもので財務省令で定めるものについては、所得

税を課さない。

（懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等）

第四十一条の九 　個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの（以下

この項において「預貯金等」という。）に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める

行為（以下この項において「預入等」という。）がされた預貯金等（当該預入等がされた預貯

金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限

る。）について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他

の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益（以下こ

の条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。）については、所得税法第二十二条及

び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは

交付を受け、又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。



２ 　内国法人又は外国法人（所得税法別表第一に掲げる内国法人並びに第八条第一項に規定す

る金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第四項において

同じ。）は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金

等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべ

き金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

３ 　個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支

払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払

若しくは交付をし、又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収

し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

４ 　前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定す

る源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。こ

の場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者

が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定

の適用については、同法第六十八条第一項 、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又

は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の九第二項（懸賞金付預

貯金等の懸賞金等の分離課税等）に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあ

るのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは

「所得税法又は租税特別措置法の」と、「（同法」とあるのは「（所得税法」とする。

５ 　前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第二百二十五条の規

定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（定期積金の給付補てん金等の分離課税等）

第四十一条の十 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後

に国内において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付

補てん金、利息、利益又は差益（以下この条及び次条において「給付補てん金等」という。）に

ついては、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所

得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

２ 　前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を

受ける給付補てん金等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについて

は、適用しない。

３ 　昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補てん金等の支払をする者に

ついては、所得税法第二百二十五条第一項のうち当該給付補てん金等に係る部分の規定は、適

用しない。

（内国法人等に対して支払う定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例）

第四十一条の十一 　内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和

六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等の支払をする者は、財務省令で定めるとこ

ろにより、当該給付補てん金等の支払に関する所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一

の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合

には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日まで

に税務署長に提出しなければならない。

（償還差益等に係る分離課税等）



第四十一条の十二 　個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受け

るべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額（外国法人により国外において

発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものと

して政令で定める金額。次項において同じ。）に対し、百分の十八（東京湾横断道路の建設に関

する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第二条第一項に規定する東京湾横断道路建

設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する

特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受け

て発行する債券のうち、割引債に該当するもの（次項及び第三項において「特定割引債」とい

う。）につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六）の税率を適用して所得税を

課する。

２ 　内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受け

るべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に

ついて百分の十八（特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六）の

税率を適用して所得税を課する。

３ 　昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者（これに準ずる者として政令で定

めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。）は、政令で定めるところにより、当該割引

債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額（外

国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に

係るものとして政令で定める金額）に百分の十八（特定割引債につき支払を受けるべき償還

差益については、百分の十六）の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日

の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

４ 　前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定す

る源泉徴収に係る所得税とみなして、同法（第二編、第三編及び第五編第一章を除く。）並び

に国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還（買入消

却を含む。）が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところ

により、同項の取得者（当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受

ける者）が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみな

す。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外

国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項 、第八十一条の十四

第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四

十一条の十二第二項（償還差益に対する分離課税等）に規定する償還差益」と、「同法」とあ

るのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは

「所得税法又は租税特別措置法の」と、「（同法」とあるのは「（所得税法」とする。

５ 　昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて

償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるとこ

ろにより、その償還（買入消却を含む。）を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所

得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。

６ 　昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一

項に規定する内国法人又は同条第二項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者

に対し、償還差益の支払（公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産に

ついて受ける支払に限る。）をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その



支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされ

たものの額（前項の規定により還付を受ける額を除く。）に相当する金額の全部又は一部を還

付する。

７ 　前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債（政令で定めるものに限

る。）で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の

償還金額（買入消却が行われる場合には、その買入金額）がその発行価額を超える場合におけ

るその差益をいう。

一 　外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項（同法第四条において準用する場

合を含む。）の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債（同法第四条に

規定する外貨債を含む。）

二 　特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定

めるもの

８ 　第三項から第六項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引

債の譲渡をしたことによる所得その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

９ 　平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの（これら

に類するものとして政令で定めるものを含む。）のうち、その発行の日から償還期限までの期

間が一年以下であるもの（以下この項において「短期公社債」という。）が、その発行の際に

その銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等（社債等の振替に関

する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録（以下この条に

おいて「振替記載等」という。）のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）

がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債（特定の者によつて所有される

ものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社

債」という。）は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。

一 　特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第四十六条第一項又は第四十七条

の規定により発行される国債

二 　特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項の規定により発行さ

れる国債

三 　財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第七条第一項の規定により発行される国債

四 　特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項の規定により発行される国債

五 　特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項の規定に

より発行される国債

六 　財政融資資金法（昭和二十六年法律第百号）第九条第一項の規定により発行される国債

七 　特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定により発行される国債

八 　特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項の規定により発行される

国債

九 　社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六

条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの

十 　投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人

債

十一 　信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十四条の四第一項に規定する短

期債



十二 　保険業法（平成七年法律第百五号）第六十一条の十第一項に規定する短期社債

十三 　資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債

十四 　農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第六十二条の二第一項に規定する短期

農林債

１０ 　国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定め

るものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。

１１ 　国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規

定は、適用しない。

１２ 　平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等（社債等の振替に関する法律第二条第二

項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに

当該振替機関（当該みなされる者を含む。）の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程

の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関（第五条の二第五項第二号に規

定する特定口座管理機関をいう。）及び特定間接口座管理機関（第五条の二第五項第三号に

規定する特定間接口座管理機関をいう。）をいう。以下この条において同じ。）又は外国仲介業

者（第五条の二第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関（以下この条において「外国

間接口座管理機関」という。）及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関（以下この

条において「外国再間接口座管理機関」という。）をいう。以下この条において同じ。）に開設

され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等（第五条の二第一項

に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。）又は当該外国仲介業者の国外営業所

等（外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同

じ。）を通じて特定振替国債等（特定短期公社債並びに社債等の振替に関する法律第九十条第

二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する

元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同

じ。）の振替記載等を受ける者（法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介

業者その他の政令で定めるものを除く。）は、その者の氏名又は名称及び住所（国内に住所を

有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。）その他の財務省

令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等（当該口座においてされるもの

に限る。以下この条において同じ。）を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営

業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者（当該外国仲介業者が外国再

間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者（当該外国仲介業者が他の外国再間接口

座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者

及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関）及び当該特定振

替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関）を経由して当該外国仲介業者（当該外

国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に

係る外国間接口座管理機関）が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の

営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者

は、当該告知書の提出（当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項におい

て同じ。）をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長

にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類（以下この項から

第十八項までにおいて「確認書類」という。）を提示しなければならないものとし、当該告知

書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長



は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければ

ならないものとする。

１３ 　前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理

されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受け

る特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。

１４ 　第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同

項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類

を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等

の長に（当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等

の振替記載等に係る外国間接口座管理機関（当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機

関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替

記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国

間接口座管理機関）を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載

等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に）提出しなければならない。

１５ 　外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替

記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政

令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令

で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

１６ 　外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところ

により、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国

債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該

特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等（当該外国仲介業者が外国再間接口座

管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当

該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等）に対し書面による方法その他政令

で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当

該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項

を記載し、又は記録しなければならない。

１７ 　平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡（振替記載等に係る口座からの振替に

よりされるものを除く。以下この項において同じ。）をした者（法人税法別表第一に掲げる法

人その他の政令で定めるものを除く。）でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人（同法第二

条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。）から国内において

その特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、そ

の者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人（以下この項において「支払者」とい

う。）に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にそ

の者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は

名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。

１８ 　平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還（買入消却を含む。以下こ

の項において同じ。）又は利息（第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以

下この条において同じ。）の支払によりその償還金（買入消却が行われる場合にあつては、そ

の買入れの対価。以下この条において同じ。）又は利息の支払を受ける者（法人税法別表第一

に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。）は、その者の氏名又は名称及び住所その他

の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還



金又は利息の支払の取扱者に（当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲

介業者（当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業

者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外

国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管

理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特

定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振

替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。）を経由して当該外国仲介業者（当該外国仲

介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外

国間接口座管理機関）が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所

等の長に）提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支

払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当

該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければなら

ないものとする。

１９ 　第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認

をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるの

は「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替え

るものとする。

２０ 　第五条の二第九項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債

等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定によ

る確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還

金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

２１ 　平成十一年四月一日以後に個人又は法人（法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関

等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。）に対し国内において

特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者（当該各号に掲げる者が外国

仲介業者である場合には、当該外国仲介業者（当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関で

ある場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関）が当該特定

振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」と

いう。）は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住

所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載

した調書（第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調

書」という。）を、その支払の確定した日（その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国

仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から

第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。）の属する年の翌年一月三

十一日までに（政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取

り扱うものの所在地の所轄税務署長（以下この項において「所轄税務署長」という。）の承認

を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに）、当該所轄税務署長

に提出しなければならない。

一 　その特定振替国債等の譲渡を受けた法人（次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたも

のを除く。）

二 　その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者



２２ 　平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又

は利息の支払の取扱いをする者（当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合に

は、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以

下この項において「支払の取扱者」という。）は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各

人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還

金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書（次項から第二十五項までに

おいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。）を、その支払をした日の属する年

の翌年一月三十一日までに（政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその

償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長（以下この項において

「所轄税務署長」という。）の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末

日までに）、当該所轄税務署長に提出しなければならない。

２３ 　第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する

特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところによ

り税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項

を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体（以下この項に

おいて「光ディスク等」という。）の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えるこ

とができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適

用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定

振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。

２４ 　前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償

還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

２５ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定

振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定

振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務

がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の

償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

２６ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならな

い。

２７ 　第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。

（民間国外債の発行差金の非課税）

第四十一条の十三 　非居住者が平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発

行された第六条第一項に規定する民間国外債（本店又は主たる事務所の所在する国又は地域

におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税

の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発

行されたものを除く。）につき支払を受ける発行差金（その民間国外債の償還により受ける金

額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。）については、所得税

を課さない。ただし、当該発行差金のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける



ものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについて

は、この限りでない。

（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）

第四十一条の十四 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引を

し、かつ、当該各号に掲げる取引（以下この条及び次条において「先物取引」という。）の区

分に応じ当該各号に定める決済（以下この条及び次条において「差金等決済」という。）をし

た場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得及び雑所得については、所得

税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額（以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。）

に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額（先物取引に係る雑所得等の金額（次項第三号の

規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。こ

の場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同

法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたもの

とみなす。

一 　平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二

条第八項に規定する先物取引（同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十

項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この号、第三項及び第四項において「商品先物取引」

という。）　当該商品先物取引の決済（当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われるこ

ととなるものを除く。）

二 　金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引（同項に規定する

市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。以下この号、第三項及び

第四項において「金融商品先物取引等」という。）　当該金融商品先物取引等の決済（当該

金融商品先物取引等に係る同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることと

なるものを除く。）

２ 　前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項

第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一

条の十四第一項（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額（以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。）」とする。

二 　所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「事業所得の金額」とある

のは「事業所得の金額（租税特別措置法第四十一条の十四第一項（先物取引に係る雑所得

等の課税の特例）に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引による事業所得が

ないものとして計算した金額とする。）」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の

金額（先物取引に係る雑所得等の金額を除く。）」とする。

三 　所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総

所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

四 　所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中

「前節（税率）」とあるのは「前節（税率）及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項

（先物取引に係る雑所得等の課税の特例）」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総



所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所

得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは

「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係

る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所

得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項（先物取引に係る雑所得等の課税の

特例）の規定による所得税の額」とする。

五 　前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特

例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。

３ 　先物取引の差金等決済をする者（法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるも

のを除く。）は、その差金等決済をする日までに、その差金等決済の都度、その者の氏名又は名

称及び住所（国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項及び次

項において同じ。）を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ

当該各号に定める者（以下この項から第五項までにおいて「商品取引員等」という。）に告知

しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、当該商品取

引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しな

ければならないものとし、当該商品取引員等は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該

書類により確認しなければならないものとする。

一 　委託により商品先物取引をした場合　当該商品先物取引の委託を受けた商品取引所法第二

条第十八項に規定する商品取引員（以下この号において「商品取引員」という。）の営業

所その他これに準ずるもの（以下この号において「営業所等」という。）の長（商品先物

取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつて

は、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長）

二 　委託により金融商品先物取引等をした場合　当該金融商品先物取引等の委託を受けた金融

商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する

第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この号において「金融商品取引業者」とい

う。）の営業所の長（金融商品先物取引等の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者に

当該金融商品先物取引等の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融

商品取引業者の営業所又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関の営業所の長）

三 　前二号に掲げる場合以外の場合　当該商品先物取引をした商品取引所法第二条第九項に規

定する商品市場を開設した同条第一項に規定する商品取引所の長

４ 　商品取引員等は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行つた商品先物取引又は

金融商品先物取引等について差金等決済があつた場合には、当該商品先物取引又は金融商品

先物取引等について、それぞれ当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の各人別

に、その者の氏名及び住所、当該差金等決済ごとの決済の方法、当該差金等決済に係る商品先

物取引の種類、数量及び対価の額若しくは約定価格等（商品取引所法第二百二十条第一項の

約定価格等をいう。）又は金融商品先物取引等の種類、数量及び対価の額若しくは約定数値

（金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。）その他の財務省令

で定める事項を記載した調書（次項及び第七項において「先物取引に関する調書」という。）

を、その商品先物取引又は金融商品先物取引等の差金等決済があつた日の属する月の翌月末

日までに、当該商品取引員等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。



５ 　商品取引員等は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、前項の規定

により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務

省令で定める記録用の媒体（以下この項において「光ディスク等」という。）の提出をもつて

前項の規定による調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第七項並び

に第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、先物取引に関する調書とみ

なす。

６ 　第二項及び前項に定めるもののほか、第三項の規定による告知の特例その他第一項、第三項

及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

７ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、先物取引に関する調書の提出に関する調査につい

て必要があるときは、当該先物取引に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその

者の差金等決済に係る先物取引に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

８ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

９ 　第七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

らない。

（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除）

第四十一条の十五 　確定申告書（第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項（同法

第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書を含む。以下この項及び第

三項において同じ。）を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の

前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額（この項の規

定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。）を有する場合には、前条第一項

後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政

令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

２ 　前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的

施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、先物取引の差金等決済をしたことによ

り生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該差金

等決済をした日の属する年分の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算

上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

をいう。

３ 　第一項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規

定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の

差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付が

ある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であ

つて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他

の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　第一項の規定の適用がある場合における前条（第二項を除く。）の規定の適用については、

同条第一項中「計算した金額（」とあるのは、「計算した金額（次条第一項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額。」とする。

５ 　所得税法第百二十三条第一項（第二号を除く。）（同法第百六十六条において準用する場

合を含む。）の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後に



おいて第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法

第百二十条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書

を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項（これらの規定を同

法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書を提出することができ

る場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第百二十三条

第一項中「第七十条第一項若しくは第二項（純損失の繰越控除）若しくは第七十一条第一

項（雑損失の繰越控除）の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項（純損失の繰戻しに

よる還付）の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税

特別措置法第四十一条の十五第一項（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除）の規定

の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生

じた同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額（以下この項において

「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。）、その年の前年以前三年内の各年にお

いて生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中

「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第三号中

「純損失の金額及び雑損失の金額（第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」

とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額（租税特別措置法第四十一条の十五第

一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな

つたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあ

るのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び

山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項（先物取引に係

る雑所得等の課税の特例）に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を超える」と読み替え

るものとする。

６ 　第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第

六号ハ（１）中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置

法第四十一条の十五第二項（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除）に規定する先物

取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

７ 　その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出す

べき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

（公的年金等控除の最低控除額等の特例）

第四十一条の十五の二 　年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、そ

の年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等（以下この項及び次項において

「公的年金等」という。）の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項

（同法第百六十五条において適用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「七十

万円」とあるのは、「百二十万円」とする。

２ 　前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用につ

いては、次に定めるところによる。

一 　年齢が六十五歳以上である居住者が提出した所得税法第二百三条の五第八項に規定する

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が六十五歳以上である旨の記

載がある場合における同法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ中「九

万円」とあるのは、「十三万五千円」とする。



二 　前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規

定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

３ 　年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第

八号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章

の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「六

万円」とあるのは、「十万円」とする。

４ 　第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日（その

者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする

場合には、その死亡又は出国の時）の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住

者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものと

する。

（同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例）

第四十一条の十六 　居住者の有する所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶

者又は同項第三十四号に規定する扶養親族が同項第二十九号に規定する特別障害者で、かつ、

当該居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のい

ずれかとの同居を常況としている者である場合には、その控除対象配偶者又はその扶養親族に

係る同法第八十三条第三項に規定する配偶者控除の額又は同法第八十四条第三項に規定する

扶養控除の額は、同法第八十三条第一項又は第八十四条第一項の規定にかかわらず、これらの

規定に規定する金額に三十五万円を加算した額とする。

２ 　居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の三に規定する老人扶養親族が当該居住

者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同

居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第三項に規

定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の金額に十万円を加算した額と

する。

３ 　前二項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に

掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替え

るものとする。

第八十五条第三項 老人控除対象

配偶者

租税特別措置法第四十一条の十六第一項（同居の

特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例）

の規定に該当する控除対象配偶者若しくは老人控

除対象配偶者

特定扶養親

族、老人扶養

親族若しくは

その他の扶養

親族

同法第四十一条の十六第一項の規定に該当する特

定扶養親族若しくはその他の特定扶養親族、同条第

二項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその

他の老人扶養親族若しくは特定扶養親族及び老人

扶養親族以外の扶養親族

第百八十七条 障害者がある 障害者又は租税特別措置法第四十一条の十六第一

項（同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除

等の特例）の規定に該当する特別障害者がある



その障害者一

人につき

これらの一に該当するごとに

第百九十条第二号ハ の規定 並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項又

は第二項（同居の特別障害者又は老親等に係る扶

養控除等の特例）の規定

第百九十四条第一項第

三号

特別障害者 租税特別措置法第四十一条の十六第一項（同居の

特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例）

の規定に該当する特別障害者若しくはその他の特

別障害者

第百九十四条第一項第

五号

特定扶養親族

又は老人扶養

親族

租税特別措置法第四十一条の十六第一項の規定に

該当する特定扶養親族若しくはその他の特定扶養

親族又は同条第二項の規定に該当する老人扶養親

族若しくはその他の老人扶養親族

別表第二の備考（一）

（４）、別表第三の備考

（一）（４）及び別表

第四の備考（二）

障害者がある 障害者又は租税特別措置法第四十一条の十六第一

項（同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除

等の特例）の規定に該当する特別障害者がある

その障害者１

人につき

これらの一に該当するごとに

（寡婦控除の特例）

第四十一条の十七 　居住者が、所得税法第二条第一項第三十号イに掲げる者（同項第三十四号

に規定する扶養親族である子を有するものに限る。）に該当し、かつ、同項第三十号の合計所

得金額が五百万円以下である場合には、同法第八十一条第二項に規定する寡婦控除の額は、同

条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に八万円を加算した額とする。

２ 　前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲

げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替え

るものとする。

第八十五条第一

項

寡婦 租税特別措置法第四十一条の十七第一項（寡婦控除の特例）の規定

に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

第百九十条第二

号ハ

の規

定

並びに租税特別措置法第四十一条の十七第一項（寡婦控除の特例）

の規定

第百九十四条第

一項第二号

寡婦 租税特別措置法第四十一条の十七第一項（寡婦控除の特例）の規定

に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

（政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除）

第四十一条の十八 　個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律（平成六年法律第四号）の施

行の日から平成二十一年十二月三十一日までの期間（次項において「指定期間」という。）内

に、政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第四条第四項に規定する政治活動に



関する寄附（同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及

ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。）をした場合に

は、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの（第一号又は第二号に掲げる

団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項

の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る

支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法（昭和二十五年法律第

百号）第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた

日の属する年及びその前年中にされたものに限る。）で政治資金規正法第十二条又は第十七

条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職

選挙法第八十六条 、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し

当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により

報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定

を適用する。

一 　政治資金規正法第三条第二項に規定する政党

二 　政治資金規正法第五条第一項第二号に掲げる政治資金団体

三 　政治資金規正法第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主

宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの（同法第五

条第一項第一号に掲げる団体を含む。）

四 　政治資金規正法第三条第一項第二号に掲げる団体のうち次に掲げるもの

イ　衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法（昭和二

十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは

市長の職（ロにおいて「公職」という。）にある者を推薦し、又は支持することを本来の

目的とするもの

ロ　特定の公職の候補者（公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定による届

出により公職の候補者となつた者をいう。）又は当該公職の候補者となろうとする者を推

薦し、又は支持することを本来の目的とするもの（イに掲げるものを除く。）

２ 　個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関す

る寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報

告されたもの（以下この項において「政党等に対する寄附金」という。）については、その年

中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額（当該合計額にその年中に支出した所

得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金（前項の規定により当該特定寄附金とみなさ

れたものを含む。以下この項において同じ。）の額の合計額を加算した金額が、当該個人のそ

の年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を

超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金の額の合計額を控除し

た残額）が五千円（その年中に支出した当該特定寄附金の額がある場合には、五千円から当該

特定寄附金の額の合計額を控除した残額）を超える場合には、その年分の所得税の額から、そ

の超える金額の百分の三十に相当する金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所

得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二

十五に相当する金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を限度

とする。



３ 　前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関

する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該

計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用す

る。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特

別措置法第四十一条の十八第二項（政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控

除）の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金

額の合計額」と読み替えるものとする。

５ 　その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条

第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計算）」とあ

るのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項（政治活動に関

する寄附をした場合の所得税額の特別控除）」とする。

６ 　前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の十八の二 　削除

（認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例）

第四十一条の十八の三 　個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法

人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法（平成十年法律第七

号）第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附（その寄附をした者

に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。）をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所

得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。

（特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例）

第四十一条の十九 　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十年四月一日以後

に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に

該当する株式会社（その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるも

のに限る。以下この項において「特定新規中小会社」という。）により発行される株式（以下

この項において「特定新規株式」という。）を払込み（当該株式の発行に際してするものに限

る。以下この項及び次項において同じ。）により取得（第二十九条の二第一項本文の規定の適

用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。）をした場合において、当該居住

者又は国内に恒久的施設を有する非居住者（当該取得をした日においてその者を判定の基礎

となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第二条第十号に規定する

同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたもの

を除く。）がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式（その年十二月三十一日

において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規

株式」という。）の取得に要した金額として政令で定める金額（当該金額の合計額が千万円

を超える場合には、千万円）については、所得税法第七十八条（同法第百六十五条の規定によ

り準じて計算する場合を含む。）の規定を適用することができる。この場合において、同法第七

十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第四十一条

の十九第一項（特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例）に規定する

特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得（同項に規定する取得をいう。以下この項に

おいて同じ。）をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得



をした租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要

した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは

「控除（租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による控除を含む。）は」とする。

２ 　前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘

柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の

十三第一項の規定は、適用しない。

３ 　第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得

価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除）

第四十一条の十九の二 　居住者が、平成十八年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間

に、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関す

る特別措置法（平成十七年法律第七十九号）第六条第一項に規定する地域住宅計画（当該地

方公共団体が実施する住宅の耐震改修（地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、

修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。）の事業で財務省令で定める要件を満たす

ものに関する事項の定めがあるものに限る。）その他政令で定める計画の区域内において、そ

の者の居住の用に供する家屋（昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定

めるものに限る。）の耐震改修として財務省令で定めるところにより証明がされたもの（以

下この項及び次項において「住宅耐震改修」という。）をした場合には、その者のその年分の

所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の十パーセントに相当する金額（当該

金額が二十万円を超えるときは二十万円とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを

切り捨てる。）を控除する。

２ 　前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関

する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、同項

の地方公共団体の長の同項の計画の区域内にある同項の家屋である旨、同項の住宅耐震改修を

した家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類その他の財務省令で定め

る書類（次項において「住宅耐震改修等証明書」という。）の添付がある場合に限り、適用す

る。

３ 　税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告

書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び住宅耐

震改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用する。

４ 　所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用す

る。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特

別措置法第四十一条の十九の二第一項（既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控

除）の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金

額の合計額」と読み替えるものとする。

５ 　その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条

第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計算）」とあ

るのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項（既存住宅

の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除）」とする。



６ 　第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

（電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除）

第四十一条の十九の三 　個人が、平成十九年分又は平成二十年分の所得税につき、行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項の

規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合におい

て、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報（当該個人

の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。）と当該電子

署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、五

千円を控除する。

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分のその年の翌年一月四日から三月十

五日まで（当該年分が平成二十年分である場合にあつては、その年の翌年一月五日から三月

十五日まで）の間（確定申告書（確定申告期限のあるものに限る。）を提出すべき場合には、

当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申

告期限までの間）に、同項の規定により送信される確定申告情報と併せて同項の規定の適用を

受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額に係る情報が送信される場合に限

り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額に係る情報と

して送信された金額に限るものとする。

３ 　第一項の規定は、個人が、平成十九年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場

合には、当該個人の平成二十年分の所得税については、適用しない。

４ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　電子署名　電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二条第一項

に規定する電子署名をいう。

二 　電子証明書　電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るも

のであることを証明するために作成された電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）であつて財務省令で定めるものをいう。

５ 　所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用す

る。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特

別措置法第四十一条の十九の三第一項（電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による

申告に係る所得税額の特別控除）の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とある

のは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

６ 　その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条

第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計算）」とあ

るのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項（電子証明

書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除）」とする。

７ 　第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

（ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例）

第四十一条の二十 　ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を

行うことを業務とする者で政令で定めるもの（以下この項において「ホステス等」とい



う。）をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該

ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合に

は、当該報酬又は料金は、所得税法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金とみなし

て、同法の規定を適用する。

２ 　前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百四条第二項及び第三項の規定の適用

については、同条第二項第三号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別

措置法第四十一条の二十第一項（ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の

特例）に規定する事業を営む者」と、同条第三項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等

（租税特別措置法第四十一条の二十第一項に規定するホステス等を含む。）」と、「同項」と

あるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

（免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例）

第四十二条 　国内において所得税法第百六十一条第二号に規定する事業（映画若しくは演劇の

俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供（以下この項及び第三項において

「芸能人等の役務提供」という。）を主たる内容とする事業に限る。）を行う非居住者又は外

国法人（国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するも

のを除く。）で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第百六十二条に規

定する条約（以下この項において「租税条約」という。）の規定により所得税が免除されるも

の（国内に恒久的施設（当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同

じ。）を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件

として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第三項において「免税芸能法人等」

という。）が、国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対

して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価（以下この条において「芸能人等の役務提

供報酬」という。）を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役

務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の

属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

一 　当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者　その芸能人等の役務提供に係

る所得税法第百六十一条第八号に掲げる給与又は報酬

二 　当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は

外国法人　その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価

２ 　前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定す

る源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。こ

の場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 　前項第二号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された

場合における所得税法第二百十五条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務）」

とあるのは「源泉徴収義務）又は租税特別措置法第四十二条第一項（免税芸能法人等が支

払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例）」と、「同項」とあるのは「これ

ら」とする。

二 　芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者

に対する所得税法第百七十二条及び第二百十四条の規定の適用については、同法第百七十

二条第一項中「源泉徴収）」とあるのは「源泉徴収）又は租税特別措置法第四十二条第一



項（免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例）」と、

「次編第五章の」とあるのは「次編第五章又は租税特別措置法第四十二条第一項の」と、同

法第二百十四条第一項中「源泉徴収義務）」とあるのは「源泉徴収義務）及び租税特別措

置法第四十二条第一項（免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴

収の特例）」とする。

三 　芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人

に対する所得税法第百八十条及び法人税法第百四十四条の規定の適用については、所得税

法第百八十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに租税特別措置法第四十二条第

一項（免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例）」と、法

人税法第百四十四条中「源泉徴収義務）」とあるのは「源泉徴収義務）又は租税特別措置

法第四十二条第一項（免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収

の特例）」と、「同法第二百十五条」とあるのは「所得税法第二百十五条」と、「同項」と

あるのは「同法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十二条第一項」と、「同法第

百六十一条第八号」とあるのは「所得税法第百六十一条第八号」とする。

３ 　免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価の

支払を受ける場合における同法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用について

は、同法第百七十九条第一号及び第二百十三条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは、

「百分の十五」とする。

４ 　第一項第二号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得

税の処理その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例）

第四十二条の二 　外国金融機関等が、平成十四年四月一日以後に開始した所得税法第百六十一条

第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引と

して政令で定めるもの（政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取

引」という。）につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その

支払を受ける利子（政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。）に

ついては、所得税を課さない。

一 　社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債

二 　外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券

三 　外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの（前号に掲げるものを除く。）

２ 　前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等（第四項第一号イに掲げる外国法人

に限る。）が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 　当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支

配株主等に該当する外国法人（所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約

国の法人を除く。）

二 　居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特

定外国子会社等に該当する外国法人（前号に掲げる外国法人を除く。）

三 　外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この号において「本

店所在地国」という。）において当該特定利子について外国法人税（法人税法第六十九条第

一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。）が課されないこととされて

いる場合（当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所



（第四項及び第七項において「営業所等」という。）において行う事業に帰せられる場合で

あつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除

く。）における当該外国法人（前二号に掲げる外国法人を除く。）

３ 　第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の

国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。

４ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　外国金融機関等　次に掲げる外国法人をいう。

イ　外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法

人

ロ　外国の中央銀行

ハ　国際間の取極に基づき設立された国際機関

二 　特定金融機関等　次に掲げる法人をいう。

イ　第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融

機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律（平成十年法律第百八号）第二条第

二項に規定する金融機関等に該当する法人（国内に営業所等を有するものに限る。）

ロ　日本銀行

５ 　第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その

支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び

本店又は主たる事務所の所在地（国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で

定める場所。以下この条において同じ。）その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

（以下この条において「非課税適用申告書」という。）を、最初にその支払を受けるべき日の

前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係

る所得税法第十七条の規定による納税地（同法第十八条第二項の規定による指定があつた場

合には、その指定をされた納税地）の所轄税務署長に提出しなければならない。

６ 　前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同

項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

７ 　非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金

融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める

書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税

適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認

しなければならないものとする。

８ 　非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その

名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をし

た日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利

子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主た

る事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を

経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告

書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支

払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。

９ 　第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該

申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の

提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関



等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更

後の名称」と読み替えるものとする。

１０ 　特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引

につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が

締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

１１ 　非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規

定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則）

第四十二条の三 　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金

に処する。

一 　第四十一条の十二第十二項の告知書を同項の振替記載等を受ける際に同項に規定する特

定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該特

定振替機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第十八項の告知書を同項の償還若しく

は利息の支払を受ける際に同項に規定する支払の取扱者若しくは同項に規定する特定振替

機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱

者に提出した者

二 　第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第

六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定

する報告書、第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書

若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書又は第四十一条

の十四第四項に規定する先物取引に関する調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限

までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録

をして税務署長に提出した者

三 　第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書をその交付の期限までに同項に規定する

居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せず、若しくは当該報告書に偽

りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付した者又は

同条第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

四 　正当な理由がないのに第三十七条の十一の三第八項ただし書の規定による請求を拒み、又

は同項ただし書に規定する報告書に偽りの記載をして同項に規定する居住者若しくは国内

に恒久的施設を有する非居住者に交付した者

五 　第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第四十一条の十二第二十五項又

は第四十一条の十四第七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの

答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

六 　第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第四十一条の十二第二十五項又

は第四十一条の十四第七項の規定による検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を

提示した者

２ 　前項第一号の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第二条の例に従う。

３ 　第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六

項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する

報告書、第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しく

は同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書又は第四十一条の十四第



四項に規定する先物取引に関する調書の提出に関する調査に関する事務に従事している者又

は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したとき

は、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

４ 　法人（人格のない社団等（法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下

この条において同じ。）を含む。以下この項において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管

理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は

人に対して同項の罰金刑を科する。

５ 　人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその

訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の

刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

　　　第三章　法人税法の特例

　　　　第一節　特別税額控除及び減価償却の特例

（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）

第四十二条の四 　青色申告書を提出する法人（人格のない社団等を含む。以下この章において同

じ。）の各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事

業年度を除く。）において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研

究費の額（その試験研究費に充てるため他の者（当該法人との間に連結完全支配関係がある

他の連結法人を含む。）から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下

この条において同じ。）がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額

（この条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十

二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及

び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から

第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条

第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項、第七項及び第九項において同

じ。）から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十（試験研究費割合が百分の十未満

であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合

（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）。次項におい

て「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。）に相当する金額（以下この項及び第十

二項第四号において「税額控除限度額」という。）を控除する。ただし、当該税額控除限度額

が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超え

るときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

２ 　青色申告書を提出する法人の各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業

年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の

額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する

法人税の額から、当該事業年度の当該特別試験研究費の額に税額控除割合（百分の十二から

当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。）を乗じて計算

した金額（以下この項及び第十二項第四号において「特別研究税額控除限度額」という。）

を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対す

る法人税の額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額（前項の規定により



当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。）を控除した残額を超

えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。

３ 　青色申告書を提出する法人の各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業

年度及び清算中の各事業年度を除く。）の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研

究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算

入された試験研究費の額（当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該

当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額）を超える場合において、当該

法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額か

ら、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年

度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の

百分の二十に相当する金額（当該事業年度において第一項又は前項の規定により当該事業年

度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）

を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度（以下この項及び次項

において「繰越税額控除事業年度」という。）開始の日前一年以内に開始した各事業年度が

連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年

度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に

係る第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額（当該

繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越

税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度が

ある場合には、政令で定めるところにより計算した金額）に相当する金額（既に前項の規定に

より当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額があ

る場合には、当該金額を控除した残額）は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法

人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消され、かつ、当該

繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して一年以内に開始した事業

年度である場合には、この限りでない。

５ 　第三項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事

業年度前に開始した各事業年度（連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年

度開始の日前一年以内に開始した事業年度に限る。）における第一項又は第二項に規定する税

額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控

除しきれない金額の合計額（既に第三項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度にお

いて法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額）があるとき

は、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。

６ 　中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの（以下この項において「中小

企業者等」という。）の各事業年度（第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、

解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）にお

いて、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合

には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該

試験研究費の額の百分の十二に相当する金額（以下この項及び第十二項第七号において「中

小企業者等税額控除限度額」という。）を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度

額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金

額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。



７ 　青色申告書を提出する法人の各事業年度（第一項から第三項までの規定の適用を受ける事

業年度、解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除

く。）の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の

前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額（当該事業

年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場

合には、政令で定める金額）を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限

度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者

等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における

繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の

額の百分の二十に相当する金額（当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所

得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超

えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

８ 　第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合におい

て、第四項中「第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰

属額」とあるのは「第六十八条の九第十二項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限

度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控

除限度超過額」と、第五項中「第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額

控除限度額のうち、これら」とあるのは「第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額の

うち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超

過額」と読み替えるものとする。

９ 　青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間

に開始する各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の

各事業年度を除く。）において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事

業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め

る金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する

法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の

十に相当する金額を限度とする。

一 　当該法人の当該事業年度（設立事業年度を除く。）の所得の金額の計算上損金の額に算入

される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の

額を超える場合　当該法人の当該事業年度の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の

額を控除した残額の百分の五に相当する金額

二 　当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が

当該事業年度の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合　当該超える部分の

金額に超過税額控除割合（当該事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に

〇・二を乗じて計算した割合をいう。）を乗じて計算した金額

１０ 　前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいず

れにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

１１ 　連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消さ

れた場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に

開始した各連結事業年度において第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の

規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度（以下この項において「税額



控除連結事業年度」という。）につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日

の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで

並びに次条第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第

四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項

その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、

第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業

年度の連結所得に対する同条第一項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当

該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

一 　当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条

の九第一項又は第六項に規定する試験研究費の額

二 　当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条

の九第二項に規定する特別試験研究費の額

三 　当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第五号に

規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

四 　当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第九号に

規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額

１２ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　試験研究費　製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要す

る費用で政令で定めるものをいう。

二 　試験研究費割合　当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の

額の平均売上金額に対する割合をいう。

三 　特別試験研究費の額　試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試

験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数であ

る医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政

令で定めるものをいう。

四 　繰越税額控除限度超過額　第三項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開

始した各事業年度（当該事業年度まで連続して青色申告書の提出（当該事業年度までの間

の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人に

よる法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合の各事

業年度に限る。）における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は

第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（既に第三項の規定により当該

各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した

残額）の合計額をいう。

五 　中小企業者　中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。

六 　農業協同組合等　農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合であ

る商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活

衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組

合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。

七 　繰越中小企業者等税額控除限度超過額　第七項に規定する法人の当該事業年度開始の日前

一年以内に開始した各事業年度（当該事業年度まで連続して青色申告書の提出（当該事業

年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る

連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしてい



る場合の各事業年度に限る。）における中小企業者等税額控除限度額のうち、第六項の規定

による控除をしてもなお控除しきれない金額（既に第七項の規定により当該各事業年度に

おいて法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額）の合計額

をいう。

八 　設立事業年度　設立（合併による設立を除く。）の日（法人税法第二条第四号に規定する

外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日

とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等（以下この号において「公益法人等」とい

う。）及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業（以下こ

の号において「収益事業」という。）を開始した日とし、公益法人等（収益事業を行つてい

ないものに限る。）に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定

する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とす

る。）を含む事業年度（政令で定める事業年度を除く。）をいう。

九 　比較試験研究費の額　第九項に規定する事業年度（以下この条において「適用年度」とい

う。）開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れる試験研究費の額（当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度（以下こ

の号において「三年以内連結事業年度」という。）にあつては当該三年以内連結事業年度

の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月

数（三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下

この号において同じ。）と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当

該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。）の

合計額を当該三年以内に開始した各事業年度の数（三年以内連結事業年度の数を含む。）

で除して計算した金額をいう。

十 　基準試験研究費の額　適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の

計算上損金の額に算入される試験研究費の額（当該適用年度開始の日前二年以内に開始し

た連結事業年度（以下この号において「二年以内連結事業年度」という。）にあつては当該

二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額と

し、当該各事業年度の月数（二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連

結事業年度の月数。以下この号において同じ。）と当該適用年度の月数とが異なる場合には

当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して

計算した金額とする。）のうち最も多い額をいう。

十一 　平均売上金額　第一項又は第九項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前三年

以内に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結

事業年度）の売上金額（棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をい

う。）の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

１３ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

１４ 　第一項及び第二項、第六項又は第九項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除

を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に

限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るそ

の控除を受けるべき金額に限るものとする。

１５ 　第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業

年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第三項又は第七



項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の

添付がある場合（第四項（第八項において準用する場合を含む。）の規定により繰越税額控

除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当

該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定

の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度（当該適用を受けた連結事業年度後の各

事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業

年度）の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書（当該適用を受けた連結事業年度

後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書）に第六十八条の九第三

項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超

過額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする

事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額

の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定

により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１６ 　第十二項から前項までに定めるもののほか、第九項の規定の適用を受けようとする法人が

合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設

立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度の開始の日前三年以内に開始し

た各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算、第十一項

の規定の適用を受ける事業年度以後の第四項（第八項において準用する場合を含む。）の規定

により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額

の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

１７ 　第一項から第三項まで、第六項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合における法人

税法第二編第一章（同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで

（税額控除）」とあるのは「第七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条

の四第一項から第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項（試験研究を行つた場合の法人税

額の特別控除）」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措

置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項（試験研究を行つた場

合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、

第六項、第七項及び第九項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二

号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第

六項、第七項及び第九項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第

七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租

税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項（試験研究を

行つた場合の法人税額の特別控除）」とする。

１８ 　第十一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十

七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一

項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第三項中「前条第一項又は

第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一項」とするほか、同法第二編第一

章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）



第四十二条の五 　青色申告書を提出する法人が、平成四年四月一日から平成二十二年三月三十一

日までの期間（次項において「指定期間」という。）内にその製作若しくは建設の後事業の

用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産（以下この条において「エネルギー需給構

造改革推進設備等」という。）を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、

若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内に

ある当該法人の事業の用に供した場合（第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付

けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定

する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を

除く。次項において同じ。）には、その事業の用に供した日を含む事業年度（解散（合併による

解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において

「供用年度」という。）の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金

の額に算入する金額の限度額（以下この節において「償却限度額」という。）は、法人税法第

三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の

普通償却限度額（同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に

相当する金額をいう。以下この節において同じ。）と特別償却限度額（当該エネルギー需給構

造改革推進設備等の取得価額（第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該

取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」とい

う。）の百分の三十に相当する金額をいう。）との合計額とする。

一 　次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののう

ち政令で定めるもの

イ　製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若

しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産

ロ　廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の

減価償却資産

ハ　その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資

する機械その他の減価償却資産

二 　太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー

資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の

減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの（前号に掲げる機械その他

の減価償却資産に該当するものを除く。）

イ　新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等

に資する機械その他の減価償却資産

ロ　イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの

三 　電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの

四 　建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政

令で定めるもの（当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政

令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。）

イ　建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備

ロ　建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他

の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

２ 　前条第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの（以下

この項において「中小企業者等」という。）が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設



備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをそ

の取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事

業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適

用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額（この項、次項及び第五項、前条、次

条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条

の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第

五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の

法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項

において同じ。）からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価

額の合計額の百分の七に相当する金額（以下この項及び第四項において「税額控除限度額」

という。）を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限

度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超

えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

３ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控除限度超過額を有する場合に

は、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金

額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額

が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額（当該事

業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定

により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金

額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金

額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内

に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年

度（以下この項において「一年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続し

て青色申告書の提出（一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結

親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合

の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。）における税額控除限度額（当該法人の一年

以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額（当該法人に係

るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第二

項の規定（連結税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控除

しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された

金額（既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除され

た金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）があ

る場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消さ

れた場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に

開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結

子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税

の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前条第十一項、次条第五項、第四十二条

の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十



七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これ

らの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該

各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に

係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引（法人税法第六十四条の二第三項に規定す

るリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章にお

いて同じ。）により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。

７ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付が

ある場合に限り、適用する。

８ 　第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、

かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、

同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものと

する。

９ 　第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申

告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四項に規定す

る連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八

条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年度が

連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）の同法第二条第三十

二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一

号に規定する確定申告書）に第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明

細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告

書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細

書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額

は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１０ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章（同法第七十

二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるのは「第

七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項（エ

ネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第七十

条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第

三項（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、

「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、

同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の

五第二項及び第三項（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別

控除）の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前

節（税額の計算）並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項（エネルギー需給

構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」とする。

１１ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七

条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項

（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第三項中「前条第一項又は第

二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第



三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

１２ 　第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の

計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

第四十二条の六 　第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告

書を提出するもの（以下この条において「中小企業者等」という。）が、平成十年六月一日か

ら平成二十二年三月三十一日までの期間（次項において「指定期間」という。）内に、その製

作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産（第一号又は第二号に掲げる

減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装

置等」という。）を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業

者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用（第四号に規定する事業を営む法人で

政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」と

いう。）に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度（解散（合併による

解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供

用年度」という。）の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第

二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該特

定機械装置等の取得価額（第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で

定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。）の百分の三十に

相当する金額をいう。）との合計額とする。

一 　機械及び装置並びに器具及び備品（器具及び備品については、事務処理の能率化等に資す

るものとして財務省令で定めるものに限る。）

二 　ソフトウエア（政令で定めるものに限る。）

三 　車両及び運搬具（貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとし

て財務省令で定めるものに限る。）

四 　政令で定める海上運送業の用に供される船舶

２ 　特定中小企業者等（中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項に

おいて同じ。）が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置

等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む

指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けな

いときは、供用年度の所得に対する法人税の額（この項、次項及び第五項、第四十二条の四、前

条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十

二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに

法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額

とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同

じ。）からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七

に相当する金額（以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。）を控除する。

この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中

小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超える

ときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。



３ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控除限度超過額を有する場合に

は、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金

額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額

が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額（当該事

業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業

年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残

額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内

に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年

度（以下この項において「一年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続し

て青色申告書の提出（一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結

親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合

の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。）における税額控除限度額（当該法人の一年

以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額（当該法人に

係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第

二項の規定（連結税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控

除しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除され

た金額（既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除さ

れた金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）が

ある場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消さ

れた場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に

開始した各連結事業年度において第六十八条の十一第二項又は第三項の規定の適用に係る連

結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人

税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項 、前条第五

項、次条第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六

十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、こ

れらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十一第二項又は第三項の規定により当

該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人

に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等に

ついては、適用しない。

７ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付が

ある場合に限り、適用する。

８ 　第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、

かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、

同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものと

する。

９ 　第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申

告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四項に規定す



る連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八

条の十一第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年度

が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）の同法第二条第三

十二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十

一号に規定する確定申告書）に第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額

の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定

申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する

明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金

額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１０ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章（同法第七十

二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるのは「第

七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条の六第二項若しくは第三項（中

小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第七十条の二中「こ

の款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項（中小企

業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「ま

ず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号

中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項（中小企

業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第七十四条第一項第

二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第四

十二条の六第二項及び第三項（中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控

除）」とする。

１１ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七

条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項

（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第三項中「前条第一項又は第

二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項」とするほか、同法第二編第一章第

三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

１２ 　第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の

計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除）

第四十二条の七 　青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの（以下この条において

「特定中小企業者等」という。）が、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日ま

での期間（次項において「指定期間」という。）内に、その製作の後事業の用に供されたこと

のない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの（以下

この条において「事業基盤強化設備」という。）を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、

これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供した

場合を除く。次項において同じ。）には、その事業の用に供した日を含む事業年度（解散（合併

による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条におい

て「供用年度」という。）の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一

項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度



額（当該事業基盤強化設備の取得価額（第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作し

た同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額）の

百分の三十に相当する金額をいう。）との合計額とする。

一 　特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者（中小企

業者等（第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第五項に

おいて同じ。）に限る。）で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る

同項の承認を受けた法人　当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置

二 　卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人　機

械及び装置並びに器具及び備品（電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすも

のに限る。）

三 　飲食店業（政令で定める事業を除く。）を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業

者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の

三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は

生活衛生同業小組合の組合員であるもの　当該振興計画に定める同項に規定する振興事業

の実施に係る器具及び備品（当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で

定めるものに限る。）

四 　サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び

発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規

定する中小企業者に該当する法人（当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模

法人（同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。）を含む。）　機械及

び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるも

の

五 　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計

画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定す

る中小企業者（同項第八号に掲げる者を除く。）に該当する法人（大規模な法人の子会社

として政令で定めるもの（次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。）及び前

各号に掲げる法人に該当するものを除く。）　当該承認経営革新計画に定める機械及び装置

六 　中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規

定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第

一項に規定する中小企業者（同項第八号に掲げる者を除く。）に該当する法人（大規模法

人子会社を除く。）で同法第十一条に規定する確認を受けたもの（前各号に掲げる法人に

該当するものを除く。）　当該認定計画に定める機械及び装置

七 　中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規

定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業

を行う同条第一項に規定する中小企業者（同項第八号に掲げる者を除く。）に該当する法

人（大規模法人子会社を除く。）で同法第十四条に規定する確認を受けたもの（前各号に

掲げる法人に該当するものを除く。）　当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装

置

２ 　特定中小企業者等（前項第一号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第四号に

掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同

じ。）が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得

し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の



用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、

供用年度の所得に対する法人税の額（この項、次項、第五項及び第七項、第四十二条の四、第四

十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四

十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並び

に法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の

額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項、次項及び第五項

において同じ。）からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分

の七に相当する金額（以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。）を控除

する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該

特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を

超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

３ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控除限度超過額を有する場合に

は、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金

額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額

が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額（当該事

業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年

度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残

額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内

に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年

度（以下この項において「一年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続し

て青色申告書の提出（一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結

親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合

の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。）における税額控除限度額（当該法人の一年

以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額（当該法人に

係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第

二項の規定（連結税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控

除しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除され

た金額（既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除さ

れた金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）が

ある場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から平成二十一年三月三

十一日までの間に開始する各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年

度及び清算中の各事業年度を除く。）において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額

に算入される教育訓練費の額（その教育訓練費に充てるため他の者（当該中小企業者等との

間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。）から支払を受ける金額がある場合には、

当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。）がある場合において、当該事業年度の

所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める

割合（以下この項において「教育訓練費割合」という。）が百分の〇・一五以上であるとき

は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の

百分の十二（当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合か



ら百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合

（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）とする。）に

相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の

当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額（当該事業年度におい

てその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に

対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰

越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から

控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額）を超えるときは、当該控除を

受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

６ 　前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　教育訓練費　法人がその使用人（当該法人の役員（法人税法第二条第十五号に規定する役

員をいう。以下この号において同じ。）と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の

使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。）の職務に必要な技術又は知

識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

二 　労務費　所得税法第二十八条第一項に規定する給与等（使用人に対して支給するものに限

る。）、法定福利費（法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費とし

て政令で定めるものをいう。）及び前号に掲げる教育訓練費をいう。

７ 　連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消さ

れた場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に

開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連

結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人

税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項 、第四十二

条の五第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一

第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にか

かわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の

規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当

該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

８ 　第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化

設備については、適用しない。

９ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付が

ある場合に限り、適用する。

１０ 　第二項及び第五項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申

告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。こ

の場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべ

き金額に限るものとする。

１１ 　第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定

申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四項に規定

する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十

八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年

度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）の同法第二条第

三十二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三



十一号に規定する確定申告書）に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過

額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確

定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関す

る明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される

金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１２ 　第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章（同法

第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるの

は「第七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項若し

くは第五項（事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除）」と、同法第七十

条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項

及び第五項（事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除）」と、「まず前

条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同

法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七

第二項、第三項及び第五項（事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除）の規

定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の

計算）並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項（事業基盤強化設備

を取得した場合等の法人税額の特別控除）」とする。

１３ 　第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七

条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項

（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第三項中「前条第一項又は第

二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項」とするほか、同法第二編第一章第

三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

１４ 　第七項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の

計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十二条の八 　削除

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）

第四十二条の九 　青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十

一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内におい

て当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増

設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産

（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」とい

う。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用

機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供

したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日

を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。）

の所得に対する法人税の額（この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五

項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第

七項、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに

法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額



とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同

じ。）からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額（一の生産等設備を構成するも

のの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価

額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を

乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額（以

下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、

当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人

税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二

十に相当する金額を限度とする。

地区 事業 資産 割合

一　沖縄振興特別措置法第八条

に規定する同意観光振興計画に

おいて同法第六条第三項第一号

に規定する観光振興地域として

定められている地区

同法第十六条

第一項に規定

する特定民間

観光関連施設

の設置又は運

営に関する事

業

当該特定民間観光関連施

設に含まれる機械及び装

置、建物及びその附属設備

並びに構築物のうち、政令

で定めるもの

百分の十五（建

物及びその附属

設備並びに構築

物については、

百分の八）

二　沖縄振興特別措置法第三十

一条第一項に規定する同意情報

通信産業振興計画において同法

第二十八条第三項第一号に規定

する情報通信産業振興地域とし

て定められている地区

電気通信業そ

の他政令で定

める事業

機械及び装置、器具及び備

品（財務省令で定めるも

のに限る。）、政令で定め

る建物及びその附属設備

並びに政令で定める構築

物

百分の十五（建

物及びその附属

設備並びに構築

物については、

百分の八）

三　沖縄振興特別措置法第三十

五条第一項の規定により産業高

度化地域として指定された地区

製造の事業そ

の他政令で定

める事業

機械及び装置、器具及び備

品（財務省令で定めるも

のに限る。）並びに工場用

の建物その他政令で定め

る建物及びその附属設備

百分の十五（建

物及びその附属

設備について

は、百分の八）

四　沖縄振興特別措置法第四十

一条第一項の規定により自由貿

易地域として指定された地区及

び同法第四十二条第一項の規定

により特別自由貿易地域として

指定された地区

製造の事業そ

の他政令で定

める事業

機械及び装置並びに工場

用の建物その他政令で定

める建物及びその附属設

備

百分の十五（建

物及びその附属

設備について

は、百分の八）

五　沖縄振興特別措置法第五十

五条第一項の規定により金融業

務特別地区として指定された地

区

同法第三条第

十二号に規定

する金融業務

に係る事業

機械及び装置、器具及び備

品（財務省令で定めるも

のに限る。）並びに政令で

定める建物及びその附属

設備

百分の十五（建

物及びその附属

設備について

は、百分の八）



２ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控除限度超過額を有する場合に

は、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金

額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額

が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額（当該事

業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該事業年度の

所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を

超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

３ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内

に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年

度（以下この項において「四年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続し

て青色申告書の提出（四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結

親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合

の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。）における税額控除限度額（当該法人の四年

以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額（当該法人に

係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第

一項の規定（連結税額控除限度額については、同条第一項の規定）による控除をしてもなお控

除しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除され

た金額（既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除さ

れた金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）が

ある場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

４ 　連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消さ

れた場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に

開始した各連結事業年度において第六十八条の十三第一項又は第二項の規定の適用に係る連

結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人

税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項 、第四十二

条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、次条第五項、第四十二条の十一

第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にか

かわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十三第一項又は第二項の

規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当

該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

５ 　第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、

かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、

同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものと

する。

６ 　第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申

告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第三項に規定す

る連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八

条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年度

が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）の同法第二条第三

十二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十



一号の確定申告書）に第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書

の添付がある場合）で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等

に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の

添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当

該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

７ 　第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章（同法第七十二

条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるのは「第七

十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条の九（沖縄の特定地域において工

業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第七十条の二中「この款」と

あるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の九（沖縄の特定地域において工業用機械

等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定

による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び

租税特別措置法第四十二条の九（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法

人税額の特別控除）の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあ

るのは「前節（税額の計算）及び租税特別措置法第四十二条の九（沖縄の特定地域において

工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」とする。

８ 　第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条

第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項（連

結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第三項中「前条第一項又は第二

項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項」とするほか、同法第二編第一章第三

節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

９ 　第四項の規定の適用を受けた場合における第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の計

算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控

除）

第四十二条の十 　青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定に

より読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規

定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新

のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者（中小企業の新たな事業活動の促進に関

する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。）に該当するもの（以下この条において

「特定中小企業者」という。）が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの

期間（次項において「指定期間」という。）内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供さ

れたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品（財務省令で定

めるものに限る。）並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの（以下この条にお

いて「経営革新設備等」という。）を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設し

て、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合（貸付け

の用に供した場合を除く。次項において同じ。）には、その事業の用に供した日を含む事業年

度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以

下この条において「供用年度」という。）の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第



三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特

別償却限度額（当該経営革新設備等の取得価額の百分の三十四（建物及びその附属設備につ

いては、百分の二十）に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのな

い経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県

の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設

備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額（この

項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の

六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、前条並びに

次条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適

用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額

を除く。以下この項及び次項において同じ。）からその事業の用に供した当該経営革新設備等

の取得価額の百分の十五（建物及びその附属設備については、百分の八）に相当する金額の

合計額（以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合

において、当該特定中小企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の

当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その

控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

３ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控除限度超過額を有する場合に

は、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金

額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額

が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額（当該事

業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該事業年度

の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）

を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内

に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年

度（以下この項において「四年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続し

て青色申告書の提出（四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結

親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合

の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。）における税額控除限度額（当該法人の四年

以内連結事業年度における第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額（当該法人に

係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第

二項の規定（連結税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控

除しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除され

た金額（既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除さ

れた金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）が

ある場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消さ

れた場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に

開始した各連結事業年度において第六十八条の十四第二項又は第三項の規定の適用に係る連



結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人

税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項 、第四十二

条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、前条第四項、次条第五項、第六十

七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これ

らの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により当該

各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に

係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等

については、適用しない。

７ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付が

ある場合に限り、適用する。

８ 　第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、

かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、

同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものと

する。

９ 　第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申

告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四項に規定す

る連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八

条の十四第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年度

が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）の同法第二条第三

十二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十

一号の確定申告書）に第六十八条の十四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書

の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等

に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の

添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当

該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１０ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章（同法第七十

二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるのは「第

七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項（沖

縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第

七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及

び第三項（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控

除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に

前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第

四十二条の十第二項及び第三項（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の

法人税額の特別控除）の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」

とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項

（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」とする。

１１ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七

条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項

（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第三項中「前条第一項又は第



二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項」とするほか、同法第二編第一章第

三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

１２ 　第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の

計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

第四十二条の十一 　青色申告書を提出する法人が、平成十八年四月一日から平成二十二年三月三

十一日までの期間（以下この項及び次項において「指定期間」という。）内に、その製作の後

事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等（情報基盤の強化に資する減価償却資産

で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）を取得し、又は情報基盤強化設

備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供し

た場合を除く。次項において同じ。）において、その事業の用に供した日を含む事業年度（解

散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この

条において「供用年度」という。）の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の

取得価額の合計額（以下この条において「適用対象投資額」という。）が政令で定める金額

以上であるときは、当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十

一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特

別償却限度額（当該情報基盤強化設備等の取得価額（大規模法人として政令で定める法人の

当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合には、二百億円に

当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算

した金額）に政令で定める割合を乗じて計算した金額（次項において「基準取得価額」とい

う。）の百分の五十に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない

情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法

人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度の指定期間内における適用対象投資額

が政令で定める金額以上であるとき（当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受

けない場合に限る。）は、当該供用年度の所得に対する法人税の額（この項、次項及び第五項、

第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及

び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九並びに前条第二

項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しない

で計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以

下この項及び次項において同じ。）からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準

取得価額の合計額の百分の十に相当する金額（以下この項及び第四項において「税額控除限

度額」という。）を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額

が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超え

るときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

３ 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において繰越税額控除限度超過額を有する場合に

は、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金

額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額

が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額（当該事



業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該事業

年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残

額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内

に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年

度（以下この項において「一年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続し

て青色申告書の提出（一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結

親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合

の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。）における税額控除限度額（当該法人の一年

以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額（当該法人に

係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。）を含む。）のうち、第

二項の規定（連結税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控

除しきれない金額（既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除され

た金額（既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除さ

れた金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）が

ある場合には、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消さ

れた場合（当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に

開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第二項又は第三項の規定の適用に係る連

結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人

税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項 、第四十二

条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、前条第

五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかか

わらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項又は第三項の規

定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該

連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等につい

ては、適用しない。この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受

けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得

価額は、適用対象投資額に含まれないものとする。

７ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付が

ある場合に限り、適用する。

８ 　第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、

かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、

同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものと

する。

９ 　第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申

告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四項に規定す

る連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八

条の十五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年度

が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度）の同法第二条第三



十二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十

一号に規定する確定申告書）に第六十八条の十五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額

の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定

申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する

明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金

額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１０ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章（同法第七十

二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで（税額控除）」とあるのは「第

七十条の二まで（税額控除）又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項

（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第七十条の二中

「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項

（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるの

は「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項

第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項

（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第七十四条第

一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置

法第四十二条の十一第二項及び第三項（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特

別控除）」とする。

１１ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七

条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項

（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第三項中「前条第一項又は第

二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項」とするほか、同法第二編第一章

第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

１２ 　第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の

計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定設備等の特別償却）

第四十三条 　法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該

各号の中欄に掲げる減価償却資産（以下この項において「特定設備等」という。）につき政

令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない

ものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上

欄に規定する事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備

等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のも

のが貸付けの用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設

備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定

設備等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定設備等の取得価額（第四十二条の四第

六項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一

号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算し

た金額）に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 資産 割合



一　公害その他これに

準ずる公共の災害の

防止に資する機械そ

の他の減価償却資産

のうち政令で定める

ものを事業の用に供

する法人

当該機械その他の減価償却資産（新設

又は増設に係るもののうち政令で定め

るもの及び既存の当該機械その他の減

価償却資産に代えて設置をするものと

して政令で定めるもの並びに次号の中

欄に掲げる減価償却資産に該当するも

のを除く。）

百分の十四

二　政令で定める海上

運送業を営む法人

当該事業の経営の合理化及び環境への

負荷の低減に資するものとして政令で

定める船舶

百分の十六（当該船舶のう

ち本邦と外国又は外国と外

国との間を往来するもので

当該事業の経営の合理化に

著しく資するものとして政

令で定めるものについては、

百分の十八）

２ 　前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がな

い場合には、適用しない。

（関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却）

第四十三条の二 　青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法（昭和六十二

年法律第七十二号）第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から平成二十一年三月三十

一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を

満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置（政

令で定める規模のものに限る。）で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのな

いもの（以下この項において「研究施設」という。）を取得し、又は研究施設を製作し、若し

くは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得

した当該研究施設をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む事業年度の

当該研究施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当

該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額（当該研究施設の取得価額の百分の二十（建

物及びその附属設備については、百分の十）に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（保全事業等資産の特別償却）

第四十三条の三 　青色申告書を提出する法人で山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第十

二条第五項に規定する認定法人（地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるも

のに限る。）であるものが、平成三年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に同条

第一項の認定（同条第五項の認定を含む。）を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計

画（以下この項において「保全事業等の計画」という。）に従つて、当該認定の日から三年以

内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装

置のうち政令で定めるもの（以下この項において「保全事業等資産」という。）でその製作若

しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、

若しくは建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引



により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した日

を含む事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二

項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額（当該保全

事業等資産の取得価額の百分の十一（建物及びその附属設備については、百分の六）に相当す

る金額をいう。）との合計額とする。

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（地震防災対策用資産の特別償却）

第四十四条 　青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第

二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建

設の後事業の用に供されたことのないもの（以下この項において「地震防災対策用資産」と

いう。）を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事

業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をそ

の用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資

産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災

対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額（当該地震防災対策用資産の取得価額に当該

各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 期間 資産 割

合

一　大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定

する地震防災対策強化地域その他の地震防災のため

の対策を緊急に推進する必要があると認められる区

域として政令で定める区域内において、地震防災に

資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で

定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災の

ための対策を早急に講ずる必要があるものとして

政令で定めるもの

昭和六十

二年四月

一日から

平成二十

一年三月

三十一日

まで

当該機械及び装置その他

の減価償却資産

百

分

の

八

二　建築物の耐震改修の促進に関する法律第六条に

規定する特定建築物（同法第二条第一項に規定する

耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修（以

下この号において「耐震改修」という。）が必要と

されたものに限る。）を有する法人で、当該特定建築

物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所

管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を

受けていないもの

平成十八

年四月一

日から平

成二十二

年三月三

十一日ま

で

当該特定建築物の部分に

ついて同法第十条に規定

する計画の認定を受けた

計画に基づき行う耐震改

修のための工事の施行に

伴つて取得し、又は建設

する当該特定建築物の部

分

百

分

の

十

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（集積区域における集積産業用資産の特別償却）

第四十四条の二 　青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画（以下この項において

「同意基本計画」という。）に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域（以



下この項において「集積区域」という。）内において、同法の施行の日から平成二十一年三月

三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認（同法第十五条第一項の承認を含む。）を受

けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定

める建物及びその附属設備（以下この項において「集積産業用資産」という。）で、その製作

若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作

し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業（当該同

意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。）の用に供し

た場合（所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合

を除く。）において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすもので

あるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税

法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額

と特別償却限度額（当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五（建物及びその附属設備に

ついては、百分の八）に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（事業革新設備の特別償却）

第四十四条の三 　青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定め

る認定を受けた法人（当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。）が、産業活

力再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十六号）の施行の日から平

成二十一年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再

生特別措置法第二条第八項に規定する事業革新設備（当該各号に掲げる計画に記載された機

械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。）を取得し、又は事業革新設

備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用（貸付けの用を除く。）に供した場

合（所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合

を除く。）には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、

法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限

度額と特別償却限度額（当該事業革新設備の取得価額の百分の二十（当該事業革新設備が、産

業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若し

くは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十）に相当する金額を

いう。）との合計額とする。

一 　産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画（同法第二条第二項第

二号に規定する事業革新（第四号において「事業革新」という。）について記載があるも

のに限る。）　同法第五条第一項に規定する認定（同法第六条第一項の認定を含む。）

二 　産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画（同条第三項第四号

に掲げる事項の記載があるものに限る。）　同条第一項に規定する認定（同法第八条第一項

の認定を含む。）

三 　産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画（同条第三項第二

号に掲げる事項の記載があるものに限る。）　同条第一項に規定する認定（同法第十条第一

項の認定を含む。）

四 　産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画（事業革新に

ついて記載があるものに限る。）　同項に規定する認定（同法第十二条第一項の認定を含

む。）



五 　産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画　同項に規定する

認定（同法第十四条第一項の認定を含む。）

六 　産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画　同項に規定

する認定（同法第十七条第一項の認定を含む。）

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（特定電気通信設備等の特別償却）

第四十四条の四 　青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年

四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産

でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの（以下この項において「特定電

気通信設備等」という。）の取得等（取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において

同じ。）をして、これを当該法人の事業の用（貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転

外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除き、

同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置

法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用

に供した場合に限る。）には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定電気通信設

備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電

気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定電気通信設備等の取得価額に当

該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 資産 割合

一　電気通信事業法（昭和五十

九年法律第八十六号）第二条第

五号に規定する電気通信事業者

（次号において「電気通信事業

者」という。）又は有線テレビ

ジョン放送法第二条第四項に規

定する有線テレビジョン放送事

業者に該当する法人

電気信号の効率的な伝送

を行うための設備のうち

電気通信の利便性を著し

く高めるものとして政令

で定めるもの

百分の五

二　電気通信事業者又は有線放

送電話に関する法律（昭和三十

二年法律第百五十二号）第五条

に規定する有線放送電話業者に

該当する法人

当該法人と利用者との間

における電気信号の伝送

を高速かつ広帯域で行う

ための設備のうち電気通

信の利便性を著しく高め

るものとして政令で定め

るもの（前号に掲げる資

産を除く。）

百分の十



三　放送法（昭和二十五年法律

第百三十二号）第二条第三号の

三に規定する一般放送事業者に

該当する法人のうち政令で定め

るもの及び放送番組を制作する

事業を営む法人のうち政令で定

めるもの

放送番組の効率的な制作

又は電気信号の効率的な

送信を行うための設備の

うちテレビジョン放送の

利便性を著しく高めるも

のとして政令で定めるも

の

百分の十五（平成二十年四月一

日から平成二十一年三月三十一

日までの間に取得等をしたもの

については百分の十三とし、平

成二十一年四月一日から平成二

十二年三月三十一日までの間に

取得等をしたものについては百

分の十とする。）

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（共同利用施設の特別償却）

第四十四条の五 　青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合（出資組合であるものに限

る。）又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から平成二十一年三月三十一

日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項

の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設（以下この項において「共同利

用施設」という。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得

し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合

（所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除

く。）には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第

三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別

償却限度額（当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。）との合計額と

する。

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（資源再生化設備等の特別償却）

第四十四条の六 　青色申告書を提出する法人が、平成八年四月一日から平成二十二年三月三十一

日までの間に、次に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業

の用に供されたことのないもの（以下この項において「資源再生化設備等」という。）を取得

し、又は資源再生化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の

用（貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該資源再

生化設備等をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む事業年度の当該資

源再生化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、

当該資源再生化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該資源再生化設備等の取得価

額の百分の十四に相当する金額をいう。）との合計額とする。

一 　生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産（食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同

法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつ

ては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。）で政令で定めるもの

二 　再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定す

る再資源化に資するものとして政令で定めるもの



２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（特定地域における工業用機械等の特別償却）

第四十五条 　青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲

げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定め

る規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄

に掲げる減価償却資産（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項におい

て「工業用機械等」という。）を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は

地域内において当該法人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引により取得

した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。）は、その用に供した日を含む事業年度

の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわ

らず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該工業用機械等の取得価額

（一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、

十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得

価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合

を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

地区又は地域 事業 資産 割合

一　次に掲げる地区

　イ　半島振興法第二条第一項の規

定により半島振興対策実施地域と

して指定された地区

　ロ　過疎地域自立促進特別措置法

第二条第一項に規定する過疎地域

のうち政令で定める地区

　ハ　離島振興法第二条第一項の規

定により離島振興対策実施地域と

して指定された地区及びこれに類

する地区として政令で定める地区

　ニ　水源地域対策特別措置法第三

条第一項の規定により水源地域と

して指定された地区のうち政令で

定める地区

製造の事

業その他

の政令で

定める事

業

機械及び装置並びに建物及

びその附属設備で、政令で定

めるもの

百分の十（建物

及びその附属設

備については、

百分の六）

二　沖縄振興特別措置法第三十五条

第一項の規定により産業高度化地

域として指定された地区

製造の事

業その他

政令で定

める事業

機械及び装置、器具及び備品

（財務省令で定めるものに

限る。）並びに工場用の建物

その他政令で定める建物及

びその附属設備

百分の三十四

（建物及びその

附属設備につい

ては、百分の二

十）



三　沖縄振興特別措置法第四十一条

第一項の規定により自由貿易地域

として指定された地区及び同法第

四十二条第一項の規定により特別

自由貿易地域として指定された地

区

製造の事

業その他

政令で定

める事業

機械及び装置並びに工場用

の建物その他政令で定める

建物及びその附属設備

百分の五十（建

物及びその附属

設備について

は、百分の二十

五）

四　沖縄振興特別措置法第三条第三

号に規定する離島の地域

旅館業の

うち政令

で定める

事業

政令で定める建物及びその

附属設備

百分の八

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（医療用機器等の特別償却）

第四十五条の二 　青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日

から平成二十一年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作

の後事業の用に供されたことのないもの（以下この項において「医療用機器等」という。）を

取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合

（所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。）

には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十

一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却

限度額（当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をい

う。）との合計額とする。

一 　医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの（次号に掲げるものを除

く。）　百分の十四

二 　医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの　百分の

二十

２ 　青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から平成二十一

年三月三十一日までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次

に掲げる施設の用に供されている部分を介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保

健施設その他の政令で定める施設（以下この項において「特定施設」という。）とするための

増築又は改築（以下この項において「増改築」という。）をし、これを事業の用に供した場合

（所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。）に

は、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設（当該増改築のための工事によつて取

得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施

設」という。）の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、

当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定増改築施設の基準取得価

額（取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。）の百分の十五に相当する金

額をいう。）との合計額とする。

一 　介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等（同項の療養

病床以外の病院の病床に係る部分に限る。）のうち政令で定める病床に入院する患者のため

の施設



二 　医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設

３ 　青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から平成二十一

年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診

療所用の建物及びその附属設備（当該法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診

療所用の建物及びその附属設備（財務省令で定めるものを除く。）についてその用途を廃止

し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項又は第二項及

び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすもの

に限る。以下この項において「建替え病院用等建物」という。）を取得し、又は建替え病院用

等建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合（所有権移転外リース

取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保

その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。）

には、その用に供した日を含む事業年度の当該建替え病院用等建物の償却限度額は、法人税法

第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物の普通償却限度

額と特別償却限度額（当該建替え病院用等建物の基準取得価額（取得価額に政令で定める割

合を乗じて計算した金額をいう。）の百分の十五に相当する金額をいう。）との合計額とする。

４ 　前二項の規定は、確定申告書等に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添

付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場

合に限り、第二項又は第三項の規定を適用することができる。

６ 　第四十三条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用す

る。

（経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却）

第四十六条 　青色申告書を提出する法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日

から平成二十四年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する

経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者（中小企業の新

たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。）に該当し、かつ、

当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属す

る事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該

当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置並びに

工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備（所有権移転外リース取引により

取得したものを除く。）に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項

又は第二項の規定（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）に

かかわらず、これらの資産の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合に

は、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限

度額の百分の二十七に相当する金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を

受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別

償却不足額に相当する金額を加算した金額）とする。

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する承認のあつた日から当該承認のあつた日

を含む事業年度開始の日（当該承認のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場

合には、当該連結事業年度開始の日）以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各

事業年度（連結事業年度に該当する事業年度を除く。）をいう。



３ 　第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

４ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等）

第四十六条の二 　青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三

十一日までの期間（以下この項において「指定期間」という。）内の日を含む各事業年度に

おいて障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十（当該法人の雇用障害

者数が二十人以上である場合には、百分の二十五）以上である場合には、当該事業年度終了の

日において当該法人の有する機械及び装置（これに類するものとして政令で定める構築物を

含む。）、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具（一般乗用旅客自動車運送業

の用に供するもので政令で定めるものに限る。）のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の

日前五年以内に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当

該連結事業年度）において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの（所有権移転外リース

取引により取得したものを除く。）に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条

第一項又は第二項の規定（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含

む。）にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける

場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通

償却限度額の百分の二十四（工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二）に

相当する金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して

計算した金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第

一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する

金額を加算した金額）とする。

２ 　青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から平

成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作

の後事業の用に供されたことのないもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「障害者対応設備等」という。）を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これ

を当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合（所有権移転外リース取

引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事

業の用に供した日を含む事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一

条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償

却限度額（当該障害者対応設備等の取得価額（同表の第二号、第三号及び第五号の中欄に掲

げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額）に当

該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 資産 割

合

一　鉄道事業法（昭和六十一年法

律第九十二号）第二条第一項に

規定する鉄道事業又は軌道法

（大正十年法律第七十六号）第

三条に規定する運輸事業を営む

法人

政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベー

ターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資

するものとして政令で定めるもの

百

分

の

十

五



二　軌道法第三条に規定する運輸

事業を営む法人

当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗

降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円

滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務

省令で定めるところにより証明がされたもの

百

分

の

二

十

三　道路運送法第三条第一号イに

掲げる一般乗合旅客自動車運送

事業又は同号ロに掲げる一般貸

切旅客自動車運送事業を営む法

人

当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに

準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用

したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助

装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な

乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところ

により証明がされたもの

百

分

の

二

十

四　削除 　 　

五　航空法第二条第十八項に規定

する航空運送事業（一の地点と

他の地点との間に路線を定めて

一定の日時により航行する航空

機により行うものに限る。）を営

む法人

当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもの

で、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資する

ものとして政令で定めるもの

百

分

の

二

十

３ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　障害者　精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

二 　障害者雇用割合　当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用

障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

三 　雇用障害者数　当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進

等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的

障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時

間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎と

して政令で定めるところにより計算した数をいう。

４ 　第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

５ 　第四十三条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

６ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却）

第四十六条の三 　青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十

一日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所（障害者自立支援法第五

条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を

行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。）に対して、資産を譲り受け、又は役

務の提供を受けた対価として支払つた金額（以下この項において「支援事業所取引金額」と

いう。）がある場合において、当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年

度（当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該



法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。）におけ

る支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該事業年度終了の日において当該法人の有

する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該事業年度又は当該事業年度開始

の日前二年以内に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当

該連結事業年度）において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの（所有権移転外リース

取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。）に係る

当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定（第五十二条の

二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該三年以内取得資産

の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項

に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の三十に相当

する金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項

に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額

を加算した金額）とする。この場合において、当該事業年度終了の日において当該法人の有す

る当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該事業年度の支援事業所

取引増加額（当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額から前事業年度等における

支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。）を超えるときは、当該特別償却限度額

の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。

２ 　第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

３ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（事業所内託児施設等の割増償却）

第四十六条の四 　青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第

百二十号）第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行

動計画（同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第五条の

労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施

設（以下この項において「託児施設」という。）の設置及び運営に関する事項が定められてい

るものに限る。）を厚生労働大臣に届け出ているもの（次世代育成支援対策推進法第十二条第

三項に規定する中小事業主（以下この項において「中小事業主」という。）以外の同条第一

項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。）が、平成十九

年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該

託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内

託児施設（その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他

の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。）に該当するものとして財務省令で

定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が

有する当該託児施設（当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物

及びその附属設備の部分に限る。）並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の

器具及び備品で財務省令で定めるもの（所有権移転外リース取引により取得したものを除

く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。）に係る償却限度額は、法人税法第三

十一条第一項又は第二項の規定（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規

定を含む。）にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額（第五十二条の二の規

定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却

限度額（当該普通償却限度額の百分の二十（当該法人が中小事業主である場合には、百分の



三十）に相当する金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合に

は、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額

に相当する金額を加算した金額）とする。

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日

から同日を含む事業年度開始の日（その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当

する場合には、当該連結事業年度開始の日）以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を

含む各事業年度（連結事業年度に該当する事業年度を除く。）をいう。

３ 　第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

４ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（優良賃貸住宅の割増償却）

第四十七条 　法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に

関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、

新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定

中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住

宅で政令で定めるもの（以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。）

を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合（所有権移

転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除

く。）には、当該法人の賃貸の用に供した日（以下この項において「供用日」という。）以後五

年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五

年以内（次項において「供用期間」という。）でその用に供している期間に限り、法人税法第

三十一条第一項又は第二項の規定（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の

規定を含む。）にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額（第五十二条の

二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と

特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の三十六（当該中心市街地優良賃貸住宅のうち

その新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるもの

については、百分の五十）に相当する金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適

用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併

等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額）とする。

２ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定（当該適格合

併、適格分割又は適格現物出資（以下この項において「適格合併等」という。）に係る被合併

法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつ

ては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日）を含む事業年度が連結事業年度に該当

する場合（以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。）には、第六十

八条の三十四第一項の規定）の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅（連結法人から引

継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅）の移転を受け、これ

を当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該中心市

街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供した

ものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供してい

る期間は、当該移転の日から供用期間（連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に

規定する供用期間）の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。



３ 　法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十一年三月三十一日ま

での間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定め

るもの（以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。）を取得し、又は

高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合（所有権移転外リース取

引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。）には、当該

法人の賃貸の用に供した日（以下この項において「供用日」という。）以後五年以内の日を含

む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅（当該事業年度における償却額の計算に関し第

一項の規定の適用を受けるものを除く。）の償却限度額は、供用日以後五年以内（次項におい

て「供用期間」という。）でその用に供している期間（当該高齢者向け優良賃貸住宅につき

同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間（次項において

「目的外使用期間」という。）を除く。）に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規

定（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該

高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合に

は、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限

度額の百分の二十八（当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定

により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十）に相当す

る金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に

規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を

加算した金額）とする。

４ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定（当該適格合

併、適格分割又は適格現物出資（以下この項において「適格合併等」という。）に係る被合併

法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつ

ては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日）を含む事業年度が連結事業年度に該当

する場合（以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。）には、第六十

八条の三十四第三項の規定）の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅（連結法人から引

継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅）の移転を受け、これ

を当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者

向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供した

ものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供してい

る期間は、当該移転の日から供用期間（連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に

規定する供用期間）の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間（目的外

使用期間を除く。）とする。　

５ 　第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関

する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出

があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情がある

と認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

６ 　前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

（特定再開発建築物等の割増償却）

第四十七条の二 　青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から平成二十一年三月三十

一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を



新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した

当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供した

日（以下この項において「供用日」という。）以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定

再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内（次項において「供用期間」という。）

でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定（第五十二

条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該特定再開発建

築物等の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は

第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の十

（当該特定再開発建築物等が第三項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分

の五十）に相当する金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合に

は、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に

相当する金額を加算した金額）とする。

２ 　青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下こ

の項において「適格合併等」という。）により前項の規定（当該適格合併、適格分割又は適格

現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分

割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業

年度に該当する場合（以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。）に

は、第六十八条の三十五第一項の規定）の適用を受けている特定再開発建築物等（連結法人

から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等）の移転を受け、こ

れを当該法人の事業（当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設

立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。）の用に

供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、

又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定

を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日か

ら供用期間（連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間）の末日

までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

３ 　前二項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建

物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物（当該構築物と併せて設置される機械及び

装置で財務省令で定めるものを含む。）をいう。

一 　都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物（政令で定める部分を除く。）

二 　都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第

一項に規定する都市再生事業（政令で定める要件を満たすものに限る。）により整備される

建築物で政令で定めるもの

三 　都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第

六十三条第一項に規定する都市再生整備事業（政令で定める要件を満たすものに限る。）に

より整備される建築物で政令で定めるもの

四 　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項の認定を受けた計

画（同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの）に

係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの

（当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。）

五 　首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地

帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整



備区域、中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区

域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を

図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの

４ 　第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

５ 　前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

（倉庫用建物等の割増償却）

第四十八条 　青色申告書を提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第

四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたもの

が、昭和四十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域

として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供され

る倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの（流通業務の総合

化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された

同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項にお

いて「倉庫用建物等」という。）でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉

庫用建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引に

より取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に

供した日（以下この項において「供用日」という。）以後五年以内の日を含む各事業年度の当

該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内（次項において「供用期間」という。）

でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定（第五十二

条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該倉庫用建物等

の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項

に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の十に相当す

る金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に

規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を

加算した金額）とする。

２ 　青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下こ

の項において「適格合併等」という。）により前項の規定（当該適格合併、適格分割又は適格

現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分

割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業

年度に該当する場合（以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。）に

は、第六十八条の三十六第一項の規定）の適用を受けている倉庫用建物等（連結法人から引

継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等）の移転を受け、これを当該法人

の事業（当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該

倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。）の用に供した場合には、当該

移転を受けた法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供

用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合におい

て、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間（連結法人から引

継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間）の末日までの期間内で当該法人自ら

がその用に供している期間とする。

３ 　第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。



４ 　前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

第四十九条 　削除

第五十条 　削除

第五十一条 　削除

（植林費の損金算入の特例）

第五十二条 　青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者に該当す

るものが、昭和五十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、その有する山林

につき同法第十一条第四項（同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給

の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条

第三項において準用する場合を含む。）の規定による市町村の長（同法第十九条の規定の適

用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者）の認定

を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画（同条第四項第二号ロに規定する公益

的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は

木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつた

ものを除く。）に基づき、造林（植栽又は播種により森林を造成することをいう。以下この項に

おいて同じ。）をするための植林費（種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他造林のために必

要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除

く。）を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額の百分

の三十五に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理（法人税法第七十二条第一項第一

号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又

は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。）をしたものは、当該事業年

度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載

がない場合には、適用しない。

（特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例）

第五十二条の二 　法人の有する減価償却資産で第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、

第四十二条の七第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項若しくは第四十三条

から第四十八条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定

める規定（次項において「特別償却に関する規定」という。）の適用を受けたもの（次項に

規定する一年以内連結事業年度において第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関す

る規定の適用を受けたものを含む。）につき当該事業年度において特別償却不足額がある場

合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項

の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特

別償却不足額を加算した金額とする。

２ 　前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年

度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度（以下この項にお

いて「一年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出



（一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税

法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合の各事業年度又は一

年以内連結事業年度に限る。）において生じた特別償却に関する規定（第六十八条の四十第

一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。）に規定する減価償

却資産（以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。）の特別償却限度額に

係る不足額（当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金

の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償

却限度額（第四十六条その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、

当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額）に満た

ない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同

じ。）のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された

金額（当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含

む。）以外の金額をいう。

３ 　第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当

該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定

申告書（前項に規定する一年以内連結事業年度にあつては、同項に規定する連結確定申告書）

及び第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する減価償

却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

４ 　法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（次項において「適格合併等」

という。）により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につ

き当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該特別

償却対象資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の

規定にかかわらず、当該特別償却対象資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該特

別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。

５ 　前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出

資法人又は事後設立法人（以下この項において「被合併法人等」という。）の当該適格合併

等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前

日。以下この項において「適格合併等の日」という。）を含む事業年度（青色申告書を提出し

ている事業年度に限るものとし、当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連

結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度（以下この項において「最後連結事業年

度等」という。）とする。）における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された

金額（当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を

受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損

金の額に算入された金額（当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出

資法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規

定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額

のうち損金の額に算入された金額）とする。）が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特

別償却に関する規定（最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する

特別償却に関する規定。以下この項において同じ。）により計算される償却限度額（第四十六

条その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関

する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額）に満たない場合のその差



額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達する

までの金額をいう。

６ 　第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定

する特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関す

る明細書の添付がない場合には、適用しない。

７ 　第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。

（準備金方式による特別償却）

第五十二条の三 　法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定（以下この項及び第十一

項において「特別償却に関する規定」という。）の適用を受けることができるものが、その適

用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、

各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損

金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日

までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立

てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額

に算入する。

２ 　前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合（第

六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に

満たない場合を含む。）において、法人が、前項の規定の適用を受けた事業年度（同条第一項の

規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度）終了の日の翌日以後一年以

内に終了する各事業年度（当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出（当該各事業年度

までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法

人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合に限る。）にお

いて、各特別償却対象資産別にその満たない金額（第六十八条の四十一第一項の規定により損

金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額

を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金

額（同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算

入済金額」という。）があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。）以下の金額を損

金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日

までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立

てた場合を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額

に算入する。

３ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項及び第六項におい

て「適格合併等」という。）により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受け

た日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額（当該適格合併等に係る被合

併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人（以下この項において「被合併法人等」と

いう。）が当該適格合併等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は

適格分割型分割の日の前日。以下この項において同じ。）を含む事業年度（青色申告書を提出

している事業年度に限るものとし、当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度

が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む連結事業年度

とする。）において第一項又は第十一項の規定（当該被合併法人等の当該適格合併等の日を



含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第一項又は第十一項の

規定）により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合の

その満たない金額をいう。）がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償

却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたと

き（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法

により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年

度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

４ 　法人が第一項及び第二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける事業年度において、これ

らの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第四十六条その他の

政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該

割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定

による積立てがあつたものとみなす。

５ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人（第六十八条の四十一第一項から第三項

までの規定の適用を受けたものを含む。）の各事業年度終了の日において、前事業年度（当該

事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその

前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。）から繰り越された

特別償却準備金の金額（当該事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償

却準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償

却準備金の金額（以下この項において「連結特別償却準備金の金額」という。）がある場合

には当該連結特別償却準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに次項の規定

により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第六項の規

定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規

定により益金の額に算入された金額（同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を

含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）が

ある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度（連結特

別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項にお

いて「積立事業年度」という。）別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当

該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項から第三項まで

の規定により損金の額に算入された金額（当該特別償却準備金の金額が連結特別償却準備金

の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結

所得の金額の計算上第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入

された金額）に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四（特別償却対象資産の法人税法

の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二

を乗じて得た数とのいずれか少ない数）で除して計算した金額（当該計算した金額が当該区

分した金額を超える場合には、当該区分した金額）に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度

の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

６ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人（第六十八条の四十一第一項から第三項

までの規定の適用を受けたものを含む。）が次の各号に掲げる場合（適格合併等により特別

償却対象資産を移転した場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める

金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第二号に掲げる場合

にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の

額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却



準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立て

られた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

一 　当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合（次号に該当

する場合を除く。）　その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却

準備金の金額

二 　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特別償却対象資産を移転した場

合　その合併又は分割型分割の直前における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の

金額

三 　前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金

額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備

金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

７ 　第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

８ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準

備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等に

その積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

９ 　第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条

第三十一号に規定する確定申告書（第二項に規定する各事業年度までに開始した連結事業年

度にあつては、同項に規定する連結確定申告書）に第二項に規定する満たない金額の明細書

の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却

準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算

に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

１０ 　第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却

準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等

にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立

不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

１１ 　法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分社型分割、適格

現物出資又は適格事後設立（以下この条において「適格分社型分割等」という。）により分

割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合におい

て、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の

時を当該事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定

する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた

金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

１２ 　第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合

（第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度

額に満たない場合を含む。）で、かつ、法人が、第一項の規定の適用を受けた事業年度（同条第

一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度）終了の日の翌日以後

一年以内に終了する各事業年度（当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出（当該各事

業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人に

よる法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出）をしている場合に限

る。）において、適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に

特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終



了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額（第六十八条の四十一第一項の規定

により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満た

ない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入

された金額（同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項にお

いて「算入済金額」という。）があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。）以下の

金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得

の金額の計算上、損金の額に算入する。

１３ 　法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた

金額が第四十六条その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当

該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまで

の金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。

１４ 　第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以

後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載し

た書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１５ 　第一項から第三項までの特別償却準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立てている法人が適格合

併により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合（同条第十五項前段に規定する場合を

除く。）には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐ

ものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該

合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額（当該合併法人

の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別

償却準備金の金額）とみなす。

１６ 　前項又は第六十八条の四十一第十五項に規定する合併法人（その適格合併後において連

結法人に該当するものを除く。）のその適格合併の日を含む事業年度に係る第五項の規定の

適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前

項又は同条第十五項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の

金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、

その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度

の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月

数」とする。

１７ 　第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金（連結事業年度において

積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立

てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産

を移転した場合（同条第十七項前段に規定する場合を除く。）には、当該特別償却対象資産に

係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、そ

の分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分

割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の

日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額）

とみなす。

１８ 　前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項から第三項までの

特別償却準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項ま

での特別償却準備金を含む。）を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度（同



日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。）については、当該適格

分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合にお

いて、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始

の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

１９ 　第十七項又は第六十八条の四十一第十七項に規定する分割承継法人（その適格分割後に

おいて連結法人に該当するものを除く。）のその適格分割の日を含む事業年度に係る第五項

の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金

額は、第十七項又は同条第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた

特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分

割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償

却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割

の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

２０ 　第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金（連結事業年度において

積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立

てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対

象資産を移転した場合（同条第二十項前段に規定する場合を除く。）には、当該特別償却対象

資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合に

おいて、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人

がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額（当該被現物出資法

人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の

特別償却準備金の金額）とみなす。

２１ 　前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金（連結事業年度において積

み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立て

ている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度（同日が当該法人の事業年度開始の日で

ある場合の当該事業年度を除く。）については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度

終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の

月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資

の日の前日までの期間の月数」とする。

２２ 　第二十項又は第六十八条の四十一第二十項に規定する被現物出資法人（その適格現物出

資後において連結法人に該当するものを除く。）のその適格現物出資の日を含む事業年度に

係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却

準備金の金額は、第二十項又は同条第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するもの

とみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法

人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するも

のとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあ

るのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とす

る。

２３ 　第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金（連結事業年度において

積み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立

てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対

象資産を移転した場合（同条第二十三項前段に規定する場合を除く。）には、当該特別償却対

象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合



において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法

人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

２４ 　前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金（連結事業年度において積

み立てた第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立て

ている法人のその適格事後設立の日を含む事業年度（同日が当該法人の事業年度開始の日で

ある場合の当該事業年度を除く。）については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度

終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の

月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む事業年度開始の日から当該適格事後設立

の日の前日までの期間の月数」とする。

２５ 　第二十三項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第

五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特別償却準備

金の金額は、第二十三項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却

準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみな

された特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、

「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

２６ 　第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十一項から前項

までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特別償却等に関する複数の規定の不適用）

第五十三条 　法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上

の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これ

らの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

一 　第四十二条の九の規定

二 　第四十二条の五から第四十二条の七まで又は第四十二条の十から第四十八条までの規定

三 　前号に掲げる規定に係る前条の規定

四 　前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定

める規定

２ 　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条 　削除

　　　　第二節　準備金等

（海外投資等損失準備金）

第五十五条 　青色申告書を提出する内国法人（特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。）

が、昭和四十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間（以下この項及び第九

項において「指定期間」という。）内の日を含む各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清

算中の各事業年度を除く。）の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人（当該

内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割（連結法人である当該内国法人が法人

税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日ま

での間に行うものに限る。）を行つたものである場合には、当該内国法人との間に連結完全支

配関係のある連結子法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」とい

う。）の当該各号の中欄に掲げる株式等（以下この条において「特定株式等」という。）の取



得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合にお

いて、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等（合

併（適格合併を除く。）又は分割型分割（適格分割型分割を除く。）により合併法人又は分割

承継法人に移転するものを除く。）の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算

した金額（当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額

した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金

額を控除した金額）以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の

種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日まで

に剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み

立てた場合を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の

額に算入する。

法人 株式等 割合

一　資源開発事業法人（第三号に掲げる法人に該当

するものを除く。）

新増資資源株式等又は購入

資源株式等

百分の

三十

二　資源開発投資法人（第四号に掲げる法人に該当

するものを除く。）

新増資資源株式等 百分の

三十

三　資源探鉱事業法人 新増資資源株式等又は購入

資源株式等

百分の

百

四　資源探鉱投資法人 新増資資源株式等 百分の

百

２ 　前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　資源開発事業法人　法人でその現に行つている事業が国外における資源（石油（可燃性天

然ガスを含む。）、金属鉱物その他の政令で定める資源をいう。以下この項において同じ。）

の探鉱、開発又は採取（採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。）

の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該

石油に係るもの（以下次号までにおいて「資源開発事業等」と総称する。）に限られている

もの（国営の法人を除く。）並びに資源開発事業等を行つている外国政府及び国営の法人

をいう。

二 　資源開発投資法人　現に行つている事業が前号の資源開発事業法人（この号に該当する他

の法人を含む。）に係る投融資等（法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業（こ

れらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連す

る事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。）をいう。以下この項において同じ。）、当

該投融資等及び付随事業法人に対する出資等（当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開

発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付

けの事業をいう。以下この号において同じ。）又は当該投融資等（付随事業法人に対する出

資等を含む。）及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。

三 　資源探鉱事業法人　第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱

等（資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。）の事業に限られて

いるもの（国営の法人を除く。）並びに当該事業を行つている外国政府及び国営の法人をい

う。



四 　資源探鉱投資法人　第二号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前

号の資源探鉱事業法人（この号に該当する他の法人を含む。）に係る投融資等又は当該投融

資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。

五 　特殊投資法人　第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を

超えて第一号の資源開発事業法人（第二号に規定する他の法人を含む。）に係る投融資等を

行つているもので、政令で定めるものをいう。

六 　新増資資源株式等　次に掲げる株式（出資を含む。以下この条において「株式等」とい

う。）又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦

における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

イ　当該事業年度内において設立（合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号にお

いて同じ。）をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第七号の資源開

発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係

るもの

ロ　当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つ

た第八号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分

割に伴う取得に係るもの

ハ　資源開発法人（第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下

この号において同じ。）に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項

に規定する内国法人の取得に係るもの（資源開発法人の株式等を取得することが困難で

ある場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において

「資源特定債権」という。）

七 　購入資源株式等　第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定

する内国法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等

で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に

寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

３ 　第一項に規定する内国法人（第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含

む。）の各事業年度終了の日において、前事業年度（当該内国法人の当該各事業年度開始の日

の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以

下この項において「前事業年度等」という。）から繰り越された特定法人に係る海外投資等

損失準備金の金額（当該各事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を

積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海

外投資等損失準備金の金額（以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」とい

う。）がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度

終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととな

つた金額（同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の

終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額（同条第三項の規定により益

金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下

この条において同じ。）のうちにその積み立てられた事業年度（連結海外投資等損失準備金

の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事

業年度」という。）終了の日の翌日から五年を経過したもの（以下この項において「据置期間

経過準備金額」という。）がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み

立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立



事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損

失準備金として積み立てた金額（当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の

金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所

得の金額の計算上第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外

投資等損失準備金として積み立てた金額）に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除

して計算した金額（当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した

金額）に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。

４ 　第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第

一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合

（適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格事後

設立により特定法人の株式等又は資源特定債権（同条第二項第六号ハに規定する資源特定債

権を含む。以下この条において同じ。）を移転した場合を除く。）に該当することとなつた場合

には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度

（第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の所得

の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は

第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立

てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古

いものから順次益金の額に算入されるものとする。

一 　当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を

有しないこととなつた場合（次号から第四号までに該当する場合を除く。）　その有しない

こととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有し

ないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計

算した金額（当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合

には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の

金額）

二 　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法人の株式

等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合　その合併又は分割型分割の直前にお

ける当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株

式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額（当該合

併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定

債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に

係る海外投資等損失準備金の金額）

三 　適格現物出資により外国法人である被現物出資法人（第二項第二号に掲げる資源開発投

資法人に該当するものを除く。）に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権

の全部又は一部を移転した場合　その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投

資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るも

のとして政令で定めるところにより計算した金額（当該適格現物出資により当該被現物出

資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現

物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額）



四 　第一号に規定する特定法人が、解散（適格合併による解散を除く。）をした場合又は特定

法人でないこととなつた場合　その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海

外投資等損失準備金の金額

五 　第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した

場合（当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額

を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除

く。）　その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち

その減額をした金額に相当する金額

六 　当該内国法人が解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日におけ

る海外投資等損失準備金の金額

七 　前項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失

準備金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等

損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

５ 　第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第

一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を

取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認

の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出

をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）におけ

る海外投資等損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当

該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度開始の日以

後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を含む事業年度が

連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に

最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度の所得の金

額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該海外投資等損失準備金の金額に

ついては、前二項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。

６ 　第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第

一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年

度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に

該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者

でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の

届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出でき

る者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準

備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において

は、前三項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。

７ 　第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

８ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等

損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告

書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある

場合に限り、適用する。

９ 　第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度（清算中の各事業年度を除

く。）の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出



資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人（第四項第三号に規定する被現物出

資法人を除く。）又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株

式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又

は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分

の三十（当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号

の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百）に相当する金額（当該事業年度開始の時から

当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額し

た金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額

を控除した金額）以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失

準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。

１０ 　前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設

立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を

記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１１ 　第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三

第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人が適格合併により合併法人

に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合（同条第十項前段に規定する場合を除

く。）には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き

継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の

金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の

金額（当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合に

は、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額）とみなす。

１２ 　前項又は第六十八条の四十三第十項の場合において、これらの規定の合併法人（その適格

合併後において連結法人に該当するものを除く。）がその適格合併の日を含む事業年度の確

定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日

における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算

入する。

１３ 　第十一項又は第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人（その適格合併後において

連結法人に該当するものを除く。）のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定

の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金

額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投

資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する

法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第

三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度

終了の日までの期間の月数」とする。

１４ 　第一項又は第九項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八

条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人が適格分割によ

り分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全

部又は一部を移転した場合（同条第十二項前段に規定する場合を除く。）には、その適格分割

直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源

特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額（当該適格分割により当

該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前におけ



る当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額）は、当該分割承継法人に引き継ぐものと

する。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額

は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金

額（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合に

は、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額）とみなす。

１５ 　前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失

準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備

金を含む。）を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度（同日が当該法人の事

業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。）については、当該適格分割の日の前日を

当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該

各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格

分割の日の前日までの期間の月数」とする。

１６ 　第十四項又は第六十八条の四十三第十二項の場合において、これらの規定の分割承継法人

（その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。）がその適格分割の日を含む事

業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年

度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益

金の額に算入する。

１７ 　第十四項又は第六十八条の四十三第十二項に規定する分割承継法人（その適格分割後に

おいて連結法人に該当するものを除く。）のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項

の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備

金の金額は、第十四項又は同条第十二項の規定により当該分割承継法人が有するものとみな

された海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人

が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみな

された海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とある

のは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

１８ 　第一項又は第九項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八

条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人が適格現物出資

により被現物出資法人（外国法人である被現物出資法人を除く。）に当該海外投資等損失準備

金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合（同条第十五項

前段に規定する場合を除く。）には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の

金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定め

るところにより計算した金額（当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定

債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資

等損失準備金の金額）は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、そ

の被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がそ

の適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額（当該被現物出資

法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項

の海外投資等損失準備金の金額）とみなす。

１９ 　前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた

第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人のその

適格現物出資の日を含む事業年度（同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事

業年度を除く。）については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなし



て、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるの

は、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日まで

の期間の月数」とする。

２０ 　第十八項又は第六十八条の四十三第十五項の場合において、これらの規定の被現物出資法

人（その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。）がその適格現物出資の

日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、

当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額

の計算上、益金の額に算入する。

２１ 　第十八項又は第六十八条の四十三第十五項に規定する被現物出資法人（その適格現物出

資後において連結法人に該当するものを除く。）のその適格現物出資の日を含む事業年度に

係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資

等損失準備金の金額は、第十八項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有す

るものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該

被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法

人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事

業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの

期間の月数」とする。

２２ 　第一項又は第九項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八

条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人が適格事後設立

により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債

権の全部又は一部を移転した場合（同条第十八項前段に規定する場合を除く。）には、その適

格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式

等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額（当該適格事

後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格

事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額）は、当該被事後設立

法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投

資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項

の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

２３ 　前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた

第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている法人のその

適格事後設立の日を含む事業年度（同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事

業年度を除く。）については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなし

て、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるの

は、「当該適格事後設立の日を含む事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日まで

の期間の月数」とする。

２４ 　第二十二項の場合において、同項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年

度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度

終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金

の額に算入する。

２５ 　第二十二項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第

三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損

失準備金の金額は、第二十二項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海



外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有す

るものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月

数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月

数」とする。

２６ 　第一項又は第九項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八

条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている内国法人の当該海外投

資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第五十二条第一項 、第二

項又は第五項の規定は、適用しない。

２７ 　前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度において積み立

てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。）に係る特定法人の合併又

は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資

等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人であ

る場合における特定株式等の取得価額の計算その他同項から第二十五項までの規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。

第五十五条の二 　削除

第五十五条の三 　削除

第五十五条の四 　削除

（金属鉱業等鉱害防止準備金）

第五十五条の五 　青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に

規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年四月一日から平成二十二年三月三

十一日までの期間（第七項において「指定期間」という。）内の日を含む各事業年度（解散の

日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、同法第七条第一項に規定する

特定施設（以下この条において「特定施設」という。）の使用の終了後における鉱害の防止に

要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設（合併（適格合併を除

く。）又は分割型分割（適格分割型分割を除く。）により合併法人又は分割承継法人に移転す

る特定施設を除く。）につき当該事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定によ

り独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額

（同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額（適格合併、適格分割、適格現物

出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。）を含む。）に相当する金額以下の金

額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき（当該事業年度

の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等

鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四

第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立

てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害

防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積

立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害

防止準備金の金額（その日において当該特定施設に係る第六十八条の四十四第一項の金属鉱



業等鉱害防止準備金の金額（以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」

という。）がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日

までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつ

た金額（同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合

には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうちその取戻しをした鉱

害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算

上、益金の額に算入する。

３ 　第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十

四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる

場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防

止積立金を移転する場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額

に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第二号イに掲げる場合にあ

つては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規

定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しを

した日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しを

した鉱害防止積立金の額に相当する金額

二 　金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有

しないこととなつた場合（次号に該当する場合を除く。）　次に掲げる場合の区分に応じそ

れぞれ次に定める金額

イ　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係

る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないことと

なつた場合　その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害

防止準備金の金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る

金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における金属鉱業等鉱

害防止準備金の金額

四 　前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金

額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のう

ちその取り崩した金額に相当する金額

４ 　第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十

四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出

の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、

その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出

書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同

日）における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む

事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業

年度開始の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を

含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経

過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業



年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害

防止準備金の金額については、前二項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用し

ない。

５ 　第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十

四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連

結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事

業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出

できる者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をや

める旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により

提出できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における金属鉱業

等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場

合においては、前三項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。

６ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等

鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定

申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

７ 　青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘

権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度（清算中の各事業年度を除

く。）に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法

人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後にお

ける鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき

当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時

までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時

に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

８ 　前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日

以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記

載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

９ 　第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業

年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）

を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特

定施設を移転した場合（第六十八条の四十四第八項に規定する場合を除く。）について準用

する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、

「第六十八条の四十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。

１０ 　第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格

分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合

（同条第九項前段に規定する場合を除く。）には、その適格分割直前における当該特定施設に

係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合

において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割

承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額（当



該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条

第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額）とみなす。

１１ 　第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第九項の分割承継法人（その

適格分割後において連結法人に該当するものを除く。）がその適格分割の日を含む事業年度の

確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

１２ 　第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格

現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した

場合（同条第十項前段に規定する場合を除く。）には、その適格現物出資直前における当該特

定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとす

る。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金

額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害

防止準備金の金額（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業

年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額）とみなす。

１３ 　第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第十項の被現物出資法人（そ

の適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。）がその適格現物出資の日を含む

事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

１４ 　第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格

事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した

場合（同条第十一項前段に規定する場合を除く。）には、その適格事後設立直前における当該

特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとす

る。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金

額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害

防止準備金の金額とみなす。

１５ 　第五十五条第二十四項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事

業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

１６ 　第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定災害防止準備金）

第五十五条の六 　青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四

月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（解散の日を含む事業

年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、当該各号の中欄に掲げる施設（以下この条

において「特定施設」という。）に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当

該特定施設ごとに、当該特定施設（合併（適格合併を除く。）又は分割型分割（適格分割型分

割を除く。）により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。）につき積立限度

額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき（当該事業

年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災

害防止準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人 施設 費用



一　採石法第三十二条の三第一項

に規定する採石業者登録簿に登録

されている法人

同法第三十三条に規

定する岩石採取場

（以下この条におい

て「岩石採取場」と

いう。）

当該岩石採取場の岩石（同法第二

条に規定する岩石をいう。次項及

び第五項において同じ。）の採取

の終了後における災害の防止に要

する費用（次項及び第四項におい

て「採石災害防止費用」とい

う。）

二　鉱業法第二十一条に規定する

許可又は同法第七十七条に規定す

る認可を受けた法人で露天掘によ

る石炭等（石炭その他政令で定め

る鉱物をいう。以下この条におい

て同じ。）の採掘の事業を営むも

の

露天掘による石炭等

の採掘を行う場所で

政令で定めるもの

（以下この条におい

て「露天石炭等採掘

場」という。）

当該露天石炭等採掘場の石炭等の

採掘の終了後における災害の防止

に要する費用（次項及び第四項に

おいて「露天石炭等採掘災害防止

費用」という。）

２ 　前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

をいう。

一 　特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合　次に掲

げる金額のうち最も低い金額

イ　当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額（以下

この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。）のうち当該岩石採取

場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令

で定めるところにより計算した金額

ロ　当該事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備え

るため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年

度（当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、

当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。）終了の時における当

該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額

ハ　当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における

前事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額（その

日において第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該法人

の前事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額

（以下この号において「連結特定災害防止準備金の金額」という。）がある場合には当

該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の

規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第

四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の終

了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額（同条第三項の規定により益

金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。

以下この条において同じ。）を控除した金額

二 　特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる

場合　次に掲げる金額のうち最も低い金額



イ　当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で

定める金額（以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」と

いう。）のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘の期間又は当該露天石炭等採

掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

ロ　当該事業年度終了の時において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止

費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の

額から、前事業年度等の終了の時における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額

を控除した金額

ハ　当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度

終了の日における前事業年度等から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害

防止準備金の金額を控除した金額

３ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における

当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見

積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額

を超えるとき、又は当該法人の当該事業年度終了の日における当該露天石炭等採掘場に係る特

定災害防止準備金の金額が当該露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と

当該露天石炭等採掘場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額

を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。

４ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該特定災害防止準備金に係る

岩石採取場又は露天石炭等採掘場につき採石災害防止費用又は露天石炭等採掘災害防止費用

の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該露天石炭等採

掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該事業年

度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合（適格合

併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場又は当該露天石炭等採掘

場を移転した場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当

する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、

合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。

一 　当該岩石採取場における岩石の採取又は当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘を

廃止した場合（次号に該当する場合を除く。）　その廃止した日における当該岩石採取場又

は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額

二 　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場又は当該露天石

炭等採掘場を移転した場合　その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場又は当

該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額

三 　採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り

消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八



十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合　当該登録が取り消された日又は当

該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額

四 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における特定災害防止

準備金の金額

五 　前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を

取り崩した場合　その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩し

た金額に相当する金額

６ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り

消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取

消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をし

た日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）における特

定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業

年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度開始の日以後二年

を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を含む事業年度が連結事

業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に

開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度の所得の金額の計

算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、

前三項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。

７ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に

該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当

していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でな

いとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出

書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者

でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の

金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三

項から前項まで、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。

８ 　前条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

９ 　青色申告書を提出する法人で第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日か

ら平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（清算中の各事業年度を除

く。）において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物

出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る

当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格

現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第二項の規定に

より計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金

として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の

額に算入する。

１０ 　前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の

日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載し

た書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。



１１ 　第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金

（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含

む。）を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定施設を移転した場合（第六十八

条の四十五第十項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五

十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項に

おいて準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三

第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十

項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第

六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものと

する。

１２ 　第一項又は第九項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格分割により分

割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合（同条第十一項前段に

規定する場合を除く。）には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準

備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人

が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日にお

いて有する第一項の特定災害防止準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含

む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額）と

みなす。

１３ 　第五十五条第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備

金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特

定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十五項前段中「第三項」

とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三

第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、同条第十七項前段中「第六十八条

の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、「第三項」とあるのは

「第五十五条の六第二項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一

項」と読み替えるものとする。

１４ 　第一項又は第九項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格現物出資によ

り被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合（同条第十三項

前段に規定する場合を除く。）には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定

災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その

被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその

適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額（当該被現物出資法人

の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特

定災害防止準備金の金額）とみなす。

１５ 　第五十五条第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、前項の特定災害防止準

備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金

に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中

「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十項中「第六十八

条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、同条第二十一項前段中

「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、「第三



項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の

四十五第十三項」と読み替えるものとする。

１６ 　第一項又は第九項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格事後設立によ

り被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合（同条第十五項

前段に規定する場合を除く。）には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定

災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その

被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその

適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

１７ 　第五十五条第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、前項の特定災害防

止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準

備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十三項前

段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十五項前段中

「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と読み替えるものとする。

１８ 　第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十五条の七 　青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一

項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成二十二年三

月三十一日までの期間（第七項において「指定期間」という。）内の日を含む各事業年度（解

散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、同法第八条の五第一項に

規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の三において準用する同項に規定

する特定産業廃棄物最終処分場（以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。）の

埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終

処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場（合併（適格合併を除く。）又は分割型分割（適格

分割型分割を除く。）により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を

除く。）につき当該事業年度において同法第八条の五第一項及び第二項（これらの規定を同

法第十五条の二の三において準用する場合を含む。）の規定により独立行政法人環境再生保

全機構に維持管理積立金として積み立てた金額（当該事業年度において同法第九条の五第三

項又は第九条の六第一項（同法第十五条の四において準用する場合を含む。）の規定による

地位の承継があつたときは、当該地位の承継（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後

設立によるものを除く。）につき同法第八条の五第七項（同法第十五条の二の三において準

用する場合を含む。）の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。次項及び第三項

において「維持管理積立金」という。）に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により

特定災害防止準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の

処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを

含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項

の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている

特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項（同法

第十五条の二の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する維持

管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に



係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終

処分場に係る特定災害防止準備金の金額（その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る

第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額（以下この項において「連結特定災

害防止準備金の金額」という。）がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含む

ものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入される

べきこととなつた金額（同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含

む。）がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうちそ

の取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

３ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合（適格合

併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管

理積立金を移転する場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額

に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第二号イに掲げる場合にあ

つては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条

の五第六項（同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。）の規定により特定廃

棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しをし

た日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻

しをした維持管理積立金の額に相当する金額

二 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項（同法第十五条の二の三において

準用する場合を含む。）の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しな

いこととなつた場合（次号に該当する場合を除く。）　次に掲げる場合の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額

イ　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特定災害防止準備金に係る特

定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積

立金を有しないこととなつた場合　その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄

物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終

処分場に係る特定災害防止準備金の金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における当該特定廃棄

物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

四 　前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取

り崩した場合　その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩

した金額に相当する金額

４ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り

消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取

消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をし

た日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）における特

定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業



年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度開始の日以後二年

を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を含む事業年度が連結事

業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に

開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度の所得の金額の計

算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、

前二項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。

５ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一

項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に

該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当

していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でな

いとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出

書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者

でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の

金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三

項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。

６ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

７ 　青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第

十五条第一項の許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各事業年度（清算中の各事業年

度を除く。）において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により独立行政法人

環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、

被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の

埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処

分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適

格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第八条の五第一項及び第二項（これ

らの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。）の規定により独立行政法

人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当

該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業

年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

８ 　前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日

以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した

書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

９ 　第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度に

おいて積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てて

いる法人が適格合併により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合（第六十八条の

四十六第八項に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五条第

十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十六第八項において準

用する第六十八条の四十三第十項」とする。

１０ 　第一項又は第七項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格分割により分

割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合（同条第

九項前段に規定する場合を除く。）には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分

場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合に



おいて、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人

がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額（当該分割承継法人

の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災

害防止準備金の金額）とみなす。

１１ 　第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第九項の分割承継法人（その

適格分割後において連結法人に該当するものを除く。）がその適格分割の日を含む事業年度の

確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

１２ 　第一項又は第七項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格現物出資によ

り被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合

（同条第十項前段に規定する場合を除く。）には、その適格現物出資直前における当該特定廃

棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとす

る。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、

当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の

金額（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当す

る場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額）とみなす。

１３ 　第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第十項の被現物出資法人（そ

の適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。）がその適格現物出資の日を含む

事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

１４ 　第一項又は第七項の特定災害防止準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている法人が適格事後設立によ

り被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合

（同条第十一項前段に規定する場合を除く。）には、その適格事後設立直前における当該特定

廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものと

する。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額

は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備

金の金額とみなす。

１５ 　第五十五条第二十四項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事

業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

１６ 　第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

（新幹線鉄道大規模改修準備金）

第五十六条 　青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一

号）第十六条第一項に規定する指定所有営業主体（以下この条において「指定所有営業主

体」という。）であるものが、適用事業年度において、同項の規定による承認を受けた同項に

規定する引当金積立計画（同項の規定による変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。

以下この条において「承認積立計画」という。）に係る同法第十五条第二項に規定する新幹

線鉄道に係る鉄道施設（第十項において「新幹線鉄道に係る鉄道施設」という。）の大規模改

修（同条第二項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。）の実施に要する費

用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方



法により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該

適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該承認積立計画に従つて全国新幹線鉄道整備法第十七条第一項の規定により積み立て

るべき金額の総額として政令で定める金額（次号及び第三項において「累積限度額」とい

う。）に当該承認積立計画に記載された同法第十六条第一項第二号の積立期間（以下この

条において「積立期間」という。）に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立

期間の月数で除して計算した金額

二 　当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前事業年度（当

該指定所有営業主体の当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当

する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第四項において「前事業年度

等」という。）から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の

金額（当該事業年度終了の日において第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修

準備金を積み立てている当該指定所有営業主体の前事業年度等から繰り越された当該承認

積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額（以下この号において「連結新

幹線鉄道大規模改修準備金の金額」という。）がある場合には当該連結新幹線鉄道大規模

改修準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第五項の規定により益金

の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第五項の規定により益

金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の終了の日までに第三項若しくは第

四項の規定により益金の額に算入された金額（同条第三項又は第四項の規定により益金の

額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下こ

の条において同じ。）を控除した金額

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各事業

年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併（適格合併を除く。）又は

分割型分割（適格分割型分割を除く。）により全国新幹線鉄道整備法第十五条第一項の指定

に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄

道事業（以下この条において「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。）の全部を移転する場合

の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。）をいう。

３ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四

十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人の当該事業年度

終了の日における当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が当該承認積

立計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計

算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四

十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人の当該承認積立

計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度後の各事業年度終了の日（当該積立期間の

末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日後連結事業年

度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度終了の日）において、前事業年度等か

ら繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模

改修準備金の金額については、当該積立期間の末日を含む事業年度の翌事業年度開始の日

（当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末

日を含む連結事業年度の翌連結事業年度（当該積立期間の末日を含む連結事業年度終了の日

の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該翌日を含む事業年度）開始



の日）における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを

百二十（当該承認積立計画に係る工事予定期間（全国新幹線鉄道整備法第十六条第一項の規

定により大規模改修に係る期間として当該承認積立計画に記載された期間をいう。次項第五号

において同じ。）の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期間の月数）で除して計

算した金額（当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備

金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額）に相当する金額を、当該事業年度の所得

の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四

十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲

げる場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により新幹線鉄道に係る鉄道

事業の全部を移転する場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金

額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第三号イに掲げる場合に

あつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額

に算入する。

一 　新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合　その廃止の日における新幹線鉄道大規模改修

準備金の金額

二 　当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合　その完了した日における新幹線鉄道

大規模改修準備金の金額

三 　全国新幹線鉄道整備法第二十三条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業

の全部を移転した場合　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に新幹線鉄道に係る鉄道事業の全

部を移転した場合　その合併又は分割型分割の直前における新幹線鉄道大規模改修準備金

の金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新

幹線鉄道大規模改修準備金の金額

四 　全国新幹線鉄道整備法第二十二条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認

定を取り消された場合　その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

五 　工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に

着手しない場合　同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

六 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における新幹線鉄道大

規模改修準備金の金額

七 　前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金

の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額の

うちその取り崩した金額に相当する金額

６ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四

十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の

提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合に

は、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その

届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、

同日）における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を

含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該

事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」とい



う。）を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から

二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの

各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該新幹線鉄

道大規模改修準備金の金額については、前三項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項の

規定は、適用しない。

７ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四

十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度

が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連

結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により

提出できる者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告

をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書に

より提出できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における新幹

線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

この場合においては、第三項から前項まで、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項の規定

は、適用しない。

８ 　第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを

一月とする。

９ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

１０ 　青色申告書を提出する法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記載された

積立期間内の日を含む各事業年度（清算中の各事業年度を除く。）において、適格分社型分

割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人

にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認積立計画に係る

新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分

社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に

第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大

規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額

の計算上、損金の額に算入する。

１１ 　前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の

日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項

を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１２ 　第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金

（連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備

金を含む。）を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事

業の全部を移転した場合（第六十八条の四十八第十一項前段に規定する場合を除く。）につ

いて準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあ

るのは「第六十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同

条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項にお

いて準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十六条第一項及

び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六

十八条の四十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあ

るのは「第五十六条第四項中」と読み替えるものとする。



１３ 　第一項又は第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第

六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人が

適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合（同条

第十二項前段に規定する場合を除く。）には、その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規

模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割

承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその

適格分割の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額（当該分割承継法

人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の新幹

線鉄道大規模改修準備金の金額）とみなす。

１４ 　第五十五条第十五項から第十七項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積

み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を

移転した場合について準用する。この場合において、同条第十五項中「第三項」とあるのは

「第五十六条第一項、第三項及び第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二

項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第

十二項」とあるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十

六条第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」と

あるのは「第六十八条の四十八第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条第四項

中」と読み替えるものとする。

１５ 　第一項又は第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第

六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人が

適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合

（同条第十四項前段に規定する場合を除く。）には、その適格現物出資直前における当該新幹

線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合にお

いて、その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現

物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の

金額（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当す

る場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額）とみなす。

１６ 　第五十五条第十九項から第二十一項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を

積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業

の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあ

るのは「第五十六条第一項、第三項及び第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第

十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、同条第二十一項中「第六十八条の四

十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、「第三項の」とあるのは

「第五十六条第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十

五項」とあるのは「第六十八条の四十八第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条

第四項中」と読み替えるものとする。

１７ 　第一項又は第十項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度において積み立てた第

六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている法人が

適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合

（同条第十六項前段に規定する場合を除く。）には、その適格事後設立直前における当該新幹

線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合にお

いて、その被事後設立法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事



後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の

金額とみなす。

１８ 　第五十五条第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金

を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事

業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第三項」

とあるのは「第五十六条第一項、第三項及び第四項」と、同条第二十五項中「第三項の」とあ

るのは「第五十六条第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第

三項中」とあるのは「第五十六条第四項中」と読み替えるものとする。

１９ 　全国新幹線鉄道整備法第二十三条の規定により指定所有営業主体とみなされた法人の新

幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む事業年度における第一項第一号に掲

げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（電子計算機買戻損失準備金）

第五十七条 　青色申告書を提出する法人で電子計算機の本体及びこれに附属する機器で政令で

定めるもの（以下この条において「電子計算機」という。）の製造又は販売の事業を営むも

のが、昭和四十三年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度

（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、電子計算機の特別買

戻損失の補てんに充てるため、当該事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の

販売に係る収入金額（合併（適格合併を除く。）及び分割型分割（適格分割型分割を除く。）

により特定電子計算機貸付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる

場合におけるその電子計算機の販売に係る収入金額を除く。）で第三項に規定する政令で定

める特約に係るものの合計額と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で

定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により電子計算機買戻損失準

備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立

金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときを含む。）

は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以

上の法人（当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子

法人又は連結完全支配関係のある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める

三以上の法人。以下この項において同じ。）が共同出資により設立した会社で、専ら当該三以

上の法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。

３ 　第一項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む法人が同項に

規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後

に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買

戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定

めるところにより計算した金額以外の金額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算

入されたものに対応する損失をいう。

４ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている法人の各事業年度において

前項の買戻しに係る電子計算機（昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の

日前に販売したものを除く。）について第一項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買

戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額（その日において同条第一項の



電子計算機買戻損失準備金の金額（以下この項において「連結電子計算機買戻損失準備金の

金額」という。）がある場合には当該連結電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、

その日までにこの項若しくは第六項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入される

べきこととなつた金額（同条第四項又は第六項の規定により益金の額に算入された金額を含

む。）又は前事業年度（当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当す

る場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」とい

う。）終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額（同条第五項の規定により

益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以

下この条において同じ。）のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所

得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金

の金額をその積み立てられた事業年度（連結電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、

その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。）

別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金

の額に算入されるものとする。

５ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている法人の各事業年度終了の日

における前事業年度等から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五

年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額（当該法人が適格合併又は適格分割

型分割に係る合併法人又は分割承継法人である場合には、その適格合併又は適格分割型分割に

係る被合併法人又は分割法人が同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた

金額（当該法人が分割承継法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限

る。）を含む。）がある場合には、当該積み立てた金額（同日において前項の規定により益金の

額に算入される金額を除く。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

６ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場

合（適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に第二項に規定

する特定電子計算機貸付会社に販売した第三項の買戻しに係る電子計算機（以下この項及び

第十一項において「特定電子計算機」という。）の買戻しを行わないこととなつた場合を除

く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当

することとなつた日を含む事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割

の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において

は、第四項後段の規定を準用する。

一 　第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合　その有しないこととな

つた日における電子計算機買戻損失準備金の金額

二 　合併又は分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととな

つた場合　その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその

買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるところによ

り計算した金額（当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合には、

その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額）

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における電子計算機買

戻損失準備金の金額



四 　前二項、前三号、次項及び第八項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の

金額を取り崩した場合　その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうち

その取り崩した金額に相当する金額

７ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出の

承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、そ

の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書

の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）

における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業

年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度

開始の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を含む

事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日

までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度

の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失

準備金の金額については、前三項、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。

８ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連結

事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業

年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出で

きる者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめ

る旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提

出できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における電子計算機

買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合

においては、第四項から前項まで、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。

９ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

１０ 　第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失

準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準

備金を含む。）を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合（第六十八

条の五十第九項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十

五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項におい

て準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第五十七

条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第十三項前段中「第

六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八

条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条第五項」と、「同条第十項」とあ

るのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替え

るものとする。

１１ 　第五十五条第十四項、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失

準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準

備金を含む。）を積み立てている法人が適格分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部

又は一部を行わないこととなつた場合（当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子

計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこと

となつた場合に限り、第六十八条の五十第十一項前段に規定する場合を除く。）について準用



する。この場合において、第五十五条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは

「第六十八条の五十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でない

とき」とあるのは「者又は第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でない

とき」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五

十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項」とあるのは「第

五十七条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十第十一項において準用

する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。

１２ 　第一項に規定する法人が合併又は分割により設立された法人である場合における同項の

特別買戻損失の実績の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十七条の二 　削除

（使用済燃料再処理準備金）

第五十七条の三 　青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のた

めの積立金の積立て及び管理に関する法律（平成十七年法律第四十八号）第七条第一項に規

定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度（解散の日を含む事業年度及

び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む事業年

度を除く。）において、同法第二条第一項に規定する使用済燃料（以下この条において「使用

済燃料」という。）の同法第二条第四項に規定する再処理等（次項において「再処理等」と

いう。）に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法第三条第一項 、第二項

及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金と

して積み立てた金額（同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額（適格合併

により移転を受けた金額を除く。）を含む。）に相当する金額以下の金額を損金経理の方法に

より使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第

一項の使用済燃料再処理準備金を含む。）を積み立てている法人の各事業年度に使用済燃料

について生じた再処理等に要する費用の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に

算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立

金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受

けた同項の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、

その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額（その日において第六十八条の

五十三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額（以下この項において「連結使用済燃料再処

理準備金の金額」という。）がある場合には当該連結使用済燃料再処理準備金の金額を含む

ものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入される

べきこととなつた金額（同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含

む。）がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうちその

取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む

事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

３ 　第一項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三

第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合

（適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。）に該

当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することと



なつた日を含む事業年度（第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年

度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等

のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処

理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しをした日における使用済燃料再

処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額

二 　原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法

律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた

場合　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ　合併により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことによ

り当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合　その合併の直前における

使用済燃料再処理準備金の金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準

備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する

金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における使用済燃料再

処理準備金の金額

四 　前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額

を取り崩した場合　その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちそ

の取り崩した金額に相当する金額

４ 　第一項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三

第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出の承

認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その

承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の

提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）に

おける使用済燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度

から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度開始

の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を含む事業

年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日まで

の間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度の所

得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済燃料再処理準備金

の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

５ 　第一項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三

第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事

業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年

度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出でき

る者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる

旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出

できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における使用済燃料再

処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合にお

いては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。

６ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。



７ 　第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年

度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。）を積

み立てている法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合（第六十八条の五

十三第六項に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五条第十

二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の五十三第六項において準用

する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。

８ 　第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

（原子力発電施設解体準備金）

第五十七条の四 　青色申告書を提出する法人で電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般

電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業を営むものが、各事業年度（解散の日を含む

事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を

含む事業年度を除く。）において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設

（原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令

で定めるものをいう。以下この条において同じ。）に係る解体費用の支出に備えるため、特定原

子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金

額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立て

た金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における解体費用の額の見積額と

して政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日

における累積発電量割合を乗じて計算した金額

二 　当該特定原子力発電施設に係る前事業年度（当該事業年度開始の日の前日を含む事業年

度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において

「前事業年度等」という。）終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金

額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量

割合を乗じて計算した金額

２ 　前項に規定する解体費用とは、特定原子力発電施設の解体（当該特定原子力発電施設に係る

原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質による汚

染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。第五項において同じ。）に要する費用と

して政令で定める費用をいい、前項に規定する事業年度終了の日における累積発電量割合と

は、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該事業年度終了の日までの間に発生した

電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気

の量に占める割合として政令で定める割合をいう。

３ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該原子力発電施

設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき第一項の解体費用の額を支出した場合には、当

該支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

（その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第一項の原子力発電施設解体準備金の

金額（以下この項において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。）がある場合

には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しく

は第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同



条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の

終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額（同条第四項の規定により益金

の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下こ

の条において同じ。）のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金

額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている法人の当該事業年度終了

の日における前事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力

発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第一項第一号に掲げる金額を超えるとき

は、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる

場合（適格合併により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。）に該当することとなつた

場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業

年度（第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算

上、益金の額に算入する。

一 　特定原子力発電施設の解体が終了した場合　当該解体が終了した日における当該特定原子

力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

二 　合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合　その合併直前における原子力

発電施設解体準備金の金額

三 　特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該

特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合　同日における当該特

定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

四 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における原子力発電施

設解体準備金の金額

五 　前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金を

取り崩した場合　その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取

り崩した金額に相当する金額

６ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出

の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、

その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出

書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同

日）における原子力発電施設解体準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む

事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業

年度開始の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を

含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経

過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業

年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該原子力発電施設解

体準備金の金額については、前三項及び第九項の規定は、適用しない。

７ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連



結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事

業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出

できる者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をや

める旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により

提出できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における原子力発

電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場

合においては、第三項から前項まで及び第九項の規定は、適用しない。

８ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

９ 　第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の原子力発電施設解体準

備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準

備金を含む。）を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転

した場合（第六十八条の五十四第八項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この

場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条

の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第

六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十

八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の四第四項」と、「同条第十

項」とあるのは「第六十八条の五十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」

と読み替えるものとする。

１０ 　第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。

（保険会社等の異常危険準備金）

第五十七条の五 　青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度（解散の日

を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、当該各号に定める法律の規定に

よる責任準備金（第十二項において「責任準備金」という。）の積立てに当たり、保険（次条

第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれ

るものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。）又はこれに類する政令で

定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の

種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金

を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異

常危険準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分に

より積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。）は、

当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人　同法第百十六条第

一項

二 　保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人　同法第百九

十九条において準用する同法第百十六条第一項

二の二 　保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定

する少額短期保険業を行う法人（損害保険業を行うものに限る。）　同法第二百七十二条の

十八において準用する同法第百十六条第一項

三 　船主相互保険組合　船主相互保険組合法（昭和二十五年法律第百七十七号）第四十四条の

八において準用する保険業法第百十六条第一項



四 　農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会　同法第十一

条の十三

五 　消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第十条第一項第四号に掲げる事業を

行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会　同法第五十条の七

六 　共済水産業協同組合連合会　水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百

条の六第一項において準用する同法第十五条の三

七 　火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条

の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会　同法第五十八条第五項

八 　生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事

業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活

衛生同業組合連合会　同法第十四条の四（同法第五十六条において準用する場合を含む。）

九 　森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会　同法第百九条第

一項において準用する同法第二十条

２ 　前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事

業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額（当該事業年度にお

いて収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した

金額）又は共済金の総額（当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した

保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額）が当該事業年度における正

味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十（船舶保険その他政令で定めるものについ

ては、政令で定める割合）を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する

損失をいう。

３ 　前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきこと

の確定した保険料（当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、

その金額を控除した金額）及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又

は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。

４ 　第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収

入すべきことの確定した共済掛金（火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を

加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の

掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又

は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。）及び解約返戻金の合

計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及

び解約返戻金の合計額を控除した金額（第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号

の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事

業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同

組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した

共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額）を

いう。

５ 　前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返

戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する

保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解

約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分

又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。



６ 　第一項の異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の

異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられてい

る保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失

の生じた事業年度終了の日における前事業年度（当該事業年度開始の日の前日を含む事業年

度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項に

おいて「前事業年度等」という。）から繰り越された異常危険準備金の金額（当該事業年度

終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等か

ら繰り越された同項の異常危険準備金の金額（以下この項において「連結異常危険準備金の

金額」という。）がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事

業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ

ととなつた金額（同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業

年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額

（同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場

合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）で当該保険又は共済

に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年

度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

７ 　第一項の異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の

異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度

等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度（当

該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十

年以前に終了した連結事業年度）において積み立てた金額（当該法人が合併、分割、現物出資

又は事後設立（法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条におい

て同じ。）に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合に

は、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事

後設立法人（以下この項において「被合併法人等」という。）が同日前十年以前に終了した

事業年度（当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当す

る場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度）において積み立てた金額（当該法人

が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継

ぎを受けた金額に限る。）を含む。）がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当

該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

８ 　第一項の異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の

異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することと

なつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含

む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　保険又は共済に係る事業を廃止した場合（第一項第二号に掲げる法人については、国内に

おける当該事業を廃止した場合）　当該廃止の日における異常危険準備金の金額

二 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における異常危険準備

金の金額

三 　前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の

金額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金

の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額



９ 　第一項又は第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げ

る場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金

として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計

算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認

の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は

第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金

額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該

事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の

提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合

二 　法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後青色申

告書の提出の承認を受けた場合（前号に掲げる場合を除く。）

１０ 　前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日

後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額（同項の規定の適用を受けた

事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項

の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日ま

での間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。）は、ま

ず、前項第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた

事業年度終了の日又は同項第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有し

ていた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。

１１ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

１２ 　青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年

度（清算中の各事業年度を除く。）において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割

承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備

金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、

第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を事

業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で

定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立

てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す

る。

１３ 　前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以

内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の

所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１４ 　第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の異常危険準備金（連

結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。）を積

み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合（第六十八条の五十五第

十五項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五条第十

一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」と

あるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、

「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」と

あるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、

「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第



七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条

の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。

１５ 　第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十

二項の異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常

危険準備金を含む。）を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係

る保険契約の全部又は一部を移転した場合（第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場

合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とある

のは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とある

のは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二

項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二

項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十

二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十

二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六

項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは

「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替え

るものとする。

１６ 　第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第

十二項の異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異

常危険準備金を含む。）を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危

険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合（第六十八条の五十五第十七項前段

に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格

現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは

「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十

項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準

用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条

第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七

項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物

出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるの

は「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項におい

て準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。

１７ 　第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、第一項

又は第十二項の異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一

項の異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該

異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合（第六十八条の五十五第十八

項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五条第二十二項

中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立（第五十七条の五第七項に規定する事後設立

をいう。以下この条において同じ。）」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設

立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第二十三項前段中「適格

事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は

第七項」と、同条第二十四項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十五項

前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の

五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。



１８ 　第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金）

第五十七条の六 　青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、

各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、当該各号

に定める法律（当該政令で定める法人については、政令で定める法律）の規定による責任準備

金（第八項において「責任準備金」という。）の積立てに当たり、原子力保険（原子力施設、

原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下こ

の条において同じ。）に係る原子力災害損失又は地震保険（住宅又は生活用動産を目的とし、

地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定め

る共済をいう。以下この条において同じ。）に係る地震災害損失の補てんに充てるため、当該

原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は

同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金

額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき（当該事業年度

の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準

備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額

の計算上、損金の額に算入する。

一 　保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人　同法第百十六条第

一項

二 　保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人　同法第百九

十九条において準用する同法第百十六条第一項

２ 　前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害そ

の他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各事業年度にお

いて支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額（当該事業年度において収入し

た、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額）に対

応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津

波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に

係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべ

きことの確定した保険金又は共済金の総額（当該事業年度において収入した、又は収入すべき

ことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額）

に対応する損失をいう。

３ 　第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金（連結事業

年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は

地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人について第一項に規定する原

子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の

生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金

額（その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常

危険準備金の金額（以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。）がある場

合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の

規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第三項

又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度（当該事業年度



開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事

業年度。次項において「前事業年度等」という。）終了の日までに次項の規定若しくは第六項

において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額（第六十八条の五十六

第四項の規定又は同条第六項において準用する第六十八条の五十五第九項の規定により益金

の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下こ

の条において同じ。）のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当

該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の

額に算入する。

４ 　第一項の原子力保険に係る異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条

の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人の各事

業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の

金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度（当該法人の同日前十年以前に終了した事

業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度）におい

て積み立てた金額（当該法人が合併、分割、現物出資又は事後設立（法人税法第二条第十二号

の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。）に係る合併法人、分割承継法人、

被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立

に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人（以下この項において「被合併

法人等」という。）が同日前十年以前に終了した事業年度（当該被合併法人等の同日前十年

以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結

事業年度）において積み立てた金額（当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後

設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。）を含む。）がある

場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金（第六十八

条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を

含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当

該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得

の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合（第一項第二号に

掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合）　当該廃止の日におけ

る原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

二 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における原子力保険に

係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

三 　前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は

地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該異

常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

６ 　前条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る

異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提

出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をし、又は

法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書

の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又

は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立て



られた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用す

る。

７ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

８ 　青色申告書を提出する法人で第一項各号に掲げるものが、各事業年度（清算中の各事業年度

を除く。）において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人

又は被事後設立法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責

任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保

険に係る同項に規定する地震災害損失の補てんに充てるため、当該分社型分割、現物出資又は

事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当

該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当

する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該

事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

９ 　前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内

に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所

轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１０ 　第五十五条第十一項及び第十二項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又

は地震保険に係る異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第

一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み

立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転し

た場合（第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部

を移転した場合を除く。）について、第五十五条第十三項前段の規定は第一項の原子力保険に

係る異常危険準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力

保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保

険に係る保険契約の全部を移転した場合（第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保

険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。）について、それぞれ準用する。この場合にお

いて、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八

条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条

の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条

の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の

四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条

の六第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用す

る第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。

１１ 　第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備

金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危

険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人が分割により分

割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転し

た場合（同条第十二項前段に規定する場合を除く。）には、その分割直前における当該異常危

険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承

継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日におい

て有する第一項の異常危険準備金の金額（当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度

が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額）とみなす。



１２ 　第五十五条第十五項前段及び第十七項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てて

いる法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全

部を移転した場合について、同条第十六項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている

法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険

契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十五項前段

中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、

同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二

項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十

二項」とあるのは「第六十八条の五十六第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、

「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八

条の五十六第十二項」と読み替えるものとする。

１３ 　第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備

金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危

険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人が現物出資によ

り被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を

移転した場合（同条第十四項前段に規定する場合を除く。）には、その現物出資直前における

当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合におい

て、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がそ

の現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額（当該被現物出資法人の当該

現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の異常危険準

備金の金額）とみなす。

１４ 　第五十五条第十九項前段及び第二十一項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立て

ている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険

契約の全部を移転した場合について、同条第二十項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立

てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は

地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同

条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第

五十七条の六第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第

六十八条の五十六第十四項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一

項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と、

「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四

項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十六第十四項」と読み替えるものと

する。　

１５ 　第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備

金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危

険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている法人が事後設立によ

り被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を

移転した場合（同条第十六項前段に規定する場合を除く。）には、その事後設立直前における

当該異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合におい

て、その被事後設立法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人がそ

の事後設立の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。



１６ 　第五十五条第二十三項前段及び第二十五項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立

てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保

険契約の全部を移転した場合について、同条第二十四項の規定は、前項の異常危険準備金を積

み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険

又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同条第二十三項前段中「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立（第五十七条の

六第四項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。）」と、「当該適格事後設

立」とあるのは「当該事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同

条第二十四項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十五項前段中「適格

事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読

み替えるものとする。

１７ 　第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

（関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金）

第五十七条の七 　関西国際空港株式会社（以下この条において「会社」という。）が、適用事業

年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次の各号に掲げる土地

ごとに、当該各号に定める金額の十分の一に相当する金額と当該各号に掲げる土地に係る累積

限度基準額とのいずれか低い金額（以下この項において「積立基準額」という。）に相当す

る金額（第一号に掲げる土地に係る積立基準額が当該事業年度の所得の金額として政令で定

める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは当該三分の二に相当する金額とし、第二

号に掲げる土地に係る積立基準額が当該三分の二に相当する金額から第一号に掲げる土地に

係る積立基準額を控除した残額を超えるときは当該残額とする。）以下の金額を損金経理の

方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日

までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金とし

て積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入する。

一 　会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地当該土地の取得価額として政令で

定める金額

二 　関西国際空港株式会社法（昭和五十九年法律第五十三号）第七条第一項第一号に規定す

る指定造成事業者が関西国際空港の用に供するために造成した土地会社が当該土地の賃借

に伴い支払う土地の上に存する権利の設定の対価の額として政令で定める金額

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める各

事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併（適格

合併を除く。）の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に

限る。）をいう。

一 　前項第一号に掲げる土地当該土地を会社の事業の用に供した日から当該土地の造成工事

の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として

政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度

二 　前項第二号に掲げる土地当該土地を会社の事業の用に供した日から同号に定める対価の

支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政

令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度



３ 　第一項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地

に係る当該事業年度終了の日における前事業年度（会社の当該事業年度開始の日の前日を含

む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、会社のその前日を含む連結事業年度。以下こ

の項及び次項において「前事業年度等」という。）から繰り越された関西国際空港整備準備

金の金額（当該事業年度終了の日において第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準

備金を積み立てている会社の前事業年度等から繰り越された当該土地に係る同項の関西国際

空港整備準備金の金額（以下この項において「連結関西国際空港整備準備金の金額」とい

う。）がある場合には当該連結関西国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該事業年度

終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきことと

なつた金額（同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等

の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額（同条第四項の規定により益

金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下

この条において同じ。）を控除した金額をいう。

４ 　第一項の関西国際空港整備準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七

第一項の関西国際空港整備準備金を含む。）を積み立てている会社の第一項各号に掲げる土

地に係る第二項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度（同項各号に規定

する期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了

の日の翌日以後連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度）終了の

日において、当該土地に係る前事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額

がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該土地に係る関西国際空

港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

（当該計算した金額が当該土地に係る当該前事業年度等から繰り越された関西国際空港整備

準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額）に相当する金額を、当該事業年度の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成十年法律第三十六号）第四条第二項に規

定する指定会社（以下この条において「指定会社」という。）が、適用事業年度において、中部

国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額

（当該金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額

を超えるときは、当該三分の二に相当する金額）以下の金額を損金経理の方法により中部国

際空港整備準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処

分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき

を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す

る。

一 　指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地（次項において「中部国際空

港用地」という。）の取得価額として政令で定める金額（次号において「累積限度基準額」

という。）の十分の一に相当する金額

二 　累積限度基準額から、当該事業年度終了の日における前事業年度（指定会社の当該事業年

度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、指定会社のその前

日を含む連結事業年度。以下この号及び第七項において「前事業年度等」という。）から繰

り越された中部国際空港整備準備金の金額（当該事業年度終了の日において第六十八条の

五十七第五項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前事業年度等から繰

り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額（以下この項において「連結中部国際空



港整備準備金の金額」という。）がある場合には当該連結中部国際空港整備準備金の金額を

含むものとし、当該事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若

しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第八項の規定により益金の額に算入された

金額を含む。）又は前事業年度等の終了の日までに第七項の規定により益金の額に算入され

た金額（同条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこ

れらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において同じ。）を控除した金額

６ 　前項に規定する適用事業年度とは、中部国際空港をその事業の用に供した日から中部国際空

港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定され

ている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各事業年度（解散の日を含む事業年

度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む

事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。）をいう。

７ 　第五項の中部国際空港整備準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七

第五項の中部国際空港整備準備金を含む。）を積み立てている指定会社の前項に規定する適

用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度（同項に規定する期間の末日を含む事業年度が

連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後連結事業年度に該

当しないこととなつた事業年度以後の各事業年度）終了の日において、前事業年度等から繰り

越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金

額については、当該中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定め

るところにより計算した金額（当該計算した金額が当該前事業年度等から繰り越された中部

国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額）に相当する金額を、当

該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

８ 　会社又は指定会社が、第一項の関西国際空港整備準備金（連結事業年度において積み立てた

第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。）又は第五項の中部国際空港

整備準備金（連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含

む。）を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合（適格合併により関西国際空港

又は中部国際空港を移転した場合を除く。）に該当することとなつたときは、当該各号に定め

る金額に相当する金額は、会社又は指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度

（第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、

益金の額に算入する。

一 　関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合　当該廃止の日にお

ける関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

二 　合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合　当該合併直前の関

西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における関西国際空港

整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

四 　第四項、前項、前三号、次項及び第十項の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金

の金額又は中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における

関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した

金額に相当する金額

９ 　会社又は指定会社が、第一項の関西国際空港整備準備金（連結事業年度において積み立てた

第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。）又は第五項の中部国際空港

整備準備金（連結事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含



む。）を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告

書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの起因となつた事実

のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をした日が青色申告書による

申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）における関西国際空港整備準備金

の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、会社又は指定会社

のその日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業

年度（当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過

日」という。）を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の

翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年

度）までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当

該関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額については、第四項、前

二項、第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

１０ 　第一項の関西国際空港整備準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十

七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。）又は第五項の中部国際空港整備準備金（連結

事業年度において積み立てた同条第五項の中部国際空港整備準備金を含む。）を積み立ててい

る法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の

前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書

等を青色申告書により提出できる者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又

は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定

申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年

度終了の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、

当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十

二項及び第十三項の規定は、適用しない。

１１ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項又は第五項の規定を適用する場合について準用す

る。

１２ 　第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の関西国際空港整備準

備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備

金を含む。）又は第五項の中部国際空港整備準備金（連結事業年度において積み立てた第六十

八条の五十七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。）を積み立てている会社又は指定会

社が適格合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合（第六十八条

の五十七第十項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十

五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項にお

いて準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際

空港若しくは中部国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないとき」と、同条第十三項前

段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用す

る第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の七第三項又は第五

項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の

五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。

１３ 　前項において準用する第五十五条第十一項に規定する合併法人のその合併の日を含む事

業年度における第四項又は第七項の規定の適用については、政令で定める。

（特別修繕準備金）



第五十七条の八 　青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算

中の各事業年度を除く。）において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産（外国

法人の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産にあつては当該外国法人の

国内において行う事業の用に供するものに限るものとし、合併（適格合併を除く。）又は分割

型分割（適格分割型分割を除く。）により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除

く。）について行う修繕（次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に

限る。以下この条において「特別の修繕」という。）に要する費用の支出に備えるため、当該固

定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立

てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立て

る方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該

事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶（総

トン数が五トン未満のものを除く。）　当該定期検査を受けるための修繕

二 　銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉　当該炉に使用するれ

んがの過半を取り替えるための修繕

三 　ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー

（同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。）　当該ガスホル

ダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕

四 　石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油

槽　当該貯油槽につき消防法第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は

同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検（財務省令で定めるものに限

る。）を受けるための修繕

２ 　前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

をいう。

一 　前項の法人が同項の固定資産につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたこ

とがある場合　最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で

定めるところにより計算した金額

二 　前項の法人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶（以下この号において「特

定船舶」という。）につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、か

つ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法

人の事業の用に供する他の船舶（以下この号において「類似船舶」という。）につき当該

事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合　当該類似船舶につき最近にお

いて行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計

算した金額

三 　前二号に掲げる場合以外の場合　種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等につい

て前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のた

めに要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

３ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の

特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産（以

下この条において「準備金設定資産」という。）について特別の修繕のために要した費用の額

を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金

の金額（その日において当該準備金設定資産に係る第六十八条の五十八第一項の特別修繕準



備金の金額（以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。）がある場合には

当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定

により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第三項又は第

五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度（当該事業年度開始

の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年

度。次項において「前事業年度等」という。）終了の日までに次項の規定により益金の額に算

入された金額（同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には

これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうち当該支出をした金額

に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入

する。

４ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の

特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度

等から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資

産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度（同日を含む事業年

度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度）終了の日の翌日から二年を

経過したもの（以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。）がある場合

には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日を含む事業年度（同日を

含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度）終了の日におけ

る当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを

六十で除して計算した金額（当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金

設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額）に相

当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の

特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合（適格合併、適格分

割、適格現物出資又は適格事後設立により準備金設定資産を移転した場合を除く。）に該当す

ることとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつ

た日を含む事業年度（第三号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む

事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合　その完了した日における当該準備金

設定資産に係る特別修繕準備金の金額

二 　準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなつた場合（次号に該当する場合

を除く。）　その行わないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備

金の金額

三 　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合　

当該合併又は分割型分割の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

四 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における特別修繕準備

金の金額

五 　前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り

崩した場合　その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に

相当する金額

６ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の

特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又



は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因

となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の提出をした日が青色

申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）における特別修繕準備

金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以

後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の

前日（以下この項において「二年経過日」という。）を含む事業年度が連結事業年度に該当す

る場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事

業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前三項、第十二項、第十

三項、第十五項及び第十七項の規定は、適用しない。

７ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の

特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しな

い場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた

場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき

（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提

出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でない

こととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当

該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項

まで、第十二項、第十三項、第十五項及び第十七項の規定は、適用しない。

８ 　第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

９ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

１０ 　青色申告書を提出する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割

承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に第一項の固定資産を移転する場合において、

当該固定資産について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごと

に、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日を事業年度終了の日とし

た場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金

額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の

金額の計算上、損金の額に算入する。

１１ 　前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の

日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書

類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１２ 　第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の特別修繕準備金（連結事業年度

において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立ててい

る法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合（第六十八条の五十八第

十一項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五条第十

二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八第十一項において準

用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあ

るのは「第六十八条の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、

「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条

の五十八第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。



１３ 　第一項又は第十項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五

十八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人が適格分割により分割承継法

人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合（同条第十二項前段に規定する場合

を除く。）には、その適格分割直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当

該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受け

た特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の

特別修繕準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年

度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額）とみなす。

１４ 　第五十五条第十五項から第十七項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている

法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合に

ついて準用する。この場合において、同条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八

第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五

十八第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条

の五十八第十二項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、「同条第十二

項」とあるのは「第六十八条の五十八第十二項」と読み替えるものとする。

１５ 　第一項又は第十項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五

十八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人が適格現物出資により被現物

出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合（同条第十四項前段に規定す

る場合を除く。）には、その適格現物出資直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の

金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が

引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日にお

いて有する第一項の特別修繕準備金の金額（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を

含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額）とみ

なす。

１６ 　第五十五条第十九項から第二十一項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立ててい

る法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転し

た場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは「第五十

七条の八第四項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十

八条の五十八第十四項」と、同条第二十一項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは

「第六十八条の五十八第十四項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、

「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十八第十四項」と読み替えるものとする。

１７ 　第一項又は第十項の特別修繕準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五

十八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている法人が適格事後設立により被事後

設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合（同条第十六項前段に規定す

る場合を除く。）には、その適格事後設立直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の

金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が

引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日にお

いて有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。

１８ 　第五十五条第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てて

いる法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転

した場合について準用する。この場合において、同条第二十三項及び第二十五項中「第三項」

とあるのは、「第五十七条の八第四項」と読み替えるものとする。



１９ 　第八項及び第九項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十項から前項までの

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（社会・地域貢献準備金）

第五十七条の九 　日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法（平成十七年法律第九十八号）第十

三条第一項に規定する基金（以下この条において「基金」という。）の積立てに係る適用事

業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該適用事業年度において、

同法第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金（第四項及び第十一項において「社会・地

域貢献資金」という。）の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下

の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき（当該事業年度

の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により社会・地域

貢献準備金として積み立てた場合を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第十三条第二項に規定する利益金の額のうち同

項の規定により基金に積み立てた金額

二 　一兆円から前事業年度（当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に

該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第三項において「前事業

年度等」という。）から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額（当該事業年度終了の日

において第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金の金額（以下この号にお

いて「連結社会・地域貢献準備金の金額」という。）がある場合には当該連結社会・地域貢

献準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第四項若しくは第五項の規

定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第四項又

は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の終了の日ま

でに第三項の規定により益金の額に算入された金額（同条第三項の規定により益金の額に

算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条

において同じ。）を控除した金額

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、積立期間（平成十九年十月一日から次に掲げる日のいず

れか早い日までの期間をいう。次項において同じ。）内の日を含む各事業年度（解散の日を含

む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併（適格合併を除く。）又は分割型分割（適格分

割型分割を除く。）により基金を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を

含む事業年度を除く。）をいう。

一 　平成二十九年九月三十日

二 　日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同

条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に一

兆円に達した日（その達した日が事業年度終了の日の翌日から当該事業年度の決算の確定

の日までの期間内の日である場合（当該事業年度の同条第二項に規定する利益金の額に係

る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行つている場合に限る。）には、

当該事業年度終了の日）

３ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の

二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が、積立期間

の末日を含む事業年度（当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合

には、当該積立期間の末日を含む連結事業年度）終了の日の翌日から十年を経過した日を含



む事業年度（当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該経過し

た日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。）以後の各事業年

度終了の日において、前事業年度等から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額（以下こ

の項において「社会・地域貢献準備金残額」という。）がある場合には、当該基準事業年度等

の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百

二十で除して計算した金額（当該計算した金額が社会・地域貢献準備金残額を超える場合に

は、当該社会・地域貢献準備金残額）に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算

上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の

二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が、社会・地

域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第十三条第四項ただし書の規定に

より基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額（当該取り崩した金額がその取り崩した

時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時における社会

・地域貢献準備金の金額）に相当する金額は、その取り崩した日を含む事業年度の所得の金額

の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の

二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が次の各号

に掲げる場合（適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除く。）に該当する

こととなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた

日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金

を有しないこととなつた場合　その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備

金の金額

二 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における社会・地域貢

献準備金の金額

三 　前二項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した

場合　その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に

相当する金額

６ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の

二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が青色申告

書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場

合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日

（その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場

合には、同日）における社会・地域貢献準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日

を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当

該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」とい

う。）を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から

二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの

各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該社会・地

域貢献準備金の金額については、前三項、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。

７ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の

二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が、当該事業



年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度

が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書に

より提出できる者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による

申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告

書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における

社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。こ

の場合においては、第三項から前項まで、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。

８ 　第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

９ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

１０ 　第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の社会・地域貢献準備金（連結事

業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含

む。）を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場合（第六

十八条の五十八の二第八項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合におい

て、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の

二第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の

四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第八項において準用する第六十八条の

四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の九第一項及び第三項の」と、「同

項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二

第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七

条の九第三項中」と読み替えるものとする。

１１ 　第五十五条第十四項、第十六項及び第十七項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金

（連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金

を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産を移転

した場合（当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付することと

なつた場合に限り、第六十八条の五十八の二第九項前段に規定する場合を除く。）について準

用する。この場合において、第五十五条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるの

は「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、同

条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第九項

において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条

の九第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」と

あるのは「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」

と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の九第三項中」と読み替えるものとする。

１２ 　第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前三項の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

（中小企業等の貸倒引当金の特例）

第五十七条の十 　法人（各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超

える法人税法第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれ

に準ずるものとして政令で定めるものを除く。）が法人税法第五十二条第二項の規定の適用

を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する

一括評価金銭債権（当該法人が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して



有する金銭債権を除く。）の帳簿価額（政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額

を控除した残額）の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定

する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

２ 　法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等の平成

十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額に

係る同法第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、

「計算した金額（当該内国法人が租税特別措置法第五十七条の十第一項（中小企業等の貸倒

引当金の特例）の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計

算した金額）の百分の百十六に相当する金額」とする。

　　　　第三節　鉱業所得の課税の特例

（探鉱準備金又は海外探鉱準備金）

第五十八条 　青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から平成二十

二年三月三十一日までの期間（以下この項において「指定期間」という。）内の日を含む各事

業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、鉱業法第三条

第一項に規定する鉱物（以下この条において「鉱物」という。）に係る新鉱床探鉱費の支出

に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により

探鉱準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分によ

り積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積

み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額とし

て政令で定める金額の百分の十二に相当する金額

二 　前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に

相当する金額

２ 　青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるも

の（以下この条において「国内鉱業者」という。）が、昭和五十年四月一日から平成二十二年

三月三十一日までの期間（以下この項及び第十五項において「指定期間」という。）内の日を

含む各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において、国外

にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人（その開発に必要な資

金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間

接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄

与するものとして政令で定める外国法人をいう。）から取得した当該鉱山に係る鉱物（当該鉱

物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したも

のを含む。）の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額

として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海

外探鉱準備金として積み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分に

より積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。）は、

当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

３ 　前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さく

に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探

鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令

で定めるものをいう。



４ 　第一項又は第二項に規定する法人（第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を

受けたものを含む。）の各事業年度終了の日において、前事業年度（当該法人の当該各事業年

度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事

業年度。以下この項において「前事業年度等」という。）から繰り越された探鉱準備金の金額

又は海外探鉱準備金の金額（当該各事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は

同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探

鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額（以下この項において「連結探鉱準備金等の金

額」という。）がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度

終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととな

つた金額（同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の

終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額（同条第四項の規定により益

金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下

この条において同じ。）のうちにその積み立てられた事業年度（連結探鉱準備金等の金額に

あつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。）終了

の日の翌日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金の金額又

は海外探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益

金の額に算入する。

５ 　第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。）を積み立て

ている法人が次の各号に掲げる場合（当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合

又は適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により鉱業事務所（鉱業法第六十八条に

規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。）を移転した場合（第三項に規定する

新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。）を除く。）に該当するこ

ととなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日

を含む事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事

業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第二号及び第四号に

掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金

の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた

積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

一 　鉱業を廃止した場合（次号に該当する場合を除く。）又は国内鉱業者でないこととなつた

場合　その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金

の金額

二 　当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合又は分割型分割により分割承継法人に

鉱業事務所の全部又は一部を移転した場合　その合併直前における探鉱準備金の金額若し

くは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転

することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額

（当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分

割型分割直前における探鉱準備金の金額）

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における探鉱準備金の

金額又は海外探鉱準備金の金額



四 　前項、前三号、次項及び第七項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱

準備金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱

準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

６ 　第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。）を積み立て

ている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の

届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届

出書の提出をした日（その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度

終了の日後である場合には、同日）における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、

政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経

過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日（以下

この項において「二年経過日」という。）を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合に

は、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始

の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

この場合においては、当該探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額については、前二項及

び第十一項から第十四項までの規定は、適用しない。

７ 　第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六

十八条の六十一第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。）を積み立て

ている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日

の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申

告書等を青色申告書により提出できる者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、

又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確

定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業

年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の

金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項から第十四項まで

の規定は、適用しない。

８ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用す

る。

９ 　青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各

事業年度（清算中の各事業年度を除く。）において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格

事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に鉱業事務所を移転する場

合（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。）

において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分社型分

割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項各号

の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備

金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金

の額に算入する。

１０ 　前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の

日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を

納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１１ 　第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二

項の海外探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準



備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。）を積み立てている法人が被合併法人となる適

格合併が行われた場合（第六十八条の六十一第十項前段に規定する場合を除く。）について

準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるの

は「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十

三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において

準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、

「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十一第十項において準用する第六十八条の四十

三第十項」と読み替えるものとする。

１２ 　第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第九

項の探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金

を含む。）を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合

（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第六

十八条の六十一第十一項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、

第五十五条第十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、同条第十六項中

「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用す

る第六十八条の四十三第十二項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」と

あるのは「第六十八条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」

と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八

条の六十一第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとす

る。

１３ 　第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第

九項の探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探鉱準備

金を含む。）を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転

した場合（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限

り、第六十八条の六十一第十二項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合に

おいて、第五十五条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、同条第二

十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において

準用する第六十八条の四十三第十五項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十

五項」とあるのは「第六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十

五項」と、「第三項」とあるのは「第五十八条第四項」と、「同条第十五項」とあるのは「第

六十八条の六十一第十二項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるも

のとする。

１４ 　第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、第一項

又は第九項の探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第一項の探

鉱準備金を含む。）を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に鉱業事務所

を移転した場合（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場

合に限り、第六十八条の六十一第十三項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この

場合において、第五十五条第二十三項前段及び第二十五項前段中「第三項」とあるのは、「第

五十八条第四項」と読み替えるものとする。

１５ 　国内鉱業者である法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第

五十五条第一項に規定する特定株式等については、同項及び同条第九項並びに法人税法第五十

二条第一項 、第二項及び第五項の規定は、適用しない。



１６ 　第九項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他前各

項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除）

第五十九条 　前条第一項の探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一

第一項の探鉱準備金を含む。）の金額（前条第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを

除く。）を有する法人が、各事業年度において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行

つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備（次項において「探鉱用機械設備」という。）に

ついて償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係

る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額

は、損金の額に算入する。

一 　当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額（当該事業年度に

おいて探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金

額を控除した金額）と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額（当該機械設備に係る

この法律及び法人税法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、

当該償却限度額に相当する金額）との合計額

二 　前事業年度等（前条第四項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項において

同じ。）から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額（第六十八条の六十一第一項の

探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金

の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は第五項の規定によ

り益金の額に算入された金額（第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の

額に算入された金額を含む。）がある場合には当該金額を控除した金額とする。）のうち、

当該事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入

されるべきこととなつた金額に相当する金額

三 　当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

２ 　前条第二項の海外探鉱準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十一第二

項の海外探鉱準備金を含む。）の金額（前条第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを

除く。）を有する法人が、各事業年度において、同条第二項に規定する新鉱床探鉱費（以下この

項において「海外新鉱床探鉱費」という。）の支出を行つた場合又は専ら国外において事業

の用に供される探鉱用機械設備（以下この項において「海外探鉱用設備」という。）について

償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金

の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金

の額に算入する。

一 　前項第一号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額

に相当する金額と当該事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額（同項第二号に掲げ

る金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超

える部分の金額に相当する金額を控除した金額）

二 　前事業年度等から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額（第六十八条の六十

一第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同

項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第四項又は

第五項の規定により益金の額に算入された金額（第六十八条の六十一第四項又は第五項の

規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には当該金額を控除した金額と



する。）のうち、当該事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入

された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

三 　前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金

額

３ 　前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの

規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定

申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適

用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係

るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

４ 　第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された

金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定

する所得等の金額に含まれるものとする。

５ 　前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の

計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第三節の二　対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

第五十九条の二 　青色申告書を提出する法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律

（平成二十年法律第五十三号）の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に海上運

送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第三十五条第一項に規定する日本船舶・船員確保計

画（以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。）について同条第三項第五号

（同条第五項において準用する場合を含む。）に掲げる基準に適合するものとして同条第三

項又は第四項の認定（同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に適合することとな

つたものに限る。第五項において「計画の認定」という。）を受けた同法第三十四条第二項第

三号に規定する船舶運航事業者等（日本船舶（同法第三十八条に規定する日本船舶をいう。

以下この項において同じ。）を用いて対外船舶運航事業（同法第三十五条第三項第五号に規

定する対外船舶運航事業をいう。）を営むものに限る。）に該当するものが、当該認定を受けた

日本船舶・船員確保計画（同法第三十五条第四項の規定による変更の認定があつたときは、

その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。）に記載された計画期間（同法

第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。第三項及び第五項において同じ。）内の日

を含む各事業年度終了の時において当該認定計画に従つて同法第三十四条第一項に規定する

日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該事業年度における第一号に掲げる

金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、当該事業年度の所得の

金額の計算上損金の額に算入し、当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる

金額に満たないときは、当該満たない部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上益金

の額に算入する。

一 　当該法人の当該事業年度における日本船舶を用いた対外船舶運航事業等（海上運送法第

三十八条に規定する対外船舶運航事業等をいう。）による収入金額に係る所得の金額とし

て政令で定める金額

二 　当該法人の当該事業年度における日本船舶の純トン数（船舶のトン数の測度に関する法

律（昭和五十五年法律第四十号）第六条に規定する純トン数をいう。）に応じた利益の金

額として政令で定める金額



２ 　前項の規定は、同項に規定する法人が、その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日

の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確

保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出し

た場合に限り、適用する。

３ 　前項の規定は、同項に規定する法人が、第一項の規定の適用に係る認定計画の計画期間開始

の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含

む連結事業年度において第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、

適用しない。

４ 　第一項の規定の適用を受ける法人は、その適用を受ける各事業年度の確定申告書等に同項の

規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければ

ならない。

５ 　認定計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度（当該認定計画に記載された計画

期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該計画期間内の日を含む

各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。）において第一項の規定の適

用を受けた法人（当該適用対象年度において第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を

受けた連結法人（当該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限る。）に

該当するものを含む。）が、海上運送法第三十九条の二第二項の規定によりその認定を取り消

された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額

（当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定計画につき第六十八条の

六十二の二第一項の規定により損金の額に算入された金額）の合計額は、当該認定を取り消さ

れた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

６ 　第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税

法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の

金額に含まれるものとし、第一項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第

三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれな

いものとする。

７ 　第二項から第四項まで及び前項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定の適用を受け

た法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例

（沖縄の認定法人の所得の特別控除）

第六十条 　青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄

に掲げる法人に該当するもの（当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日（同表の第二号

の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日）以後に設立され

たもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。）

が、当該各事業年度（当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間（当

該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期

間のうち政令で定める期間）内に終了する事業年度に限るものとし、第四十二条の九の規定又

は第四十五条若しくは同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適

用を受ける事業年度を除く。）において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げ

る事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の三十五

に相当する金額（同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内



において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分

の二十に相当する金額を限度とする。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に

算入する。

法人 地区 事業

一　沖縄振興特別措置法第三十条第

一項の規定による認定を同法第二十

八条第七項の同意の日から平成二十

四年三月三十一日までの間に受けた

法人

同法第三十一条第一項に規定する同

意情報通信産業振興計画において同

法第二十八条第三項第二号に規定す

る情報通信産業特別地区として定め

られている地区

同法第三十条第

一項に規定する

特定情報通信事

業

二　沖縄振興特別措置法第四十四条

第一項の規定による認定を同法第四

十二条第一項の規定による指定の日

から平成二十四年三月三十一日まで

の間に受けた法人

同項の規定により特別自由貿易地域

として指定された地区（同条第四項

又は第五項の規定により変更があつ

たときは、その変更後の地区）

同法第四十四条

第一項に規定す

る製造業、倉庫

業又はこん包業

三　沖縄振興特別措置法第五十六条

第一項の規定による認定を同法第五

十五条第一項の規定による指定の日

から平成二十四年三月三十一日まで

の間に受けた法人

同項の規定により金融業務特別地区

として指定された地区（同条第四項

又は第五項の規定により変更があつ

たときは、その変更後の地区）

同法第五十六条

第一項に規定す

る金融業務に係

る事業

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定に

より損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書

等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用す

る。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその

損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

３ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その

記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をし

た書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税

法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の

金額に含まれるものとする。

５ 　第一項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又

は指定の日、同項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第四節　協同組合の課税の特例

（漁業協同組合等の留保所得の特別控除）

第六十一条 　出資組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工

業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合及び事

業協同小組合（中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合を除く。）、



協同組合連合会（同法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会及び

同条第四項に規定する特定共済組合連合会を除く。）、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合

連合会、消費生活協同組合並びに消費生活協同組合連合会のうち、その事業年度終了の日にお

ける出資金の額が政令で定める金額以下のものが、昭和三十九年四月一日から平成二十一年三

月三十一日までの間に終了する各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したと

きは、その留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額（当該事業年度終了の

日における利益積立金額（当該事業年度において留保した金額を含み、当該事業年度に係る

配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く。）が同日における出資金の額の四分の一

に相当する金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額のうちその

超える金額に係る部分の金額を除く。）の百分の三十二に相当する金額は、当該事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の規定は、同項に規定する法人が当該事業年度においてその組合員その他これに準ずる

ものとして政令で定める者（以下この項において「組合員等」という。）以外の者にその事

業を利用させた場合において、当該組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度に

おける当該組合員等の事業の利用分量の額の百分の二十（政令で定める事業については、政

令で定める割合）を超えるときは、当該法人が当該事業年度において前項に規定する留保した

金額として政令で定めるところにより計算した金額については、適用しない。

３ 　第一項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年

度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度に係る配当その他剰余金の処分

により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、

その超える金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で

定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の規定は、法人税法第七十四条第一項の規定による申告書（当該申告書に係る期限後

申告書を含む。次項において同じ。）に第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金

算入に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書にその損金の額に算入される金額の計算に

関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提

出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があ

ると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項

の規定を適用することができる。

６ 　前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他

同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第四節の二　認定農業生産法人等の課税の特例

（農業経営基盤強化準備金）

第六十一条の二 　青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定

する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法

人（以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。）、農業経営基盤強化促進

法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程（第三項におい

て「特定農用地利用規程」という。）に定める同条第四項に規定する特定農業法人（認定農

業生産法人を除く。）又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

第二条第二項第一号ロに掲げるもの（第三項において「認定農業生産法人等」という。）に



該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間（以下この

項において「指定期間」という。）内の日を含む各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清

算中の各事業年度を除く。）の指定期間内において、同法第三条第一項又は第四条第一項に規

定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金（以下この

項において「交付金等」という。）の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第

十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画（第

三項において「認定計画等」という。）の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化（同法

第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化するこ

とをいう。以下この項において同じ。）に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のう

ちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積

み立てたとき（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み

立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。）は、当該積み立て

た金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令

で定める金額

二 　当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

２ 　前項の規定の適用を受けた法人（第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを

含む。）の各事業年度終了の日において、前事業年度（当該各事業年度開始の日の前日を含む

事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項にお

いて「前事業年度等」という。）から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額（当該各

事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人

の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額（以下この項におい

て「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。）がある場合には当該連結農業経営基盤

強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額

に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第三項の規定により益金の

額に算入された金額を含む。）又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の

額に算入された金額（同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある

場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうちにその積み

立てられた事業年度（連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた

連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。）終了の日の翌日から五年を経過した

ものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過

した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

３ 　第一項の農業経営基盤強化準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四

第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。）を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合

（当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。）に該当することとなつた場

合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年

度（第四号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算

上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規

定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金

額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるも

のとする。



一 　認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合　その該当しないこととなつた日にお

ける農業経営基盤強化準備金の金額

二 　認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場

合（当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である

場合を除く。）　その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額

三 　特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が

経過した場合（当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産

法人である場合を除く。）　その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額

四 　当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合　その合併直前における農業経営基盤強

化準備金の金額

五 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における農業経営基盤

強化準備金の金額

六 　前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額

を取り崩した場合　その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取

り崩した金額に相当する金額

４ 　第一項の農業経営基盤強化準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四

第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。）を積み立てている法人が青色申告書の提出の承

認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その

承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日（その届出書の

提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日）に

おける農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度

から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度（当該事業年度開始

の日以後二年を経過した日の前日（以下この項において「二年経過日」という。）を含む事業

年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日まで

の間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度）までの各事業年度の所

得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金

の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

５ 　第一項の農業経営基盤強化準備金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四

第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。）を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事

業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年

度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出でき

る者でないとき（青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる

旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出

できる者でないこととなつた場合を含む。）は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤

強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合にお

いては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。

６ 　第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

７ 　第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備

金（連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金

を含む。）を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合（第六十八条の

六十四第六項前段に規定する場合を除く。）について準用する。この場合において、第五十五

条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項におい



て準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一

条の二第一項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十

八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条

の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」と

あるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み

替えるものとする。

８ 　第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

（農用地等を取得した場合の課税の特例）

第六十一条の三 　前条第一項の農業経営基盤強化準備金（連結事業年度において積み立てた第

六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。）の金額（前条第四項又は第五

項の規定の適用を受けるものを除く。）を有する法人（同条第一項の規定の適用を受けること

ができる法人を含む。）が、各事業年度において、同条第一項に規定する認定計画等の定める

ところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地（当該農用地

に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。）の取得（贈与、交換、出資又は適格事後設立

によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項

において同じ。）をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用

の機械その他の減価償却資産（以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」とい

う。）の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特

定農業用機械等（以下この項及び第五項において「農用地等」という。）を当該法人の農業の

用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の

金額（以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理によ

り減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業

年度の確定した決算（法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつ

ては、同項に規定する期間に係る決算。以下第八節までにおいて同じ。）において積立金とし

て積み立てる方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として

積み立てる方法を含む。）により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金

額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　次に掲げる金額の合計額

イ　前事業年度等（前条第二項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同

じ。）から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額（第六十八条の六十

四第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り

越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日

までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額（第六十八条の六

十四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には

当該金額を控除した金額とする。）のうち、当該事業年度において前条第二項又は第三項

の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する

金額

ロ　当該事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農

業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額

二 　当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額



２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定に

より損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書

等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添

付がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その

記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載を

した書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の

規定を適用することができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第五十三条第一項各号に掲げる

規定（第四十六条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五

十二条の三の規定を除く。）は、適用しない。

５ 　第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合

における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

　　　　第四節の三　交際費等の課税の特例

（交際費等の損金不算入）

第六十一条の四 　法人が平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始す

る各事業年度（清算中の各事業年度を除く。）において支出する交際費等の額（当該事業年

度終了の日における資本金の額又は出資金の額（資本又は出資を有しない法人その他政令で

定める法人にあつては、政令で定める金額）が一億円以下である法人については、当該交際費

等の額のうち次に掲げる金額の合計額）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に

算入しない。

一 　当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計

算した金額（次号において「定額控除限度額」という。）に達するまでの金額の百分の十に

相当する金額

二 　当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額

２ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

３ 　第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意

先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する

行為（第二号において「接待等」という。）のために支出するもの（次に掲げる費用のいずれ

かに該当するものを除く。）をいう。

一 　専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

二 　飲食その他これに類する行為のために要する費用（専ら当該法人の法人税法第二条第十

五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するも

のを除く。）であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した

金額が政令で定める金額以下の費用

三 　前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

４ 　前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

　　　　第五節　使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例



（使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例）

第六十二条 　法人（法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同

じ。）は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年

四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該

法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散（合併による解散を除

く。）をした場合における清算所得（当該法人が同法第九十二条第一項に規定する内国普通

法人等である場合の清算所得に限る。）に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第

三項まで（これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含

む。）、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四

十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第

四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三

条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定に

かかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の

四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

２ 　前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出（贈与、供与その他これらに

類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。）のう

ち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由（以下

この条において「相手方の氏名等」という。）を当該法人の帳簿書類に記載していないもの

（資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの（当該支出に係る金銭又は金銭

以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。）であることが明

らかなものを除く。）をいう。

３ 　税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記

載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘

匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含

めないことができる。

４ 　第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支

出については、適用しない。

一 　公益法人等（法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。）又は人格のない社団

等（国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。）　収益事業（同条第十三号に規定

する収益事業をいう。以下この項において同じ。）

二 　外国法人（人格のない社団等を除く。）　国内において行う事業（当該外国法人が法人税

法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国

内源泉所得に係る事業に限る。）

三 　外国法人（前号に掲げるものを除く。）　国内において行う収益事業（当該外国法人が法

人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定め

る国内源泉所得に係る収益事業に限る。）

５ 　法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期

その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

６ 　第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」

とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項（使途秘匿金の支出がある場合の課税の特



例）」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条

第一項」とする。

二 　第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで

の規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六

第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二

項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに

第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」

とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の

十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項

及び第五項並びに第六十二条第一項」とする。

７ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に

関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

８ 　第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、そ

の相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条（同法第百五十五条において準用する場合

を含む。）の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。

第六十二条の二 　削除

　　　　第五節の二　土地の譲渡等がある場合の特別税率

（土地の譲渡等がある場合の特別税率）

第六十二条の三 　法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所

得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から

第三項まで（これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を

含む。）、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第

四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、

第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第

六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、こ

れらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等（次条第一項の規定の適用があ

るものを除く。）に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。

２ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　土地の譲渡等　次に掲げる行為をいう。

イ　土地（国内にあるものに限る。以下この号において同じ。）又は土地の上に存する権利

（以下この節において「土地等」という。）の譲渡（適格現物出資又は適格事後設立によ

る土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。）

（１）　合併（適格合併を除く。）又は分割（適格分割を除く。）による土地等の移転

（２）　地上権又は賃借権の設定その他契約により他人（連結法人との間に連結完全支配

関係がある他の連結法人を含む。）に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの

（３）　土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土

地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの

ロ　その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資（当該株式又は出

資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。）の譲渡（適格現物



出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併（適格合併を除く。）又は分割

（適格分割を除く。）による移転を含む。）で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定

めるもの

（１）　資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六

十七条の十四第一項第一号ロ（１）若しくは（２）に掲げるもの又は同号ロ（３）若

しくは（４）に掲げるもの（同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除

く。）に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定

する特定出資

（２）　投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつ

て、第六十七条の十五第一項第一号ロ（１）又は（２）に掲げるもの（同項第二号ニに

規定する同族会社に該当するものを除く。）に該当するものの同法第二条第十四項に

規定する投資口

（３）　法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託で

あつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの（同項第二号

イに規定する同族会社に該当するものを除く。）の受益権

（４）　法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつ

て、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの（同項第二号イに

規定する同族会社に該当するものを除く。）の受益権

ハ　清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定

二 　譲渡利益金額　当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算し

た金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した

経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

３ 　第一項の規定は、土地等の譲渡（適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除く

ものとし、前項第一号イ（１）及び（２）に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。）

のうち、棚卸資産（その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用

に供されたものとして政令で定めるものを除く。）の譲渡で政令で定めるものに該当するも

のについては、適用しない。

４ 　第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その

有する土地等（棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。）

の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつ

き財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。

一 　国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの

二 　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅

の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに

対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認

められるもの（土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除

く。）

三 　土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの（前二号に掲げ

る譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。）

四 　都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡

に係る土地等が当該事業の用に供されるもの（前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地

等の譲渡に該当するものを除く。）



五 　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行

者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの（第一号

から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。）

六 　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する

防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画（当該認定建替

計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることそ

の他の政令で定める要件を満たすものに限る。）に係る建築物の建替えを行う事業の同法第

七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該

事業の用に供されるもの（第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲

渡に該当するものを除く。）

七 　都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業

（当該認定計画に定められた建築物（その建築面積が財務省令で定める面積以上であるも

のに限る。）の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール

以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。）の同法第二十三条に規

定する認定事業者（当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土

地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。）に対する土地等

の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの（第二号から前号

までに掲げる譲渡に該当するものを除く。）

八 　都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市

再生整備事業（当該認定整備事業計画に定められた建築物（その建築面積が財務省令で定

める面積以上であるものに限る。）の建築がされること、その事業の施行される土地の区域

の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限

る。）の同法第六十五条に規定する認定整備事業者（当該認定整備事業計画に定めるところ

により当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政

法人都市再生機構を含む。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再

生整備事業の用に供されるもの（第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除

く。）

九 　マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項

若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業

（同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同

じ。）の施行者（同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同

じ。）に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政

令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が

当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等

（同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。）の譲渡で、これらの譲

渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの（前三号に掲げる譲渡

に該当するものを除く。）

十 　建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業（当該事業の施行され

る土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満た

すものに限る。）を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のう

ち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供さ



れるもの（第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該

当するものを除く。）

十一 　地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対す

る第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある

土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの（第六号から前号ま

で、次号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。）

十二 　一団の宅地の造成（次に掲げる要件を満たすものに限る。）を行う個人（都市計画法第

四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継（以下この号において

「開発許可に基づく地位の承継」という。）があつた場合には当該開発許可に基づく地位の

承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当

該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しく

は包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受

遺者とする。第七項において同じ。）又は法人（開発許可に基づく地位の承継があつた場合

には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づ

く地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関

する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により

消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する

事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした

法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該

譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの（第一号、第二号若しくは第六号

から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。）

イ　当該一団の宅地の面積が千平方メートル（都市計画法第七条第一項の市街化調整区域

と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令

で定める面積）以上のものであること。

ロ　当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規

定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに

限る。以下この項において「開発許可」という。）又は土地区画整理法第四条第一項 、第

十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、か

つ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。

ハ　当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造

成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たす

ものであること。

十三 　大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定及び

開発許可を受けて一団の宅地の造成（同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業と

して行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。）を行う個人（同法第十三条

に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する

開発許可に基づく地位の承継（以下この号において「認定等に基づく地位の承継」とい

う。）があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当

該認定等に基づく地位の承継をした個人。第七項において同じ。）又は法人（認定等に基づ

く地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法

人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第七項において同じ。）に対する土地等



の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの（第一号、第二号又

は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

十四 　開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地（次に掲げる要件を満たすもの

に限る。）の造成を行う個人（都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可

に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の

承継をした個人。第七項において同じ。）又は法人（同法第四十四条又は第四十五条に規定

する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又

は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡

に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの（第六号から第八号まで又は第十二号

に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

イ　当該一団の宅地の面積が千平方メートル（開発許可を要する面積が千平方メートル未満

である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積）以上のものである

こと。

ロ　当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであ

ること。

十五 　その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団

の宅地（次に掲げる要件を満たすものに限る。）の造成を行う個人（当該造成を行う個人

の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造

成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において

同じ。）又は法人（当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引

き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人

又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継い

だ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分

割承継法人とする。第七項において同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地

等が当該一団の宅地の用に供されるもの（第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げ

る譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。）

イ　当該一団の宅地の面積が千平方メートル（政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積

にあつては、政令で定める面積）以上のものであること。

ロ　都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであるこ

と。

ハ　当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するもので

あることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、

当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。

十六 　一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅（それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限

る。）の建設を行う個人（当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継

した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当

該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。）又は法人（当該建設を行う

法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人

が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設

を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人

が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第

七項において同じ。）に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又



は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの（第六号から第九号まで、第十二号又は前二号

に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

イ　一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。

ロ　中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分（建物の区分所有等に

関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。）が十五以上の

ものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のもので

あることその他政令で定める要件を満たすものであること。

ハ　前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。

ニ　当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するもので

あることについて政令で定めるところにより都道府県知事（当該中高層の耐火共同住宅

でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長）の

認定を受けたものであること。

十七 　住宅又は中高層の耐火共同住宅（それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。）の建

設を行う個人又は法人に対する土地等（土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第

二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の

指定（仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指

定を含む。以下この号において同じ。）がされたものに限る。）の譲渡のうち、その譲渡が当

該指定の効力発生の日（同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始すること

ができる日が定められている場合には、その日）から三年を経過する日の属する年の十二月

三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた

土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの（第六号から第九号まで、

第十二号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

イ　住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面

積が政令で定める要件を満たすものであること。

ロ　中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすもので

あること。

ハ　住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合す

るものであると認められること。

５ 　前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有

する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡（その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期

間（住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令

で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第

七項及び第八項において「予定期間」という。）内に前項第十二号から第十七号までに掲げ

る土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるとこ

ろにより証明がされたものをいう。）に該当するときについて準用する。この場合において、前

項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明が

された」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と

読み替えるものとする。

６ 　第四項（前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。）の場合

において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する



土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規

定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

７ 　第五項の規定（連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項

の規定）の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から第十五号まで

の造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は

一部が予定期間内に同項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することと

なつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当すること

となつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定め

る書類を交付しなければならない。

８ 　第五項の規定（連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項

の規定）の適用を受けた土地等の譲渡（当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係

る被合併法人が第五項の規定（当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつ

ては、同条第五項の規定）の適用を受けた土地等の譲渡を含む。）の全部又は一部が予定期間

の末日において第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合に

は、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に

対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで（これらの規定を同法第百

二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。）、第九十九条並びに第百四十三

条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六

第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の

十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第

一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額

に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額

として政令で定める金額を加算した金額とする。

９ 　法人が土地等の譲渡（第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡（第六十八条の六

十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。）を除く。）をした場合（第六

十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併

法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等（これらの規定に規定する適格合併等をい

う。）に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定す

る特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。）における第一

項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四

条から第六十五条の五まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金

の額に算入された金額（第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額があ

る場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。）がある

ときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものと

し、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで（これらの規定を第六

十五条第三項において準用する場合を含む。）、第六十五条の七第四項（第六十五条の八第十

四項において準用する場合を含む。）、第六十五条の七第十二項（第六十五条の八第十五項に

おいて準用する場合を含む。）、第六十五条の八第九項から第十三項まで、第六十五条の十二

第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の

額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額

に加算するものとする。



１０ 　第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書（同法第二条第三

十九号に規定する修正申告書を除く。）に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当

該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項

を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

１１ 　第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」

とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項（土地の譲渡等がある場合

の特別税率）」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第

六十二条の三第一項又は第八項」とする。

二 　第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで

の規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六

第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二

項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに

第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」と

あるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一

第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び

第五項並びに第六十二条の三」とする。

１２ 　前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関す

る法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。

１３ 　第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした

土地の譲渡等については、適用しない。

（短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率）

第六十三条 　法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事

業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第

一項から第三項まで（これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものと

する場合を含む。）、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四

第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条

の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項

及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規

定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡

等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。

２ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　短期所有に係る土地の譲渡等　前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法

人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等（他の者（当該法人との間に連結

完全支配関係がある他の連結法人を含む。）から取得をしたものに限る。）で所有期間（そ

の取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期

間とする。）が五年以下であるもの（当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得を

したものを含む。）の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。



二 　譲渡利益金額　当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等

のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を

控除した金額をいう。

３ 　第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該

当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

一 　国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの

（第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

二 　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅

の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに

対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認

められるもの（政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が

千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものと

し、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除

く。）

三 　土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの（当該収用換地

等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方

メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号

に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

四 　都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規定する都市計画区域内にお

いて行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において

「開発許可」という。）を受けた法人（開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。）が

造成した一団の宅地（その面積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の

当該法人による譲渡で、次に掲げる要件（当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合に

は、イ及びロに掲げる要件）に該当するもの

イ　当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下

であること。

ロ　当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。

ハ　当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。

五 　その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地（そ

の面積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次

に掲げる要件（当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要

件）に該当するもの

イ　当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令

で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の

内容に適合していること。

ロ　当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

六 　法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅

（その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところに

より都道府県知事の認定を受けたものに限る。）の敷地の用に供された一団の宅地（その面

積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号

イ及びハに掲げる要件に該当するもの（前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）



七 　次に掲げる一団の宅地（その面積が千平方メートル未満のものに限る。）の全部又は一部

の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として

政令で定める金額以下であるもの

イ　当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであるこ

とについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長（その造成が開発許可

を受けたものである場合には、当該許可をした者）の認定を受けたもの

ロ　一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法

により新築した住宅（その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて

政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。）の

敷地の用に供されたもの（イに掲げる宅地に該当するものを除く。）

八 　宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等

（住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。）の譲渡でその取得後政

令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける

行為に類するものとして政令で定めるもの

九 　不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第五項に規定する不動産特定

共同事業者である法人の行う土地等の譲渡（同条第三項に規定する不動産特定共同事業契

約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。）

十 　土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附

に該当するもの

４ 　前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡（前項の

規定に該当する土地等の譲渡を除く。）をした場合において、第一項の規定を適用するときに

ついて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六

十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項（第六十五条の八第十四項において準用する

場合を含む。）、第六十五条の七第十二項（第六十五条の八第十五項において準用する場合を

含む。）、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは

「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。

５ 　第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同

項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項（土地の譲渡等がある場合の特別税

率）」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項（短期所有に係る土地の譲渡等がある

場合の特別税率）」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるの

は「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並び

に第六十三条」と読み替えるものとする。

６ 　第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その

他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

７ 　第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした短

期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

　　　　第六節　資産の譲渡の場合の課税の特例

　　　　　第一款　収用等の場合の課税の特例

（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）



第六十四条 　法人（清算中の法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の

二において同じ。）の有する資産（棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び

第六十五条の二において同じ。）で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当す

ることとなつた場合（第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。）において、当該法人

が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額（当該資産の譲渡（消滅及び価値の減少を

含む。以下この款において同じ。）に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金

の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおい

て同じ。）の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処

分、権利変換、買収又は消滅（以下この款において「収用等」という。）のあつた日を含む事

業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産

として政令で定めるもの（以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。）の取得（所

有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十五条までにおいて

同じ。）をし、当該代替資産につき、その取得価額（その額が当該補償金、対価又は清算金の額

（既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額）を超える場合に

は、その超える金額を控除した金額。次条第九項において同じ。）に、補償金、対価若しくは清算

金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若し

くは清算金の額に対する割合（次条において「差益割合」という。）を乗じて計算した金額

（以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金

経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を

当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（当該事業年度の決算の

確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理した

ときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。

一 　資産が土地収用法等（第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等をいう。以下こ

の条及び第六十五条において同じ。）の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合

（政令で定める場合に該当する場合を除く。）

二 　資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されること

となる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき（政令で定める場合に該

当する場合を除く。）。

三 　土地又は土地の上に存する権利（以下この款において「土地等」という。）につき土地区

画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関

する特別措置法（以下第六十五条の四までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」とい

う。）による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土

地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第

九十四条（大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七

条において準用する場合を含む。）の規定による清算金（土地区画整理法第九十条（大都

市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用

する場合を含む。）の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分

を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条

第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の

一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設

住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。）又は土地改



良法第五十四条の二第四項（同法第八十九条の二第十項 、第九十六条及び第九十六条の四

において準用する場合を含む。）に規定する清算金（同法第五十三条の二の二第一項（同

法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。）

の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその

部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定

められなかつたことにより支払われるものを除く。）を取得するとき（政令で定める場合

に該当する場合を除く。）。

三の二 　資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、

当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金（同法第七十九条第三

項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により

施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払

われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる

場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。）を取得す

るとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

三の三 　資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区

整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条

の規定による補償金（同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与

えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与え

られないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第

二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出

に基づき支払われるものに限る。）を取得するとき（政令で定める場合に該当する場合を除

く。）。

三の四 　土地等が都市計画法第五十二条の四第一項（同法第五十七条の五及び密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含

む。）又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合

（第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。）

三の五 　土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償

金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきも

のとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。

三の六 　国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住する

ため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅

経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合

四 　土地等が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合

五 　資産が土地収用法等の規定により収用された場合（第二号の規定に該当する買取りがあ

つた場合を含む。）において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又

は対価を取得するとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

六 　資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換を

することのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による

補償金を取得する場合（政令で定める場合に該当する場合を除く。）

六の二 　資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条



の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合（政令で定

める場合に該当する場合を除く。）

七 　国若しくは地方公共団体（その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。）が行い、若

しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有

水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う

漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を

採掘し、又は採取する権利を含む。）の消滅（これらの権利の価値の減少を含む。）により、

補償金又は対価を取得する場合

八 　前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは

漁業法第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う

資産の買取り若しくは消滅（価値の減少を含む。）により、又はこれらの規定に基づき行う

買収の処分により補償金又は対価を取得する場合

２ 　法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の

適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同

号に規定する土地の上にある資産（同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償す

るものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部

分）について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二

号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみ

なす。

一 　土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合（土地等につい

て使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合にお

いて、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。）において、当該使用

に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき

（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

二 　土地等が前項第一号から第三号の三まで、前号若しくは第六十五条第一項第二号若しくは

第三号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収

用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつ

た場合又は前項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特

別措置法第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の

上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資

産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき（政

令で定める場合に該当する場合を除く。）。

３ 　第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを

問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料そ

の他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。

４ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に

関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に

関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その

記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載を

した書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の

規定を適用することができる。



６ 　第一項の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定（第四十

六条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の

規定を除く。）は、適用しない。

７ 　第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合

には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該

代替資産の取得価額に算入しない。

８ 　法人（その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当

することとなつた場合（第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に

規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む

ものとし、第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。）における当該法人に限る。）が

収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立

（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分社型分割等」

という。）を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相

当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に

代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資

法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限

度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相

当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

９ 　第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。

１０ 　第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二

月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税

地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１１ 　適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項において「適格合併

等」という。）により第一項又は第八項の規定の適用を受けた代替資産（連結事業年度にお

いて第六十八条の七十第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替

資産を含む。）の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人

が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係

る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に

算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

１２ 　第四項から第七項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項及び第八項の規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。

（収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例）

第六十四条の二 　法人の有する資産で前条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合

に該当することとなつた場合（同条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同

項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた

場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。）におい

て、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度（解散の日を含む事業年度及び被合併法人

の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む事業年度を除く。）終了の日の翌日から収用等

のあつた日以後二年を経過する日までの期間（当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了

しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情

があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合



には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この

項及び第四項において「指定期間」という。）内に補償金、対価又は清算金の額（当該収用等

のあつた日を含む事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額を

もつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条におい

て同じ。）の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき

（当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が

指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次

条第三項において同じ。）は、当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てよ

うとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を当該収用等のあつた日を含む事業年度

の確定した決算において特別勘定を設ける方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余

金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときに限り、その経理

した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　法人（その法人の有する資産で前条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に

該当することとなつた場合における当該法人に限る。）が収用等のあつた日を含む事業年度

において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限

る。以下この条において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該適格分社

型分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。

以下この条において同じ。）において当該適格分社型分割等の日から収用等のあつた日以後

二年を経過する日までの期間（当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工

場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該

分割承継法人等が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める

ときは、当該代替資産については、当該適格分社型分割等の日から政令で定める日までの期

間）内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取

得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人等におい

て当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内

で前項の特別勘定に相当するもの（以下この条において「期中特別勘定」という。）を設け

たときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額

の計算上、損金の額に算入する。

３ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以

内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務

署長に提出した場合に限り、適用する。

４ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項及び第六項におい

て「適格合併等」という。）を行つた場合（第六十八条の七十一第五項に規定する場合を除

く。）には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は

期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は

被事後設立法人（以下この条において「合併法人等」という。）に引き継ぐものとする。

一 　適格合併　当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額（連結事業年度にお

いて設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に

算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した

金額とする。以下この条において同じ。）

二 　適格分割型分割　当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち

当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金



の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合

における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額

に相当する金額

三 　適格分社型分割等　当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額

のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに補償金、対価

又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込

まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計

算した金額に相当する金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

５ 　前項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項

の特別勘定を含む。）を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下こ

の項において「適格分割等」という。）を行つたもの（当該特別勘定及び期中特別勘定の双方

を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の

金額のみを引き継ぐものを除く。）にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分

割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金

額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に

限り、適用する。

６ 　第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額（当該合併法人等の適

格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項

の規定により設けている特別勘定の金額）とみなす。

７ 　前条第一項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十一

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が、第一項に規定する指定期間（当該特別勘定

の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で

定める場合には、第二項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指

定期間」という。）内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするもの

の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この

場合において、前条第一項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の

取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。

８ 　前条第八項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十一

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該

法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額

で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の

取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人等に移転するときについ

て準用する。この場合において、前条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とある

のは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるもの

とする。

９ 　前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を

乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額

の計算上、益金の額に算入する。

１０ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人の

うち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する



他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定す

る連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度

終了の時に第一項の特別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有している

ときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１１ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法

人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等（以下この項において「非適格株

式交換等」という。）を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特

別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有しているときは、当該特別勘定の

金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。

１２ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が次の各号に掲げる場合（第四項の規定により合併法人等に当

該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各

号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第四号に掲げる場合にあ

つては、その合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り

崩した場合　当該取り崩した金額

二 　指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合　当該特別勘

定の金額

三 　指定期間内に解散した場合（合併により解散した場合を除く。）において、第一項の特別

勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

四 　指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定

の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

１３ 　前条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第七項の規定により損金の額に算入する場合

について準用する。

１４ 　前条第六項及び第七項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産について準

用する。

１５ 　前条第十項の規定は、第八項の規定を適用する場合について準用する。

１６ 　前条第十一項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産（連結事業年度にお

いて第六十八条の七十一第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産を含む。）について準用

する。

１７ 　第十二項から前項までに定めるもののほか、第一項から第十一項までの規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

第六十五条 　法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当する

こととなつた場合（当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金（以下この

条において「補償金等」という。）又は保留地の対価（中心市街地の活性化に関する法律第十

六条第一項 、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項 、大都

市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の



再配置の促進に関する法律第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合における

当該保留地の対価をいう。次項において同じ。）を取得した場合を含む。）において、当該法人

が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換（以下次条までにおいて

「換地処分等」という。）により取得した資産（以下この条において「交換取得資産」とい

う。）につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の

帳簿価額を控除した残額（第五項において「圧縮限度額」という。）の範囲内で当該交換取

得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当

該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合（第六十四条第一項第二号又は

第三号の六の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。）において、当該資産と同種の資

産として政令で定めるものを取得するとき。

二 　土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十

三条の二第一項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を

取得するとき。

三 　土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整

理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備

事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理

法第九十三条第一項 、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築

物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施

設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅

若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。

四 　資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該

資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはそ

の共有持分若しくは地上権の共有持分（当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項の

規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地

又は施設建築物に関する権利）を取得するとき、又は資産が同法による第二種市街地再開

発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一

第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付（当該給付が同

法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められ

たものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付）を受ける権利を

取得するとき。

五 　資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備

事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取

得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個

別利用区内の宅地若しくはその使用収益権（当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五

条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたもの

である場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内

の宅地に関する権利）を取得するとき。

六 　資産（政令で定めるものに限る。）につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第

二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に

係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得



する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権（同項第十三号に規定する敷地利

用権をいう。）を取得するとき。

２ 　前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号に掲げる金額とする。

一 　交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合　帳簿価額から当該帳簿

価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところ

により計算した金額を控除した金額

二 　交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額をこえる場合において、その差額に相当する金

額を換地処分等に際して支出したとき。　帳簿価額にその支出した金額を加算した金額

三 　換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政

令で定めるところにより計算した金額がある場合　帳簿価額に当該計算した金額を加算した

金額

３ 　前二条の規定は、法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に

該当することとなつた場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等

を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する

見込であるときについて準用する。この場合において、第六十四条第一項中「補償金、対価若

しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、

対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の額（換地処分等により譲

渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したもの

として政令で定める金額を控除した金額）から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のう

ち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除し

た残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。

４ 　第六十四条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。こ

の場合において、同条第四項及び第五項中「確定申告書等」とあるのは、「確定申告書等（法

人税法第百二条第一項の規定による申告書及び当該申告書に係る期限後申告書を含む。）」

と読み替えるものとする。

５ 　法人（その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当

することとなつた場合における当該法人に限る。）が換地処分等のあつた日を含む事業年度

において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限

る。以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該

法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時ま

での間に取得をした交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資

法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係

る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金

額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

６ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以

内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の

所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

７ 　第一項第四号の規定の適用を受けた場合（連結事業年度において第六十八条の七十二第一

項（同号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けた場合を含む。）において、同号に規定する

権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき都市再開発法

第百四条第一項若しくは第百十八条の二十四（同法第百十八条の二十五の二第三項の規定



により読み替えて適用される場合を含む。）の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当

する金額（次条第一項において「変換清算金」という。）の交付を受けることとなつたとき、

又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部（同号の施設建築物に関する権利を含む。）若

しくは建築施設の部分（同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。）を取得

したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け

希望の申出の撤回があつたとき（同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項

の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。）は、その受けるこ

ととなつた日又は取得した日若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百

十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものと

みなされる日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又

は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二

条又は前各項の規定を適用する。

８ 　第一項第五号の規定の適用を受けた場合（連結事業年度において第六十八条の七十二第一

項（同号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けた場合を含む。）において、同号に規定す

る防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しく

は地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地

における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定

する差額に相当する金額（次条第一項において「防災変換清算金」という。）の交付を受ける

こととなつたとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部（同号の防災施設建築

物に関する権利を含む。）を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日にお

いて、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定す

る権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項か

ら第六項までの規定を適用する。

９ 　第一項第六号の規定の適用を受けた場合（連結事業年度において第六十八条の七十二第一

項（同号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けた場合を含む。）において、同号の施行再

建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利

を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等によ

る譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。

１０ 　第六十四条第六項及び第七項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた

資産について準用する。

１１ 　第六十四条第十一項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産（連

結事業年度において第六十八条の七十二第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産

を含む。）について準用する。

１２ 　第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第一項第六号に規定する権利変換の時に

おいて当該権利変換により譲渡した資産（同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。）

の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合に

おける当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第三項、第

五項又は第七項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（収用換地等の場合の所得の特別控除）

第六十五条の二 　法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第

二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合（第六十四条第二項の規定



により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収

用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出

の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第四号に規定する建築施設の部分

の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。）にお

いて、当該法人が収用等又は換地処分等（以下この条において「収用換地等」という。）によ

り取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金（変換清算金及び防災変換

清算金を含む。）（以下この条において「補償金等」という。）の額又は資産（以下この条に

おいて「交換取得資産」という。）の価額（当該収用換地等により取得した交換取得資産の価

額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する

金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額）

が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該

補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合

計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等によ

り譲渡した資産（前条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等によ

り譲渡した資産については、当該資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応

する部分として政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。）のいずれについて

も第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円

（当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資

産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に

算入する金額（第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入し

た金額を含む。）があるときは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡

の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　法人の有する資産で前条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該

当することとなつた場合（同条第七項の規定により同条第一項第四号に規定する資産につき

収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び同条第八項の規定により同条第一項第

五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。）にお

いて、当該法人が、同項第三号から第五号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産

とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡

直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計

算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で

定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同

一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から

前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円（当該譲渡の日

の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、

前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額（第

六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。）

があるときは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年

度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

３ 　前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産につい

ては、適用しない。

一 　前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、

除去又は使用（以下この条において「買取り等」という。）の申出をする者（以下この条



において「公共事業施行者」という。）から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から

六月を経過した日（当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定に

よる仲裁の申請（同日以前にされたものに限る。）に基づき同法第十五条の十一第一項に

規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の

請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受け

なければならない場合若しくは同項第三号の規定による届出をする場合には、同日から政

令で定める期間を経過した日）までにされなかつた場合　当該資産

二 　一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以

上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。　当該資産のう

ち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

三 　前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出

を受けた者以外の法人からされた場合（当該申出を受けた者が法人である場合には、当該

法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当

するときを除く。）　当該資産

イ　当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の

移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合

ロ　当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移

転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合

４ 　第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額

の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される

金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施

行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で

定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その

記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載を

した書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又

は第二項の規定を適用することができる。

６ 　公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があ

つたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の

施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならな

い。

７ 　法人が、第六十四条の二第十項から第十二項まで（これらの規定を前条第三項において準用

する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定に該当することとなつた場合において、

第六十四条の二第十項若しくは第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号に

定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度（その事業年度が連結事業年度に該

当する場合には、当該連結事業年度）のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡

した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額（当該収用換地等のあつた日を含む事業

年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額）が

ないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十四条第一項（第六十四条の二第七

項又は前条第三項において準用する場合を含む。）、第六十四条第八項（第六十四条の二第八

項又は前条第三項において準用する場合を含む。）又は前条第一項若しくは第五項の規定（第

六十八条の七十第一項（第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において



準用する場合を含む。）、第六十八条の七十第七項（第六十八条の七十一第九項又は第六十八

条の七十二第三項において準用する場合を含む。）又は第六十八条の七十二第一項若しくは

第五項の規定を含む。）の適用を受けていないときは、第六十四条の二第十項から第十二項ま

での規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円（当該収用換地等のあつた

日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産

の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算

入する金額（第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入し

た金額を含む。）があるときは、当該金額を控除した金額）とのうちいずれか低い金額をその

該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

８ 　第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用す

る。

９ 　第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入

された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定

に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

１０ 　第三項から第六項まで、第八項及び前項に定めるもののほか、第一項、第二項又は第七項の

規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　　第二款　特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除

（特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除）

第六十五条の三 　法人（清算中の法人を除く。以下この款において同じ。）の有する土地又は土

地の上に存する権利（棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」とい

う。）が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に

該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産（以下この項において

「交換取得資産」という。）の価額（当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡

した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出

したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額）が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の

帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るもの

として政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業

年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても

第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の

適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円（当該譲渡の日の属する年における

譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額

に算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額

に算入した金額を含む。）があるときは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を

当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法に

よる土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発

法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する

法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設

又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者（地方公共団体



の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。）に買い取られる場合（第六十四条第一項第

三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。）

二 　都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する

事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市

再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合

二の二 　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の

都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、

当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百

三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合

三 　古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項 、都市緑地法第十七条

第一項若しくは第三項 、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項 、航空法第

四十九条第四項（同法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。）、防衛施設周

辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項若しくは公共用飛行場周辺における航空

機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定によ

り買い取られる場合（都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政

令で定める場合に限る。）又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場

合

四 　文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百

九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法

第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法

第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共

団体（その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。）に買い取られる場合（当該重要文

化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が

独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含む

ものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。）

五 　森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内

の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に

規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合

六 　防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一

項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一

項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団

移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合（第六十四条第一項第二号の

規定の適用がある場合を除く。）

２ 　法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、

これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわた

つて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年にお

いて行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

３ 　法人の有する土地等につき、一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するため

に、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当

該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。

一 　適格合併に係る被合併法人　当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を

受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り



二 　適格分割に係る分割法人　当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転

を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

三 　適格現物出資に係る現物出資法人　当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

四 　適格事後設立に係る事後設立法人　当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

４ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に

関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に

関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつ

たことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その

記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載を

した書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の

規定を適用することができる。

６ 　第一項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに

係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所

轄税務署長に提出しなければならない。

７ 　第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税

法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の

金額に含まれるものとする。

８ 　第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額

の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除）

第六十五条の四 　法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合に

おいて、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額

又は資産（以下この項において「交換取得資産」という。）の価額（当該譲渡により取得した

交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当す

る金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額）が、当

該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対

価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を

超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとな

つた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十

一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円

（当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額に

つき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十八条の

七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。）があるときは、当該金額を控除

した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金

の額に算入する。

一 　地方公共団体（その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号にお

いて同じ。）、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空

港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を



目的とする事業（政令で定める事業を除く。）の用に供するためにこれらの者に買い取ら

れる場合（第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条

第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

二 　第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用（同項第二号の買取り及

び同条第二項第一号の使用を含む。）を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で

定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第

六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取

られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体

に買い取られる場合（第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第

一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。）

三 　一団の宅地の造成に関する事業（次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもの

で政令で定めるものに限る。）又は一団の住宅建設に関する事業（次のハ及びニに掲げる

要件を満たすもので政令で定めるものに限る。）の用に供するために、平成六年一月一日か

ら平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合（当該事業により造成され、又

は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、

当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであ

る場合には政令で定める場合に限る。）

イ　当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規

定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに

限る。）を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘク

タール以上のものであること（当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するため

に土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの（以下この号において「優先分譲宅

地」という。）がある場合（政令で定める場合に限る。）には、その一団の土地の面積の

うちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団

の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のもので

あること。）その他政令で定める要件を満たすものであること。

ロ　当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもの

であり、かつ、その造成に係る一団の土地（当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に

規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行

地区内にある一団の土地に限る。）の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政

令で定める要件を満たすものであること。

ハ　当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行

われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであ

ること（当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られ

る者に対し分譲されるもの（以下この号において「優先分譲住宅」という。）がある場合

には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十

パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を

控除した戸数が五十戸以上のものであること。）その他政令で定める要件を満たすもの

であること。

ニ　当該造成される宅地（優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの）又は当

該建設される住宅（優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの）の分譲が公

募の方法により行われるものであること。



四 　公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公

社又は政令で定める法人に買い取られる場合（第六十四条第一項第二号又は前条第一項各

号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

五 　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特

別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合

六 　公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二

項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計

画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合（第六十四条第一項第

二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

七 　地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿

道整備推進機構（政令で定めるものに限る。）が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路

の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建

築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条

の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取ら

れる場合（第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは

前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する

場合を除く。）

八 　地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一

項に規定する防災街区整備推進機構（政令で定めるものに限る。）が同法第二条第二号に

掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又

は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計

画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項

第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られ

る場合（第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前

条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場

合を除く。）

九 　地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市

街地整備推進機構（政令で定めるものに限る。）が同法第十六条第一項に規定する認定中

心市街地（以下この号において「認定中心市街地」という。）の整備のために同法第十二条

第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅

地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するた

めに、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合（第六十四

条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号

に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除

く。）

十 　地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構（政令で定めるもの

に限る。以下この号において同じ。）が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた

同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業（当該事業が当該景

観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるもの

に限る。）の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取

られる場合（第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一

号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）



十一 　地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進

法人（政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。）が同法第四十六条第一項に規

定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業（当該事業が当該都市

再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われ

るものに限る。）の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これ

らの者に買い取られる場合（第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第

一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第

七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。）

十一の二 　地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四

条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人（政令で定めるものに限る。以下この号

において同じ。）が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規

定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事

業（当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地

方公共団体の管理の下に行われるものに限る。）の用に供するために、当該認定重点区域内

にある土地等が、これらの者に買い取られる場合（第六十四条第一項第二号若しくは第三

号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二

号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。）

十二 　国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づ

き、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に

関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供

するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるも

のに買い取られる場合

イ　当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の

面積が政令で定める面積以上であること。

ロ　当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施

行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。

十三 　次に掲げる事業（都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適

合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令

で定めるところにより証明がされたものに限る。）の用に供するために、地方公共団体の出

資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合

イ　中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受け

た高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業

ロ　中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街

地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業（同項

第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。）

ハ　食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第

二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業

十四 　農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項

第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに

規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の

用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公



共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件

に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合

十五 　地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人（以下この号において「特

定法人」という。）が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二

条第二項に規定する特定施設（同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除

く。）の整備の事業（当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に

基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省

令で定めるところにより証明がされたものに限る。）の用に供するために、地方公共団体又

は当該特定法人に買い取られる場合（第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項

第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

十六 　広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計

画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の

用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合

十七 　生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項

、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政

令で定める法人に買い取られる場合

十八 　国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地

等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合

十九 　国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関す

る事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する

事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基

づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体（その設立に係る団体で政

令で定めるものを含む。）に買い取られる場合

二十 　都市再開発法第七条の六第三項 、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項（大都市

地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。）若しくは地方拠点都市

地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（以下この号において「地方拠

点都市地域整備等促進法」という。）第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られ

る場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律（以下この号において「中心市

街地活性化法」という。）第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下この号において「高齢者移動等円滑化法」と

いう。）第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法によ

る特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画

整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中

心市街地活性化法第十六条第一項 、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項 、大都市地域住

宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一

項の保留地に対応する部分の譲渡（中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応す

る部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公

営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、中心市街地活性化法第十六条第一

項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する

都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等

円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設

置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める



者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がする

ものを除く。）があつたとき。

二十一 　土地区画整理法による土地区画整理事業（同法第三条第一項の規定によるものを除

く。）が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物（以下この号におい

て「建物等」という。）が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定め

る建物等に該当していることにより換地（当該土地の上に存する権利の目的となるべき土

地を含む。以下この号において同じ。）を定めることが困難であることにつき財務省令で定

めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により

換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき

（政令で定める場合に該当する場合を除く。）。

二十二 　土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規

定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換

により同法第七十五条の規定による補償金（当該法人（同条第一号に掲げる者に限る。）

がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政

令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。）を取得するとき又は当

該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求（当該

法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたもの

に限る。）により買い取られたとき。

二十三 　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定に

より管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場

合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣

が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定に

より天然記念物として指定された鳥獣（これに準ずる鳥を含む。）の生息地で国若しくは地

方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共

団体に買い取られる場合（第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に

該当する場合を除く。）

二十四 　自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条

第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域

内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同

法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定

した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全

地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指

定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地

区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われてい

る地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合

二十五 　農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整

備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内に

あるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する

農地保有合理化法人（当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場

合には、政令で定めるものに限る。）に買い取られる場合

２ 　法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号ま

で、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取り



が二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、こ

れらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外

の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

３ 　法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号

まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次

の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについて

は、同項の規定は、適用しない。

一 　適格合併に係る被合併法人　当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を

受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

二 　適格分割に係る分割法人　当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転

を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

三 　適格現物出資に係る現物出資法人　当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

四 　適格事後設立に係る事後設立法人　当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

４ 　前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項

の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

５ 　前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除）

第六十五条の五 　農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲

げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当すること

となつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産（以下この項において「交換取得資

産」という。）の価額（当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等

の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、

当該差額に相当する金額を控除した金額）が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と

当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令

で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年

度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第

六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適

用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円（当該譲渡の日の属する年における

譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に

算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額

に算入した金額を含む。）があるときは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を

当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせ

んにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令

で定める場合（前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。）

二 　農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土

地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積

計画の定めるところにより譲渡した場合（前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合

を除く。）



三 　農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土

地等（農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十

七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。）を農業経営基盤強化促進法第二十

七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当

該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡

した場合（前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。）

四 　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条

第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地

等（同法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限

る。）の譲渡（農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するため

のものを除く。）をした場合（前条第一項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を

除く。）

五 　林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定に

よる都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土

地の譲渡（林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。）

をした場合　

２ 　前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関

する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関

する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　第六十五条の三第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、準用す

る。

４ 　前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　　第三款　資産の譲渡に係る特別控除額の特例

（資産の譲渡に係る特別控除額の特例）

第六十五条の六 　法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年に

おけるその資産の譲渡につき第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三

第一項、第六十五条の四第一項又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、これ

らの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超

えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の

計算上、損金の額に算入しない。

　　　　　第四款　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

（特定の資産の買換えの場合の課税の特例）

第六十五条の七 　法人（清算中の法人を除く。以下この款において同じ。）が、昭和四十五年四月

一日から平成二十三年三月三十一日まで（次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつて

は、平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日まで）の期間（第九項において「対象期

間」という。）内に、その有する資産（棚卸資産を除く。以下この款において同じ。）で同表の

各号の上欄に掲げるもの（その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等（土

地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。）を除く。以下

この条において同じ。）の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当



該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした

資産（第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条に

おいて「買換資産」という。）を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用

（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第三項及び第九項に

おいて同じ。）に供したとき（当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除

く。）又は供する見込みであるとき（適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場

合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄

に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転

を受ける事業の用）に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項に

おいて同じ。）は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金

額の百分の八十に相当する金額（以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。）

の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えて

その圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる

方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方

法を含む。）により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当

該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

譲渡資産 買換資産



一　次に掲げる区域（政令で定める

区域を除く。以下この表において

「既成市街地等」という。）内にあ

る事務所若しくは事業所で政令で定

めるものとして使用されている建物

（その附属設備を含む。以下この表

において同じ。）又はその敷地の用

に供されている土地等で、平成三年

三月三十一日以前に当該法人により

取得がされたこれらの資産（平成十

四年一月一日以後に譲渡がされるも

のにあつては当該法人により取得が

された日から引き続き所有されてい

たこれらの資産のうち所有期間（そ

の取得がされた日の翌日からこれら

の資産の譲渡がされた日の属する年

の一月一日までの所有期間とする。

第十七号において同じ。）が十年を

超えるものとし、第五号の上欄に掲

げる資産にも該当するものを除

く。）

イ　首都圏整備法第二条第三項に規

定する既成市街地

ロ　近畿圏整備法第二条第三項に規

定する既成都市区域

ハ　イ又はロに掲げる区域に類する

ものとして政令で定める区域

既成市街地等以外の地域内（国内に限る。以下この表

において同じ。）にある次に掲げる資産

イ　土地等（農業又は林業の用に供されるものにあつ

ては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定めら

れた区域（以下この号、第五号及び第十一号において

「市街化区域」という。）以外の地域内にあるものに

限る。）

ロ　建物、構築物又は機械及び装置（農業又は林業の用

に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内

にあるものに限る。）



二　次に掲げる区域（既成市街地等

を除く。以下この号において「大気

汚染規制区域」という。）内にある

土地等、建物又は構築物で、大気汚染

防止法第二条第二項に規定するばい

煙発生施設（以下この号において

「ばい煙発生施設」という。）の移

転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの

（これらの資産のうち第五号の上欄

に掲げる資産にも該当するものを除

く。）

イ　大気汚染防止法第三条第三項の

規定により同条第一項の排出基準に

代えて適用すべき特別の排出基準が

定められている区域

ロ　大気汚染防止法第四条第一項の

規定により都道府県の条例で同法第

三条第一項の排出基準に代えて適用

すべき排出基準が定められている区

域

ハ　イ又はロに掲げる区域に類する

ものとして政令で定める区域

大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち

大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとし

て政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに

掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をさ

れるもの

三　騒音規制法第三条第一項の規定

により指定された地域（既成市街地

等を除く。以下この号において「騒

音規制地域」という。）内にある土

地等、建物又は構築物で、同法第二条

第一項に規定する特定施設（以下こ

の号において「騒音発生施設」とい

う。）の移転又は廃棄に伴い譲渡を

されるもの（これらの資産のうち第

五号の上欄に掲げる資産にも該当す

るものを除く。）

騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第

一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設

の設置に伴い取得をされるもの



四　次に掲げる施設の移転又は廃棄

に伴い譲渡をされる土地等、建物又

は構築物（これらの資産のうち既成

市街地等内にあるもの及び次号の上

欄に掲げる資産にも該当するものを

除く。）

イ　水質汚濁防止法第三条第三項の

規定により都道府県の条例で同条第

一項の排水基準に代えて適用すべき

排水基準が定められている同法第二

条第一項に規定する公共用水域（以

下この号において「水質汚濁規制水

域」という。）に水を排出する特定

施設（同条第二項に規定する特定施

設をいう。以下この号において同

じ。）

ロ　水質汚濁規制水域に水を排出す

る指定地域特定施設（水質汚濁防止

法第二条第三項に規定する指定地域

特定施設をいい、瀬戸内海環境保全

特別措置法第十二条の二の規定によ

り指定地域特定施設とみなされる施

設を含む。以下この号において同

じ。）

ハ　水質汚濁防止法第二条第一項に

規定する公共用水域に水を排出する

湖沼特定施設（湖沼水質保全特別措

置法第七条第一項に規定する湖沼特

定施設をいう。以下この号において

同じ。）又は当該公共用水域に湖沼

水質保全特別措置法第十五条第一項

に規定する湖沼の水質の汚濁の原因

となる物を排出する指定施設（同項

に規定する指定施設をいう。以下こ

の号において同じ。）で、同法第三条

第二項の規定に基づき指定された同

項の指定地域内にあるもの

既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又

はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖

沼特定施設又は指定施設（水質汚濁規制水域及び湖沼

水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定

された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁に

よる公害が生ずるおそれがないものとして政令で定め

る水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の

水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。）

の設置に伴い取得をされるもの

五　市街化区域又は既成市街地等の

地域内にある農業又は林業の用に供

される土地等、建物又は構築物

市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に

掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に

供されるもの

イ　土地等

ロ　建物、構築物又は機械及び装置



六　次に掲げる区域（以下この号に

おいて「航空機騒音障害区域」とい

う。）内にある土地等、建物又は構築

物

イ　特定空港周辺航空機騒音対策特

別措置法第四条第一項に規定する航

空機騒音障害防止特別地区

ロ　公共用飛行場周辺における航空

機騒音による障害の防止等に関する

法律第九条第一項に規定する第二種

区域

ハ　防衛施設周辺の生活環境の整備

等に関する法律第五条第一項に規定

する第二種区域

航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄

のイ又はロに掲げる資産

七　次に掲げる区域（以下第九号ま

でにおいて「誘致区域」という。）

以外の地域内にある土地等、建物又

は構築物

イ　首都圏の近郊整備地帯及び都市

開発区域の整備に関する法律第二条

第五項に規定する工業団地造成事業

により造成された敷地の区域

ロ　流通業務市街地の整備に関する

法律第四条第一項の規定による流通

業務地区

ハ　イ又はロに掲げる区域に類する

ものとして政令で定める区域

誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機

械及び装置（上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるも

のにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄の

ハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める

事業の用に、それぞれ供されるものに限る。）

八　農村地域工業等導入促進法第二

条第一項に規定する農村地域及び誘

致区域以外の地域内にある土地等、

建物又は構築物

農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により

同条第一項又は第二項の実施計画において定められた

工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲

げる資産（農業又は林業の用に供されるものを除

く。）

九　次に掲げる区域（以下この号に

おいて「都市開発区域等」とい

う。）及び誘致区域以外の地域内に

ある土地等、建物又は構築物

イ　首都圏整備法第二条第五項に規

定する都市開発区域（政令で定める

区域を除く。）

ロ　イに掲げる区域に類するものと

して政令で定める区域

都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲

げる資産（上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつ

ては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げ

る区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用

に、それぞれ供されるものに限る。）



十　既成市街地等及びこれに類する

区域として政令で定める区域内にあ

る土地等、建物又は構築物

上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに

掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資す

るものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施

策に従つて取得をされるもの（政令で定めるものを除

く。）

十一　市街化区域又は既成市街地等

の地域内にある土地等、建物又は構

築物で、当該土地等又は当該建物若

しくは構築物の敷地の用に供されて

いる土地等の上に建築面積が百五十

平方メートル以上で、かつ、地上階数

が四（政令で定める共同住宅にあつ

ては、三）以上の建物（以下この号

において「特定建物」という。）を

建築するために譲渡をされるもの

市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規

定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されて

いる土地等又はこれらの資産に係る構築物

十二　次に掲げる区域又は地区内に

ある土地等、建物又は構築物で、当該

土地等又は当該建物若しくは構築物

の敷地の用に供されている土地等の

上に地上階数四以上の中高層の耐火

建築物（以下この号において「中高

層耐火建築物」という。）の建築を

する政令で定める事業（以下この号

において「特定民間再開発事業」と

いう。）の用に供するために譲渡を

されるもの（当該特定民間再開発事

業の施行される土地の区域内にある

ものに限る。）

イ　既成市街地等

ロ　都市計画法第四条第一項に規定

する都市計画に都市再開発法第二条

の三第一項第二号に掲げる地区とし

て定められた地区その他これに類す

る地区として政令で定める地区（イ

に掲げる区域内にある地区を除

く。）

当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上

に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間

再開発事業の施行される地区（都市計画法第四条第一

項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一

項第二号に掲げる地区として定められた地区その他こ

れに類する地区として政令で定める地区に限る。）内

で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定

める事業の施行により当該地区内に建築された政令で

定める中高層の耐火建築物（これらの建築物の敷地の

用に供されている土地等を含む。）又はこれらの建築

物に係る構築物（当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡

をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該

中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困

難である特別な事情があるものとして政令で定める場

合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資

産で政令で定めるものを含む。）



十三　公的資金による住宅の建設と

併せて生活環境施設を整備すること

が必要であると認められる区域とし

て政令で定めるところにより都道府

県知事が指定した区域（既成市街地

等内又は人口の集中度がこれに類す

る区域として政令で定める区域内に

おいて指定されたものに限る。）内

にある木造の貸家住宅（その附属設

備を含む。）、当該住宅の敷地の用に

供されている土地等又はこれらの資

産に係る構築物で、当該指定した区

域内における生活環境施設の整備に

関する事業の用に供するため地方公

共団体、独立行政法人都市再生機構

又は地方住宅供給公社に対して譲渡

をされるもの

国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定め

るもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又

はこれらの資産に係る構築物



十四　次に掲げる区域（以下この号

において「農用地区域等」とい

う。）内にある土地等（農業経営基

盤強化促進法第二十三条第三項の認

定に係る同条第七項に規定する特定

農用地利用規程に定める同条第四項

の特定農業法人が譲渡をする場合に

あつては、当該特定農用地利用規程

に定められた同条第二項第二号に掲

げる農用地利用改善事業の実施区域

外にある土地等で政令で定めるとこ

ろにより譲渡をされるものに限

る。）又は当該土地等の譲渡に伴い

譲渡をされる果樹で当該土地等に生

立するもの

イ　農業振興地域の整備に関する法

律第八条第一項の農業振興地域整備

計画において同条第二項第一号の農

用地区域として定められている区域

ロ　沖縄県の区域のうち農業振興地

域の整備に関する法律第四条第一項

の農業振興地域整備基本方針におい

て農業振興地域として指定すること

を相当とする地域として定められて

いる地域（イに規定する農業振興地

域整備計画が定められたものを除

く。）内にある同法第三条の農用地

等の区域

農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定す

る勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当

該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得

をする農用地区域等内にある土地等（農業経営基盤強

化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に

規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特

定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農

用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる

農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。

以下この号において同じ。）、当該土地等の当該取得若

しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による

取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる

果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第

一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めると

ころにより取得をする農用地区域等にある土地等、農

業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定す

る勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内に

ある土地等（同条第二項に規定する特定農業法人が取

得をするものに限る。）又は土地改良法第八十七条の

二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によ

り造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土

地等



十五　密集市街地における防災街区

の整備の促進に関する法律第三条第

一項第一号に規定する防災再開発促

進地区（以下この号及び次号におい

て「防災再開発促進地区」とい

う。）内にある土地等、建物又は構築

物で、当該土地等又は当該建物若し

くは構築物の敷地の用に供されてい

る土地等の上に耐火建築物又は準耐

火建築物（それぞれ建築基準法第二

条第九号の二に規定する耐火建築物

又は同条第九号の三に規定する準耐

火建築物をいう。）で政令で定める

ものを建築するために譲渡をされる

もの

当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構

築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画

の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計

画に従つて取得をされるもの（政令で定めるものを除

く。）

十六　防災再開発促進地区内にある

土地等、建物又は構築物で、密集市街

地における防災街区の整備の促進に

関する法律第八条に規定する認定建

替計画（政令で定める基準に適合す

るものに限る。以下この号において

「認定建替計画」という。）に係る

建築物の建替えを行う事業の用に供

するために譲渡をされるもの

当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構

築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行

う事業に伴い取得をされるもの

十七　国内にある土地等、建物又は構

築物で、当該法人により取得をされ

た日から引き続き所有されていたこ

れらの資産のうち所有期間が十年を

超えるもの

国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置

又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬

具のうち政令で定めるもの



十八　船舶（内航海運組合法第五十

八条において準用する同法第十二条

の規定による国土交通大臣の認可を

受けた調整規程に基づき行われる同

法第五十八条において準用する同法

第八条第一項第五号に掲げる船腹の

調整に関する事業の対象となつてい

る船種に該当する船舶（船舶法第一

条に規定する日本船舶に限る。以下

この号及び次号において同じ。）で

内航海運業法第二条第二項に規定す

る内航海運業の用に供されていたも

ののうち当該船舶の譲渡が第四十二

条の四第六項に規定する中小企業者

に該当する法人により行われるもの

であることその他の当該内航海運業

の構造改善等に資することについて

政令で定める要件を満たす譲渡に係

るものに限る。）

国内にある事業の用に供される減価償却資産（船舶を

除く。）

十九　船舶（前号の上欄に掲げる船

舶に該当するものを除く。）

船舶（漁船以外のものにあつては、政令で定めるもの

に限る。）

２ 　前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産（次項の規定により買換資産

とみなされた資産を含む。）のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の

各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度に

おいて譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるとこ

ろにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等

のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

３ 　第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲

げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年（工場等の建設に要する期間が通常

一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期

間）以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当

該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したと

き（当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに

当該事業の用に供しなくなつたときを除く。）、又は供する見込みであるときは、当該法人は、

政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出を

した当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の

適用を受けることができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた法人（連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規

定の適用を受けたものを含む。）が、第一項に規定する買換資産（同条第一項に規定する買換

資産（以下この項において「連結買換資産」という。）を含む。）の取得をした日から一年以

内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域（当該買換資産が連結買換資



産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域）内にある当該法人の事業の

用（第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶につい

ては、その法人の事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適格合併、適格分割、

適格現物出資又は適格事後設立（以下この条において「適格合併等」という。）により当該買

換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人（以下この条において

「合併法人等」という。）に移転する場合を除く。）には、政令で定めるところにより、当該買

換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額（当該買換資産が連結買換資産

である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額）に相

当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度

（適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移

転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割

型分割の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に

関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に

関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

６ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その

記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載を

した書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の

規定を適用することができる。

７ 　第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定（第

四十六条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五十二条の

三の規定を除く。）は、適用しない。

８ 　第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合

には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額（第四

項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。）は、当

該買換資産の取得価額に算入しない。

９ 　法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度におい

て適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下

この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該事業

年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第

一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産

（当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型

分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に

当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人（以下こ

の項において「分割承継法人等」という。）において当該適格分社型分割等により移転を受

ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶

については、その移転を受ける事業の用）に供することが見込まれるものに限る。）を当該分

割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当

する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額

は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

１０ 　第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合

について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ



準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で

定める。

１１ 　第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二

月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税

地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１２ 　適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換

資産（連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこ

れらの規定に規定する買換資産（以下この項及び次項において「連結買換資産」という。）を

含む。）の移転を受けた合併法人等（当該適格合併等の後において連結法人に該当するもの

を除く。）が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人

（以下この条において「被合併法人等」という。）が当該買換資産の取得をした日から一年

以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の

各号の下欄に規定する地域（当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十

八第一項の表の各号の下欄に規定する地域）内にある事業の用（第一項の表の第十九号の下

欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の

用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適格合併等により当該買換資産を合併法人等

に移転する場合を除く。）には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第

九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額（当該買換資産が連

結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において

損金の額に算入された金額）に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその

供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度（適格合併に該当しない合併又は適格分

割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事

業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１３ 　適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産（連結買換資産を含

む。）の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用

する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入さ

れなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

１４ 　第二項から前項まで（第九項を除く。）に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が

同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の

額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

１５ 　この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。

一 　譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として

政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げる

ものを含まないものとする。

イ　第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及

び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲

渡（第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定

に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当

該譲渡を含む。）

ロ　贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡



ハ　合併又は分割による資産の移転

二 　取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合

を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引

によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

三 　「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額（買換資産が第三

項（第十項において準用する場合を含む。）の規定により買換資産とみなされた資産であ

り、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めると

ころにより計算した金額）をいう。

イ　当該買換資産の取得価額

ロ　当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額（既に

当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買

換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買

換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二

項において同じ。）

四 　「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当

該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額（当該

譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額（当該資産が適格合併等により被合併法人

等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含

む。）を加算した金額）を控除した金額の占める割合をいう。

（特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例）

第六十五条の八 　法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで（前条第一

項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十年十二月

三十一日まで）の期間（次項において「対象期間」という。）内に、その有する資産で同表の

各号の上欄に掲げるもの（その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除

く。）の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度（解散の日を含む事業年

度及び被合併法人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む事業年度を除く。）終了の日

の翌日から一年を経過する日までの期間（前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない

事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である

場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該

資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した

日までの期間。以下この項及び第四項において「取得指定期間」という。）内に当該各号の下

欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をし

た資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用（同表の第十九号の下

欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用）に供する見込みであるとき（当該法人が被

合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内

に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内

に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の

下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、そ

の移転を受ける事業の用）に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。）

は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号

の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八



十に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける

方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方

法を含む。）により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の

所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において

適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下こ

の条において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、次に掲げる要件を満たす

ときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割

承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において

同じ。）において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取

得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲

内で前項の特別勘定に相当するもの（以下この条において「期中特別勘定」という。）を設け

たときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額

の計算上、損金の額に算入する。

一 　　当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年

度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間（前条第三項に規定する政令で定める

やむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の

下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政

令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をす

ることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期

間）内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。

二 　前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該

適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にあ

る事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用）

に供することが見込まれること。

３ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以

内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務

署長に提出した場合に限り、適用する。

４ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この条において「適格合

併等」という。）を行つた場合（第六十八条の七十九第五項に規定する場合を除く。）には、

次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘

定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立

法人（以下この条において「合併法人等」という。）に引き継ぐものとする。

一 　適格合併　当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額（連結事業年度にお

いて設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に

算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した

金額とする。以下この条において同じ。）

二 　適格分割型分割　当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち

当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各

号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当

該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当

該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶につ



いては、その移転を受ける事業の用）に供することが見込まれる場合における当該資産の

取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政

令で定める金額

三 　適格分社型分割等　当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額

のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一

項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一

年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により

移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄に

掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用）に供することが見込まれる場合にお

ける当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分

の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の

金額

５ 　前項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項

の特別勘定を含む。）を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下こ

の項において「適格分割等」という。）を行つたもの（当該特別勘定及び期中特別勘定の双方

を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の

金額のみを引き継ぐものを除く。）にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分

割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金

額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に

限り、適用する。

６ 　第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額（当該合併法人等の適

格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十九第一項

の規定により設けている特別勘定の金額）とみなす。

７ 　前条第一項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十九

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間（当該特別

勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政

令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条に

おいて「取得指定期間」という。）内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲

げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号

の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶に

ついては、その法人の事業の用）に供したとき（当該取得の日を含む事業年度において当該事

業の用に供しなくなつたときを除く。）又は供する見込みであるとき（適格合併により当該

買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併に

より移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄

に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用）に供する見込みであるときその他の政

令で定めるときを含む。）について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確

定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」

と読み替えるものとする。

８ 　前条第九項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十九

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該

法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前



条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換

資産（当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用（同表の第十九号の下欄

に掲げる船舶については、その法人の事業の用）に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前

まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社

型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号

の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、

その移転を受ける事業の用）に供することが見込まれるものに限る。）を分割承継法人等に移

転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額

の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算

上」と読み替えるものとする。

９ 　前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産

の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定

める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入

する。

１０ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人の

うち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する

他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定す

る連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度

終了の時に第一項の特別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有している

ときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１１ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法

人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等（以下この項において「非適格株

式交換等」という。）を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特

別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有しているときは、当該特別勘定の

金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。

１２ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が次の各号に掲げる場合（第四項の規定により合併法人等に当

該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各

号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第四号に掲げる場合にあ

つては、その合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取

り崩した場合　当該取り崩した金額

二取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合　当該特別

勘定の金額

三取得指定期間内に解散した場合（合併により解散した場合を除く。）において、第一項の特

別勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

四取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別

勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額



１３ 　前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場

合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積

と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資

産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

１４ 　前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人（連結事業年度において第六十八

条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含む。）が、第七項に規定する買換資産（第六

十八条の七十九第八項に規定する買換資産（以下この項において「連結買換資産」という。）

を含む。）の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の

表の各号の下欄に規定する地域（当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の

七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域）内にある当該法人の事業の用（前条第一項

の表の第十九号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶に

ついては、その法人の事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適格合併等により

当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。）について準用する。

１５ 　前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれら

の規定に規定する買換資産（連結事業年度において第六十八条の七十九第八項又は第九項の

規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産（以下この項及び第十七項において

「連結買換資産」という。）を含む。）の移転を受けた合併法人等（当該適格合併等の後にお

いて連結法人に該当するものを除く。）が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物

出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を

当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定す

る地域（当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号

の下欄に規定する地域）内にある事業の用（前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十八

条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の

用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適格合併等により当該買換資産を合併法人等

に移転する場合を除く。）について準用する。

１６ 　前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第

七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第

十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、

第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、

取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるも

のとする。

１７ 　前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産（連結買換資産

を含む。）について準用する。

１８ 　前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上

欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項から第十

五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定の資産を交換した場合の課税の特例）

第六十五条の九 　法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで（第六十五

条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二

十年十二月三十一日まで）の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの（その交

換による譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条におい



て「交換譲渡資産」という。）と当該各号の下欄に掲げる資産（以下この条において「交換取

得資産」という。）との交換（第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地

処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。）をした場合

（当該交換に伴い交換差金（交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価

額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。）を取得し、又は支払つた場

合を含む。）又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得

した場合（以下この条において「他資産との交換の場合」という。）における前二条の規定

の適用については、次に定めるところによる。

一 　当該交換譲渡資産（他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政

令で定める部分に限る。）は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の

価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の譲渡をしたものとみなす。

二 　当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に

相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をしたものとみなす。

（特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例）

第六十五条の十 　法人の有する土地又は土地の上に存する権利（棚卸資産を除く。以下この項に

おいて「土地等」という。）が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、

当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等（以下この条において「交換

取得資産」という。）につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡（土地等

を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に

該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。）をし

た土地等（次項において「交換譲渡資産」という。）の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額

（第四項において「圧縮限度額」という。）の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金

経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額

の計算上、損金の額に算入する。

一 　農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地

等の譲渡（第六十五条の三から第六十五条の五まで又は前三条の規定の適用を受けるもの

を除く。）をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合（当該土地等とともに同

法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得を

した場合を含む。）

二 　集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡（第六十五条

の三から第六十五条の五まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。）をし、かつ、当

該交換分合により土地等の取得をした場合（当該土地等とともに同法第十二条において準

用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。）

三 　農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合（政令で定める区域内において同

法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。）により土地等（農住組合の

組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。）の譲渡（第六十四条、

第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五まで又は前三条の規定の適用を受ける

ものを除く。）をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合（当該土地等とと

もに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得

をした場合を含む。）



２ 　前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号に定める金額とする。

一 　交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合　帳簿価額から当該帳簿

価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額

を控除した金額

二 　交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合　帳簿価額に当該

清算金の額を加算した金額

三 　交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところ

により計算した金額がある場合　帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

３ 　第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八

項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

４ 　法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分社型分割、

適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項

において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該事業年度開始の時から当

該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該

適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するとき

は、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内で

その帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

５ 　第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用す

る。

６ 　第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月

以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地

の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

７ 　第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産

（連結事業年度において第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれら

の規定に規定する交換取得資産を含む。）について準用する。

８ 　前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

（大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税

の特例）

第六十五条の十一 　法人の有する土地等（前条第一項に規定する土地等をいう。以下次条までに

おいて同じ。）につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第

三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事

業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人（以下この項において「造成事

業施行者」という。）の有するものとの交換（政令で定める交換を除く。以下次項までにおい

て同じ。）をしたとき（第六十五条の九に規定する交換差金（次項において「交換差金」と

いう。）を取得し、又は支払つた場合を含む。）、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該

造成事業施行者に当該土地等の譲渡（贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除

く。以下次項までにおいて同じ。）をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地

を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地（以下この条にお



いて「交換取得資産等」という。）につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業

施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡

をした土地等（次項において「交換譲渡資産等」という。）の譲渡直前の帳簿価額を控除し

た残額（以下この条において「圧縮限度額」という。）の範囲内で当該交換取得資産等の帳

簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以

下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（当該事業年

度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により

経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得

の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一

団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。

二 　大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受け

て行われる一団の宅地の造成に関する事業（同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発

事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。）であるこ

と。

三 　都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規定する都市計画区域内にお

いて行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。）を受けて宅地の造成

が行われるものであること。

２ 　前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号に掲げる金額とする。

一 　当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に

係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合　帳簿価額から当該帳簿価額

のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で

定めるところにより計算した金額を控除した金額

二 　当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土

地等の譲渡に係る対価の額を超える場合　帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額

を加算した金額

三 　交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で

定めるところにより計算した金額がある場合　帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

３ 　第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八

項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。

４ 　法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、

適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項

において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該事業年度開始の時から当

該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等

を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する

ときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の

範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業

年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

５ 　第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用す

る。



６ 　第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月

以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地

の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

７ 　第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等

（連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれら

の規定に規定する交換取得資産等を含む。）について準用する。

８ 　第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各

事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度（以下この

項において「交換等前連結事業年度」という。）とする。）において、当該交換又は譲渡に係る

第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第

六十五条の四第一項の規定（交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十五第一項の

規定）の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。

９ 　第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人（連結事業年度において第六十八条の八十二

第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。）が、第一項に規定する交換又は譲渡を

した日を含む事業年度以後の各事業年度（当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結

事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度

とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。）において当該交換又は譲渡に係る同項の一

団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人（当該交換又

は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。）に対して土地等の譲渡をした

場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の四第一項の規定は、適用しない。

１０ 　第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又

は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項その他

これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定

を設けた場合の課税の特例）

第六十五条の十二 　前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個

人又は法人に土地等の譲渡をした法人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えること

その他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む事業年度（解散の日を含む事業年

度及び被合併法人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む事業年度を除く。）終了の日

までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当

該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から納税地の所轄税務署長が認定する日まで

の期間（以下この項及び第五項において「取得認定期間」という。）内に当該宅地を譲り受け

る見込みであること（当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合

併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令

で定めるものであることを含む。）につき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取

得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額（第三項に

おいて「圧縮予定限度額」という。）を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算にお

いて特別勘定を設ける方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立

金として積み立てる方法を含む。）により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する

金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。



２ 　前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合にお

いて、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受け

る宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

３ 　法人が、前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法

人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現

物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社

型分割等」という。）を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えること

その他のやむを得ない事情により当該適格分社型分割等の日までに当該宅地を譲り受けるこ

とが困難であり、かつ、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被現物

出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。）において当該適格分社型分

割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込

みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土

地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するも

の（以下この条において「期中特別勘定」という。）を設けたときに限り、当該設けた期中特

別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

４ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以

内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務

署長に提出した場合に限り、適用する。

５ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項及び第七項におい

て「適格合併等」という。）を行つた場合（第六十八条の八十三第六項に規定する場合を除

く。）には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は

期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は

被事後設立法人（以下この条において「合併法人等」という。）に引き継ぐものとする。

一 　適格合併　当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額（連結事業年度にお

いて設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に

算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した

金額とする。以下この条において同じ。）

二 　適格分割型分割　当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額（当該

適格分割型分割に係る分割承継法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地

を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。）

三 　適格分社型分割等　当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額

（当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得認定期間の末日までに当該特別勘定

に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。）及び当該適格分

社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

６ 　前項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項

の特別勘定を含む。）を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下こ

の項において「適格分割等」という。）を行つたもの（当該特別勘定及び期中特別勘定の双方

を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の

金額のみを引き継ぐものを除く。）にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分

割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金

額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に

限り、適用する。



７ 　第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額（当該合併法人等の適

格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の八十三第一項

の規定により設けている特別勘定の金額）とみなす。

８ 　前条第一項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十三

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が、第一項に規定する取得認定期間（当該特別

勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政

令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において

「取得認定期間」という。）内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用す

る。この場合において、前条第一項中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは

「次条第八項に規定する取得認定期間内に」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるの

は「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。

９ 　前条第四項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十三

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該

法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得認定期間内に当該特別勘定に係る宅

地を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該宅地を分割承継法人等に移転するときにつ

いて準用する。この場合において、前条第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあ

るのは、「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるも

のとする。

１０ 　前二項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第一項の特別勘定の金額は、当該宅地

を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１１ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人の

うち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する

他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定す

る連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度

終了の時に第一項の特別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有している

ときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１２ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法

人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等（以下この項において「非適格株

式交換等」という。）を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特

別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有しているときは、当該特別勘定の

金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。

１３ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が次の各号に掲げる場合（第五項の規定により合併法人等に当

該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各

号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第四号に掲げる場合にあ

つては、その合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。



一 　取得認定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に

取り崩した場合　当該取り崩した金額

二 　取得認定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合　当該特

別勘定の金額

三 　取得認定期間内に解散した場合（合併により解散した場合を除く。）において、第一項の

特別勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

四 　取得認定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別

勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

１４ 　前条第八項の規定は第一項又は第三項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一

項又は第三項の規定の適用を受けた法人（連結事業年度において第六十八条の八十三第一項

又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。）について、それぞれ準用する。

１５ 　第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合につ

いて、同条第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地について、同条第十一

項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

１６ 　第六十五条の七第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地（連結事

業年度において第六十八条の八十三第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地を含む。）に

ついて準用する。

１７ 　第四項及び前三項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から第十三項ま

での規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例）

第六十五条の十三 　法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計

画の認定（以下この項において「計画の認定」という。）がされた同法第十四条の二第一項

に規定する事業用地適正化計画（同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものと

し、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。）に係る

計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日（同日前に当該認定計画につき同法第十四条

の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消し

の日）までの期間（次条第一項及び第三項において「指定期間」という。）内に、当該認定計

画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地（以下この項及び第八項におい

て「認定事業用地」という。）の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は

当該隣接土地の上に存する権利（棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」と

いう。）の次の各号に掲げる交換又は譲渡（当該認定計画に従つてするものに限る。）をした

ときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の

土地建物等（以下この条において「交換取得資産等」という。）につき、当該交換取得資産等

の取得価額から当該各号の所有隣接土地等（次項において「交換譲渡資産等」という。）の

譲渡直前の帳簿価額を控除した残額（以下この項及び第四項において「圧縮限度額」とい

う。）の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額

を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において

積立金として積み立てる方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積

立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金

額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。



一 　所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条

の五第一項に規定する認定事業者（同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位

の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項にお

いて「認定事業者」という。）の有する土地建物等（土地若しくは土地の上に存する権利

又は建築物（当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。）

をいう。以下この条において同じ。）で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域

内（国内に限る。次号において同じ。）にあるものとの交換（第六十五条の九に規定する交

換差金（次項において「交換差金」という。）を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、

法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換

を除く。）

二 　当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡（第六十五条の二第一項に規定

する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。）

をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法

附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法

第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構（政令で定めるものに限る。）から同法附

則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認

定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合（当該譲渡及

び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。）における当該譲渡

２ 　前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号に定める金額とする。

一 　当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接

土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合　帳簿

価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応

するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

二 　当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が

当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合　帳簿価額に当該交換差金の額又は

その超える金額を加算した金額

三 　交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で

定めるところにより計算した金額がある場合　帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

３ 　第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七

項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用す

る。

４ 　法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、

適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項

において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該事業年度開始の時から当

該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等

を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等

につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減

額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。

５ 　第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等につ

いて準用する。



６ 　第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月

以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地

の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

７ 　第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等

（連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれら

の規定に規定する交換取得資産等を含む。）について準用する。

８ 　第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定す

る交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該

当する場合には、当該連結事業年度（以下この項において「交換等前連結事業年度」とい

う。）とする。）において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われ

る民間都市開発事業等（民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間

都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同

項の民間都市開発事業をいう。）の用に供するためにした土地等（第六十五条の十第一項に

規定する土地等をいう。次項において同じ。）の譲渡につき既に第六十五条の三第一項（第一

号から第二号の二までに係る部分に限る。）又は第六十五条の四第一項の規定（交換等前連結

事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項（第六十五条の三第一項第一号から第二号

の二までに係る部分に限る。）又は第六十八条の七十五第一項の規定）の適用を受けている場

合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。

９ 　第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人（連結事業年度において第六十八条の八十四

第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。）が、第一項に規定する交換又は譲渡を

した日を含む事業年度以後の各事業年度（当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結

事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度

とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。）において当該交換又は譲渡に係る同項の認

定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業

等を行う認定事業者（当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業

等を行うものに限る。）に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第

六十五条の三第一項（第一号から第二号の二までに係る部分に限る。）又は第六十五条の四

第一項の規定は、適用しない。

１０ 　第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた

場合の課税の特例）

第六十五条の十四 　指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲

渡をした法人が、当該譲渡をした日を含む事業年度（解散の日を含む事業年度及び被合併法

人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む事業年度を除く。）終了の日の翌日から同日

以後一年を経過する日までの期間（以下この項及び第五項において「取得期間」という。）

内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合（当該法人が被合併法人となる適格

合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得期間内に当該土地建物等の譲受

けをする見込みである場合その他の政令で定める場合を含む。）において、財務省令で定める

ところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該土地建物等の取得価額の見

積額から当該所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額（第三項にお



いて「圧縮予定限度額」という。）を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算におい

て特別勘定を設ける方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金

として積み立てる方法を含む。）により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金

額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合にお

いて、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた土地建物等の取得価額」とあるのは、「譲

り受ける土地建物等の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

３ 　法人が、指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、

かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立

（その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。）を

行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資

法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。）において当該適格分社型分割等

の日から当該事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間内に同号の土地建物

等の譲受けをする見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税

務署長の承認を受けたときは、当該所有隣接土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金

額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの（以下この条において「期中特別勘定」とい

う。）を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の

所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

４ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以

内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務

署長に提出した場合に限り、適用する。

５ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項及び第七項におい

て「適格合併等」という。）を行つた場合（第六十八条の八十五第六項に規定する場合を除

く。）には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は

期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は

被事後設立法人（以下この条において「合併法人等」という。）に引き継ぐものとする。

一 　適格合併　当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額（連結事業年度にお

いて設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に

算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した

金額とする。以下この条において同じ。）

二 　適格分割型分割　当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額（当該

適格分割型分割に係る分割承継法人が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物

等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。）

三 　適格分社型分割等　当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額

（当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得期間の末日までに当該特別勘定に係

る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。）及び当該適格

分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

６ 　前項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項

の特別勘定を含む。）を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下こ

の項において「適格分割等」という。）を行つたもの（当該特別勘定及び期中特別勘定の双方

を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の

金額のみを引き継ぐものを除く。）にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分



割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金

額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に

限り、適用する。

７ 　第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額（当該合併法人等の適

格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の八十五第一項

の規定により設けている特別勘定の金額）とみなす。

８ 　前条第一項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十五

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が、第一項に規定する取得期間（当該特別勘定

の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合には、第三項に規

定する期間。以下この条において「取得期間」という。）内に当該特別勘定に係る土地建物等

を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該事業年度の確定

した決算」とあるのは「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の確定した決算」

と、同項第二号中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第八項に規定

する取得期間内に」と読み替えるものとする。

９ 　前条第四項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十五

第一項の特別勘定を含む。）を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該

法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得期間内に当該特別勘定に係る土地建

物等を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転する

ときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算

上」とあるのは、「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」

と読み替えるものとする。

１０ 　前二項の場合において、その譲り受けた土地建物等に係る第一項の特別勘定の金額は、当

該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１１ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人の

うち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する

他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定す

る連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度

終了の時に第一項の特別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有している

ときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１２ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法

人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等（以下この項において「非適格株

式交換等」という。）を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特

別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有しているときは、当該特別勘定の

金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。

１３ 　第一項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定

を含む。）を設けている法人が次の各号に掲げる場合（第五項の規定により合併法人等に当

該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各



号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第四号に掲げる場合にあ

つては、その合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　取得期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り

崩した場合　当該取り崩した金額

二 　取得期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合　当該特別勘

定の金額

三 　取得期間内に解散した場合（合併により解散した場合を除く。）において、第一項の特別

勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

四 　取得期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定

の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

１４ 　前条第八項の規定は第一項又は第三項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一

項又は第三項の規定の適用を受けた法人（連結事業年度において第六十八条の八十五第一項

又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。）について、それぞれ準用する。

１５ 　第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合につ

いて、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた土地建物等につ

いて、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

１６ 　第六十五条の七第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた土地建物等

（連結事業年度において第六十八条の八十五第九項又は第十項の規定の適用を受けたこれら

の規定に規定する土地建物等を含む。）について準用する。

１７ 　第四項及び前三項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から第十三項ま

での規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例）

第六十五条の十五 　法人の有する土地又は土地の上に存する権利（棚卸資産を除く。以下この条

において「土地等」という。）につき独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第十二項の

規定による認可を受けた同項の計画（同条第十五項の規定による変更の認可があつたとき

は、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。）に係る同条第十二項に規

定する業務が施行される場合において、当該法人が、平成十六年七月一日から平成二十一年六

月三十日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第四条第六項

に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域

内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第十二項の用地との交換（政令で定め

る交換を除く。以下この項及び次項において同じ。）をしたとき（第六十五条の九に規定する

交換差金（次項において「交換差金」という。）を取得し、又は支払つた場合を含む。）は、当

該交換により取得した用地（以下この条において「交換取得資産」という。）につき、当該交

換取得資産の取得価額から独立行政法人都市再生機構に当該交換により譲渡をした土地等

（次項において「交換譲渡資産」という。）の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額（以下こ

の項及び第四項において「圧縮限度額」という。）の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を

損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金

額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法（当該事業年度の決

算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理

したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額

の計算上、損金の額に算入する。



２ 　前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号に定める金額とする。

一 　交換取得資産とともに交換差金を取得した場合　帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交

換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

二 　当該交換とともに交換差金を支出した場合　帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額

三 　交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところ

により計算した金額がある場合　帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

３ 　第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八

項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

４ 　法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物

出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において

「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分

社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分

割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取

得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額

を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計

算上、損金の額に算入する。

５ 　第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用す

る。

６ 　第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月

以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地

の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

７ 　第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産

（連結事業年度において第六十八条の八十五の二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこ

れらの規定に規定する交換取得資産を含む。）について準用する。

８ 　第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定す

る交換をした日を含む事業年度前の各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場

合には、当該連結事業年度（以下この項において「交換前連結事業年度」という。）とする。）

において、当該交換に係る第一項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第

六十五条の三第一項（第一号に係る部分に限る。）又は第六十五条の四第一項の規定（交換前

連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項（同号に係る部分に限る。）又は第六十

八条の七十五第一項の規定）の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しな

い。

９ 　第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人（連結事業年度において第六十八条の八十五

の二第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。）が、第一項に規定する交換をした

日を含む事業年度以後の各事業年度（当該交換をした日を含む事業年度が連結事業年度に該

当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業

年度に該当する事業年度を除く。）において同項の認可計画（当該交換に係るものに限る。）

に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構に対して土地等の譲渡をし

た場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項（第一号に係る部分に限

る。）又は第六十五条の四第一項の規定は、適用しない。



１０ 　第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例）

第六十六条 　法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規

定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの（以下この項において

「特定普通財産」という。）に隣接する土地（当該特定普通財産の上に存する権利を含むもの

とし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。）につき、同条第二項

の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換（政令で定める交換を除く。

以下この項及び次項において同じ。）をしたとき（第六十五条の九に規定する交換差金（次

項において「交換差金」という。）を取得し、又は支払つた場合を含む。）は、当該交換により

取得した特定普通財産（以下この条において「交換取得資産」という。）につき、当該交換取

得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等（次項において「交換譲渡

資産」という。）の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額（以下この項及び第四項において

「圧縮限度額」という。）の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、

又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定

した決算において積立金として積み立てる方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余

金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときに限り、その減額

し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算

入する。

２ 　前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号に定める金額とする。

一 　交換取得資産とともに交換差金を取得した場合　帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交

換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

二 　当該交換とともに交換差金を支出した場合　帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額

三 　交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところ

により計算した金額がある場合　帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

３ 　第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八

項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

４ 　法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物

出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において

「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分

社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分

割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取

得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額

を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計

算上、損金の額に算入する。

５ 　第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用す

る。

６ 　第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月

以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地

の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。



７ 　第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産

（連結事業年度において第六十八条の八十五の三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこ

れらの規定に規定する交換取得資産を含む。）について準用する。

８ 　第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要

な事項は、政令で定める。

第六十六条の二 　削除

　　　　第七節　景気調整のための課税の特例

（確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例）

第六十六条の三 　法人税法第七十五条の二第六項（同法第百四十五条第一項において準用する

場合を含む。）において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセ

ントの割合は、同項及び第九十三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き

上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必

要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基

準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

　　　　第七節の二　国外関連者との取引に係る課税の特例等

（国外関連者との取引に係る課税の特例）

第六十六条の四 　法人が、昭和六十一年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人

に係る国外関連者（外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行

済株式又は出資（当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百

分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定

める特殊の関係（次項及び第六項において「特殊の関係」という。）のあるものをいう。以下

この条において同じ。）との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた

場合に、当該取引（当該国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる

外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に

係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。）に

つき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないと

き、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該

法人の当該事業年度の所得及び解散（合併による解散を除く。以下この条において同じ。）に

よる清算所得（清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得及び同法

第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。第七項に

おいて同じ。）に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連

取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。

２ 　前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当

するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。

一 　棚卸資産の販売又は購入　次に掲げる方法（ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方

法を用いることができない場合に限り、用いることができる。）

イ　独立価格比準法（特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種

の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買し



た取引の対価の額（当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他

に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価

の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。）に相当する金額

をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。）

ロ　再販売価格基準法（国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して

当該棚卸資産を販売した対価の額（以下この項において「再販売価格」という。）から

通常の利潤の額（当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額を

いう。）を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をい

う。）

ハ　原価基準法（国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得

の原価の額に通常の利潤の額（当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算

した金額をいう。）を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする

方法をいう。）

ニ　イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法

二 　前号に掲げる取引以外の取引　次に掲げる方法（ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用

いることができない場合に限り、用いることができる。）

イ　前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法

ロ　前号ニに掲げる方法と同等の方法

３ 　法人が各事業年度において支出した寄附金の額（法人税法第三十七条第七項に規定する寄

附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。）のうち当該法人に係る国外関連者に対

するもの（同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者

に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入さ

れるものを除く。）は、当該法人の各事業年度の所得の金額（同法第百二条第一項第一号に規

定する所得の金額を含む。）の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に

対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「次項」とあるのは、「次項又

は租税特別措置法第六十六条の四第三項（国外関連者との取引に係る課税の特例）」とする。

４ 　第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係

る同項に規定する独立企業間価格との差額（寄附金の額に該当するものを除く。）は、法人の

各事業年度の所得の金額（法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。）

の計算上、損金の額に算入しない。

５ 　前項に規定する差額で法人の清算中に生じたものは、当該法人の解散による清算所得の金額

の計算上、残余財産の価額に算入する。

６ 　法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者（当該法人に係る他の国外関連者及び

当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」とい

う。）を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引

は、当該法人の国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。

７ 　国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に

その各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するた

めに必要と認められる帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合にお

ける当該電磁的記録を含む。次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。）又はその写し



の提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなか

つたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法（第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法

を用いることができない場合に限り、用いることができる。）により算定した金額を当該独立

企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は解散によ

る清算所得の金額につき法人税法第二条第四十三号に規定する更正（第十六項において「更

正」という。）又は同条第四十四号に規定する決定（第十六項において「決定」という。）を

することができる。

一 　当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事

業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令

で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲

げる方法（同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。）

二 　第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法（当該政令

で定める方法と同等の方法に限る。）に類するものとして政令で定める方法

８ 　国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と

当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人

に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類又はその写しの提示又は提出を求めることができ

る。この場合において、当該法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該帳簿書類又は

その写しの入手に努めなければならない。

９ 　国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人が

第七項に規定する帳簿書類又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合におい

て、当該法人の各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算

定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該国外

関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類を検査す

ることができる。

１０ 　前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

らない。

１１ 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の規定による質問又は検査をする場合に

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければなら

ない。

１２ 　次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 　第九項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 　前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者

１３ 　法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為

者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

１４ 　人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ

の訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合

の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

１５ 　法人は、各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、

当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記



載した書類を当該事業年度の確定申告書（法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書

をいう。）に添付しなければならない。

１６ 　更正若しくは決定（以下この項において「更正決定」という。）又は国税通則法第三十二

条第五項に規定する賦課決定（以下この項において「賦課決定」という。）で次の各号に掲

げるものは、同法第七十条第一項から第四項まで（同条第二項第二号及び第三号に掲げる更

正（同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。）に係る部分を除く。）の規定にかか

わらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合

において、同条第五項及び同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第五

項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十六条の四第十六項（国外関連

者との取引に係る課税の特例）」と、同法第七十一条第一項中「が前条」とあるのは「が前

条及び租税特別措置法第六十六条の四第十六項（国外関連者との取引に係る課税の特例）」

と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。

一 　法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる

対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税

通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係

る更正決定　これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限

（同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求

申告書を提出した日）

二 　前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第

六号に規定する納税申告書（同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下こ

の号において「納税申告書」という。）の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の

提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提

出に伴いこれらの法人税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定　

その納税義務の成立の日

１７ 　法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる

対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に

規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴

収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第七

十二条第一項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。

１８ 　前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場

合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

１９ 　第一項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者（法人税法第

百三十九条に規定する条約（以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。）の

規定により租税条約の我が国以外の締約国（以下この項及び次条第一項において「条約相手

国」という。）の居住者又は法人とされるものに限る。）との間の国外関連取引に係る第一項

に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租

税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務

署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に

係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局と

の間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。

２０ 　外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第七項

までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）

第六十六条の四の二 　内国法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規

定する申立てをした場合（外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る条約相手

国の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合を含む。）には、税務署長

等（国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。）

は、これらの申立てに係る前条第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額

（これらの申立てに係る条約相手国との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限

る。）及び当該法人税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定める

ところにより計算した金額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期

限（同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは

当該申請の日とする。）から当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十

六条の規定による更正があつた日（当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつて

は、政令で定める日）の翌日から一月を経過する日までの期間（第七項において「納税の猶

予期間」という。）に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につ

き当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

２ 　税務署長等は、前項の規定による納税の猶予（以下この条において「納税の猶予」とい

う。）をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、

その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情

がある場合は、この限りでない。

３ 　国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用す

る。

４ 　国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を

認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第二項中「前条第一項か

ら第三項まで又は第七項」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関

連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）」と読み替えるものとする。

５ 　納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予

を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規

定を準用する。

一 　第一項の申立てを取り下げたとき。

二 　第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。

三 　国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者

がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

四 　その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一

条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。

五 　前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継

続することが適当でないと認められるとき。

６ 　納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について

は、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予（租税特別措置

法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）の

規定による納税の猶予を含む。）又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあ

るのは「及び納税の猶予（租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引



に係る課税の特例に係る納税の猶予）の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同

じ。）」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは

「納税の猶予（租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税

の特例に係る納税の猶予）の規定による納税の猶予を含む。）」と、国税徴収法第二条第九号

及び第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予（租税特別措置法第六十六条の四

の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）の規定による納税の

猶予を含む。）又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予）」とあるのは「納税の猶

予）及び租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例

に係る納税の猶予）」とする。

７ 　納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間（第

一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限ま

での期間を含む。）に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの

基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額につい

ては、税務署長等は、その免除をしないことができる。

８ 　納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第七節の三　国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

（国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例）

第六十六条の五 　内国法人が、平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国

法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事

業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債

残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額

を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等

に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるとこ

ろにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額（法人税法第百二条第一

項第一号に規定する所得の金額を含む。）の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国

法人の当該事業年度の総負債（負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第三

項において同じ。）に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の三倍に相当する金額

以下となる場合は、この限りでない。

２ 　前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等

及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該

国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところ

により計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又

は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債

券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定め

るところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内

国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、

当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で

定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を

当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすること

ができる。この場合において、前項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。



３ 　第一項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主

等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種

の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に

対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

４ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　国外支配株主等　第二条第一項第一号の二に規定する非居住者（第九号において「非居住

者」という。）又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国

法人の発行済株式又は出資（当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又

は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その

他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

二 　資金供与者等　内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政

令で定める者をいう。

三 　負債の利子等　負債の利子（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この

号において同じ。）その他政令で定める費用（当該負債の利子その他政令で定める費用で、

これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。）

をいう。

四 　国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債　国外支配株主等に対する負債（負債の利

子等の支払の基因となるものに限る。）及び資金供与者等に対する政令で定める負債（負債

の利子等の支払の基因となるものに限る。）をいう。

五 　平均負債残高　負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

六 　国外支配株主等の資本持分　各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持

分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

七 　自己資本の額　各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額を

いう。

八 　特定債券現先取引等　債券現先取引（第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をい

う。）及び現金担保付債券貸借取引（現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引

をいう。）で、政令で定めるものをいう。

九 　課税対象所得　第二条第一項第一号の二に規定する居住者にあつては各年分の各種所得

（所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。）をいい、内国法人にあつ

ては各事業年度の所得（法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の

清算中の各事業年度の所得を含む。）若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をい

い、非居住者又は外国法人にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号まで

に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のい

ずれに該当するかに応じ当該非居住者又は外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得

のうち政令で定めるものをいう。

５ 　第一項の規定により損金の額に算入されなかつた金額で内国法人の清算中に生じたものは、

当該内国法人の解散（合併による解散を除く。）による清算所得の金額の計算上、残余財産の

価額に算入する。

６ 　第二項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の

規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の

額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限

り、適用する。



７ 　税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項

の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてや

むを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に

限り、第二項の規定を適用することができる。

８ 　第三項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、か

つ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料（次項において

「資料等」という。）を保存している場合に限り、適用する。

９ 　税務署長は、第三項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提

出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存してい

なかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情がある

と認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定

を適用することができる。

１０ 　第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、国内において事業を行う外国法

人が支払う負債の利子等（国内において行う事業に係るものに限る。）について準用する。こ

の場合において、第一項中「当該内国法人」とあるのは「当該外国法人」と、「利子等を」と

あるのは「利子等（当該外国法人が国内において行う事業（以下この項及び第三項において

「国内事業」という。）に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）を」と、「負

債に」とあるのは「負債（国内事業に係るものに限る。次項において同じ。）に」と、「資本

持分」とあるのは「資本持分（国内事業に係るものに限る。次項及び第三項において同

じ。）」と、「基因となるものに限る。次項及び第三項」とあるのは「基因となるもので、かつ、

国内事業に係るものに限る。次項」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の額（国内事

業に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。）」と、第二項中「内国法人」とあるのは

「外国法人」と、第三項中「内国法人は」とあるのは「外国法人は」と、「内国法人に」とあ

るのは「外国法人に」と、「内国法人の」とあるのは「外国法人の」と、「内国法人と」とあ

るのは「外国法人の国内事業と」と、「総負債」とあるのは「総負債（負債の利子等の支払の

基因となるものに限る。）」と、第四項第一号中「外国法人」とあるのは「他の外国法人」

と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、同項第二号及び第六号中「内国法人」とあるの

は「外国法人」と読み替えるものとする。

１１ 　同項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債

残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用

その他同項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第七節の四　内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

　　　　　第一款　内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

（内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入）

第六十六条の六 　次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在

する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対

して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当する

もの（以下この款において「特定外国子会社等」という。）が、昭和五十三年四月一日以後に

開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定める

ところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法



第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この

項及び次項において「剰余金の配当等」という。）の額に関する調整を加えた金額（以下この

条において「適用対象留保金額」という。）を有する場合には、その適用対象留保金額のうち

その内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するも

のとしてその株式等（株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。）の請求権

（剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この

項及び次項において同じ。）の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（以下

この款において「課税対象留保金額」という。）に相当する金額は、その内国法人の収益の額

とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事

業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済

株式又は出資（当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。）の総数又は総額のうち

に占める割合（当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割

合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間

接の外国関係会社株式等の保有割合」という。）が百分の五以上である内国法人

イ　議決権（剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において

同じ。）の数が一個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　その

有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権

の総数のうちに占める割合

ロ　請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　その有す

る当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外

国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうち

に占める割合

ハ　議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人　

イ又はロに定める割合のいずれか高い割合

二 　直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グ

ループに属する内国法人（前号に掲げる内国法人を除く。）

２ 　前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　外国関係会社　外国法人で、その発行済株式又は出資（その有する自己の株式等を除く。）

の総数又は総額のうちに居住者（第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下

この号及び第六号において同じ。）及び内国法人並びに特殊関係非居住者（居住者又は内国

法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下こ

の号において同じ。）が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める

割合（当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞ

れイからハまでに定める割合のいずれか高い割合）が百分の五十を超えるものをいう。

イ　議決権の数が一個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　当該外

国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当

該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合

ロ　請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。）　当該外国

法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住

者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請

求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合



ハ　議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人　

イ又はロに定める割合のいずれか高い割合

二 　未処分所得の金額　特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法

人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定め

る基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の

日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額を

いう。

三 　直接及び間接保有の株式等の数　個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又

は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法

人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。

四 　直接及び間接保有の議決権の数　個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数

及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の

数の合計数をいう。

五 　直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額　個人又は内国法人が直接に有す

る外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外

国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる

剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。

六 　同族株主グループ　外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住

者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者（外

国法人を除く。）をいう。

３ 　第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等（株式（出資を含む。）若しくは債券

の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに

準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権

その他これに準ずるものを含む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業と

するものを除く。）がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事

業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管

理、支配及び運営を自ら行つているものである場合（次項において「固定施設を有するもの

である場合」という。）における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金

額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件

費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

４ 　第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会

社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものであ

る場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに

該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該

当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

一 　　卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業　その事業を主と

して当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国

子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九

十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外

の者との間で行つている場合として政令で定める場合



二 　前号に掲げる事業以外の事業　その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又

は地域（当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。）において行つている場合

として政令で定める場合

５ 　第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借

対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から

二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書（法人税法第二条第三十一号に規定する確

定申告書をいう。次項において同じ。）に添付しなければならない。

６ 　第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添

付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、

適用する。

７ 　内国法人が外国信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外

国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。

以下この項において同じ。）の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受

託者は、当該外国信託の信託資産等（信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に

帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。）及び固有資産等（外国信託の信

託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。）ごとに、それぞれ別の者とみなし

て、この条（第三項、第四項及び前項を除く。）から第六十六条の九までの規定を適用する。

８ 　法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について

準用する。

第六十六条の七 　前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該

内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税（法人税法第六十九条

第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。）の額のうち当該特定外国子会社等

の課税対象留保金額に対応するもの（当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とす

る。）として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国

法人が納付する控除対象外国法人税の額（同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法

人税の額をいう。以下この款において同じ。）とみなして、同法第六十九条第一項から第七項

まで、第十項及び第十五項から第十八項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項

中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とある

のは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租

税特別措置法第六十六条の七第一項（内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金

額に係る外国税額の控除）に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税

の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、

「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあ

るのは「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額

及び同法第六十八条の九十一第一項（連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留

保金額に係る外国税額の控除）に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法

人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」

と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで」と

する。

２ 　内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条の九十第一項に規定す

る特定外国子会社等の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規



定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業

年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当

該特定外国子会社等の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国子会社等の課税

対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国

法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそ

れぞれみなして、同項の規定を適用する。

３ 　前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象

留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により

法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定によ

り控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得

の金額の計算上、益金の額に算入する。

第六十六条の八 　第六十六条の六第一項の規定の適用を受けた内国法人に係る特定外国子会社

等につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る同条第二

項第一号に規定する外国関係会社（当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第

一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この項において「剰余金

の配当等」という。）の支払（第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。）を受けた外

国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）につき第三号に掲げ

る事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前

十年以内に開始した各事業年度（以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。）

において当該特定外国子会社等の課税対象留保金額で第六十六条の六第一項の規定により前

十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額（この項の規定によ

り前十年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条

において「課税済留保金額」という。）があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額

は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実の

いずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金

額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度

として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額

に算入する。

一 　剰余金の配当等の支払　その支払う剰余金の配当等の額

二 　法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付　その交付に

より減少することとなる利益積立金額に相当する金額

三 　当該内国法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げ

る事由による金銭その他の資産の交付　その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により

減少することとなる利益積立金額に相当する金額

２ 　内国法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始し

た連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済留保金額（第六十

八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下この条において同じ。）があ

るときは、前項の規定の適用については、その個別課税済留保金額は、当該連結事業年度の期

間に対応する前十年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。

３ 　内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項において「適

格合併等」という。）により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からその



有する特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式

等の数（以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。）の全部又は一部

の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日を含む事業年度以後の各事業年

度における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該

各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前十年以内の各事業年度の

課税済留保金額とみなす。

一 　適格合併　当該適格合併に係る被合併法人の合併前十年内事業年度（適格合併の日前十年

以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。）の課税済留保金額又は個別課税済

留保金額

二 　適格分割型分割　当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度（適格分割

型分割の日前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。次項において同

じ。）の課税済留保金額又は個別課税済留保金額のうち、当該適格分割型分割により当該内

国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応する

部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定める

ところにより計算した金額

三 　適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この号において「適格分社型分割

等」という。）　当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の

分割等前十年内事業年度（適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開

始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日を含む連結事業年度

開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。次項において同

じ。）の課税済留保金額又は個別課税済留保金額のうち、当該適格分社型分割等により当該

内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応す

る部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定め

るところにより計算した金額

４ 　適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項において「適格分割等」という。）

に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人（以下この項において「分割承継

法人等」という。）が前項又は第六十八条の九十二第三項の規定の適用を受ける場合には、当

該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人（以下この項において「分割

法人等」という。）の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第一項の

規定の適用については、当該分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年

度の課税済留保金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各事業年

度の課税済留保金額とみなされる金額及び同条第三項の規定により前十年以内の各連結事業

年度（同条第一項に規定する前十年以内の各連結事業年度をいう。）の個別課税済留保金額

とみなされる金額は、ないものとする。

５ 　第一項の規定は、課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度

又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は

各連結事業年度の同条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該課税済留保金額又は個別

課税済留保金額その他財務省令で定める事項に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定

の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入され

る金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明

細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入

される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。



６ 　税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は課税済留保

金額若しくは個別課税済留保金額その他財務省令で定める事項の全部又は一部につき前項の

記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書の提出があつ

た場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情

があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の

添付がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

７ 　第一項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法

人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得

等の金額に含まれるものとするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の九 　内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判

定に関する事項、第六十六条の七第一項の規定により内国法人が納付したとみなされる控除

対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の

額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。

　　　　　第二款　削除

第六十六条の九の二 　削除

第六十六条の九の三 　削除

第六十六条の九の四 　削除

第六十六条の九の五 　削除

　　　　　第三款　特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例

（特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入）

第六十六条の九の六 　特殊関係株主等（特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定

める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。）と特殊関係内国法人

との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資（自己が有する

自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。）の総数

又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等（株式又は出資をいう。以下この項及び次項

において同じ。）を間接に保有する関係として政令で定める関係（次項において「特定関

係」という。）がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済

株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人（以下この款において「外

国関係法人」という。）のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所

得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して

著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの（以下この款において「特

定外国法人」という。）が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において、その未処

分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額に

つき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余

金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この項において「剰余金の配当等」という。）



の額に関する調整を加えた金額（以下この条において「適用対象留保金額」という。）を有

するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特

定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権（剰

余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。）の内容を勘

案して政令で定めるところにより計算した金額（以下この款において「課税対象留保金額」

という。）に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該

各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の

金額の計算上、益金の額に算入する。

２ 　この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　特定株主等　特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人（当該直前に株主等（法人

税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。）の五人以下並びにこれらと政令で定める

特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株

式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。）の株式等を有する個人及び法人を

いう。

二 　特殊関係内国法人　特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転

を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。

三 　未処分所得の金額　特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税

法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基

準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前

七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

四 　直接及び間接保有の株式等の数　第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人

が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有す

るものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額を

いう。

３ 　特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人（株式（出資を含む。）若しくは債券の

保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準

ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権そ

の他これに準ずるものを含む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とす

るものを除く。）がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業

を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管

理、支配及び運営を自ら行つているものである場合（次項において「固定施設を有するもの

である場合」という。）における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金

額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費と

して政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

４ 　第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法

人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである

場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該

当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する

事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

一 　卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業　その事業を主と

して当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる

者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合



二 　前号に掲げる事業以外の事業　その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又

は地域（当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定め

るものを含む。）において行つている場合として政令で定める場合

５ 　特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対

照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二

月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書（法人税法第二条第三十一号に規定する確定

申告書をいう。次項において同じ。）に添付しなければならない。

６ 　第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添

付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、

適用する。

７ 　特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定

する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲

げる内国法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。

８ 　特殊関係株主等である内国法人が外国信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第

二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託

に類するものをいう。以下この項において同じ。）の受益権を直接又は間接に保有する場合に

は、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等（信託財産に属する資産及び負債並

びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。）及び固有資

産等（外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。）ごとに、それ

ぞれ別の者とみなして、この条（第三項、第四項及び第六項を除く。）から第六十六条の九の

九までの規定を適用する。

９ 　法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について

準用する。

第六十六条の九の七 　特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合

には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税（法人税法第六十

九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。）の額のうち当該特定外国法人

の課税対象留保金額に対応するもの（当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とす

る。）として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国

法人が納付する控除対象外国法人税の額（同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法

人税の額をいう。以下この款において同じ。）とみなして、同法第六十九条第一項から第七項

まで、第十項及び第十五項から第十八項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項

中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とある

のは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租

税特別措置法第六十六条の九の七第一項（特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額

の控除）に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定

により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定

により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項

の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十八条の九

十三の七第一項（特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除）に規定する

特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人



が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは

「第八十一条の十五第一項から第三項まで」とする。

２ 　特殊関係株主等である内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条

の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当

する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了

の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が

課されるときは、当該特定外国法人の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国法

人の課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該

外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそ

れぞれみなして、同項の規定を適用する。

３ 　特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の課税対象

留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により

法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定によ

り控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得

の金額の計算上、益金の額に算入する。

第六十六条の九の八 　第六十六条の九の六第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である

内国法人に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当

該内国法人に係る外国関係法人（当該特定外国法人から法人税法第二十三条第一項第一号に

規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この項において「剰余金の配当

等」という。）の支払（第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。）を受けた外国関係

法人のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）につき第三号に掲げる事実

が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以

内に開始した各事業年度（以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。）におい

て当該特定外国法人の課税対象留保金額で第六十六条の九の六第一項の規定により前十年以

内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額（この項の規定により前十

年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において

「課税済留保金額」という。）があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特

定外国法人又は当該外国関係法人につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当

するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てら

れたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内

国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　剰余金の配当等の支払　その支払う剰余金の配当等の額

二 　法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付　その交付に

より減少することとなる利益積立金額に相当する金額

三 　当該内国法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げ

る事由による金銭その他の資産の交付　その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により

減少することとなる利益積立金額に相当する金額

２ 　特殊関係株主等である内国法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度開始の

日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課

税済留保金額（第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下こ



の項において同じ。）があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済留保金額

は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。

３ 　第六十六条の八第三項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用

する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十六条

の八第三項

内国法人が適

格合併

第六十六条の九の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人

（以下この項において「特殊関係内国法人」という。）に係る同

条第一項に規定する特殊関係株主等（以下この項において「特

殊関係株主等」という。）である内国法人が適格合併

により被合併

法人

により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合

併法人

特定外国子会

社等の第六十

六条の六第二

項第三号

同条第一項に規定する特定外国法人（以下この項において「特

定外国法人」という。）の同条第二項第四号

第一項の 第六十六条の九の八第一項の

課税済留保金

額とみなす

課税済留保金額（同項に規定する課税済留保金額をいう。以下第

六項までにおいて同じ。）とみなす

第六十六条

の八第三項

第一号

個別課税済留

保金額

個別課税済留保金額（第六十八条の九十三の八第一項に規定す

る個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。）

第六十六条

の八第三項

第二号及び

第三号

特定外国子会

社等

特定外国法人

第六十六条の

六第一項

第六十六条の九の六第一項

第六十六条

の八第四項

前項又は第六

十八条の九十

二第三項

第六十六条の九の八第三項において準用する前項又は第六十八

条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の九十二第

三項

第一項の 第六十六条の九の八第一項の

前項の 同条第三項において準用する前項の

同条第三項 第六十八条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の

九十二第三項

同条第一項 第六十八条の九十三の八第一項

第六十六条

の八第五項

第一項 第六十六条の九の八第一項

第六十六条

の八第六項

第一項 第六十六条の九の八第一項

前項 同条第三項において準用する前項



４ 　第六十六条の八第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である内国法

人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。

第六十六条の九の九 　特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十六条の九の六第一項

に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、第六十六条の九の七第一項の規定

により特殊関係株主等である内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のう

ち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留

保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第八節　その他の特例

（鉱工業技術研究組合の所得計算の特例）

第六十六条の十 　青色申告書を提出する鉱工業技術研究組合（清算中のものを除く。）が、平成

二十一年三月三十一日までに鉱工業技術研究組合法（昭和三十六年法律第八十一号）第十三

条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資

産で政令で定めるもの（以下この条において「試験研究用資産」という。）を取得し、又は製

作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する

金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合に

おいて、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円（当該試験研究用資産の取得価額

がその納付された金額（既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金

額を控除した金額）を超える場合には、その超える金額）を控除した金額の範囲内でその帳簿

価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を

含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関

する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関

する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用す

る場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。

４ 　前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例）

第六十六条の十一 　法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基

金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金

額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　中小企業者又は農林漁業者（農林漁業者の組織する団体を含む。）に対する信用の保証を

するための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定める

ものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金

二 　独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企

業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係

る掛金



三 　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般

旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に

係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金

四 　独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措

置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

五 　社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とする

ための同法第六十二条第一項に規定する負担金

六 　公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務そ

の他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六

号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務

が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていること

につき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公

共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

２ 　前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない

場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、

その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当

該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）

第六十六条の十一の二 　その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人が

その収益事業（法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。）に属する資産のうち

から支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定

により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七

条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合（租税特別措置

法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利

活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。）」とする。

２ 　法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する

当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営

利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適

用については、同条第四項中「）の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「）及び認定

特定非営利活動法人（租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項（認定特定非営利活動法

人に対する寄附金の損金算入等の特例）に規定する認定特定非営利活動法人をいう。）に対

する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二

条第一項（定義）に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金（前項第二号に規

定する寄附金に該当するものを除く。）の額があるときは、これらの寄附金」とする。

３ 　前二項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定

する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増

進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税

庁長官の認定を受けたもの（その認定の有効期間が終了したものを除く。）をいう。

４ 　前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後五年を経過する日までの期間

とする。



５ 　国税庁長官は、第三項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととな

つたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場

合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第三項の認定は、その

効力を失う。

６ 　国税庁の当該職員又は第三項の認定を受けた法人（当該認定の申請をしている法人を含

む。）の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員

は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。

７ 　国税庁長官は、第三項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき

又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該

認定を受けていた法人に通知しなければならない。

８ 　国税庁長官は、第三項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名

称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつ

たとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。

９ 　第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

（特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例）

第六十六条の十二 　法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社

（地域再生法第十四条第一項に規定する特定地域雇用会社をいう。）に対する当該特定地域

雇用会社の行う同法第五条第三項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附

金として政令で定める寄附金（同法第十四条第三項に規定する指定の有効期間内に支出され

た金銭に限る。）の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条

第四項中「）の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「）及び特定地域雇用会社（租税

特別措置法第六十六条の十二第一項（特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例）

に規定する特定地域雇用会社をいう。）に対する同条第一項に規定する寄附金の額があるとき

は、これらの寄附金」とする。

２ 　前項に規定する場合において、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条

第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同条第二項の寄附金の額があるときは、法

人税法第三十七条の規定の適用については、同項及び前項の規定にかかわらず、同条第四項中

「）の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「）並びに認定特定非営利活動法人（租税

特別措置法第六十六条の十一の二第三項（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算

入等の特例）に規定する認定特定非営利活動法人をいう。）に対する当該認定特定非営利活動

法人の行う特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第一項（定義）に規定する

特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金（前項第二号に規定する寄附金に該当するもの

を除く。）及び特定地域雇用会社（租税特別措置法第六十六条の十二第一項（特定地域雇用

会社に対する寄附金の損金算入の特例）に規定する特定地域雇用会社をいう。）に対する租税

特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」

とする。

３ 　前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（欠損金の繰戻しによる還付の不適用）

第六十六条の十三 　法人税法第八十条第一項（同法第百四十五条第一項において準用する場合

を含む。）の規定は、法人の平成四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に終了



する各事業年度（第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日と

して政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過

する日を含む事業年度までの各事業年度を除く。）において生じた欠損金額については、適用

しない。ただし、同法第八十条第四項（同法第百四十五条第一項において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）の規定に該当する場合の同法第八十条第四項に規定する事業

年度の欠損金額については、この限りでない。

２ 　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（社会保険診療報酬の所得計算の特例）

第六十七条 　医療法人が、各事業年度において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき

支払を受けるべき金額を有する場合において当該事業年度の当該支払を受けるべき金額が五

千万円以下であるときは、当該事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費

として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額

に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

二千五百万円以下の金額 百分の七十二

二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十

三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二

四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七

２ 　前項に規定する法人が法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にお

ける前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「二

千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、

「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。

３ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない

場合には、適用しない。

４ 　税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がな

かつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があ

つた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

（特定の医療法人の法人税率の特例）

第六十七条の二 　財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの（清算中の

ものを除く。）のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進

に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとし

て、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの（医療法第四十二条の二第一

項に規定する社会医療法人を除く。）の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得に

ついては、法人税法第六十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率に

より、法人税を課する。

２ 　国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満

たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時

までさかのぼつてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこと



となつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項

の規定は、適用しない。

３ 　国税庁長官は、第一項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又

は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けて

いた医療法人に通知しなければならない。

４ 　第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第六十九条第一項の規定の適用について

は、同項中「第六十六条第一項から第三項まで（各事業年度の所得に対する法人税の税

率）」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項（特定の医療法人の法人税率の特

例）」と、同法第七十二条第一項又は第七十四条第一項の規定の適用については、同法第七十

二条第一項第二号又は第七十四条第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「租税

特別措置法第六十七条の二第一項（特定の医療法人の法人税率の特例）及び前節第二款（税

額控除）」とする。

５ 　第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後

に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合

の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例）

第六十七条の三 　農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から平

成二十四年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号

に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉

用牛のうちに免税対象飼育牛（家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産

大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛

又はその売却価額が百万円未満（その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場

合には、五十万円未満）である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。）が

あるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額（当該売却

をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を

超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。）に相当する金額は、当

該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場にお

いて行う売却　当該農業生産法人が飼育した肉用牛

二 　農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却　当該

農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛

２ 　前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛

の雌等（政令で定めるものを除く。）をいう。

３ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に

関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関

する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われた

こと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、

適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るそ

の損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

４ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その

記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載を



した書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用

することができる。

５ 　事業年度が一年に満たない第一項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同

項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して

計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。

６ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

７ 　第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入され

た金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規

定する所得等の金額に含まれるものとする。

８ 　第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方

法、第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（転廃業助成金等に係る課税の特例）

第六十七条の四 　事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の

国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為（以下この項において

「法令の制定等」という。）があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければ

ならないこととなる法人（以下この条において「廃止業者等」という。）が、その事業の廃止

又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金（これに準ずるもの

を含む。）又は残存事業者等（当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた

後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。）の拠出した補

償金で、政令で定めるもの（以下この条において「転廃業助成金等」という。）の交付を受け

た場合（当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を

通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。）において、その交付を受けた日を

含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る

機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部

分（以下この項において「減価補てん金」という。）の金額に相当する金額の範囲内で当該

減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、

その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す

る。

２ 　廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等

の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに

対応する部分（以下この条において「転廃業助成金」という。）の金額の全部又は一部に相当

する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得（所有権移転

外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。）又は改良を

し、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額（以

下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額

し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確

定した決算において積立金として積み立てる方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰

余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときは、その減額し、

又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す

る。



３ 　廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む事業年

度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに

限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該事業年度

開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のう

ち転廃業助成金の金額（その期間内に交付を受けたものに限る。）をもつて固定資産の取得又

は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等（分割承継法人、被

現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。）に移転するときは、当

該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳

簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の

金額の計算上、損金の額に算入する。

４ 　廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた

日を含む事業年度（解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併（適格合併を除く。）の

日の前日を含む事業年度を除く。）終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過す

る日までの期間（工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める

やむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第六項において「指定

期間」という。）内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額（当該交付を受け

た日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改

良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において

同じ。）の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであ

るとき（当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併

法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改

良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。）は、当該転廃業助成金の金額

のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該交付を受けた日を含む事業

年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法（当該事業年度の決算の確定の日までに

剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときに限り、その

経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

５ 　廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事

業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承

継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日

までの期間（工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむ

を得ない事情がある場合には、政令で定める期間）内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業

助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込み

であるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得

又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの（以下この条

において「期中特別勘定」という。）を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に

相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

６ 　法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この条において「適格合

併等」という。）を行つた場合（第六十八条の百二第七項に規定する場合を除く。）には、次

の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定

の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法

人（以下この条において「合併法人等」という。）に引き継ぐものとする。



一 　適格合併　当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額（連結事業年度にお

いて設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算

入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金

額とする。以下この条において同じ。）

二 　適格分割型分割　当該適格分割型分割直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち

当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃

業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当

該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額

三 　適格分社型分割等　当該適格分社型分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額

のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定

に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合

における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に

際して設けた期中特別勘定の金額

７ 　前項の規定は、第四項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の

特別勘定を含む。）を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この

項において「適格分割等」という。）を行つたもの（当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を

設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金

額のみを引き継ぐものを除く。）にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割

等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額

その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限

り、適用する。

８ 　第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

は、当該合併法人等が第四項の規定により設けている特別勘定の金額（当該合併法人等の適

格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の百二第四項の

規定により設けている特別勘定の金額）とみなす。

９ 　第二項の規定は、第四項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項

の特別勘定を含む。）を設けている法人が、第四項に規定する指定期間（当該特別勘定の金額

が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める

場合には、第五項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期

間」という。）内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良

に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし

た場合について準用する。この場合において、第二項中「当該事業年度の確定した決算」とあ

るのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替え

るものとする。

１０ 　第三項の規定は、第四項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四

項の特別勘定を含む。）を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人

が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃

業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する

金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割

承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該事業年度の

所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度

の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。



１１ 　第四項の特別勘定（連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を

含む。）を設けている法人が次の各号に掲げる場合（第六項の規定により合併法人等に当該

特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号

に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度（第五号に掲げる場合にあつ

ては、その合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産

の取得又は改良に充てた場合　当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額

二 　指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩

した場合　当該取り崩した金額

三 　指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合　当該特別勘

定の金額

四 　指定期間内に解散した場合（合併により解散した場合を除く。）において、第四項の特別

勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

五 　指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第四項の特別勘定

の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

１２ 　第二項（第九項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。）又は第

三項（第十項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。）の規定の適用

を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定（第四十六条、第四十六条の二

第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。）は、適

用しない。

１３ 　第二項又は第三項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用

する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金

額は、当該資産の取得価額に算入しない。

１４ 　適格合併等により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産（連結事業年度にお

いて第六十八条の百二第二項（同条第十項において準用する場合を含む。）又は同条第三項

（同条第十一項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けた固定資産を含む。）の

移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令

の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事

後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取

得価額に算入しない。

１５ 　第一項、第二項、第四項又は第九項の規定は、確定申告書等にこれらの項の規定により損金

の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその

損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある

場合に限り、適用する。

１６ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、そ

の記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載

をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一

項、第二項、第四項又は第九項の規定を適用することができる。

１７ 　第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二

月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税

地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十項の規定により読み替

えて適用する場合についても、同様とする。



１８ 　第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二

月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄

税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１９ 　第一項から第十一項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。

（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）

第六十七条の五 　第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告

書を提出するもの（以下この項において「中小企業者等」という。）が、平成十八年四月一日

から平成二十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中

小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの

（その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令

で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」とい

う。）を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中

小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金

経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合にお

いて、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百

万円（当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度

の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。）を超えるときは、その取得価額の合

計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

２ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

３ 　第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に

関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用

する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

５ 　前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。

（特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例）

第六十七条の六 　内国法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託（次項にお

いて「特定株式投資信託」という。）の収益の分配に係る法人税法第二十三条及び第九十三

条の規定の適用については、同法第二十三条第一項第一号中「又は剰余金の分配」とあるの

は「、剰余金の分配」と、「）の額」とあるのは「）又は租税特別措置法第三条の二（内国法

人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例）に規定する特定株式投資信託（同法

第九条第一項第三号（配当控除の特例）に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を

除く。）の収益の分配の額」と、同項第三号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託

（租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。）」と、同法第九十三条第

二項第二号中「益金不算入）」とあるのは「益金不算入）（租税特別措置法第六十七条の六

第一項（特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例）の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。）」と、「同条第三項」とある

のは「第二十三条第三項」とする。



２ 　特定株式投資信託の収益の分配を受ける外国法人に係る法人税法第百四十二条の規定の適

用については、同条中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第六十七条の六第一項

（特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例）の規定」とする。

（損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例）

第六十七条の七 　青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項

に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの平成十六年四月一日から平成二十一年三月

三十一日までの間に開始する各事業年度の特別利子（保険期間の満了後満期返戻金を支払う

旨の特約がされている損害保険契約（同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書又は同法

第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書に記載された財産の種類が株式及び出資そ

の他の政令で定める財産以外の種類の財産に制限されたものに限る。）により支払われるべき

金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものとして政令で定めるものをいう。）に係る法人税

法第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うも

の及び租税特別措置法第六十七条の七第一項（損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の

特例）に規定する特別利子」とする。

２ 　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十七条の八 　削除

第六十七条の九 　削除

第六十七条の十 　削除

（特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税）

第六十七条の十一 　法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法

第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明

がされたものが、平成十年四月一日以後に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付け

た預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定（次項において「特別国際金融取

引勘定」という。）において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法人税を課

さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその

他の政令で定めるものについては、この限りでない。

２ 　前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた

政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生

じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文

の規定は、適用しない。

（組合事業等による損失がある場合の課税の特例）

第六十七条の十二 　法人が特定組合員（組合契約に係る組合員（これに類する者で政令で定め

るものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者

及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項に

おいて同じ。）のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る

多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための

交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをい

う。第四項において同じ。）又は特定受益者（信託（法人税法第二条第二十九号に規定する集



団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。）の同法第十二条第一項に規

定する受益者（同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含

む。）をいう。第四項において同じ。）に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業又

は当該信託につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産（匿名組合契約等にあ

つては、組合事業に係る財産）又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場

合には、当該法人の当該事業年度の組合等損失額（当該法人の当該組合事業又は当該信託によ

る損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。）のうち当該法人の当

該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定める

ところにより計算した金額を超える部分の金額（当該組合事業又は当該信託財産に帰せられ

る損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合

には、当該組合等損失額）に相当する金額（第三項第四号において「組合等損失超過額」と

いう。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

２ 　確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合等損失超過合計額を有する場合に

は、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託（当該組

合等損失超過合計額に係るものに限る。）による利益の額として政令で定める金額に達するま

での金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

３ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　組合契約　民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約

に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれ

らに類する契約（政令で定めるものを含む。）並びに匿名組合契約等をいう。

二 　匿名組合契約等　匿名組合契約（これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。）及

び外国におけるこれに類する契約をいう。

三 　組合事業　組合契約に基づいて営まれる事業（匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約

等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの）をい

う。

四 　組合等損失超過合計額　前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度（連結事業年度に該

当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」とい

う。）以前の各事業年度における組合等損失超過額（連結事業年度に該当する事業年度にあ

つては、第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合等損失超過額）のうち、当該組合

等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度（同条第一項の規定の適用を受

けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」とい

う。）から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書

（以下この号において「確定申告書」という。）の提出（前事業年度等までの連結事業年度

に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十

二号に規定する連結確定申告書（以下この号において「連結確定申告書」という。）の提

出）をしている場合（適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告

書の提出（当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る

連結親法人による連結確定申告書の提出）をしている場合）における当該組合等損失超過

額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額（前項の規定により前事業年度等までの各

事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額（第六十八条の百五の二第二項

の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算



入された金額を含む。）がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金

額）をいう。

４ 　前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定

受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員又は信託の受益者たる地位の承継をし

た場合における第一項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

第六十七条の十三 　有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業

組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業（当該有限責任事業組

合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。）による損失の額として政

令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額（第三項に

おいて「組合損失超過額」という。）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算

入しない。

２ 　確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合に

は、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業（当該組合損失超過

合計額に係るものに限る。）による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、

当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

３ 　前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度（連結

事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年

度等」という。）以前の各事業年度における組合損失超過額（連結事業年度に該当する事業年

度にあつては、第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額）のうち、当該組

合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度（同条第一項の規定の適用を受け

た場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。）か

ら前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書（以下この項

において「確定申告書」という。）の提出（前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業

年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する

連結確定申告書（以下この項において「連結確定申告書」という。）の提出）をしている場合

（適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出（当該適用年

度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確

定申告書の提出）をしている場合）における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計

した金額（前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額

に算入された金額（第六十八条の百五の三第二項の規定により前事業年度等までの各連結事

業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。）がある場合には、これ

らの損金の額に算入された金額を控除した金額）をいう。

４ 　前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組

合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に

関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定目的会社に係る課税の特例）

第六十七条の十四 　資産の流動化に関する法律（以下この項において「資産流動化法」とい

う。）第二条第三項に規定する特定目的会社（以下この条において「特定目的会社」とい

う。）のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当（資産流動化法第百十五



条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。）の額（法人税法第二十四

条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。）で第二号に

掲げる要件を満たす事業年度（以下この項において「適用事業年度」という。）に係るもの

は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の

額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額

に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

一 　次に掲げるすべての要件

イ　資産流動化法第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。

ロ　次のいずれかに該当するものであること。

（１）　その発行（当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の

募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに

限る。）をした特定社債（資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債（同条第八

項に規定する特定短期社債を除く。）をいう。以下この項において同じ。）の発行価額

の総額が一億円以上であるもの

（２）　その発行をした特定社債が機関投資家（金融商品取引法第二条第九項に規定す

る金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち

同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資

運用業を行う者に限る。）その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において

同じ。）のみによつて引き受けられたもの

（３）　その発行をした優先出資（資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい

う。以下この号において同じ。）が五十人以上の者によつて引き受けられたもの

（４）　その発行をした優先出資が機関投資家のみによつて引き受けられたもの

ハ　その発行をした特定社債及び優先出資に係るそれぞれの募集が主として国内において行

われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。

ニ　その他政令で定める要件

二 　次に掲げるすべての要件

イ　資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業

務を同項に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。

ロ　資産流動化法第百九十五条第一項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。

ハ　資産流動化法第二百条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること

又は当該特定資産（同条第三項各号に掲げる資産に限る。）の管理及び処分に係る業務

を他の者に委託していること。

ニ　当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令

で定めるものに該当するもの（前号ロ（１）又は（２）に該当するものを除く。）でない

こと。

ホ　当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政

令で定める金額（当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政

令で定める金額を控除した金額）の百分の九十に相当する金額を超えていること。

ヘ　資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。

ト　その他政令で定める要件

２ 　特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。



第二十

三条第

一項

内国法人が受ける 内国法人（資産の流動化に関する法律第二条第三項

（定義）に規定する特定目的会社（以下「特定目的会

社」という。）を除く。以下この項において同じ。）が受

ける

第六十

六条第

二項

若しくは資本 （特定目的会社を除く。）若しくは資本

第六十

七条第

一項

となるもの（資本金の額又

は出資金の額が一億円以下

であるものを除く。）

となるもの

第六十

九条第

一項

内国法人が各事業年度 内国法人（特定目的会社を除く。以下この条において同

じ。）が各事業年度

３ 　特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第五十七

条の十第

一項

ものを

除く

もの並びに資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目

的会社（第六十一条の四第一項において「特定目的会社」という。）を

除く

第六十一

条の四第

一項

である

法人

である法人（特定目的会社を除く。）

第六十二

条の三第

三項

該当す

るもの

該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が

行う譲渡で同項第二号（ホを除く。）に掲げる要件を満たす事業年度に

おいて行うもの

４ 　特定目的会社が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定

めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所

得税の額から控除する。

５ 　前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若し

くは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税

法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する

国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかか

わらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

６ 　法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項及び第

九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。

７ 　法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六

十二条の四第一項の規定は、適用しない。

８ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規

定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入



される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満

たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

９ 　税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は

同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存が

なかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用すること

ができる。

１０ 　前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他特定目的会社に係

る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（投資法人に係る課税の特例）

第六十七条の十五 　投資信託及び投資法人に関する法律（以下この条において「投資法人法」

という。）第二条第十二項に規定する投資法人（第一号に掲げる要件を満たすものに限る。）

が支払う投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る

部分の金額（法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下こ

の条において「配当等の額」という。）で第二号に掲げる要件を満たす事業年度（以下この

項において「適用事業年度」という。）に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政

令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を

限度とする。

一 　次に掲げるすべての要件

イ　投資法人法第百八十七条の登録を受けているものであること。

ロ　次のいずれかに該当するものであること。

（１）　その設立に際して発行（当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定す

る有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該

当するものに限る。）をした投資口（投資法人法第二条第十四項に規定する投資口を

いう。以下この号において同じ。）の発行価額の総額が一億円以上であるもの

（２）　当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所

有されているもの又は機関投資家（金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品

取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項

に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行

う者に限る。）その他の財務省令で定めるものをいう。）のみによつて所有されている

もの

ハ　その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定

めるものに該当するものであること。

ニ　その他政令で定める要件

二 　次に掲げるすべての要件

イ　投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。

ロ　その資産の運用に係る業務を投資法人法第百九十八条第一項に規定する資産運用会社

に委託していること。

ハ　その資産の保管に係る業務を投資法人法第二百八条第一項に規定する資産保管会社に

委託していること。



ニ　当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令

で定めるものに該当していないこと。

ホ　当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政

令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。

ヘ　他の法人の発行済株式又は出資（当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）

の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していない

こと。

ト　その他政令で定める要件

２ 　投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人（以下この条において「投資法人」とい

う。）に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第二条

第十四項に規定する投資口は株式とみなす。

３ 　投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二条

第十号

会社の株主等 投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和

二十六年法律第百九十八号）第二条第十二項（定義）

に規定する投資法人をいう。以下同じ。）の株主等

その会社 その投資法人

第二十

三条第

一項

内国法人が受ける 内国法人（投資法人を除く。）が受ける

第六十

六条第

二項

若しくは資本 （投資法人を除く。）若しくは資本

第六十

七条第

一項

となるもの（資本金の額又

は出資金の額が一億円以下

であるものを除く。）

となるもの

第六十

七条第

二項

、会社 、投資法人

その会社 その投資法人

第六十

七条第

八項

会社が 投資法人が

当該会社 当該投資法人

第六十

九条第

一項

内国法人が各事業年度 内国法人（投資法人を除く。以下この条において同

じ。）が各事業年度

４ 　投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。



第五十七

条の十第

一項

ものを

除く

もの並びに投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十

二項に規定する投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同

じ。）を除く

第六十一

条の四第

一項

である

法人

である法人（投資法人を除く。）

第六十二

条の三第

三項

該当す

るもの

該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う

譲渡で同項第二号（同号ホを除く。）に掲げる要件を満たす事業年度に

おいて行うもの

５ 　投資法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定める

ところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から

控除する。

６ 　前項の規定の適用を受ける投資法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは

非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第百八

十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉

所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、こ

れらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

７ 　法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条

第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。

８ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規

定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入

される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満

たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

９ 　税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は

同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存が

なかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用すること

ができる。

１０ 　前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他投資法人に係る法

人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（振替国債の利子等の非課税）

第六十七条の十六 　法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定

する振替国債又は同項に規定する振替地方債につき支払を受ける利子については、法人税を課

さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通

じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。

２ 　外国法人が平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された第六条

第一項に規定する民間国外債（本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所

得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して

著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを

除く。）につき支払を受ける利子又は発行差金（その民間国外債の償還により受ける金額がそ



の民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。）については、法人税を課さ

ない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久

的施設を有する外国法人（以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法

人」という。）が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内におい

て行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

３ 　外国法人が第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八

号までに掲げるもの（次項において「特定短期国債」という。）につき支払を受ける同条第

七項に規定する償還差益（次項において「償還差益」という。）については、法人税を課さな

い。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので

当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の

政令で定めるものについては、この限りでない。

４ 　前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外

国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資

信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。

５ 　法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金

融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日以後に開始した同項に規定する債券現先取

引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子（同項

の規定により所得税が課されないものに限る。）については、法人税を課さない。ただし、当該

特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内におい

て行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。

（分離振替国債の課税の特例）

第六十七条の十七 　外国法人が第五条の二第一項に規定する特定振替機関等（以下この条にお

いて「特定振替機関等」という。）又は第五条の二第五項第四号に規定する適格外国仲介業

者（以下この条において「適格外国仲介業者」という。）から開設を受けている口座において

当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所（以下この条において「営業所等」

という。）又は当該適格外国仲介業者の同項第五号に規定する特定国外営業所等（以下この条

において「特定国外営業所等」という。）を通じて同項第六号に規定する振替記載等（以下

この条において「振替記載等」という。）を受けている分離振替国債（社債等の振替に関する

法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第

一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下こ

の条において同じ。）の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保

有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。

２ 　外国法人が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該

特定振替機関等の国内にある営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じ

て振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令

で定める金額（以下この条において「損失額」という。）は、法人税法の規定の適用について

は、ないものとみなす。

３ 　前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により

生ずる所得及び損失額でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用し

ない。



４ 　第一項及び第二項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国

法人の当該外国投資信託の信託財産に属する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得

及び損失額については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合

に限り、適用する。

（特定の協同組合等の法人税率の特例）

第六十八条 　法人税法第二条第七号に規定する協同組合等（特定の地区又は地域に係るものに

限る。）の事業年度（清算中の事業年度を除く。）が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当す

る場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の

規定の適用については、同法第六十六条第三項中「百分の二十二」とあるのは「百分の二十

二（各事業年度の所得の金額のうち十億円（事業年度が一年に満たない協同組合等について

は、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。）を超え

る部分の金額については、百分の二十六）」と、同条第五項中「前項」とあるのは「租税特別

措置法第六十八条第一項（特定の協同組合等の法人税率の特例）の規定により読み替えられ

た第三項」とする。

一 　当該事業年度の総収入金額（固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入

金額を除く。）のうちに当該事業年度の物品供給事業（当該協同組合等の組合員その他の

利用者に物品（動物その他の政令で定めるものを含む。）を供給する事業をいう。第三号に

おいて同じ。）に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。

二 　当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。

三 　当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が

千億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。

２ 　前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月と

する。

３ 　第一項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

（農林中央金庫の合併等に係る課税の特例）

第六十八条の二 　次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの

間に行われるものが共同事業合併（当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事

業のうちのいずれかの事業と合併法人（法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人）の

当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令

で定める要件を満たすものをいう。）に該当する場合における法人税法その他の法令の規定

の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として

政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の二第一項（農林中央金庫

の合併等に係る課税の特例）に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。

一 　農林中央金庫と信用農業協同組合連合会（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等に

よる信用事業の再編及び強化に関する法律（平成八年法律第百十八号）第二条第一項第二

号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。）との合併

二 　全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会（信用

農業協同組合連合会を除く。）との合併

三 　農業協同組合と農業協同組合との合併

四 　森林組合と森林組合との合併



五 　漁業協同組合と漁業協同組合との合併

２ 　消費生活協同組合法第十条第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生

活協同組合連合会が行う現物出資（政令で定める要件を満たすものに限る。）で平成二十年四

月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業現物出資（当該現

物出資に係る現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち当該現物出資により被現物出

資法人において行われることとなる事業と被現物出資法人（法人を設立する現物出資にあつ

ては、他の現物出資法人）の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に

関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。）に該当する場合における法人

税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十四ハ中「が共同で

事業を営むための現物出資として政令で定めるもの」とあるのは、「により行われる租税特別

措置法第六十八条の二第二項（農林中央金庫の合併等に係る課税の特例）に規定する共同事

業現物出資に該当する現物出資」とする。

第六十八条の二の二 　削除

（適格合併等の範囲に関する特例）

第六十八条の二の三 　内国法人の行う合併が特定グループ内合併（次の各号のいずれにも該当

する合併をいい、被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人

の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定

める要件に該当するものを除く。）に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の

適用については、法人税法第二条第十二号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるの

は、「その合併（租税特別措置法第六十八条の二の三第一項（適格合併等の範囲に関する特

例）に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。）」とする。

一 　被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。

二 　被合併法人の株主等（法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次項及び次条第

二項において同じ。）に同法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式（特定軽課税

外国法人に該当する外国法人の株式（出資を含む。以下この条において同じ。）に限る。）が

交付されること。

２ 　内国法人の行う分割が特定グループ内分割（次の各号のいずれにも該当する分割をいい、分

割法人の分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなる

ものと分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連するこ

とその他の政令で定める要件に該当するものを除く。）に該当する場合における法人税法そ

の他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十一イからハまでの規定中

「その分割」とあるのは、「その分割（租税特別措置法第六十八条の二の三第二項（適格合併

等の範囲に関する特例）に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。）」とする。

一 　分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分

割であること。

二 　分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。

三 　分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親

法人株式（特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。）が交付されること。

３ 　内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換（次の各号のいずれにも該当する株式

交換をいい、株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と

株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連す



ることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。）に該当する場合における法人税

法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十六イからハまでの規

定中「その株式交換」とあるのは、「その株式交換（租税特別措置法第六十八条の二の三第三

項（適格合併等の範囲に関する特例）に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを

除く。）」とする。

一 　株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。

二 　株式交換完全子法人の株主に法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支

配親法人株式（特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。）が交付されるこ

と。

４ 　内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資（内

国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転

する現物出資をいう。）に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用につい

ては、法人税法第二条第十二号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資（」とあるのは、

「次のいずれかに該当する現物出資（租税特別措置法第六十八条の二の三第四項（適格合併

等の範囲に関する特例）に規定する特定現物出資、」とする。

５ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　特定軽課税外国法人　その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得

に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して

著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。

二 　特定支配関係　一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方

の内国法人の発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式を除く。以下この項において

「発行済株式等」という。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接

又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。

三 　特定外国子法人　外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日

前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日

までの期間内のいずれかの時において、居住者（第二条第一項第一号の二に規定する居住者

をいう。以下この号において同じ。）、内国法人及び特殊関係非居住者（居住者又は内国法

人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。）が、その

発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を有するもののう

ち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。

四 　特定外国親法人等　外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済

株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関

係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをい

う。

６ 　前各項に定めるもののほか、第一項に規定する特定グループ内合併、第二項に規定する特定

グループ内分割、第三項に規定する特定グループ内株式交換又は第四項に規定する特定現物出

資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

（特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例）

第六十八条の三 　法人が旧株（当該法人が有していた株式（出資を含む。以下この条において同

じ。）をいう。）を発行した内国法人の合併（適格合併に該当しないものに限る。）により合



併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式を除く。第三項

において「発行済株式等」という。）の全部を保有する関係として政令で定める関係がある

外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人（前

条第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。）の株式に

該当するときは、法人税法第六十一条の二第二項（同法第百四十二条の規定により準じて計

算する場合を含む。）の規定は、適用しない。

２ 　法人が旧株（当該法人が有していた株式をいう。）を発行した内国法人の行つた特定分割型

分割（分割法人の株主等に分割承継法人に係る特定外国親法人（法人税法第六十一条の二第

四項に規定する親法人で特定軽課税外国法人に該当するものをいう。以下この項において同

じ。）の株式以外の資産（当該株主等に対する同条第四項に規定する剰余金の配当等として

交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。）が交付されなか

つた分割型分割（前条第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限

る。）をいう。）により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合におけ

る同法第六十一条の二第四項（同法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「交付されなかつたもの（」とあるのは、「交付され

なかつたもの（租税特別措置法第六十八条の三第二項（特定の合併等が行われた場合の株主

等の課税の特例）に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」とする。

３ 　法人が旧株（当該法人が有していた株式をいう。）を発行した内国法人の行つた株式交換

（適格株式交換に該当しないものに限る。）により株式交換完全親法人との間に当該株式交

換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人

の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該

当するときは、法人税法第六十一条の二第九項（同法第百四十二条の規定により準じて計算

する場合を含む。）の規定は、適用しない。

４ 　前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定目的信託に係る受託法人の課税の特例）

第六十八条の三の二 　法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託（以下この条に

おいて「特定目的信託」という。）のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の

額として政令で定める金額（以下この条において「利益の分配の額」という。）で当該特定目

的信託に係る受託法人（同法第四条の七に規定する受託法人（第二条の二第三項において準

用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに

限る。）をいう。次項から第六項までにおいて同じ。）の第二号に掲げる要件を満たす事業年

度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益

の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金

の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

一 　次に掲げるすべての要件

イ　資産の流動化に関する法律第二百二十五条第一項の規定による届出が行われているも

のであること。

ロ　次のいずれかに該当するものであること。

（１）　その発行者（金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号

において同じ。）による受益権の募集が同条第三項に規定する取得勧誘（同項第一号



に掲げる場合に該当するものに限る。）であつて、その受益権の発行価額の総額が一億

円以上であるもの

（２）　その発行者が行つた受益権の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受

けられたもの

（３）　その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家（金融商品取引法第

二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金

融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第

四項に規定する投資運用業を行う者に限る。）その他の財務省令で定めるものをい

う。）のみによつて引き受けられたもの

ハ　その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定め

るものに該当するものであること。

ニ　その他政令で定める要件

二 　次に掲げるすべての要件

イ　当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当して

いないこと。

ロ　当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能所得の金額として政令で

定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。

ハ　その他政令で定める要件

２ 　特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人（第二条第二十九号の二ホ（定義）に

掲げる特定目的信託に係る第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適用）に規定する受

託法人を除く。）が受ける」とする。

３ 　特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第

一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人（第二条第二十九号の二ホ（定

義）に掲げる特定目的信託に係る第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適用）に規定

する受託法人を除く。以下この条において同じ。）が各事業年度」とする。

４ 　特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税

の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を

限度として当該所得税の額から控除する。

５ 　前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定

する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合

における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第

一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これ

らの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とす

る。

６ 　特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項

中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する

特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号（ロを除く。）に掲げる

要件を満たす事業年度において行うもの」とする。

７ 　法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の

規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及

び第二条第二十九号の二ホ（定義）に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三



の二第一項（特定目的信託に係る受託法人の課税の特例）に規定する利益の分配の額」と、同

法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十

九号の二ホ（定義）に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項（特

定目的信託に係る受託法人の課税の特例）に規定する利益の分配の額」とする。

８ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号

に規定する確定申告書（次項において「確定申告書」という。）に、第一項の規定により損金

の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の

計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしているこ

とを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

９ 　税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同

項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がな

かつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することが

できる。

１０ 　第一項、第二項、第六項及び前二項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規

定する受託法人（第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外

国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号ま

でに掲げる外国法人に該当するものに限る。）が、同法第百四十二条の規定により同法第百四

十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について

準用する。この場合において、第一項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内にお

いて行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」

とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算

する場合における同項」と読み替えるものとする。

１１ 　内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額（以下

この項及び次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。）は法人税法第六十九

条第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受

ける外国特定目的信託の利益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の

額に該当しないものとみなす。

１２ 　外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額（法人税法第百四十一条第一号から

第三号までに掲げる外国法人が受けるもの（同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受

けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。）に限

る。）については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の

額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定（法人税法第百四十二条の規定により

同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。）を適用す

る。

１３ 　第八項及び第九項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前三項の規定の適用そ

の他特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する

法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）

第六十八条の三の三 　特定投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律（第一号において

「投資信託法」という。）第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当する

ものをいう。以下この条において同じ。）のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分



配の額として政令で定める金額（以下この条において「収益の分配の額」という。）で当該特

定投資信託に係る受託法人（法人税法第四条の七に規定する受託法人（第二条の二第三項に

おいて準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用す

るものに限る。）をいう。次項から第六項までにおいて同じ。）の第二号に掲げる要件を満たす

事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、そ

の収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、

その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

一 　次に掲げるすべての要件

イ　投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。

ロ　その受託者（投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委

託者。ハにおいて同じ。）による受益権の募集が機関投資家私募（同条第九項に規定する

適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。）に

より行われるものであつて、投資信託約款（投資信託法第四条第一項に規定する委託者

指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信

託約款をいう。）にその旨の記載があること。

ハ　その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定め

るものに該当するものであること。

ニ　その他政令で定める要件

二 　次に掲げるすべての要件

イ　当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当して

いないこと。

ロ　当該事業年度に係る収益の分配の額の分配可能所得の金額に占める割合として政令で定

める割合が百分の九十を超えていること。

ハ　その他政令で定める要件

２ 　特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人（租税特別措置法第六十八条の三の三

第一項（特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）に規定する特定投資信託（同項第一号

ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。）に係る第四条の七（受託法人等に関するこの法

律の適用）に規定する受託法人を除く。）が受ける」とする。

３ 　特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第

一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人（租税特別措置法第六十八条の三

の三第一項（特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）に規定する特定投資信託に係る第

四条の七（受託法人等に関するこの法律の適用）に規定する受託法人を除く。以下この条にお

いて同じ。）が各事業年度」とする。

４ 　特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税

の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を

限度として当該所得税の額から控除する。

５ 　前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定

する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合

における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第

一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これ



らの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とす

る。

６ 　特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項

中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する

特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号（ロを除く。）に掲げる

要件を満たす事業年度において行うもの」とする。

７ 　法人が受ける特定投資信託（第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。）の

収益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第

二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び租税特別措置法第六十八条の

三の三第七項（特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）に規定する特定投資信託の同条

第一項に規定する収益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあ

るのは「該当するもの及び租税特別措置法第六十八条の三の三第七項（特定投資信託に係る

受託法人の課税の特例）に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」

とする。

８ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号

に規定する確定申告書（次項において「確定申告書」という。）に、第一項の規定により損金

の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の

計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしているこ

とを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

９ 　税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同

項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がな

かつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することが

できる。

１０ 　第一項、第二項、第六項及び前二項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規

定する受託法人（第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外

国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号ま

でに掲げる外国法人に該当するものに限る。）が、同法第百四十二条の規定により同法第百四

十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について

準用する。この場合において、第一項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内にお

いて行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」

とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算

する場合における同項」と読み替えるものとする。

１１ 　内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定投資信託（同項第一号ロ及びハに

掲げる要件を満たすものに限る。）の収益の分配の額（以下この項及び次項において「外国特

定投資信託の収益分配の額」という。）は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額

に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益分

配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。

１２ 　外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額（法人税法第百四十一条第一号から

第三号までに掲げる外国法人が受けるもの（同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受

けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。）に限

る。）については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の

額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定（法人税法第百四十二条の規定により



同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。）を適用す

る。

１３ 　第八項及び第九項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前三項の規定の適用そ

の他特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する

法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例）

第六十八条の三の四 　分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の

一部のみを当該分割法人の株主等（法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。）に

交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなし

て、この章の規定（政令で定める規定を除く。）を適用する。

２ 　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（課税所得の範囲の変更等の場合の特例）

第六十八条の三の五 　特定普通法人（一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、

法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。）が

公益法人等（同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。）に

該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散し

たものとみなして、第五十五条、第五十五条の五から第五十七条まで及び第五十七条の三から

第五十七条の九までの規定その他政令で定める規定を適用する。

２ 　特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日

に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項、第六項及び第九項、

第四十二条の五第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二

項、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項の規定その他政令で定める規定を

適用する。

３ 　特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併

を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止）

第六十八条の四 　法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等（同法附則第二十条第

二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。）を行う法人の平成十一年四月

一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金につ

いては、同法第八条又は第十条の二及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職

年金等積立金に対する法人税を課さない。

（適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例）

第六十八条の五 　法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約（次項において

「適格退職年金契約」という。）に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う同条第二項

各号に掲げる法人が特例適格退職年金契約を締結している場合における同項に規定する退職

年金等積立金額については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額

（租税特別措置法第六十八条の五第二項（適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の

計算の特例）に規定する特例適格退職年金契約（以下この項において「特例適格退職年金契

約」という。）については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額



から、当該契約を締結した当該法人が厚生年金基金水準相当給付（厚生年金保険法（昭和二

十九年法律第百十五号）第百三十二条第三項（老齢年金給付の基準）に規定する相当する水

準の給付の額から同条第二項に規定する額（当該契約に係る事業主が厚生年金基金の同法第

百十七条第三項（代議員会）に規定する設立事業所の事業主である場合には、当該厚生年金

基金が行う給付の額）を控除した額の給付に準じた給付をいう。以下この号、次号イ及び第三

号イにおいて同じ。）を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保

有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額（当該控除した残額のうちに、当該契約

に係る掛金の額でその信託の受益者が負担した部分の金額（その信託財産に係るものに限

る。）がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額）として政令で

定めるところにより計算した金額）」と、同項第二号ロ中「計算した金額」とあるのは「計

算した金額（特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に

係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該法人が

厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てる

ため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額（当該控除した残額のうちに、当

該契約に係る保険料の額でその保険金受取人が負担した部分の金額（その保険料積立金に係

るものに限る。）がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額）と

して政令で定めるところにより計算した金額）」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあ

るのは「計算した金額（特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、

当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約を締結し

た当該農業協同組合連合会が厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年

金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額（当

該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその共済金受取人が負担した部分の金

額（その共済掛金積立金に係るものに限る。）がある場合には、当該控除した残額からその部

分の金額を控除した金額）として政令で定めるところにより計算した金額）」とする。

２ 　前項に規定する特例適格退職年金契約とは、適格退職年金契約のうち、使用人が少数である

事業主その他これに類する者との契約であることその他の政令で定める要件を備えたものを

いう。

（公益法人等の損益計算書等の提出）

第六十八条の六 　法人税法第二条第六号に規定する公益法人等（同法以外の法律によつて同号

に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政

令で定める法人を除く。）は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申

告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又

は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内（政令で定める法人にあつては、

同日から政令で定める期間内）に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地

の所轄税務署長に提出しなければならない。

第六十八条の七 　削除

　　　　第九節　削除

第六十八条の八 　削除



　　　　第十節　連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）

第六十八条の九 　連結法人の各連結事業年度（その連結親法人の解散（合併による解散を除

く。）の日を含む連結事業年度を除く。）において、当該連結親法人又は当該連結親法人によ

る連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の

額に算入される試験研究費の額（その試験研究費に充てるため他の者（当該連結親法人又は

その連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。）から支払を受ける金

額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。）がある場合には、当

該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額（この条、次条第二項、第三項及び第五項、第六

十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七

項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五

第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規

定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯

税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。）から、当該連結親法人及びそ

の連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十（試験研究費割

合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の

八を加算した割合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた

割合）。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。）に相当する金

額（以下この項及び第十二項第四号において「税額控除限度額」という。）を控除する。ただ

し、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二

十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額

を限度とする。

２ 　連結法人の各連結事業年度（その連結親法人の解散（合併による解散を除く。）の日を含む

連結事業年度を除く。）において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関

係にある連結子法人に連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試

験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当

該連結親法人及びその連結子法人の当該特別試験研究費の額の合計額に税額控除割合（百分

の十二から当該連結事業年度の試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を控除したものを

いう。）を乗じて計算した金額（以下この項及び第十二項第四号において「特別研究税額控

除限度額」という。）を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度

の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金

額（前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された

金額をいう。）を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度と

する。

３ 　連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連

結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度（当該連結親法人の解散（合併による解

散を除く。）の日を含む連結事業年度を除く。）の連結所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れる試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始

の日（当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、法人税法第十五条の二

第一項に規定する連結親法人事業年度（以下この条において「連結親法人事業年度」とい

う。）開始の日。次項及び第五項において「連結親法人事業年度開始日」という。）の前日を



含む連結事業年度（以下この項において「前連結事業年度」という。）の終了の時において当

該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得

の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額（当該連結親法人の前連結事

業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金

額）を超える場合において、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額があると

きは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結繰越税額控除限度

超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度

超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額

（当該連結事業年度において第一項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対

する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超える

ときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

４ 　前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における同

項の規定の適用については、当該各号に定める金額（既に同項の規定により各連結事業年度

（第二号に規定する他の連結事業年度を除く。）において調整前連結税額から控除された金額

のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。）は、連結繰越税額控除限度超

過額とみなす。

一 　当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の

当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人

の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合　当該各事業年度における第四十二条の四第

一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一

項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（既に同条第三項の規定

により各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控

除した残額）の合計額

二 　当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の

当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人

の各事業年度が他の連結事業年度（他の連結親法人（当該連結親法人以外の連結親法人を

いう。）による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業

年度をいう。）に該当する場合　当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した

場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結繰越税額

控除限度超過個別帰属額（当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した他の連結事業

年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年

度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額）に相

当する金額

５ 　次の各号に規定する連結法人が連結親法人事業年度開始日の一年前の日から第三項の規定

の適用を受けようとする連結親法人の連結事業年度終了の日までの間において当該各号に掲

げる場合に該当する場合における第三項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業

年度における連結繰越税額控除限度超過額（前項の規定により連結繰越税額控除限度超過額

とみなされるものを含む。）のうち当該各号に定める金額は、当該連結繰越税額控除限度超過

額から控除する。

一 　連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割（その分割型分割の日が連結親法

人事業年度開始日であるもの及び法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度

開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき同法第四条



の二の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。）を行つた場合　当該分割型分割

の日の前日を含む事業年度において第四十二条の四第三項の規定により法人税の額から控

除された金額

二 　連結子法人が合併により解散した場合　当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前

日を含む連結事業年度（当該合併の日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該

合併の日の前日を含む連結事業年度）における当該合併により解散した連結子法人に係る

連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

三 　連結子法人が解散（合併による解散を除く。）をした場合　当該解散の日を含む事業年度

開始の日の前日を含む連結事業年度（当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である

場合には、当該解散の日を含む連結事業年度）における当該解散をした連結子法人に係る連

結繰越税額控除限度超過個別帰属額

四 　連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくな

つた場合（前二号に掲げる場合を除く。）　その有しなくなつた日を含む事業年度開始の日

の前日を含む連結事業年度（その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連

結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接

に保有する他の連結子法人の解散（合併による解散を除く。）である場合には、その解散の

日を含む連結事業年度）における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係

る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

６ 　連結法人（その連結親法人が中小連結親法人（中小連結法人又は農業協同組合等のうち、連

結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。）に該当するものに限る。）の各連結

事業年度（第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法

人の解散（合併による解散を除く。）の日を含む連結事業年度を除く。）において、当該中小

連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事

業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当

該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連

結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十二に相当する金額

（以下この項及び第十二項第八号において「中小連結法人税額控除限度額」という。）を控

除する。ただし、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調

整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百

分の二十に相当する金額を限度とする。

７ 　連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連

結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度（第一項から第三項までの規定の適用を

受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散（合併による解散を除く。）の日を含む連結事

業年度を除く。）の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額

が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日（当該連結親法人を分割

法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日）の前日を含む連結

事業年度（以下この項において「前連結事業年度」という。）の終了の時において当該連結

親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額

の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額（当該連結親法人の前連結事業年度

がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額）を超え

る場合において、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額があると

きは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該繰越中小連結法人税額



控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における繰越中小連結

法人税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の

二十に相当する金額（当該連結事業年度において前項の規定により当該連結事業年度の連結

所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残

額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

８ 　第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合におい

て、第四項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度

超過額」と、「第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額

控除限度額のうち、同条第一項又は第二項」とあるのは「第四十二条の四第六項に規定する

中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項」と、

「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過

個別帰属額」と、第五項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人

税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第三項」とあるのは「第四十二条の四第七項」

と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度

超過個別帰属額」と読み替えるものとする。

９ 　連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、各連結事業

年度（連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に

開始するものに限り、その連結親法人の解散（合併による解散を除く。）の日を含む連結事業

年度を除く。）において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該連結事業年度の連

結所得に対する調整前連結税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金

額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整

前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の

十に相当する金額を限度とする。

一 　当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び

当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額

が、比較試験研究費の合計額（当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額

を合計した金額をいう。）を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合　当該連結事業年

度の当該試験研究費の額の合計額から当該比較試験研究費の合計額を控除した残額の百分

の五に相当する金額

二 　当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び

当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が

当該連結事業年度の平均売上金額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合　当該超

える部分の金額に超過税額控除割合（当該連結事業年度の試験研究費割合から百分の十を

控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。）を乗じて計算した金額

１０ 　前項各号に定める金額を計算する場合において、当該連結親法人及びその各連結子法人が

当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものと

して、同項の規定を適用する。

１１ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第

四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連結子法人に

あつては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事

業年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認を取り消された連結親法人又

は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度におい



て第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該承認を取り消され

た連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の当該各連結事業年度（以下この項に

おいて「税額控除連結事業年度」という。）につき次に掲げる金額があるときは、連結親法人

に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同

法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに次条第五項、第六十八条の十一第五項、第六

十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第

五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定

にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項から第三項まで、第六項又

は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除

された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法

人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

一 　当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費

の額

二 　当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された特別試験研

究費の額

三 　当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における連結繰越税額

控除限度超過個別帰属額

四 　当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における繰越中小連結

法人税額控除限度超過個別帰属額

１２ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　試験研究費　製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要す

る費用で政令で定めるものをいう。

二 　試験研究費割合　第一項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度

の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額

の合計額に対する割合をいう。

三 　特別試験研究費の額　試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試

験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数であ

る医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政

令で定めるものをいう。

四 　連結繰越税額控除限度超過額　第三項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日

（当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始

の日）前一年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度まで連続して当該連結親

法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の

各連結事業年度に限る。）における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第

一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（既に第三項の規定に

より当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当

該金額を控除した残額）の合計額をいう。

五 　連結繰越税額控除限度超過個別帰属額　前号に規定する連結親法人の各連結事業年度にお

ける連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定める

ところにより計算した金額をいう。

六 　中小連結法人　中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。

七 　農業協同組合等　第四十二条の四第十二項第六号に規定する農業協同組合等をいう。



八 　繰越中小連結法人税額控除限度超過額　第七項に規定する連結親法人の各連結事業年度開

始の日（当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業

年度開始の日）前一年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度まで連続して当

該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしてい

る場合の各連結事業年度に限る。）における中小連結法人税額控除限度額のうち、第六項の

規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（既に第七項の規定により当該各連結事

業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残

額）の合計額をいう。

九 　繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額　前号に規定する連結親法人の各連結事業

年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額と

して政令で定めるところにより計算した金額をいう。

十 　比較試験研究費の額　連結親法人又は第九項に規定する連結事業年度（以下この号及び次

号において「適用年度」という。）終了の時において当該連結親法人による連結完全支配

関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の三年前の日

から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各

連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額（当該期間

内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度

（以下この号において「三年以内事業年度」という。）にあつては当該三年以内事業年度の

所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月

数（三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年

度の月数）と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度

の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。）の合計

額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数（三年以内事業年度の数を含む。）で除して

計算した金額（当該適用年度が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結

事業年度である場合には、政令で定める金額）をいう。

十一 　基準試験研究費の額　適用年度の連結親法人事業年度開始の日前二年以内に開始した各

連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該連結親法人事業年度終了の時において

当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得

の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金

額（当該二年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところによ

り計算した金額）をいう。

十二 　平均売上金額　連結親法人又は第一項若しくは第九項に規定する連結事業年度終了の時

において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事

業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連

結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度（当

該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当

しない場合には、当該事業年度）の売上金額（棚卸資産の販売による収益の額その他の政

令で定める金額をいう。）の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

１３ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

１４ 　第一項及び第二項、第六項又は第九項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による

控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場



合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係

るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１５ 　第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結

事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第

三項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度

超過額の明細書の添付がある場合（第四項（第八項において準用する場合を含む。）の規定

により連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる

金額（第四項第一号に定める金額に係るものに限る。）がある場合には、当該明細書の添付が

ある場合及び第四十二条の四第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた事

業年度以後の各事業年度（当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当す

る場合には、当該連結事業年度）の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書（当該適用

を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告

書）に第四十二条の四第三項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企

業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項又は第七項の規定の

適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受け

る金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受ける

べき金額に限るものとする。

１６ 　第十二項から前項までに定めるもののほか、第九項に規定する連結親法人又はその連結子

法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は

事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における比較試験研究費の額の計算、第十一

項の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結

法人税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。

１７ 　第一項から第三項まで、第六項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合における法人

税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一

条の十七まで（税額控除）」とあるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別

措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項（試験研究を行

つた場合の法人税額の特別控除）」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「こ

の款並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項

（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条

第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項の規定による控除をし、次に前条」と、同法

第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税

特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項（試験研究を行

つた場合の法人税額の特別控除）の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から

控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八

十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九

第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別

控除）の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節（税額の計算）」とある

のは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六

項、第七項及び第九項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）」とする。



１８ 　第十一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十

一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九

第十一項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第二項中「前条第一

項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項」と、同法第八十一条の

十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法

第六十八条の九第十一項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）に規定する加算

した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第

二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要

な事項は、政令で定める。

（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

第六十八条の十 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、

平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間（次項において「指定期間」

という。）内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却

資産（以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。）を取得し、又は

エネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作

し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事

業の用に供した場合（第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場

合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用

に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項におい

て同じ。）には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度（次項及び第十項において「供

用年度」という。）の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に

算入する金額の限度額（以下この節において「償却限度額」という。）は、法人税法第八十一

条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一

条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償

却限度額（同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場

合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度

額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。）と特別償却限度額（当該エネルギー需

給構造改革推進設備等の取得価額（第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、

当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」とい

う。）の百分の三十に相当する金額をいう。）との合計額とする。

一 　次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののう

ち政令で定めるもの

イ　製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若

しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産

ロ　廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の

減価償却資産

ハ　その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資

する機械その他の減価償却資産

二 　第四十二条の五第一項第二号に掲げる減価償却資産

三 　第四十二条の五第一項第三号に掲げる減価償却資産



四 　建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政

令で定めるもの（当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政

令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。）

イ　建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備

ロ　建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他

の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第六項に

規定する中小連結法人（連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。）に該当

するもの（以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」とい

う。）が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構

造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設

した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に

供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受

けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額（この項、次項及び第五項、前条、次条

第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条

の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及

び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで

計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下

第四項までにおいて「調整前連結税額」という。）から、当該中小連結親法人の税額控除限度

額（その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百

分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。）及び当該各中小連結子

法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその

各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又は

その中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用年度の連結所得に対する調

整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法

人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令

で定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、その税額控除限度額は、当該

法人税額基準額を限度とする。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年

度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対す

る調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人

の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該

連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額

が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額（当該連結事業

年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度に

おいてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当

該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当

該金額を控除した残額）及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人

に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてその事業の用に

供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結

所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人

に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を基礎として政令で定めると



ころにより計算した金額をいう。）を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人

税額基準額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連

結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度開始の日前一

年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度（以下この項

において「一年以内事業年度」という。）とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法

人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出（一年以内事業年度に

あつては、青色申告書の提出）をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限

る。）における税額控除限度額（一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五第二項に規定

する税額控除限度額（以下この項において「単体税額控除限度額」という。）を含む。）のう

ち、第二項の規定（単体税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしても

なお控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税

額から控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額

から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、

当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四

条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連結子法人にあ

つては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事業

年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認を取り消された連結親法人又は

当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において

第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を

含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三

項まで並びに前条第十一項、次条第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、

第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の

百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人

税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の

額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消され

た連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適

用しない。

７ 　第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結

事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む

連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

８ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添

付がある場合に限り、適用する。

９ 　第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載が

あり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合にお

いて、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限る

ものとする。

１０ 　第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する

連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四



項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該

明細書の添付がある場合及び第四十二条の五第二項に規定する供用年度以後の各事業年度

（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の同法第二条第三

十一号に規定する確定申告書（当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十

二号に規定する連結確定申告書）に第四十二条の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過

額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度

の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計

算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控

除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１１ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の

適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで（税額控除）」と

あるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十八条の十第二項若

しくは第三項（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控

除）」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第

六十八条の十第二項及び第三項（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人

税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控

除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「ま

でに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項（エネルギー需給構

造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定によりこれらの規定に規定

する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定

める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特

別措置法第六十八条の十第二項及び第三項（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した

場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節（税

額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項

及び第三項（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」

とする。

１２ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一

条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第

五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第二項中「前条第一項又

は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、同法第八十一条の十八第

一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十

八条の十第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）に規定する加算した金額

のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一

章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。

１３ 　第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第十一項の規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

第六十八条の十一 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人（連結親法人である同項に規定する農業

協同組合等を含む。）に該当するもの（以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は



「中小連結子法人」という。）が、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの

期間（次項において「指定期間」という。）内に、その製作の後事業の用に供されたことのな

い第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産（同項第一号又は第二号に掲げる減価償

却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」

という。）を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人

又はその中小連結子法人の営む同条第一項に規定する指定事業の用（以下この条において

「指定事業の用」という。）に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業

年度（以下この条において「供用年度」という。）の当該特定機械装置等の償却限度額は、法

人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合におけ

る同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限

度額と特別償却限度額（当該特定機械装置等の取得価額（第四十二条の六第一項第四号に掲

げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項

において「基準取得価額」という。）の百分の三十に相当する金額をいう。）との合計額とす

る。

２ 　特定中小連結親法人（中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この

項において同じ。）又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子

法人（以下この項において「特定中小連結子法人」という。）が、指定期間内に、その製作の後

事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、こ

れを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に

供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年

度の連結所得に対する法人税の額（この項、次項及び第五項、第六十八条の九、前条第二項、第

三項及び第五項、次条第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四

第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税法

第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の

額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調

整前連結税額」という。）から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額（その指定事業の

用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。

以下この項及び第四項において同じ。）及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の

合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法

人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中

小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用年度の連結所得に対する調整前連

結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額の当該特定中小連結親法人又は

その特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で

定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法

人税額基準額を限度とする。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年

度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対す

る調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰

越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法

人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連

結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額（当該連結事業年度の連

結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてそ



の指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所

得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）

及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分

の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置

等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除さ

れる金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該

金額を控除した残額）を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超

えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連

結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度開始の日前一

年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度（以下この項

において「一年以内事業年度」という。）とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法

人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出（一年以内事業年度に

あつては、青色申告書の提出）をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限

る。）における税額控除限度額（一年以内事業年度にあつては、第四十二条の六第二項に規定

する税額控除限度額（以下この項において「単体税額控除限度額」という。）を含む。）のう

ち、第二項の規定（単体税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしても

なお控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税

額から控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額

から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、

当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四

条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連結子法人にあ

つては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事業

年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認を取り消された連結親法人又は

当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において

第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を

含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三

項まで並びに第六十八条の九第十一項 、前条第五項、次条第七項、第六十八条の十三第四項、第

六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百

八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人

税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の

額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消され

た連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により

取得した特定機械装置等については、適用しない。

７ 　第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結

事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む

連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

８ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添

付がある場合に限り、適用する。



９ 　第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載が

あり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合にお

いて、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限る

ものとする。

１０ 　第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する

連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四

項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該

明細書の添付がある場合及び第四十二条の六第二項に規定する供用年度以後の各事業年度

（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の同法第二条第三

十一号に規定する確定申告書（当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十

二号に規定する連結確定申告書）に第四十二条の六第三項に規定する繰越税額控除限度超過

額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度

の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計

算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控

除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１１ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の

適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで（税額控除）」と

あるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項

若しくは第三項（中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第

八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十一第

二項及び第三項（中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、「ま

ず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法

第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税

特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項（中小連結法人が機械等を取得した場合の法

人税額の特別控除）の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金

額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第

一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第

三項（中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第八

十一条の二十二第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並

びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項（中小連結法人が機械等を取得した

場合の法人税額の特別控除）」とする。

１２ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一

条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一

第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第二項中「前条第一項

又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項」と、同法第八十一条の十

八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第

六十八条の十一第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）に規定する加算し

た金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二

編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

１３ 　第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。



（事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除）

第六十八条の十二 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

で、次の各号に掲げるもの（以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は

「特定中小連結子法人等」という。）が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日

までの期間（次項において「指定期間」という。）内に、その製作の後事業の用に供されたこ

とのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの（以

下この条において「事業基盤強化設備」という。）を取得し、又は事業基盤強化設備を製作し

て、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の

用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。）には、その事業の用

に供した日を含む連結事業年度（以下この条において「供用年度」という。）の当該事業基

盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個

別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当

該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額（当該事業基盤強化設備の取得価額

（第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当

該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額）の百分の三十に相当する金額をい

う。）との合計額とする。

一 　特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者（中小連

結法人（第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定

する農業協同組合等をいう。）に限る。）で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関

する計画に係る同項の承認を受けた連結法人　当該経営改善措置に関する計画に定める機

械及び装置

二 　卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結

法人　機械及び装置並びに器具及び備品（電子計算機については、財務省令で定める要件を

満たすものに限る。）

三 　飲食店業（政令で定める事業を除く。）を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結

法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十

六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組

合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの　当該振興計画に定める同項に規定する振

興事業の実施に係る器具及び備品（当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務

省令で定めるものに限る。）

四 　サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び

発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規

定する中小連結法人に該当する連結法人（当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む

大規模連結法人（同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。）を含

む。）　機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政

令で定めるもの

五 　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計

画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定す

る中小企業者（同項第八号に掲げる者を除く。）に該当する連結法人（大規模な法人の子

会社として政令で定めるもの（次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。）及



び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。）　当該承認経営革新計画に定める機械

及び装置

六 　中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規

定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第

一項に規定する中小企業者（同項第八号に掲げる者を除く。）に該当する連結法人（大規

模法人子会社を除く。）で同法第十一条に規定する確認を受けたもの（前各号に掲げる連

結法人に該当するものを除く。）　当該認定計画に定める機械及び装置

七 　中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規

定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業

を行う同条第一項に規定する中小企業者（同項第八号に掲げる者を除く。）に該当する連

結法人（大規模法人子会社を除く。）で同法第十四条に規定する確認を受けたもの（前各

号に掲げる連結法人に該当するものを除く。）　当該認定農商工等連携事業計画に定める機

械及び装置

２ 　特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等（前項第一号に掲げる連結法人にあ

つては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大

規模連結法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。）が、指定期間内に、その製作の後事

業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、

これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用

に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供

用年度の連結所得に対する法人税の額（この項、次項、第五項及び第七項、第六十八条の九、第

六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十

四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税

法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税

の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整

前連結税額」という。）から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額（その事業の用に

供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下こ

の項及び第四項において同じ。）及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計

額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人

等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定

中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用年度の連結所得に対する調整

前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親

法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎

として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、その税額控除限度

額は、当該法人税額基準額を限度とする。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年

度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対す

る調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰

越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法

人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連

結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額（当該連結事業年度の連

結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてそ

の事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得



に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）及

び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の

二十に相当する金額（当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備に

つき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される

金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額

を控除した残額）を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超える

ときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連

結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度開始の日前一

年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度（以下この項

において「一年以内事業年度」という。）とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法

人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出（一年以内事業年度に

あつては、青色申告書の提出）をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限

る。）における税額控除限度額（一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定

する税額控除限度額（以下この項において「単体税額控除限度額」という。）を含む。）のう

ち、第二項の規定（単体税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしても

なお控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税

額から控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額

から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、

当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結法人（その連結親法人が中小連結親法人（第六十八条の九第六項に規定する中小連結

親法人をいう。以下この項において同じ。）に該当するものに限る。）の各連結事業年度（法人

税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十

一年三月三十一日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散（合併による解

散を除く。）の日を含む連結事業年度を除く。）において、当該中小連結親法人又は当該中小

連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額

の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額（その教育訓練費に充てるため他の者（当該

中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含

む。）から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同

じ。）がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の

連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親

法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れる教育訓練費の額の合計額の占める割合（以下この項において「教育訓練費割合」とい

う。）が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結

税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分

の十二（当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百

分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合（当該

割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）とする。）に相当す

る金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得

に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてその事業

の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対

する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定



する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する

調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額）を超え

るときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

６ 　前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　教育訓練費　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が

その使用人（当該連結親法人又はその連結子法人の役員（法人税法第二条第十五号に規定

する役員をいう。以下この号において同じ。）と政令で定める特殊の関係のある者及び当該

連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において

同じ。）の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政

令で定めるものをいう。

二 　労務費　所得税法第二十八条第一項に規定する給与等（使用人に対して支給するものに限

る。）、法定福利費（法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費とし

て政令で定めるものをいう。）及び前号に掲げる教育訓練費をいう。

７ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四

条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連結子法人にあ

つては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事業

年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認を取り消された連結親法人又は

当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において

第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を

含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三

項まで並びに第六十八条の九第十一項 、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第四項、第六

十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八

第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税

の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額

から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された

連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

８ 　第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リー

ス取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。

９ 　第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結

事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む

連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

１０ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の

添付がある場合に限り、適用する。

１１ 　第二項及び第五項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額

の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用す

る。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受け

るべき金額に限るものとする。

１２ 　第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する

連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四

項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該

明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度

（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の同法第二条第三



十一号に規定する確定申告書（当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十

二号に規定する連結確定申告書）に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過

額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度

の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計

算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控

除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１３ 　第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の

規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで（税額控

除）」とあるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十八条の十

二第二項、第三項若しくは第五項（事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控

除）」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第

六十八条の十二第二項、第三項及び第五項（事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額

の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定によ

る控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは

「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項（事業

基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除）の規定によりこれらの規定に規定す

る調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定め

る金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別

措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項（事業基盤強化設備を取得した場合等の

法人税額の特別控除）の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節（税額の計

算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第

三項及び第五項（事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除）」とする。

１４ 　第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一

条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二

第七項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第二項中「前条第一項

又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項」と、同法第八十一条の十

八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第

六十八条の十二第七項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）に規定する加算し

た金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二

編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

１５ 　第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）

第六十八条の十三 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間

内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に

掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合におい

て、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産（同表の他の号の規定の

適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。）でその製作若しく

は建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しく



は建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用

に供したときは、その事業の用に供した日を含む連結事業年度（以下この条において「供用

年度」という。）の連結所得に対する法人税の額（この条、第六十八条の九、第六十八条の十第

二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項、第

五項及び第七項、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第

五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算

した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三

項までにおいて「調整前連結税額」という。）から、当該連結親法人の税額控除限度額（その

事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額（一の生産等設備を構成するものの取得価額

の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生

産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した

金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項

及び第三項において同じ。）及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。こ

の場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控

除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用

年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税

額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額

を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、その税額控

除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年

度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対す

る調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰

越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法

人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連

結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額（当該連結事業年度の連

結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてそ

の事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対

する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）及び当

該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十

に相当する金額（当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項

の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のう

ち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除し

た残額）を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、そ

の繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

３ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連

結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度開始の日前四

年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度（以下この項

において「四年以内事業年度」という。）とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法

人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出（四年以内事業年度に

あつては、青色申告書の提出）をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限

る。）における税額控除限度額（四年以内事業年度にあつては、第四十二条の九第一項に規定

する税額控除限度額（以下この項において「単体税額控除限度額」という。）を含む。）のう



ち、第一項の規定（単体税額控除限度額については、同条第一項の規定）による控除をしても

なお控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税

額から控除された金額（既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額

から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、

当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

４ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四

条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連結子法人にあ

つては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事業

年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認を取り消された連結親法人又は

当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において

第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を

含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三

項まで並びに第六十八条の九第十一項 、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、前

条第七項、次条第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八

第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税

の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額

から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された

連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

５ 　第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業

年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結

事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

６ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があ

り、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合におい

て、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るも

のとする。

７ 　第二項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連

結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第三項

に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明

細書の添付がある場合及び第四十二条の九第一項に規定する供用年度以後の各事業年度（そ

の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の同法第二条第三十一

号に規定する確定申告書（当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号

に規定する連結確定申告書）に第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の

明細書の添付がある場合）で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連

結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に

関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除さ

れる金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

８ 　第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適

用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで（税額控除）」とあ

るのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十八条の十三第一項若

しくは第二項（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控

除）」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第

六十八条の十三第一項及び第二項（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の



法人税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定によ

る控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは

「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項（沖縄の特定

地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定によりこれらの規

定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして

政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並び

に租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項（沖縄の特定地域において工業用機械

等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号

中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特別措置法第六十八

条の十三第一項及び第二項（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税

額の特別控除）」とする。

９ 　第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条

の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第

四項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第二項中「前条第一項又

は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項」と、同法第八十一条の十八

第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六

十八条の十三第四項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）に規定する加算した

金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編

第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。

１０ 　第五項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。

（沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別

控除）

第六十八条の十四 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新た

な事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興

特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中

小企業者（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を

除く。）に該当するもの（以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中

小連結子法人」という。）が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間

（次項において「指定期間」という。）内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供された

ことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品（財務省令で定める

ものに限る。）並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの（以下この条において

「経営革新設備等」という。）を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、こ

れを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事

業の用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。）には、その事業の

用に供した日を含む連結事業年度（以下この条において「供用年度」という。）の当該経営

革新設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個

別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当

該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該経営革新設備等の取得価額の百



分の三十四（建物及びその附属設備については、百分の二十）に相当する金額をいう。）との

合計額とする。

２ 　特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作若しくは建設

の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、

若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小

連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の

適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額（この項、次項及び第五項、第

六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及

び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、前条並びに次条第二項、第三

項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しな

いで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。

以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。）から、当該特定中小連結親法人の税額

控除限度額（その事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五（当該経営

革新設備等が建物及びその附属設備である場合には、百分の八）に相当する金額の合計額をい

う。以下この項及び第四項において同じ。）及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額

の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子

法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中

小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用年度の連結所得に対する調整前連

結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人

又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政

令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるときは、その税額控除限度額は、当該

法人税額基準額を限度とする。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年

度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対す

る調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰

越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法

人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連

結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額（当該連結事業年度の連

結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてそ

の事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に

対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）及び

当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二

十に相当する金額（当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき

前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額

のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控

除した残額）を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超えるとき

は、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連

結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度開始の日前四

年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度（以下この項

において「四年以内事業年度」という。）とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法

人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出（四年以内事業年度に



あつては、青色申告書の提出）をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限

る。）における税額控除限度額（四年以内事業年度にあつては、第四十二条の十第二項に規定

する税額控除限度額（以下この項において「単体税額控除限度額」という。）を含む。）のう

ち、第二項の規定（単体税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしても

なお控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税

額から控除された金額（既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額

から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、

当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四

条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連結子法人にあ

つては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事業

年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認を取り消された連結親法人又は

当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において

第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を

含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三

項まで並びに第六十八条の九第十一項 、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第

六十八条の十二第七項、前条第四項、次条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八

第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税

の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額

から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された

連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取

引により取得した経営革新設備等については、適用しない。

７ 　第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結

事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む

連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

８ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添

付がある場合に限り、適用する。

９ 　第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載が

あり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合にお

いて、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限る

ものとする。

１０ 　第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する

連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四

項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該

明細書の添付がある場合及び第四十二条の十第二項に規定する供用年度以後の各事業年度

（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の同法第二条第三

十一号に規定する確定申告書（当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十

二号に規定する連結確定申告書）に第四十二条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過

額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度

の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計



算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控

除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１１ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の

適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで（税額控除）」と

あるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項

若しくは第三項（沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特

別控除）」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置

法第六十八条の十四第二項及び第三項（沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得し

た場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の

規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」と

あるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項（沖

縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定によ

りこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられ

るものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあ

るのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項（沖縄の特定中小連結法

人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第八十一条の二

十二第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租税特

別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項（沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を

取得した場合の法人税額の特別控除）」とする。

１２ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一

条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四

第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第二項中「前条第一項

又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項」と、同法第八十一条の十

八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第

六十八条の十四第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）に規定する加算し

た金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二

編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

１３ 　第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。

（情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

第六十八条の十五 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間（以下この項及び次項に

おいて「指定期間」という。）内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条

の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等（以下この条において「情報基盤強化設備等」

という。）を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又

はその連結子法人の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除く。次項にお

いて同じ。）において、その事業の用に供した日を含む連結事業年度（以下この条において

「供用年度」という。）において当該連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準

（供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額（以下

この条において「適用対象投資額」という。）が政令で定める金額以上であることをいう。以



下この項及び次項において同じ。）を満たすときは、当該情報基盤強化基準を満たす連結親法

人又はその連結子法人の当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第

八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第

三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額

と特別償却限度額（当該情報基盤強化設備等の取得価額（大規模連結法人として政令で定め

る連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合に

は、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割

合を乗じて計算した金額）に政令で定める割合を乗じて計算した金額（次項において「基準

取得価額」という。）の百分の五十に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内

に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤

強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用

に供した場合において、その供用年度において連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強

化基準を満たすとき（当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限

る。）は、当該供用年度の連結所得に対する法人税の額（この項、次項及び第五項、第六十八条

の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五

項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三並びに前条第二項、

第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用

しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を

除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。）から、当該連結親法人（情報基盤

強化基準を満たすものに限る。）の税額控除限度額（その事業の用に供した当該情報基盤強

化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第四項に

おいて同じ。）及び当該各連結子法人（情報基盤強化基準を満たすものに限る。）の税額控除

限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごと

に、当該供用年度における税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税額

基準額（当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び

当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二

十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超える

ときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年

度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対す

る調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰

越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法

人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連

結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額（当該連結事業年度の連

結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてそ

の事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所

得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）

及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分

の二十に相当する金額（当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備

等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除さ

れる金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該



金額を控除した残額）を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。）を超

えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

４ 　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連

結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度（当該連結事業年度開始の日前一

年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度（以下この項

において「一年以内事業年度」という。）とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法

人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出（一年以内事業年度に

あつては、青色申告書の提出）をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限

る。）における税額控除限度額（一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項に規

定する税額控除限度額（以下この項において「単体税額控除限度額」という。）を含む。）の

うち、第二項の規定（単体税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をして

もなお控除しきれない金額（既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結

税額から控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の

額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合に

は、当該控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

５ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四

条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該連結子法人にあ

つては、当該承認の取消しのあつた日（以下この項において「取消日」という。）が連結事業

年度終了の日の翌日である場合に限る。）において、当該承認を取り消された連結親法人又は

当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において

第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を

含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三

項まで並びに第六十八条の九第十一項 、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第

六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六

十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計

算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対す

る法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を

取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

６ 　第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この

場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当

該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、適用対象投資

額に含まれないものとする。

７ 　第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結

事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む

連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

８ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添

付がある場合に限り、適用する。

９ 　第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載が

あり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合にお

いて、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限る

ものとする。



１０ 　第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する

連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合（第四

項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該

明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項に規定する供用年度以後の各事業年度

（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の同法第二条第三

十一号に規定する確定申告書（当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十

二号に規定する連結確定申告書）に第四十二条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超

過額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年

度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の

計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により

控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

１１ 　第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の

適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで（税額控除）」と

あるのは「第八十一条の十七まで（税額控除）又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項

若しくは第三項（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、同法第八

十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二

項及び第三項（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）」と、「まず前

条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八

十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別

措置法第六十八条の十五第二項及び第三項（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額

の特別控除）の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のう

ち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第

二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項

（情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）の規定」と、同法第八十一条

の二十二第一項第二号中「前節（税額の計算）」とあるのは「前節（税額の計算）並びに租

税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項（情報基盤強化設備等を取得した場合の法

人税額の特別控除）」とする。

１２ 　第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一

条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五

第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）」と、同条第二項中「前条第一項

又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項」と、同法第八十一条の十

八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第

六十八条の十五第五項（連結納税の承認を取り消された場合の法人税額）に規定する加算し

た金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二

編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

１３ 　第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。

（特定設備等の特別償却）

第六十八条の十六 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産（以下こ



の項において「特定設備等」という。）につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作

若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若

しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業

の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供し

た場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの

用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償

却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算

する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の

普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定設備等の取得価額（第六十八条の九第六項に規

定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人

又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減

価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額）に当該各

号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 資産 割合

一　公害その他これに

準ずる公共の災害の

防止に資する機械そ

の他の減価償却資産

のうち政令で定める

ものを事業の用に供

する連結法人

当該機械その他の減価償却資産（新設

又は増設に係るもののうち政令で定め

るもの及び既存の当該機械その他の減

価償却資産に代えて設置をするものと

して政令で定めるもの並びに次号の中

欄に掲げる減価償却資産に該当するも

のを除く。）

百分の十四

二　政令で定める海上

運送業を営む連結法

人

当該事業の経営の合理化及び環境への

負荷の低減に資するものとして政令で

定める船舶

百分の十六（当該船舶のう

ち本邦と外国又は外国と外

国との間を往来するもので

当該事業の経営の合理化に

著しく資するものとして政

令で定めるものについては、

百分の十八）

２ 　前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付

がない場合には、適用しない。

（関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却）

第六十八条の十七 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から平成

二十一年三月三十一日までの間に、第四十三条の二第一項に規定する研究施設（以下この項に

おいて「研究施設」という。）を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当

該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により

取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む連結事

業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に

規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかか



わらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額（当該研究施設の取得価額の百分の

二十（建物及びその附属設備については、百分の十）に相当する金額をいう。）との合計額と

する。

２ 　前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（保全事業等資産の特別償却）

第六十八条の十八 　連結親法人で山村振興法第十二条第五項に規定する認定法人（地方公共団

体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。）であるものが、平成三年四

月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に同条第一項の認定（同条第五項の認定を含

む。）を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計画（以下この項において「保全事業等

の計画」という。）に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に

記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの（以下この項

において「保全事業等資産」という。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたこ

とのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法

人の営む事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資

産をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該保全事

業等資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別

損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該

保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額（当該保全事業等資産の取得価額の百分

の十一（建物及びその附属設備については、百分の六）に相当する金額をいう。）との合計額

とする。

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（地震防災対策用資産の特別償却）

第六十八条の十九 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の

第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのな

いもの（以下この項において「地震防災対策用資産」という。）を取得し、又は地震防災対策

用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に

供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供

した場合を除く。）には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の

償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計

算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対

策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額（当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各

号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 期間 資産 割

合



一　大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定す

る地震防災対策強化地域その他の地震防災のための

対策を緊急に推進する必要があると認められる区域

として政令で定める区域内において、第四十四条第

一項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置

その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人

で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があ

るものとして政令で定めるもの

平成十

四年四

月一日

から平

成二十

一年三

月三十

一日ま

で

当該機械及び装置その

他の減価償却資産

百

分

の

八

二　第四十四条第一項の表の第二号の第一欄に規定す

る特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の

建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項

に規定する耐震改修（以下この号において「耐震改

修」という。）につき同条第三項に規定する所管行政

庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けてい

ないもの

平成十

八年四

月一日

から平

成二十

二年三

月三十

一日ま

で

当該特定建築物の部分

について同法第十条に

規定する計画の認定を

受けた計画に基づき行

う耐震改修のための工

事の施行に伴つて取得

し、又は建設する当該特

定建築物の部分

百

分

の

十

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（集積区域における集積産業用資産の特別償却）

第六十八条の二十 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一

項に規定する同意基本計画（以下この項において「同意基本計画」という。）に定められた

同法第四条第二項第二号に規定する集積区域（以下この項において「集積区域」という。）

内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項

の承認（同法第十五条第一項の承認を含む。）を受けた同法第十四条第一項に規定する企業

立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備（以下この項

において「集積産業用資産」という。）で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたこ

とのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域

内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業（当該同意基本計画に定

められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。）の用に供した場合（所有権

移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。）にお

いて、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、そ

の用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第八十

一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十

一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償

却限度額（当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五（建物及びその附属設備については、

百分の八）に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。



（事業革新設備の特別償却）

第六十八条の二十一 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、第四十四条の三第一項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの

（当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。）が、産業活力再生特別措置

法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十六号）の施行の日から平成二十一年三月

三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第

二条第八項に規定する事業革新設備（当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限

る。以下この項において「事業革新設備」という。）を取得し、又は事業革新設備を製作して、

これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用（貸付けの用を除く。）

に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に

供した場合を除く。）には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備

の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を

計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新

設備の普通償却限度額と特別償却限度額（当該事業革新設備の取得価額の百分の二十（当該

事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である

場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである

場合には、百分の三十）に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十二 　削除

（特定電気通信設備等の特別償却）

第六十八条の二十三 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一

日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供さ

れたことのないもの（以下この項において「特定電気通信設備等」という。）の取得等（取

得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。）をして、これを当該連結親法人又

はその連結子法人の事業の用（貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取

引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除き、同表の第一号

又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法第二条第

一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場

合に限る。）には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定電気通信設備等の

償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計

算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電気通

信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各

号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 資産 割合



一　電気通信事業法第二条第

五号に規定する電気通信事業

者（次号において「電気通信

事業者」という。）又は有線

テレビジョン放送法第二条第

四項に規定する有線テレビ

ジョン放送事業者に該当する

連結法人

電気信号の効率的な伝送を

行うための設備のうち電気

通信の利便性を著しく高め

るものとして政令で定める

もの

百分の五

二　電気通信事業者又は有線

放送電話に関する法律第五条

に規定する有線放送電話業者

に該当する連結法人

当該法人と利用者との間に

おける電気信号の伝送を高

速かつ広帯域で行うための

設備のうち電気通信の利便

性を著しく高めるものとし

て政令で定めるもの（前号

に掲げる資産を除く。）

百分の十

三　放送法第二条第三号の三

に規定する一般放送事業者に

該当する連結法人のうち政令

で定めるもの及び放送番組を

制作する事業を営む連結法人

のうち政令で定めるもの

放送番組の効率的な制作又

は電気信号の効率的な送信

を行うための設備のうちテ

レビジョン放送の利便性を

著しく高めるものとして政

令で定めるもの

百分の十五（平成二十年四月一

日から平成二十一年三月三十一

日までの間に取得等をしたもの

については百分の十三とし、平成

二十一年四月一日から平成二十

二年三月三十一日までの間に取

得等をしたものについては百分

の十とする。）

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（共同利用施設の特別償却）

第六十八条の二十四 　連結親法人で、生活衛生同業組合（出資組合であるものに限る。）又は生

活衛生同業小組合であるものが、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間

に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を

受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設（以下この項において「共同利用施設」

という。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共

同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合（所

有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。）に

は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第八

十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三

十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償

却限度額（当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。）との合計額とす

る。

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十五 　削除



（資源再生化設備等の特別償却）

第六十八条の二十六 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、第四十四条の六第一項

各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供され

たことのないもの（以下この項において「資源再生化設備等」という。）を取得し、又は資源

再生化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子

法人の事業の用（貸付けの用を除く。）に供した場合（所有権移転外リース取引により取得

した当該資源再生化設備等をその用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む連

結事業年度の当該資源再生化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定

により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項

の規定にかかわらず、当該資源再生化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該資源再

生化設備等の取得価額の百分の十四に相当する金額をいう。）との合計額とする。

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

（特定地域における工業用機械等の特別償却）

第六十八条の二十七 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域

内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新

設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償

却資産（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械

等」という。）を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において

当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引

により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。）は、その用に供した日を含

む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定

により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項

の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該工業用機械

等の取得価額（一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超え

る場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機

械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に

掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十八 　削除

（医療用機器等の特別償却）

第六十八条の二十九 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間

に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの

（以下この項において「医療用機器等」という。）を取得し、又は医療用機器等を製作して、

これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合（所有権移転

外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。）には、その用

に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三



第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一

項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額

（当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。）との

合計額とする。

一 　医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの（次号に掲げるものを除

く。）　百分の十四

二 　医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの　百分の

二十

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を

営むものが、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、その有する病院

用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち第四十五条の二第二項各号に掲げる施設の用

に供されている部分を同項に規定する特定施設（以下この項において「特定施設」とい

う。）とするための増築又は改築（以下この項において「増改築」という。）をし、これを事業

の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した

場合を除く。）には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定施設（当該増改築のた

めの工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項にお

いて「特定増改築施設」という。）の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定に

より同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項

の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定増改

築施設の基準取得価額（取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。）の百分

の十五に相当する金額をいう。）との合計額とする。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を

営むものが、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、その建設の後事

業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備（当該連結親

法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及び

その附属設備（財務省令で定めるものを除く。）についてその用途を廃止し、これに代わるも

のとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一

項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この

項において「建替え病院用等建物」という。）を取得し、又は建替え病院用等建物を建設し

て、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合（所有権移

転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急

医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場

合に限る。）には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該建替え病院用等建物の償却限

度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する

場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建

物の普通償却限度額と特別償却限度額（当該建替え病院用等建物の第四十五条の二第三項に

規定する基準取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。）との合計額とする。

４ 　前二項の規定は、連結確定申告書等に第四十五条の二第四項に規定する書類の添付がある場

合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、そ

の添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつ

た場合に限り、第二項又は第三項の規定を適用することができる。



６ 　第六十八条の十六第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準

用する。

（経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却）

第六十八条の三十 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの

間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を

受けた同項に規定する指定中小企業者（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二

条第一項第八号に掲げる者を除く。）に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特

別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係る

ものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了

の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物

その他の政令で定める建物及びその附属設備（所有権移転外リース取引により取得したもの

を除く。）に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定に

より同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項

の規定（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわら

ず、これらの資産の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条

第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の

百分の二十七に相当する金額をいう。）との合計額（第六十八条の四十の規定の適用を受け

る場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却

不足額に相当する金額を加算した金額）とする。

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する承認のあつた日から当該承認のあつた日

を含む連結事業年度開始の日（当該承認のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当し

ない場合には、当該事業年度開始の日）以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む

各連結事業年度をいう。

３ 　第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

４ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等）

第六十八条の三十一 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間（以下この項において

「指定期間」という。）内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、そ

の障害者雇用割合が百分の五十（当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十

人以上である場合には、百分の二十五）以上である場合には、当該連結事業年度終了の日にお

いて当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置（これに類するものとして政

令で定める構築物を含む。）、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具（一般乗

用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。）のうち当該連結事業年

度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度（当該連結親法人又

はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合に

は、当該事業年度）において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの（所有権移転外リー

ス取引により取得したものを除く。）に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八

十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三

十一条第一項又は第二項の規定（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の



規定を含む。）にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定の適

用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額

（当該普通償却限度額の百分の二十四（工場用の建物及びその附属設備については、百分の

三十二）に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の

月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算

した金額をいう。）との合計額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一

項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金

額を加算した金額）とする。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号

の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該

各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの

（前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」とい

う。）を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人

の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取

得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供

した日を含む連結事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三

第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一

項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度

額（当該障害者対応設備等の取得価額（同表の第二号、第三号及び第五号の中欄に掲げる減

価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額）に当該各号

の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。

法人 資産 割

合

一　鉄道事業法第二条第一項に規

定する鉄道事業又は軌道法第三条

に規定する運輸事業を営む連結法

人

政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベー

ターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に

資するものとして政令で定めるもの

百

分

の

十

五

二　軌道法第三条に規定する運輸

事業を営む連結法人

当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗

降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円

滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務

省令で定めるところにより証明がされたもの

百

分

の

二

十

三　道路運送法第三条第一号イに

掲げる一般乗合旅客自動車運送事

業又は同号ロに掲げる一般貸切旅

客自動車運送事業を営む連結法人

当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに

準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用

したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助

装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な

乗降口を有するものとして、財務省令で定めるとこ

ろにより証明がされたもの

百

分

の

二

十

四　削除 　 　



五　航空法第二条第十八項に規定

する航空運送事業（一の地点と他

の地点との間に路線を定めて一定

の日時により航行する航空機によ

り行うものに限る。）を営む連結

法人

当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもの

で、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資す

るものとして政令で定めるもの

百

分

の

二

十

３ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　障害者　第四十六条の二第三項第一号に規定する障害者をいう。

二 　障害者雇用割合　当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の

日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めると

ころにより計算した割合をいう。

三 　雇用障害者数　当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日

において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定す

る重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定す

る重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定

する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した

数をいう。

４ 　第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

５ 　第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用す

る。

６ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却）

第六十八条の三十二 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度

において、障害者就労支援事業所（障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支

援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める

事業所又は施設をいう。）に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払

つた金額（以下この項において「支援事業所取引金額」という。）がある場合において、当該

連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額が

当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度（当該連結事業年度開始の日の前日を

含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の

その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。）における支援

事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法

人又はその連結子法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該連結

事業年度又は当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度（当該連結親

法人又はその連結子法人の同日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない

場合には、当該事業年度）において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの（所有権移転外

リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。）

に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項



に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定（第

六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該三年

以内取得資産の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第

一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百

分の三十に相当する金額をいう。）との合計額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場

合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足

額に相当する金額を加算した金額）とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日に

おいて当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償

却限度額の合計額が、当該連結事業年度の支援事業所取引増加額（当該連結親法人又はその連

結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額から当該連結親法人又は

その連結子法人の当該前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金

額をいう。）を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を

限度とする。

２ 　第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

３ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（事業所内託児施設等の割増償却）

第六十八条の三十三 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規

定する一般事業主行動計画（同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該連結親法

人又はその連結子法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第

三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設（以下この項において「託児施設」とい

う。）の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。）を厚生労働大臣に届け出

ているもの（次世代育成支援対策推進法第十二条第三項に規定する中小事業主（以下この項

において「中小事業主」という。）以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令

で定める要件を満たすものに限る。）が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日

までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用

連結事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設（その連結親法人又はその

連結子法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省

令で定める基準を満たしている託児施設をいう。）に該当するものとして財務省令で定める

ところにより証明がされた場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人

又はその連結子法人が有する当該託児施設（当該託児施設の設置のための工事によつて取得

し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。）並びにこれと同時に取得し、又は製作

した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの（所有権移転外リース取引により

取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。）に係る償却限度

額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場

合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定（第六十八条の四十の規定の適用を受け

る場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額

（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令

で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の二十（当該連結親法人又は

その連結子法人が中小事業主である場合には、百分の三十）に相当する金額をいう。）との合

計額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不



足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額）とす

る。

２ 　前項に規定する適用連結事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供し

た日から同日を含む連結事業年度開始の日（その用に供した日を含む事業年度が連結事業年

度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日）以後五年を経過した日の前日までの期間内

の日を含む各連結事業年度をいう。

３ 　第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

４ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（優良賃貸住宅の割増償却）

第六十八条の三十四 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の

一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃

貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の

区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定

めるもの（以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。）を取得し、又

は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合（所有権移転外リース

取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。）には、当

該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日（以下この項において「供用日」と

いう。）以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度

額は、供用日以後五年以内（次項において「供用期間」という。）でその用に供している期間

に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する

場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定（第六十八条の四十の規定の適用を受

ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限

度額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する

政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の三十六（当該中心市街

地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三

十五年以上であるものについては、百分の五十）に相当する金額をいう。）との合計額（第六

十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同

条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額）とする。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適

格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定（当該適格合併、適格分割又は適格

現物出資（以下この項において「適格合併等」という。）に係る被合併法人、分割法人又は現

物出資法人の当該適格合併等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併

又は適格分割型分割の日の前日）を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合（以下こ

の項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。）には、第四十七条

第一項の規定）の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅（連結法人以外の法人等から引

継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅）の移転を受け、これ

を当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結

親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築

して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみ

なして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間



は、当該移転の日から供用期間（連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第

一項に規定する供用期間）の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らが

その用に供している期間とする。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八

月五日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関す

る法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの（以下この項

及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。）を取得し、又は高齢者向け優良賃貸

住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該

高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。）には、当該連結親法人又はその連

結子法人の賃貸の用に供した日（以下この項において「供用日」という。）以後五年以内の日

を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅（当該連結事業年度における償却額の

計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。）の償却限度額は、供用日以後五年以内

（次項において「供用期間」という。）でその用に供している期間（当該高齢者向け優良賃

貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間（次項において「目的外使用期

間」という。）を除く。）に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定す

る個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定（第六十八条

の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該高齢者向け優

良賃貸住宅の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一

項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分

の二十八（当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定め

られている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十）に相当する金額をい

う。）との合計額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する

特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した

金額）とする。

４ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適

格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定（当該適格合併、適格分割又は適格

現物出資（以下この項において「適格合併等」という。）に係る被合併法人、分割法人又は現

物出資法人の当該適格合併等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併

又は適格分割型分割の日の前日）を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合（以下こ

の項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。）には、第四十七条

第三項の規定）の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅（連結法人以外の法人等から引

継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅）の移転を受け、これ

を当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結

親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築

して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみ

なして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間

は、当該移転の日から供用期間（連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第

三項に規定する供用期間）の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らが

その用に供している期間（目的外使用期間を除く。）とする。

５ 　第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算

に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書



等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事

情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

６ 　前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

（特定再開発建築物等の割増償却）

第六十八条の三十五 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、昭和六十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で

新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該連結親法人又はそ

の連結子法人の事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取得した当該特定再

開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供した日（以下こ

の項において「供用日」という。）以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定再開

発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内（次項において「供用期間」という。）でそ

の用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する

個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定（第六十八条の

四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該特定再開発建築

物等の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は

第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の十

（当該特定再開発建築物等が第三項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分

の五十）に相当する金額をいう。）との合計額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場

合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足

額に相当する金額を加算した金額）とする。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適

格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項において「適格合併等」という。）によ

り前項の規定（当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現

物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは

適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合（以下この項において

「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。）には、第四十七条の二第一項の

規定）の適用を受けている特定再開発建築物等（連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた

場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等）の移転を受け、これを当該連結親法人

又はその連結子法人の事業（当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は

事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。）の

用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当

該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその

連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、

同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間（連結法人以外の法

人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間）の末日までの期間内で当

該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

３ 　前二項に規定する特定再開発建築物等とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設

備、第四十七条の二第三項第四号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同項第

五号に掲げる構築物（当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるもの

を含む。）をいう。



一 　都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物（政令で定める部分を除く。）

二 　都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第

一項に規定する都市再生事業（政令で定める要件を満たすものに限る。）により整備される

建築物で政令で定めるもの

三 　都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第

六十三条第一項に規定する都市再生整備事業（政令で定める要件を満たすものに限る。）に

より整備される建築物で政令で定めるもの

４ 　第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

５ 　前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

（倉庫用建物等の割増償却）

第六十八条の三十六 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受け

たもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平

成二十一年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内におい

て、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備

若しくは構築物のうち政令で定めるもの（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定

流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。）で

その建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該

連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合（所有権移転外リース取引により取

得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。）には、その事業の用に供した

日（以下この項において「供用日」という。）以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該

倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内（次項において「供用期間」という。）で

その用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定す

る個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定（第六十八条

の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該倉庫用建物等

の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四

項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の百分の十に相当

する金額をいう。）との合計額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一

項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金

額を加算した金額）とする。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適

格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項において「適格合併等」という。）によ

り前項の規定（当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現

物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは

適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合（以下この項において

「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。）には、第四十八条第一項の規

定）の適用を受けている倉庫用建物等（連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合に

は、同条第一項に規定する倉庫用建物等）の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結

子法人の事業（当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人



が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。）の用に供した場合に

は、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を

取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に

供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に

供している期間は、当該移転の日から供用期間（連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた

場合には、同条第一項に規定する供用期間）の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連

結子法人自らがその用に供している期間とする。

３ 　第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

４ 　前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

第六十八条の三十七 　削除

（植林費の損金算入の特例）

第六十八条の三十八 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、第五十二条第一項に規定する森林所有者に該当するものが、平成十四年四月一日から平

成二十一年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同項に規定する認定を受けた同項

に規定する森林施業計画に基づき、造林（植栽又は播種により森林を造成することをいう。）

をするための同項に規定する植林費を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度

において、その支出した金額の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該連結親法人又

はその連結子法人が損金経理（法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算

する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失と

して経理することをいう。以下この章において同じ。）をしたものは、当該連結事業年度の連結

所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の

記載がない場合には、適用しない。

３ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合におけ

る法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他

第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の三十九 　削除

（特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例）

第六十八条の四十 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二

第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六から第六十八条

の二十一まで、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の

二十七若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に

関する特例を定めている規定として政令で定める規定（次項において「特別償却に関する規

定」という。）の適用を受けたもの（次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の

二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。）につき当該連結事

業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限

度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する



場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限

度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。

２ 　前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連

結事業年度（当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該

当しない場合には、当該事業年度（以下この項において「一年以内事業年度」という。）とし、

当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する

連結確定申告書の提出（一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出）をしている場合の

各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。）において生じた特別償却に関する規定（第

五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。）に

規定する減価償却資産（以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。）の特

別償却限度額に係る不足額（当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度にお

ける当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資

産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額（第六十八条の三十その他の政令で

定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する

普通償却限度額と特別償却限度額との合計額）に満たない場合のその差額のうち、当該特別

償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。）のうち、当該連結事業年度前の当

該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額（当該一年以内事業

年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。）以外の金額をいう。

３ 　第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度か

ら当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二

号に規定する連結確定申告書（前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一

号に規定する確定申告書）及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確

定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない

場合には、適用しない。

４ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格

分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項及び次項において「適格合併等」とい

う。）により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当

該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連

結親法人又はその連結子法人（当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限

る。）の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条

の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条

第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額

に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。

５ 　前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出

資法人又は事後設立法人（以下この項において「被合併法人等」という。）の当該適格合併

等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前

日。以下この項において「適格合併等の日」という。）を含む連結事業年度（当該被合併法人

等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度

（青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」とい

う。）とする。）における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額（当該

特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたもの

である場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を



計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算

入された金額（当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最

後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金

額）とする。）が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定（最後事業

年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項にお

いて同じ。）により計算される償却限度額（第六十八条の三十その他の政令で定める割増償

却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度

額と特別償却限度額との合計額）に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産

の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。

６ 　第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特

別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細

書の添付がない場合には、適用しない。

７ 　第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。

（準備金方式による特別償却）

第六十八条の四十一 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、前条第一項に規定する特別償却に関する規定（以下この項及び第十一項において「特

別償却に関する規定」という。）の適用を受けることができるものが、その適用を受けようと

する連結事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却

対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方

法により特別償却準備金として積み立てたとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該

連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法

により特別償却準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結

事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合（第

五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満た

ない場合を含む。）において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある

連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度（同条第一項の規定の適用を受けた

場合には、その適用を受けた事業年度）終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年

度（当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規

定する連結確定申告書の提出（当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色

申告書の提出）をしている場合に限る。）において、各特別償却対象資産別にその満たない金

額（第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額

に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項

の規定により既に損金の額に算入された金額（同条第二項の規定により既に損金の額に算入

された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。）があるときは当該算入済金

額を控除した金額とする。）以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み

立てたとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日

までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立

てた場合を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、

損金の額に算入する。



３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適

格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項及び第六項において「適格合併等」と

いう。）により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業

年度において合併等特別償却準備金積立不足額（当該適格合併等に係る被合併法人、分割法

人、現物出資法人又は事後設立法人（以下この項において「被合併法人等」という。）が当該

適格合併等の日（適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分

割の日の前日。以下この項において同じ。）を含む連結事業年度（当該被合併法人等の当該適

格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度であつて青色申告書を提

出している事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度）

において第一項又は第十一項の規定（当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年

度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十二条の三第一項又は第十一

項の規定）により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場

合のその満たない金額をいう。）がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特

別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立て

たとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日まで

に剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた

場合を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金

の額に算入する。

４ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第一項及び第

二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける連結事業年度においてこれらの規定に規定す

る方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の三十その他の政令で定め

る割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却

に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定による積立

てがあつたものとみなす。

５ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人（第五十二条

の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。）の各連結事業年度終了の日

において、前連結事業年度（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日

の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結

子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。）から

繰り越された特別償却準備金の金額（当該連結事業年度終了の日において同条第一項から第

三項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事

業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額（以下この項において「単

体特別償却準備金の金額」という。）がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含む

ものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しく

は算入されるべきこととなつた金額（同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を

含む。）又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金

額（同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの

金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）がある場合には、当該特別償却準備

金の金額については、その積み立てられた連結事業年度（単体特別償却準備金の金額にあつて

は、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。）

別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた

積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入



された金額（当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合

には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十二条の三

第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額）に当該各連結事業年度の月

数を乗じてこれを八十四（特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年

数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない

数）で除して計算した金額（当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該

区分した金額）に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益

金の額に算入する。

６ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人（第五十二条

の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。）が次の各号に掲げる場合

（適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。）に該当することとなつた場合

には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業

年度（第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む

連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号

に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立

事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順

次益金の額に算入されるものとする。

一 　当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合（次号に該当

する場合を除く。）　その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却

準備金の金額

二 　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条にお

いて「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割にあ

つてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割

に、それぞれ限るものとする。）により合併法人又は分割承継法人に特別償却対象資産を移

転した場合　その合併又は分割型分割の直前における当該特別償却対象資産に係る特別償却

準備金の金額

三 　前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金

額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備

金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

７ 　第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

８ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特

別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確

定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

９ 　第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税

法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書（第二項に規定する各連結事業年度までに開

始した事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書）に第二項に規定する満

たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の

連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及

びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。



１０ 　第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に

特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結

確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償

却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

１１ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特別償却に

関する規定の適用を受けることができるものが、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後

設立（以下この条において「適格分社型分割等」という。）により分割承継法人、被現物出資

法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関す

る規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該連結事業年度終

了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額

以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業

年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

１２ 　第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合

（第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に

満たない場合を含む。）で、かつ、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にあ

る連結子法人が、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度（同条第一項の規定の適用を受

けた場合には、その適用を受けた事業年度）終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事

業年度（当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号

に規定する連結確定申告書の提出（当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、

青色申告書の提出）をしている場合に限る。）において、適格分社型分割等により分割承継法

人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分

社型分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満た

ない金額（第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却

限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち

第二項の規定により既に損金の額に算入された金額（同条第二項の規定により既に損金の額

に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。）があるときは当該算

入済金額を控除した金額とする。）以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当

該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

１３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が前二項の規

定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条

の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた

金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、ま

ず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。

１４ 　第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人が適格分社型分割等

の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を

記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１５ 　第一項から第三項までの特別償却準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立てて

いる連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連結子法人が被合併法人となる適格合併に

あつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併

に限る。）により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前におけ

る特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合



併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日におい

て有する第一項の特別償却準備金の金額（当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度

が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金

額）とみなす。

１６ 　前項又は第五十二条の三第十五項に規定する合併法人（その適格合併後において連結法

人に該当するものに限る。）のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の

適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額

は、前項又は同条第十五項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準

備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた特

別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該

適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

１７ 　第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金（連結事業年度に該当し

ない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を

含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割（適格分割型分割にあつ

ては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分

割型分割に限る。）により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転

した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引

き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の

金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額

（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年

度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額）とみなす。

１８ 　前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項から第三項までの

特別償却準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第

一項から第三項までの特別償却準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子

法人の当該適格分割の日を含む連結事業年度（同日が当該連結親法人又はその連結子法人の

連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。）については、当該適格分割の

日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合におい

て、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年

度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

１９ 　第十七項又は第五十二条の三第十七項に規定する分割承継法人（その適格分割後におい

て連結法人に該当するものに限る。）のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第五項

の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金

の金額は、第十七項又は同条第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなさ

れた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有する

ものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月

数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月

数」とする。

２０ 　第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金（連結事業年度に該当し

ない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を

含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法

人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資

産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合にお



いて、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人が

その適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額（当該被現物出資法人

の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合に

は、同条第一項の特別償却準備金の金額）とみなす。

２１ 　前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金（連結事業年度に該当しな

い事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事

業年度（同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当

該連結事業年度を除く。）については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了

の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度

の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現

物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

２２ 　第二十項又は第五十二条の三第二十項に規定する被現物出資法人（その適格現物出資後

において連結法人に該当するものに限る。）のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に

係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別

償却準備金の金額は、第二十項又は同条第二十項の規定により当該被現物出資法人が有する

ものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出

資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結

事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の

日までの期間の月数」とする。

２３ 　第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金（連結事業年度に該当し

ない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を

含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法

人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資

産に係る特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合にお

いて、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人が

その適格事後設立の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。

２４ 　前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金（連結事業年度に該当しな

い事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事

業年度（同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当

該連結事業年度を除く。）については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了

の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度

の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事

後設立の日の前日までの期間の月数」とする。

２５ 　第二十三項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係

る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別

償却準備金の金額は、第二十三項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた

特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するも

のとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」と

あるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月

数」とする。



２６ 　第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項、第六項、第十

一項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における

法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第

一項から第七項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

（特別償却等に関する複数の規定の不適用）

第六十八条の四十二 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の

適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定

のうちいずれか一の規定のみを適用する。

一 　第六十八条の十三の規定

二 　第六十八条の十から第六十八条の十二まで、第六十八条の十四から第六十八条の二十一ま

で、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七又

は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定

三 　前号に掲げる規定に係る前条の規定

四 　前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定

める規定

２ 　前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第十一節　連結法人の準備金等

（海外投資等損失準備金）

第六十八条の四十三 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人（特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。）が、平成十四年四月一日から平成二十二

年三月三十一日までの期間（以下この項及び第八項において「指定期間」という。）内の日を

含む各連結事業年度の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人（当該連結親

法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特

定法人」という。）の当該各号の中欄に掲げる株式等（以下この条において「特定株式等」

という。）の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有

している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当

該特定株式等（合併（適格合併を除く。）又は分割型分割（適格分割型分割を除く。）により

合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。）の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割

合を乗じて計算した金額（当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した

場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算

入された金額に相当する金額を控除した金額）以下の金額を損金経理の方法により各特定法

人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき（当該連結

親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分に

より積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含

む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算

入する。

法人 株式等 割合



一　資源開発事業法人（第三号に掲げる法人に該当

するものを除く。）

新増資資源株式等又は購入

資源株式等

百分の

三十

二　資源開発投資法人（第四号に掲げる法人に該当

するものを除く。）

新増資資源株式等 百分の

三十

三　資源探鉱事業法人 新増資資源株式等又は購入

資源株式等

百分の

百

四　資源探鉱投資法人 新増資資源株式等 百分の

百

２ 　前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　資源開発事業法人　第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人をいう。

二 　資源開発投資法人　第五十五条第二項第二号に規定する資源開発投資法人をいう。

三 　資源探鉱事業法人　第五十五条第二項第三号に規定する資源探鉱事業法人をいう。

四 　資源探鉱投資法人　第五十五条第二項第四号に規定する資源探鉱投資法人をいう。

五 　特殊投資法人　第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を

超えて第一号の資源開発事業法人（第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を含

む。）に係る投融資等（法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業（これらに関連し

て行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこ

れに附帯して行われる事業を含む。）をいう。）を行つているもので、政令で定めるものをい

う。

六 　新増資資源株式等　次に掲げる株式（出資を含む。以下この条において「株式等」とい

う。）又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源（第五十五条第二項第一号に

規定する資源をいう。以下この号及び次号において同じ。）の探鉱又は開発を促進し、本邦に

おける資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

イ　当該連結事業年度内において設立（合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号

において同じ。）をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資

源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は

分社型分割に伴う取得に係るもの

ロ　当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を

行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子

法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの

ハ　資源開発法人（第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下

この号において同じ。）に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項

に規定する連結親法人又はその連結子法人の取得に係るもの（資源開発法人の株式等を

取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに

限る。第四項において「資源特定債権」という。）

七 　購入資源株式等　第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定

する連結親法人又はその連結子法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開

発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における

資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。



３ 　第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人（第五十五条第一項の規定の適用を受け

たものを含む。）の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度（当該連結親法人又は

その連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当

しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」とい

う。）から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額（当該各連結事業年度終

了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はそ

の連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損

失準備金の金額（以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。）がある

場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の

日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額

（同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前連結事業年度等の終

了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額（同条第三項の規定により益金

の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下こ

の条において同じ。）のうちにその積み立てられた連結事業年度（単体海外投資等損失準備

金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業

年度」という。）終了の日の翌日から五年を経過したもの（以下この項において「据置期間

経過準備金額」という。）がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立

てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立

事業年度の連結所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資

等損失準備金として積み立てた金額（当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備

金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所

得の金額の計算上第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損

失準備金として積み立てた金額）に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年

度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額（当該計算した金額が当該区分した金額

を超える場合には、当該区分した金額）に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連

結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた

第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその

連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出

資以外の適格現物出資又は適格事後設立により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の

株式等又は資源特定債権（同条第一項の海外投資等損失準備金に係る同条第二項第六号ハに

規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。）を移転した場合を除く。）に該当

することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとな

つた日を含む連結事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型

分割の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この

場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定

する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額の

うち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものと

する。

一 　当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を

有しないこととなつた場合（次号から第四号までに該当する場合を除く。）　その有しない

こととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有し



ないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計

算した金額（当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合

には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の

金額）

二 　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条にお

いて「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割にあ

つてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割

に、それぞれ限るものとする。）により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法

人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合　その合併又は分割型分割の直

前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとな

つた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額

（当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は

資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定

法人に係る海外投資等損失準備金の金額）

三 　適格現物出資により外国法人である被現物出資法人（第二項第二号に掲げる資源開発投

資法人に該当するものを除く。）に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権

の全部又は一部を移転した場合　その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投

資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るも

のとして政令で定めるところにより計算した金額（当該適格現物出資により当該被現物出

資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現

物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額）

四 　第一号に規定する特定法人が、解散（適格合併による解散を除く。）をした場合又は特定

法人でないこととなつた場合　その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海

外投資等損失準備金の金額

五第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場

合（当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を

減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除

く。）　その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち

その減額をした金額に相当する金額

六 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額

七 　前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

を取り崩した場合　その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の

金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

５ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

６ 　第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。



７ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海

外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該

連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類

の添付がある場合に限り、適用する。

８ 　第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度

の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は

適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人（第四項第三号に規定する被現物出資法人

を除く。）又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の

価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格

事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の

三十（当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の

資源探鉱投資法人である場合には、百分の百）に相当する金額（当該連結事業年度開始の時か

ら当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額

した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相

当する金額を控除した金額）以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外

投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結

所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

９ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以

後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した

書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１０ 　第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立て

た第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はそ

の連結子法人が適格合併（連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併

の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。）により合併法

人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合には、その適格合併直前における海外

投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合

併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日

において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額（当該合併法人の当該適格合併の日を

含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資

等損失準備金の金額）とみなす。

１１ 　前項又は第五十五条第十一項に規定する合併法人（その適格合併後において連結法人に

該当するものに限る。）のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用

については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額

は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等

損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなさ

れた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあ

るのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とす

る。

１２ 　第一項又は第八項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度におい

て積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格分割（適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が

その連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。）により分割承



継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一

部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその

移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより

計算した金額（当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転し

た場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額）

は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを

受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有す

る第一項の海外投資等損失準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業

年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準

備金の金額）とみなす。

１３ 　前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失

準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投

資等損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割の

日を含む連結事業年度（同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日

である場合の当該連結事業年度を除く。）については、当該適格分割の日の前日を当該連結事

業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連

結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該

適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

１４ 　第十二項又は第五十五条第十四項に規定する分割承継法人（その適格分割後において連

結法人に該当するものに限る。）のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規

定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備

金の金額は、第十二項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみな

された海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人

の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結

事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日ま

での期間の月数」とする。

１５ 　第一項又は第八項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度におい

て積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人（外国法人である被現物出資

法人を除く。）に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全

部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額

のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めると

ころにより計算した金額（当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権

の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損

失準備金の金額）は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被

現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適

格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額（当該被現物出資法人

の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合に

は、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額）とみなす。

１６ 　前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年

度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立ててい

る連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度（同日が当該



連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除

く。）については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三

項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、

「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日まで

の期間の月数」とする。

１７ 　第十五項又は第五十五条第十八項に規定する被現物出資法人（その適格現物出資後にお

いて連結法人に該当するものに限る。）のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る

第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資

等損失準備金の金額は、第十五項又は同条第十八項の規定により当該被現物出資法人が有す

るものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該

被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項

中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結

事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

１８ 　第一項又は第八項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度におい

て積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金

に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格事

後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又

は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額（当該適格事後設

立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後

設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額）は、当該被事後設立法人

に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等

損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の海

外投資等損失準備金の金額とみなす。

１９ 　前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年

度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立ててい

る連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度（同日が当該

連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除

く。）については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三

項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、

「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日まで

の期間の月数」とする。

２０ 　第十八項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係る

第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投

資等損失準備金の金額は、第十八項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされ

た海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の

有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業

年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日ま

での期間の月数」とする。

２１ 　第一項又は第八項の規定により海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事業

年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）を積み立てて

いる連結親法人又はその連結子法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定



債権については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を

計算する場合における同法第五十二条第一項 、第二項又は第五項の規定は、適用しない。

２２ 　前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金（連結事業年度に該当しない事

業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。）に係る特定

法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における

当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人

が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算、同項、第三

項、第四項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合にお

ける法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その

他第一項から第二十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（金属鉱業等鉱害防止準備金）

第六十八条の四十四 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者である

ものが、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間（第六項において「指

定期間」という。）内の日を含む各連結事業年度において、第五十五条の五第一項に規定する

特定施設（以下この条において「特定施設」という。）の使用の終了後における鉱害の防止に

要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設（合併（適格合併を除

く。）又は分割型分割（適格分割型分割を除く。）により合併法人又は分割承継法人に移転す

る特定施設を除く。）につき当該連結事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定

により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金

額（同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額（適格合併、適格分割、適格現

物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。）を含む。）に相当する金額以下の

金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき（当該連結親

法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分によ

り積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含

む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算

入する。

２ 　前項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立て

た第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親法人

又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害

対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条

の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日

における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額（その日において当該特定施

設に係る第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額（以下この項において

「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。）がある場合には当該単体金属鉱業等鉱

害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算

入された、又は算入されるべきこととなつた金額（同条第二項又は第三項の規定により益金

の額に算入された金額を含む。）がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条

において同じ。）のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻し

をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。



３ 　第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立

てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適

格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。）に該当する

こととなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた

日を含む連結事業年度（第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割

型分割の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規

定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しを

した日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しを

した鉱害防止積立金の額に相当する金額

二 　金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有

しないこととなつた場合（次号に該当する場合を除く。）　次に掲げる場合の区分に応じそ

れぞれ次に定める金額

イ　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条に

おいて「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割

にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型

分割に、それぞれ限るものとする。）により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害

防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を

有しないこととなつた場合　その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係

る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る

金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

四 　前項及び前三号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩し

た場合　その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩

した金額に相当する金額

４ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

５ 　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金

属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、

当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。

６ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定

する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分社

型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立

法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止

に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年



度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に

金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然

ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額

を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額

は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

７ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以

後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載

した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

８ 　前条第十項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業

年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積

み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連結子法人が被合併法人となる適

格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該

適格合併に限る。）により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転し

た場合について準用する。

９ 　第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度にお

いて積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立てて

いる連結親法人又はその連結子法人が適格分割（適格分割型分割にあつては、その適格分割型

分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。）に

より分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その

適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承

継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱

業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の

金属鉱業等鉱害防止準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が

連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金

の金額）とみなす。

１０ 　第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度に

おいて積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立て

ている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業

等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該

特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとす

る。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金

額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害

防止準備金の金額（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業

年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金

額）とみなす。

１１ 　第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度に

おいて積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。）を積み立て

ている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業

等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該

特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとす

る。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金



額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害

防止準備金の金額とみなす。

１２ 　第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額

がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損

金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（特定災害防止準備金）

第六十八条の四十五 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、第五十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成

二十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、当該各号の中欄に掲げる

施設（以下この条において「特定施設」という。）に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支

出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設（合併（適格合併を除く。）又は分割型分

割（適格分割型分割を除く。）により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除

く。）につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立

てたとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日ま

でに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み

立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。

２ 　前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

をいう。

一 　特定災害防止準備金が採石災害防止費用（第五十五条の六第一項の表の第一号に規定す

る採石災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。）の支出に備えるため積

み立てられる場合　次に掲げる金額のうち最も低い金額

イ　当該岩石採取場（第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する岩石採取場をいう。以

下この条において同じ。）に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金

額（以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。）のうち当該岩

石採取場における岩石（同号に規定する岩石をいう。第五項において同じ。）の採取の期

間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算

した金額

ロ　当該連結事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に

備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託してい

る信託財産の額から、前連結事業年度（当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年

度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「前連結事

業年度等」という。）終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除

した金額

ハ　当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日にお

ける前連結事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金

額（その日において第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該

連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたその特定施設に係

る同項の特定災害防止準備金の金額（以下この号において「単体特定災害防止準備金の

金額」という。）がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、そ

の日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入さ



れるべきこととなつた金額（同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された

金額を含む。）又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算

入された金額（同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合

にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）を控除した金額

二 　特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用（第五十五条の六第一項の表の第二

号に規定する露天石炭等採掘災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。）

の支出に備えるため積み立てられる場合　次に掲げる金額のうち最も低い金額

イ　当該露天石炭等採掘場（第五十五条の六第一項の表の第三号に規定する露天石炭等採

掘場をいう。以下この条において同じ。）に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積

額として政令で定める金額（以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費

用の見積額」という。）のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等（同号に規定する

石炭等をいう。第五項において同じ。）の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採

掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

ロ　当該連結事業年度終了の時において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害

防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところ

により委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該露天

石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額

ハ　当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、当該連結事業

年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る

特定災害防止準備金の金額を控除した金額

３ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第

五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親法人若しくは

その連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準

備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一

号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該連結親法人若し

くはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該露天石炭等採掘場に係る特定

災害防止準備金の金額が当該露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当

該露天石炭等採掘場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を

超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

４ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第

五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその

連結子法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は露天石炭等採掘場につき採石災

害防止費用又は露天石炭等採掘災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日に

おける当該岩石採取場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額のうち当

該支出した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

５ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第

五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその

連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立に

より当該岩石採取場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合を除く。）に該当することと

なつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含



む連結事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日

の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　当該岩石採取場における岩石の採取又は当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘を

廃止した場合（次号に該当する場合を除く。）　その廃止した日における当該岩石採取場又

は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額

二 　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条において

「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割にあつて

はその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、そ

れぞれ限るものとする。）により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場又は当該露

天石炭等採掘場を移転した場合　その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場又

は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額

三 　採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り

消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八

十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合　当該登録が取り消された日又は当

該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額

四 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額

五 　前二項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場

合　その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当

する金額

６ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

７ 　前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

８ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十五条の

六第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十

一日までの間に開始する各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事

後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する

場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特

定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年

度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当す

る金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当

該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

９ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以

後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書

類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１０ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金（連

結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止

準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連結子法人が

被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の



日である場合の当該適格合併に限る。）により合併法人に特定施設を移転した場合について準

用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあ

るのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」と

あるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第

十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

１１ 　第一項又は第八項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格分割（適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が

その連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。）により分割承

継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前にお

ける当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものと

する。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、

当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額

（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年

度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額）とみなす。

１２ 　第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金

を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定

災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第

十三項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十

四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と、「第三項」と

あるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十五条の六

第十二項」と読み替えるものとする。

１３ 　第一項又は第八項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に

係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定

災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その

被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその

適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額（当該被現物出資法人

の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合に

は、同条第一項の特定災害防止準備金の金額）とみなす。

１４ 　第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金

を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当

該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、

同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同

条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と、「第三

項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十五

条の六第十四項」と読み替えるものとする。

１５ 　第一項又は第八項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に

係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定



災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その

被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその

適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

１６ 　第六十八条の四十三第十九項前段及び第二十項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金

を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当

該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、

同条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同

条第二十項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と読み替えるものと

する。

１７ 　第一項、第三項から第五項まで及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入され

る金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個

別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十六 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、第五十五条の七第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から平成二

十二年三月三十一日までの期間（第六項において「指定期間」という。）内の日を含む各連結

事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場（以下この条において「特

定廃棄物最終処分場」という。）の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に

備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場（合併（適格合併

を除く。）又は分割型分割（適格分割型分割を除く。）により合併法人又は分割承継法人に移

転する特定廃棄物最終処分場を除く。）につき当該連結事業年度において同項に規定する維

持管理積立金（次項及び第三項において「維持管理積立金」という。）に相当する金額以下

の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき（当該連結親法人

又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積

立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。）は、当

該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五

十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結

子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及

び清掃に関する法律第八条の五第六項（同法第十五条の二の三において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六

項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、そ

の取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額（そ

の日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金

の金額（以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。）がある場合には

当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定によ

り益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額（同条第二項又は第三項の

規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には当該金額を控除した金額とす

る。以下この条において同じ。）のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額

は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入す

る。



３ 　第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第

五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその

連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立に

より当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。）に該当する

こととなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた

日を含む連結事業年度（第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割

型分割の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条

の五第六項（同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。）の規定により特定廃

棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しをし

た日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻

しをした維持管理積立金の額に相当する金額

二 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項（同法第十五条の二の三において

準用する場合を含む。）の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しな

いこととなつた場合（次号に該当する場合を除く。）　次に掲げる場合の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額

イ　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条に

おいて「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割

にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型

分割に、それぞれ限るものとする。）により合併法人又は分割承継法人に当該特定災害防

止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場

に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合　その合併又は分割型分割の直前に

おける当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終

処分場に係る特定災害防止準備金の金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金

の金額

四 　前項及び前三号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合　

その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相

当する金額

４ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

５ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

６ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定

する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、

適格現物出資又は適格事後設立により独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理

積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に

移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要



する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につ

き当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直

前の時までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第一項及び第二項（これら

の規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。）の規定により独立行政法人

環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該

直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事

業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

７ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以

後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書

類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

８ 　第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当し

ない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。）を

積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連結子法人が被合併法人となる

適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当

該適格合併に限る。）により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用す

る。

９ 　第一項又は第六項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積

み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親法

人又はその連結子法人が適格分割（適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がそ

の連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。）により分割承継

法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分

割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承

継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災

害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災

害防止準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度

に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額）とみなす。

１０ 　第一項又は第六項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に

係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃

棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとす

る。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、

当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の

金額（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当し

ない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額）とみなす。

１１ 　第一項又は第六項の特定災害防止準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に

係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定廃

棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとす

る。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、



当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の

金額とみなす。

１２ 　第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額

がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損

金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十七 　削除

（新幹線鉄道大規模改修準備金）

第六十八条の四十八 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、第五十六条第一項に規定する指定所有営業主体（以下この条において「指定所有営業

主体」という。）であるものが、適用事業年度において、同項に規定する承認積立計画（以下こ

の条において「承認積立計画」という。）に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設（同項に規定す

る新幹線鉄道に係る鉄道施設をいう。第九項において同じ。）の大規模改修（第五十六条第一

項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。）の実施に要する費用の支出に備

えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により新幹線

鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の

連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　第五十六条第一項第一号に規定する累積限度額（次号及び第三項において「累積限度

額」という。）に同条第一項第一号に規定する積立期間（以下この条において「積立期間」

という。）に含まれる当該連結事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して

計算した金額

二 　当該連結事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前連結事業

年度（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業

年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日

を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。）から繰り

越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額（当該連結事業年度

終了の日において第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている当該

連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該承認積立計画に

係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額（以下この号において「単体新幹線鉄道大

規模改修準備金の金額」という。）がある場合には当該単体新幹線鉄道大規模改修準備金

の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算

入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第五項の規定により益金の額

に算入された金額を含む。）又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項若しくは第四項

の規定により益金の額に算入された金額（同条第三項又は第四項の規定により益金の額に

算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条

において同じ。）を控除した金額

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結

事業年度をいう。

３ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み

立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における承認積立計画に係る新幹線鉄



道大規模改修準備金の金額が累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年

度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み

立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人の当該承認積立計画に記載された積立期間の末日を含む連結事業年

度後の各連結事業年度（当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事

業年度である場合には、当該積立期間の末日後連結事業年度に該当することとなつた連結事業

年度以後の各連結事業年度）終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された新幹線

鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額につ

いては、当該積立期間の末日を含む連結事業年度の翌連結事業年度開始の日（当該積立期間の

末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該積立期間の

末日を含む事業年度の翌事業年度（当該事業年度終了の日の翌日を含む事業年度が連結事業

年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度終了の日の翌日を含む連結事

業年度）開始の日）における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各連結事業年度の月

数を乗じてこれを百二十（当該承認積立計画に係る工事予定期間（同条第四項に規定する工

事予定期間をいう。次項第五号において同じ。）の月数が百二十に満たない場合には、当該工

事予定期間の月数）で除して計算した金額（当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り

越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額）に

相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み

立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適

格事後設立により同条第二項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業（以下この条において

「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。）の全部を移転する場合を除く。）に該当することと

なつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含

む連結事業年度（第三号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割

の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　当該新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合　その廃止の日における新幹線鉄道大規模

改修準備金の金額

二 　当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合　その完了した日における新幹線鉄道

大規模改修準備金の金額

三 　全国新幹線鉄道整備法第二十三条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業

の全部を移転した場合　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条に

おいて「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割

にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型

分割に、それぞれ限るものとする。）により合併法人又は分割承継法人に新幹線鉄道に係

る鉄道事業の全部を移転した場合　その合併又は分割型分割の直前における新幹線鉄道大

規模改修準備金の金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新

幹線鉄道大規模改修準備金の金額



四 　全国新幹線鉄道整備法第二十二条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認

定を取り消された場合　その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

五 　工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に

着手しない場合　同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

六 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

七 　前二項及び前各号の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を取り

崩した場合　その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額のうちその取り

崩した金額に相当する金額

６ 　第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを

一月とする。

７ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事

業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

一 　連結親法人の解散の日を含む連結事業年度　当該連結親法人

二 　連結子法人の解散の日を含む連結事業年度　その解散した連結子法人

三 　合併（適格合併を除く。）により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合の当該

合併の日の前日を含む連結事業年度　当該合併に係る被合併法人である連結法人

四 　分割型分割（適格分割型分割を除く。）により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転す

る場合の当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年度　当該分割型分割に係る分割法人で

ある連結法人

８ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

９ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で指定所有営業

主体であるものが、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各連結事業年度におい

て、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は

被事後設立法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認

積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備える

ため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終

了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の

金額を新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連

結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

１０ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日

以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項を

記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１１ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金

（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大

規模改修準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連結

子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年

度開始の日である場合の当該適格合併に限る。）により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道

事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一

項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項において準用する第五十五条

第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同



項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項に

おいて準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四

項中」と読み替えるものとする。

１２ 　第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度に該当しない事業年度

において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立て

ている連結親法人又はその連結子法人が適格分割（適格分割型分割にあつては、その適格分割

型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。）

により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分

割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐも

のとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備

金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模

改修準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に

該当しない事業年度である場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額）とみ

なす。

１３ 　第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金

を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項の適格分割により分割承継法人に当

該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同

条第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同

条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十六条第十三項」と、「第三項の」と

あるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規

定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十六条第十三項」と、「第三項中」とあるのは

「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。

１４ 　第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度に該当しない事業年度

において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立て

ている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄

道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄

道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、

その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出

資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない

事業年度である場合には、同条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額）とみなす。

１５ 　第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金

を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当

該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同

条第十六項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同

条第十七項中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十六条第十五項」と、「第三項の」と

あるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規

定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十六条第十五項」と、「第三項中」とあるのは

「第六十八条の四十八第四項中」と読み替えるものとする。

１６ 　第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金（連結事業年度に該当しない事業年度

において積み立てた第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。）を積み立て

ている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄



道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該新幹線鉄

道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、

その被事後設立法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設

立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

とみなす。

１７ 　第六十八条の四十三第十九項及び第二十項の規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金

を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当

該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同

条第十九項中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十八第一項、第三項及び第四項」と、同

条第二十項中「第三項の」とあるのは「第六十八条の四十八第一項及び第四項の」と、「同

項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の四十八第四項

中」と読み替えるものとする。

１８ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で全国新幹線

鉄道整備法第二十三条の規定により指定所有営業主体とみなされたものの新幹線鉄道に係る

鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む連結事業年度における第一項第一号に掲げる金額の

計算、同項 、第三項から第五項まで及び第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入され

る金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個

別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十九 　削除

（電子計算機買戻損失準備金）

第六十八条の五十 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

で、第五十七条第一項に規定する電子計算機（以下この条において「電子計算機」という。）

の製造又は販売の事業を営むものが、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

の間に開始する各連結事業年度において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、

当該連結事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額（合

併（適格合併を除く。）及び分割型分割（適格分割型分割を除く。）により特定電子計算機貸

付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる場合におけるその電子計

算機の販売に係る収入金額を除く。）で第三項に規定する政令で定める特約に係るものの合

計額と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で定めるところにより計算

した金額以下の金額を損金経理の方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたと

き（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰

余金の処分により積立金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み

立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。

２ 　前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以

上の法人（当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子

法人又は連結完全支配関係がある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める

三以上の法人。以下この項において同じ。）が共同出資により設立した会社で、専ら当該三以

上の法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。

３ 　第一項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む連結親法人又

はその連結子法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求



めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻し

をした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する

部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額で各連結事業年度の連

結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。

４ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立

てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人

又はその連結子法人の各連結事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機について第一

項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻

損失準備金の金額（その日において同条第一項の電子計算機買戻損失準備金の金額（以下こ

の項において「単体電子計算機買戻損失準備金の金額」という。）がある場合には当該単体

電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第六項の規

定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第四項又は

第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前連結事業年度（当該連結親

法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度

に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項

において「前連結事業年度等」という。）終了の日までに次項の規定により益金の額に算入さ

れた金額（同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこ

れらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうち当該特別買戻損失の額

に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場

合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積み立てられた連結事業年度

（単体電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この

項及び次項において「積立事業年度」という。）別に区分した各金額のうち、その積み立てら

れた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

５ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立

てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人

又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された

電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した積立事業年度において

積み立てた金額（当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併又は適格分割型分割に係る

合併法人又は分割承継法人である場合には、その適格合併又は適格分割型分割に係る被合併

法人又は分割法人が同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額（当該

連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人である場合にあつては、当該連結親法人又はそ

の連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。）を含む。）がある場合には、当該積み立てた金

額（同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。）は、当該連結事業年

度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

６ 　第一項の電子計算機買戻損失準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立

てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人

又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併又は適格分割型分割により、その適格

合併又は適格分割型分割前に第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した第三項の

買戻しに係る電子計算機（以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。）の

買戻しを行わないこととなつた場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に

定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度（第二号に

掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度）



の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項後段の規定を

準用する。

一 　第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合　その有しないこととな

つた日における電子計算機買戻損失準備金の金額

二 　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条にお

いて「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割にあ

つてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割

に、それぞれ限るものとする。）により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わない

こととなつた場合　その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のう

ちその買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるとこ

ろにより計算した金額（当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合

には、その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額）

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額

四 　前二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩

した場合　その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩し

た金額に相当する金額

７ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

８ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

９ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金

（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項の電子計算機買

戻損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる

適格合併（連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連

結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。）が行われた場合について準用

する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とある

のは「第五十七条第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは

「第六十八条の五十第五項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条第十項において準

用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

１０ 　前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条第十項において準用す

る第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人

（当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。）が第三項に規定する政令で定め

る特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電

子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

１１ 　第六十八条の四十三第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準

備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項の電子計算

機買戻損失準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分

割（その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割



型分割に限る。）により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合

（当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子計算機買戻損失準備金を積み立ててい

る連結親法人又はその連結子法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこととなつた場

合に限る。）について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十四項前段中「第五

十五条第十四項」とあるのは「第五十七条第十一項において準用する第五十五条第十四項」

と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十第五項」と、「同条第十四項」とあるのは「第

五十七条第十一項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。

１２ 　前項において準用する第六十八条の四十三第十二項又は第五十七条第十一項において準

用する第五十五条第十四項の場合において、これらの規定に規定する適格分割型分割に係る

分割承継法人（当該適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。）が第三項に

規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事

業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の

金額の計算上、益金の額に算入する。

１３ 　第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併又は分割により設立されたもの

である場合における同項の特別買戻損失の実績の計算、同項、第四項から第六項まで、第十項及

び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第

八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の五十一 　削除

第六十八条の五十二 　削除

（使用済燃料再処理準備金）

第六十八条の五十三 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法

律第七条第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度に

おいて、第五十七条の三第一項に規定する使用済燃料（以下この条において「使用済燃料」

という。）の同項に規定する再処理等（次項において「再処理等」という。）に要する費用の

支出に充てるため、当該連結事業年度において同法第三条第一項 、第二項及び第七項の規定に

より同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額

（同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額（適格合併により移転を受けた

金額を除く。）を含む。）に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により使用済燃料再処

理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金

額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた

第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又

はその連結子法人の各連結事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額

で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合におい

て、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律

第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画

に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用

済燃料再処理準備金の金額（その日において第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備



金の金額（以下この項において「単体使用済燃料再処理準備金の金額」という。）がある場合

には当該単体使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項

の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額（同条第二項又

は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には当該金額を控除し

た金額とする。以下この条において同じ。）のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立

金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算

上、益金の額に算入する。

３ 　第一項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立て

た第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。）を積み立てている連結親法人

又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料

再処理等積立金を移転する場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定め

る金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度（第二号イに掲げ

る場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金

額の計算上、益金の額に算入する。

一 　前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等

のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処

理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合　その取戻しをした日における使用済燃料再

処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額

二 　原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法

律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた

場合　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ　合併（連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五

条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日（第六項において「連結親法人事

業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に限る。）により合併法人に使用済燃

料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立

金を有しないこととなつた場合　その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金

額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準

備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する

金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日における使用済燃料再処理

準備金の金額

四 　前項及び前三号の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した

場合　その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した

金額に相当する金額

４ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事

業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

一 　連結親法人の解散の日を含む連結事業年度　当該連結親法人

二 　連結子法人の解散の日を含む連結事業年度　その解散した連結子法人

三 　合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む連結事業年度　当該合併に係る被合併法人で

ある連結法人



５ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

６ 　第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金（連結事業年度に該

当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連結子法人が被合併法人

となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場

合の当該適格合併に限る。）により合併法人に使用済燃料を移転した場合について準用する。

７ 　第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合に

おける法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算そ

の他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（原子力発電施設解体準備金）

第六十八条の五十四 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業又は同項第三号に規定する卸

電気事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する

特定原子力発電施設（第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下こ

の条において同じ。）に係る解体費用（第五十七条の四第一項に規定する解体費用をいう。以

下この項及び第三項において同じ。）の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一

号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法により

原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年

度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該特定原子力発電施設に係る当該連結事業年度終了の日における解体費用の額の見積

額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る

同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額

二 　当該特定原子力発電施設に係る前連結事業年度（当該連結親法人又はその連結子法人の

当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、

当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この条において「前連

結事業年度等」という。）終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金

額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量

割合を乗じて計算した金額

２ 　前項に規定する連結事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に

係る発電の開始の日から当該連結事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定

原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合と

して政令で定める割合をいう。

３ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立

てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき

解体費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該特定原子力発電施設に係

る原子力発電施設解体準備金の金額（その日において当該特定原子力発電施設に係る同条第

一項の原子力発電施設解体準備金の金額（以下この項において「単体原子力発電施設解体準

備金の金額」という。）がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むも

のとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算

入されるべきこととなつた金額（同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された



金額を含む。）又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入され

た金額（同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれ

らの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうち当該支出をした金額に相

当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立

てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越

された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力

発電施設の第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度

の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の原子力発電施設解体準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立

てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合（適格合併により特定原子力発電施設を移

転した場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金

額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、同

号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

一 　特定原子力発電施設の解体（当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第三条第二号

に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。）が終

了した場合　当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設

解体準備金の金額

二 　合併（連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条

の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（第八項において「連結親法人事

業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に限る。）により合併法人に特定原子力

発電施設を移転した場合　その合併直前における原子力発電施設解体準備金の金額

三 　特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該

特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合　同日における当該特

定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

四 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する原子力発電施設解体準備金の金額

五 　前二項及び前各号の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金の金額を取り崩

した場合　その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩し

た金額に相当する金額

６ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事

業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

一 　連結親法人の解散の日を含む連結事業年度　当該連結親法人

二 　連結子法人の解散の日を含む連結事業年度　その解散した連結子法人

三 　合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む連結事業年度　当該合併に係る被合併法人で

ある連結法人

７ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。



８ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の原子力発電施設解体準備金

（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発

電施設解体準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連

結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始

の日である場合の当該合併に限る。）により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合に

ついて準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一

項」とあるのは「第五十七条の四第九項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三

項」とあるのは「第六十八条の五十四第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条

の四第九項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

９ 　第一項及び第三項から第五項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額が

ある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金

額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（保険会社等の異常危険準備金）

第六十八条の五十五 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、次の各号（連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二）に掲げるものが、各連結事

業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金（第十三項において「責任準

備金」という。）の積立てに当たり、保険（次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を

除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下こ

の条において同じ。）又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充

てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業

年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより

計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき（当

該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の

処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含

む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算

入する。

一 　保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人　同法第百十六

条第一項

一の二 　保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定

する少額短期保険業を行う連結法人（損害保険業を行うものに限る。）　同法第二百七十二

条の十八において準用する同法第百十六条第一項

二 　船主相互保険組合　船主相互保険組合法第四十四条の八において準用する保険業法第百十

六条第一項

三 　農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会　同法第十一

条の十三

四 　消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費

生活協同組合連合会　同法第五十条の七

五 　共済水産業協同組合連合会　水産業協同組合法第百条の六第一項において準用する同法第

十五条の三

六 　火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行

う協同組合連合会　同法第五十八条第五項



七 　生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事

業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活

衛生同業組合連合会　同法第十四条の四（同法第五十六条において準用する場合を含む。）

八 　森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会　同法第百九条第

一項において準用する同法第二十条

２ 　前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連

結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額（当該連結事業

年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を

控除した金額）又は共済金の総額（当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきこ

との確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額）が当該連結事

業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十（船舶保険その他政令で

定めるものについては、政令で定める割合）を乗じて計算した金額を超える場合のその超え

る金額に対応する損失をいう。

３ 　前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべき

ことの確定した保険料（当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合

には、その金額を控除した金額）及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支

払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額を

いう。

４ 　第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又

は収入すべきことの確定した共済掛金（火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全

率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通

常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻し

た、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。）及び解約返戻金

の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共

済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額（第一項第三号の農業協同組合連合会又は同

項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第

三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う

漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が

締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した

金額）をいう。

５ 　前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返

戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する

保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解

約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分

又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

６ 　第一項の異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十

七条の五第一項の異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法

人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常

災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連

結事業年度（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む

事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその

前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。）から繰り



越された異常危険準備金の金額（当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険

準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越

された同項の異常危険準備金の金額（以下この項において「単体異常危険準備金の金額」と

いう。）がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終

了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつ

た金額（同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）又は前連結事業年度

等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額

（同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場

合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）で当該保険又は共済

に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事

業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

７ 　第一項の異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十

七条の五第一項の異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法

人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の

金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度（当該連結親法人又はその連結子法人

の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度）

において積み立てた金額（当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事

後設立（法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同

じ。）に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、そ

の合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立

法人（以下この項において「被合併法人等」という。）が同日前十年以前に終了した連結事

業年度（被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場

合には、当該事業年度）において積み立てた金額（当該連結親法人又はその連結子法人が分

割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又は

その連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。）を含む。）がある場合には、当該金額のうち

政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

８ 　第一項の異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十

七条の五第一項の異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法

人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当す

る金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金

の額に算入する。

一 　保険又は共済に係る事業を廃止した場合　当該廃止の日における異常危険準備金の金額

二 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額

三 　前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の

金額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金

の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

９ 　第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場

合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金とし

て積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額

の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の



承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実の

あつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金

の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額

は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同

条の承認を受けた場合（次号に掲げる場合を除く。）

二 　青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の

提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合

１０ 　前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受け

た最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金

額（同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五

十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事

業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項

までの規定により益金の額に算入された金額を含む。）は、まず、前項第一号の承認の取消し

の日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日

若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額か

ら成るものとみなす。

１１ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該

連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散

した連結子法人については、適用しない。

１２ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

１３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、、第一項第

一号及び第一号の二及び第一号の二に掲げるものが、各連結事業年度において、分社型分割、

現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を

移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常

災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出

資又は事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算され

る当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の

金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の

連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

１４ 　前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内

に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親

法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１５ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金（連結事

業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を

含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併（連結子法人が被合併法人と

なる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法

人事業年度開始の日（次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の

当該合併に限る。）により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合に

おいて、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段

中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五

条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の



五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」と

あるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるも

のとする。

１６ 　第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十

三項の異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条

の五第一項の異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分

割（分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である

場合の当該分割型分割に限る。）により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部

又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項

中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分

割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前

段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十

五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条

の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」

とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替える

ものとする。

１７ 　第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十

三項の異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条

の五第一項の異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現

物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転し

た場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出

資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出

資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前

段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十

五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第

六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第

十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読

み替えるものとする。

１８ 　第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十

三項の異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条

の五第一項の異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事

後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転し

た場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十八項中「が適格事後設

立」とあるのは「が事後設立（第六十八条の五十五第七項に規定する事後設立をいう。以下

この条において同じ。）」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該

適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第十九項前段中「適格事後設立」とある

のは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同

条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六

十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替える

ものとする。

１９ 　第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により

損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一



項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第

十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金）

第六十八条の五十六 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定め

るものが、各連結事業年度において、同法第百十六条第一項の規定（当該政令で定める法人に

ついては、政令で定める規定）による責任準備金（第九項において「責任準備金」という。）

の積立てに当たり、原子力保険（原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的

とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）に係る原子力災害損失又

は地震保険（住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保

険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。）に

係る地震災害損失の補てんに充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度に

おける前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を

基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常

危険準備金として積み立てたとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度

に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危

険準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連

結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害そ

の他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各連結事業年度

において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額（当該連結事業年度において

収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金

額）に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれら

による津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地

震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、

又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額（当該連結事業年度において収入し

た、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金

額を控除した金額）に対応する損失をいう。

３ 　第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金（連結事業

年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異

常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又は

その連結子法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合に

は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備

金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額（その日において同条第一項の原子力保険に係

る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額（以下この項において「単体異

常危険準備金の金額」という。）がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものと

し、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入さ

れるべきこととなつた金額（同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額

を含む。）又は前連結事業年度（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開

始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその

連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。）終了の



日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算

入された金額（第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する第五十七条の

五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を

控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうち当該原子力災害損失又は地震災害損

失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業

年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の原子力保険に係る異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立て

ている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等

から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了し

た連結事業年度（当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度

が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度）において積み立てた金額（当該連結

親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事後設立（法人税法第二条第十二号の

六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。）に係る合併法人、分割承継法人、被

現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に

係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人（以下この項において「被合併法

人等」という。）が同日前十年以前に終了した連結事業年度（被合併法人等の同日前十年以

前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度）において積み立

てた金額（当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後

設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額

に限る。）を含む。）がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計

算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金（連結事業

年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異

常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又は

その連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定め

る金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額

の計算上、益金の額に算入する。

一 　原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合　当該廃止の日にお

ける原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

二 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る

異常危険準備金の金額

三 　前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は

地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における当該異

常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

６ 　前条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常

危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が法人税法第四条の五

第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消され、又は青色申告書の提出の承認を取

り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後同条の承認を

受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係



る異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業

年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。

７ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

８ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

９ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項に規定

する損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、分社型分割、

現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に原子力保険

又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子

力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害

損失の補てんに充てるため、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を当該連結事

業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の

同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危

険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金

額の計算上、損金の額に算入する。

１０ 　前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内

に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親

法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１１ 　第六十八条の四十三第十項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震

保険に係る異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十

七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併（連結子法人が被合併法人と

なる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法

人事業年度開始の日（次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の

当該合併に限る。以下この項において同じ。）により合併法人に原子力保険又は地震保険の保

険契約の全部を移転した場合について、第六十八条の四十三第十一項前段の規定は第一項の原

子力保険に係る異常危険準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第

五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている連結親

法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転し

た場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格

合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五

十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合

併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十一項」とあるの

は「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとす

る。

１２ 　第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備

金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力

保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている連

結親法人又はその連結子法人が分割（分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連

結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。）により分割承継法人に当該

異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その



分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。こ

の場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継

法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額（当該分割承継法人の当

該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十七条

の六第一項の異常危険準備金の金額）とみなす。

１３ 　第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異

常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する分割により

分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合につ

いて準用する。この場合において、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、

「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第

十四項」とあるのは「第五十七条の六第十一項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、

「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第

五十七条の六第十一項」と読み替えるものとする。

１４ 　第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備

金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力

保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている連

結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る

原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当

該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、

その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその

現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額（当該被現物出資法人の当該現

物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一

項の異常危険準備金の金額）とみなす。

１５ 　第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異

常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資

法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用

する。この場合において、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、

「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第

十八項」とあるのは「第五十七条の六第十三項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出

資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十八項」とあるの

は「第五十七条の六第十三項」と読み替えるものとする。

１６ 　第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備

金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力

保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。）を積み立てている連

結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る

原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その事後設立直前における当

該異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、

その被事後設立法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人がその

事後設立の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。

１７ 　第六十八条の四十三第十九項前段及び第二十項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異

常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立

法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用



する。この場合において、同条第十九項前段中「その適格事後設立」とあるのは「その事後設

立（第六十八条の五十六第四項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。）」と、

「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条

の五十六第四項」と、同条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第

三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と読み替えるものとする。

１８ 　第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定並びに第六

項において準用する前条第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある

場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の

計算その他第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

（関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金）

第六十八条の五十七 　連結親法人である関西国際空港株式会社（以下この条において「会社」

という。）が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、

次の各号に掲げる土地ごとに、当該各号に定める金額の十分の一に相当する金額と当該各号に

掲げる土地に係る累積限度基準額とのいずれか低い金額（以下この項において「積立基準

額」という。）に相当する金額（第一号に掲げる土地に係る積立基準額が当該連結事業年度の

連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の三分の二に相当する

金額を超えるときは当該三分の二に相当する金額とし、第二号に掲げる土地に係る積立基準額

が当該三分の二に相当する金額から第一号に掲げる土地に係る積立基準額を控除した残額を

超えるときは当該残額とする。）以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港整備準備

金として積み立てたとき（会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処

分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたとき

を含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額

に算入する。

一 　会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地　当該土地の取得価額として政令で

定める金額

二 　関西国際空港株式会社法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が関西国際空港

の用に供するために造成した土地　会社が当該土地の賃借に伴い支払う土地の上に存する権

利の設定の対価の額として政令で定める金額

２ 　前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める各

連結事業年度（会社の解散の日を含む連結事業年度及び会社が被合併法人となる合併（適格

合併を除く。）の日の前日を含む連結事業年度を除く。）をいう。

一 　前項第一号に掲げる土地　当該土地を会社の事業の用に供した日から当該土地の造成工事

の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として

政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度

二 　前項第二号に掲げる土地　当該土地を会社の事業の用に供した日から同号に定める対価の

支払に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政

令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度

３ 　第一項に規定する累積限度基準額とは、同項各号に定める金額から、当該各号に掲げる土地

に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度（会社の当該連結事業年度開始の

日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、会社のその前日を含む事業年



度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。）から繰り越された関西国際

空港整備準備金の金額（当該連結事業年度終了の日において第五十七条の七第一項の関西国

際空港整備準備金を積み立てている会社の前連結事業年度等から繰り越された当該土地に係

る同項の関西国際空港整備準備金の金額（以下この項において「単体関西国際空港整備準備

金の金額」という。）がある場合には当該単体関西国際空港整備準備金の金額を含むものと

し、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算

入されるべきこととなつた金額（同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含

む。）又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額

（同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額

を控除した金額とする。以下この条において同じ。）を控除した金額をいう。

４ 　第一項の関西国際空港整備準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立て

た第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。）を積み立てている会社の第一

項各号に掲げる土地に係る第二項に規定する適用事業年度の最後の連結事業年度後の各連結

事業年度（同条第二項に規定する適用事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとな

つた場合には、当該連結事業年度以後の各連結事業年度）終了の日において、当該土地に係る

前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関

西国際空港整備準備金の金額については、当該土地に係る関西国際空港整備準備金として積

み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額（当該計算した金額が当

該土地に係る当該前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額を超え

る場合には、当該繰り越された金額）に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額

の計算上、益金の額に算入する。

５ 　連結親法人である中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定

会社（以下この条において「指定会社」という。）が、適用事業年度において、中部国際空港の

整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額（当該金額

が当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額）以下の金額を損

金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき（指定会社の当該連結事

業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により

中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連

結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地（次項において「中部国際空

港用地」という。）の取得価額として政令で定める金額（次号において「累積限度基準額」

という。）の十分の一に相当する金額

二 　累積限度基準額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度（指定会社の当

該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指

定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第七項において「前連結事業年度等」と

いう。）から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額（当該連結事業年度終了の日に

おいて第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前連

結事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額（以下この号におい

て「単体中部国際空港整備準備金の金額」という。）がある場合には当該単体中部国際空港

整備準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により

益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第八項の規定に



より益金の額に算入された金額を含む。）又は前連結事業年度等の終了の日までに第七項の

規定により益金の額に算入された金額（同条第七項の規定により益金の額に算入された金

額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において

同じ。）を控除した金額

６ 　前項に規定する適用事業年度とは、中部国際空港をその事業の用に供した日から中部国際空

港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定され

ている日として政令で定める日までの期間内の日を含む各連結事業年度（指定会社の解散の

日を含む連結事業年度及び被合併法人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む連結事

業年度を除く。）をいう。

７ 　第五項の中部国際空港整備準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立て

た第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。）を積み立てている指定会社の

前項に規定する適用事業年度の最後の連結事業年度後の各連結事業年度（同条第六項に規定

する適用事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた場合には、当該連結事業

年度以後の各連結事業年度）終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された中部国際

空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該

中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を基礎として政令で定めるところにより計算

した金額（当該計算した金額が当該前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準

備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額）に相当する金額を、当該連結事業年度

の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

８ 　会社又は指定会社が、第一項の関西国際空港整備準備金（連結事業年度に該当しない事業年

度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。）又は第五

項の中部国際空港整備準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条

第五項の中部国際空港整備準備金を含む。）を積み立てている場合において、次の各号に掲げ

る場合（適格合併により関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合を除く。）に該当する

こととなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、会社又は指定会社のその該当

することとなつた日を含む連結事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する

合併の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　関西国際空港又は中部国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合　当該廃止の日にお

ける関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

二 　合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合　当該合併直前の関

西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における関西国際空港

整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

四 　第四項、前項及び前三号の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額又は中

部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における関西国際空港整

備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する

金額

９ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項又は第五項の規定を適用する場合について準用

する。

１０ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の関西国際空港整備準備金

（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際

空港整備準備金を含む。）又は第五項の中部国際空港整備準備金（連結事業年度に該当しない



事業年度において積み立てた第五十七条の七第五項の中部国際空港整備準備金を含む。）を

積み立てている会社又は指定会社が適格合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空

港を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中

「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十二項において準用する第五十五条

第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十七第三項又は第五項」と、「同項」

とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十二項に

おいて準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

１１ 　前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条の七第十二項において

準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併

法人（当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。）が関西国際空港又は中部

国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年

度終了の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額は、当

該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１２ 　第十項において準用する第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人（その適格合併

後において連結親法人に該当するものに限る。）のその合併の日を含む連結事業年度における

第四項又は第七項の規定の適用については、政令で定める。

１３ 　第一項、第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項の規定により損金の額又は益金の額

に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得

金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

（特別修繕準備金）

第六十八条の五十八 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、各連結事業年度において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産（合併（適

格合併を除く。）又は分割型分割（適格分割型分割を除く。）により合併法人又は分割承継法

人に移転するものを除く。）について行う修繕（次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当

該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。）に要する費用の支

出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修

繕準備金として積み立てたとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に

係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕

準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結

所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶（総

トン数が五トン未満のものを除く。）　当該定期検査を受けるための修繕

二 　銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉　当該炉に使用するれ

んがの過半を取り替えるための修繕

三 　ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー

（同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものに限る。）　当該ガスホル

ダーにつき定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるための修繕

四 　石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油

槽　当該貯油槽につき消防法第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は



同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検（財務省令で定めるものに限

る。）を受けるための修繕

２ 　前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

をいう。

一 　前項の連結親法人又はその連結子法人が同項の固定資産につき当該連結事業年度終了の

時までに特別の修繕を行つたことがある場合　最近において行つた特別の修繕のために要し

た費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

二 　前項の連結親法人又はその連結子法人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶

（以下この号において「特定船舶」という。）につき当該連結事業年度終了の時までに特

別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等

について状況の類似する当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する他の船舶

（以下この号において「類似船舶」という。）につき当該連結事業年度終了の時までに特別

の修繕を行つたことがある場合　当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のた

めに要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

三 　前二号に掲げる場合以外の場合　種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等につい

て前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のた

めに要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

３ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十

七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法

人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産（以下この条において「準備金設定資産」とい

う。）について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日に

おける当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額（その日において当該準備金設定資

産に係る第五十七条の八第一項の特別修繕準備金の金額（以下この項において「単体特別修

繕準備金の金額」という。）がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、

その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入される

べきこととなつた金額（同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含

む。）又は前連結事業年度（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日

の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結

子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。）終了の日ま

でに次項の規定により益金の額に算入された金額（同条第四項の規定により益金の額に算入

された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条におい

て同じ。）のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む連結事業年

度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十

七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法

人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された準備金設定資産に

係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日とし

て政令で定める日を含む連結事業年度（同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事

業年度である場合には、同日を含む事業年度）終了の日の翌日から二年を経過したもの（以

下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。）がある場合には、当該特別修繕

予定日経過準備金額については、当該経過した日を含む連結事業年度（同日を含む事業年度が

連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度）終了の日におけ



る当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこ

れを六十で除して計算した金額（当該計算した金額が当該連結事業年度終了の日における当

該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金

額）に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の特別修繕準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十

七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法

人が次の各号に掲げる場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により準備

金設定資産を移転した場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金

額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度（第三号に掲げる場合

にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度）の連結所

得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合　その完了した日における当該準備金

設定資産に係る特別修繕準備金の金額

二 　準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなつた場合（次号に該当する場合

を除く。）　その行わないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備

金の金額

三 　合併又は分割型分割（連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法

人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条にお

いて「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場合の当該合併に、分割型分割にあ

つてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割

に、それぞれ限るものとする。）により合併法人又は分割承継法人に準備金設定資産を移転

した場合　当該合併又は分割型分割の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備

金の金額

四 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額

五 　前二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合　そ

の取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

６ 　第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

７ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

８ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

９ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格分社型分

割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人

に第一項の固定資産を移転する場合において、当該固定資産について行う特別の修繕に要する

費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格

事後設立の日の前日を連結事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同

項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたとき

は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入す

る。



１０ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日

以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類

を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１１ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の特別修繕準備金（連結事業年

度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併（連結子法人が被合併法人

となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場

合の当該適格合併に限る。）により合併法人に準備金設定資産を移転した場合について準用す

る。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは

「第五十七条の八第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるの

は「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の八第十二項

において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

１２ 　第一項又は第九項の特別修繕準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み

立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又は

その連結子法人が適格分割（適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結

親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。）により分割承継法人に

当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該固定

資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合にお

いて、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその

適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額（当該分割承継法人の当該適格

分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項

の特別修繕準備金の金額）とみなす。

１３ 　第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てて

いる連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する適格分割により分割承継法人に当該特

別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十

三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十四項中「第五十五

条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条

の五十八第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と読み替え

るものとする。

１４ 　第一項又は第九項の特別修繕準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み

立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又は

その連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産

を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の

金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が

引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日にお

いて有する第一項の特別修繕準備金の金額（当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を

含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別修繕準

備金の金額）とみなす。

１５ 　第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てて

いる連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準

備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中

「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十七項中「第五十五条第十



八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十

八第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と読み替えるもの

とする。

１６ 　第一項又は第九項の特別修繕準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み

立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又は

その連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産

を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の

金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が

引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日にお

いて有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。

１７ 　第六十八条の四十三第十九項及び第二十項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てて

いる連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準

備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項及び

第二十項中「第三項」とあるのは、「第六十八条の五十八第四項」と読み替えるものとする。

１８ 　第六項及び第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定

により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十

八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及

び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（社会・地域貢献準備金）

第六十八条の五十八の二 　連結親法人である日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法第十三条

第一項に規定する基金（以下この条において「基金」という。）の積立てに係る適用事業年

度において、同法第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金（第四項及び第九項において

「社会・地域貢献資金」という。）の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少な

い金額以下の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき（日

本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金

として積み立てる方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたときを含む。）は、当該

積み立てた金額は、当該適用事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第十三条第二項に規定する利益金の額のうち同

項の規定により基金に積み立てた金額

二 　一兆円から前連結事業年度（日本郵政株式会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含

む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この号及

び第三項において「前連結事業年度等」という。）から繰り越された社会・地域貢献準備金

の金額（当該連結事業年度終了の日において第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備

金の金額（以下この号において「単体社会・地域貢献準備金の金額」という。）がある場合

には当該単体社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日ま

でに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ

ととなつた金額（同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）

又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額

（同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金

額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）を控除した金額



２ 　前項に規定する適用事業年度とは、積立期間（平成十九年十月一日から次に掲げる日のいず

れか早い日までの期間をいう。次項において同じ。）内の日を含む各連結事業年度（日本郵政

株式会社の解散の日を含む連結事業年度及び日本郵政株式会社が被合併法人となる合併（適

格合併を除く。）又は日本郵政株式会社が分割法人となる分割型分割（適格分割型分割を除

く。）により基金を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年

度を除く。）をいう。

一 　平成二十九年九月三十日

二 　日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同

条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に一

兆円に達した日（その達した日が連結事業年度終了の日の翌日から日本郵政株式会社の当

該連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内の日である場合（日本郵政株式会社の

当該連結事業年度に係る同条第二項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間

内において剰余金の処分により行つている場合に限る。）には、当該連結事業年度終了の

日）

３ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた

第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会

社が、積立期間の末日を含む連結事業年度（当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年

度に該当しない場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度）終了の日の翌日から十年を

経過した日を含む連結事業年度（当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しな

い場合には、当該経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」と

いう。）以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された社会・

地域貢献準備金の金額（以下この項において「社会・地域貢献準備金残額」という。）がある

場合には、当該基準連結事業年度等の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該

各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額（当該計算した金額が社

会・地域貢献準備金残額を超える場合には、当該社会・地域貢献準備金残額）に相当する金

額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

４ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた

第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社

が、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第十三条第四項ただ

し書の規定により基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額（当該取り崩した金額がそ

の取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時

における社会・地域貢献準備金の金額）に相当する金額は、その取り崩した日を含む連結事業

年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の社会・地域貢献準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた

第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会

社が次の各号に掲げる場合（適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除

く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当

することとなつた日を含む連結事業年度（第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合

併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

一 　合併又は分割型分割（分割型分割にあつては、その分割型分割の日が法人税法第十五条の

二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。）



により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなつ

た場合　その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備金の金額

二 　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における社会・地域貢

献準備金の金額

三 　前二項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した

場合　その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に

相当する金額

６ 　第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす

る。

７ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

８ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金（連結事

業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準

備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場

合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一

項」とあるのは「第五十七条の九第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項

の」とあるのは「第六十八条の五十八の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは

「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の九第十項において準用す

る第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十八の二第三項中」と

読み替えるものとする。

９ 　第六十八条の四十三第十二項及び第十四項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金（連結

事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献

準備金を含む。）を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産

を移転した場合（当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付する

こととなつた場合に限る。）について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十四

項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の九第十一項において準用する第五十

五条第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十八の二第一項及び第三項

の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条

の九第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第六十

八条の五十八の二第三項中」と読み替えるものとする。

１０ 　第六項に定めるもののほか、第一項及び第三項から第五項までの規定により損金の額又は

益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する

個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び前三項の規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

（中小連結法人等の貸倒引当金の特例）

第六十八条の五十九 　連結親法人（各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の

額が一億円を超える法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び保険業法に規定する相互

会社を除く。）又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人（当該各連結事

業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。）が法人税

法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、

同法第五十二条第二項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又は

その各連結子法人ごとに、当該各連結事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金



銭債権（当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対

して有する金銭債権を除く。）の帳簿価額（政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める

金額を控除した残額）の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に

規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

２ 　連結親法人である法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の平成十四年四月一日から

平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額に係る同法

第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合には、同法第

五十二条第二項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額（当該内国法人が租税特別

措置法第六十八条の五十九第一項（中小連結法人等の貸倒引当金の特例）の規定の適用を受

ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額）の百分の百十六に相

当する金額」として計算するものとする。

　　　　第十二節　削除

第六十八条の六十 　削除

　　　　第十三節　連結法人の鉱業所得の課税の特例

（探鉱準備金又は海外探鉱準備金）

第六十八条の六十一 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、鉱業を営むものが、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間（以

下この項において「指定期間」という。）内の日を含む各連結事業年度において、鉱業法第三

条第一項に規定する鉱物（以下この条において「鉱物」という。）に係る新鉱床探鉱費の支

出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法によ

り探鉱準備金として積み立てたとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年

度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱

準備金として積み立てたときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物の販売による当該連結事業年度の指

定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額

二 　前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に

相当する金額

２ 　前項に規定する連結親法人又はその連結子法人で、国内において主として鉱業を営むものと

して政令で定めるもの（以下この条において「国内鉱業者」という。）が、平成十四年四月一

日から平成二十二年三月三十一日までの期間（以下この項及び第十四項において「指定期

間」という。）内の日を含む各連結事業年度において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の

支出に備えるため、海外自主開発法人（その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及

びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、

その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄与するものとして政令で定める外

国法人をいう。）から取得した当該鉱山に係る鉱物（当該鉱物の引取りに関する契約に基づ

き、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。）の販売による当該連

結事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の

百分の五十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立



てたとき（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日ま

でに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立て

たときを含む。）は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損

金の額に算入する。

３ 　前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さく

に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探

鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令

で定めるものをいう。

４ 　第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人（第五十八条第一項又は第二

項の規定の適用を受けたものを含む。）の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度

（当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度

が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連

結事業年度等」という。）から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額（当

該各連結事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備

金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越され

た同条第一項の探鉱準備金の金額又は同条第二項の海外探鉱準備金の金額（以下この項にお

いて「単体探鉱準備金等の金額」という。）がある場合には当該単体探鉱準備金等の金額を

含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、

若しくは算入されるべきこととなつた金額（同条第五項の規定により益金の額に算入された

金額を含む。）又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入さ

れた金額（同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこ

れらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうちにその積み立てられた

連結事業年度（単体探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項にお

いて「積立事業年度」という。）終了の日の翌日から三年を経過したものがある場合には、そ

の三年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日を含

む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金（連結事業年度に該当しない事業年度に

おいて積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含

む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合（当該連結親

法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割、適

格現物出資若しくは適格事後設立により鉱業事務所（鉱業法第六十八条に規定する鉱業事務

所をいう。以下この条において同じ。）を移転した場合（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支

出している試掘権を併せて移転した場合に限る。）を除く。）に該当することとなつた場合に

は、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年

度（第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む

連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第二号

及び第四号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外

探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み

立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

一 　鉱業を廃止した場合（次号に該当する場合を除く。）又は国内鉱業者でないこととなつた

場合　その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金

の金額



二 　当該連結親法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする合併（連結子法人が被合併

法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する

連結親法人事業年度開始の日（以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」とい

う。）である場合の当該合併に限る。）が行われた場合又は分割型分割（その分割型分割の

日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。）により分割承継法

人に鉱業事務所の全部若しくは一部を移転した場合　その合併直前における探鉱準備金の

金額若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうち

その移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算し

た金額（当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合に

は、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額）

三 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

四 　前項及び前三号の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

を取り崩した場合　その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

のうちその取り崩した金額に相当する金額

６ 　第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業

年度における当該連結親法人又はこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結

事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

７ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用

する。

８ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で鉱業を営むも

のが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適

格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に鉱業

事務所を移転する場合（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転

する場合に限る。）において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、

当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時と

した場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額

以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度

の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

９ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以

後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該

連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１０ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の

海外探鉱準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項

の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はそ

の連結子法人が被合併法人となる適格合併（連結子法人が被合併法人となる合併にあつて

は、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。）が

行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第

五十五条第十一項」とあるのは「第五十八条第十一項において準用する第五十五条第十一

項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十一項」とあるの

は「第五十八条第十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。



１１ 　第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第八

項の探鉱準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項

の探鉱準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割（適格分

割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場

合の当該適格分割型分割に限る。）により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合（第三項

に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。）について準

用する。この場合において、第六十八条の四十三第十三項前段中「第三項」とあるのは「第六

十八条の六十一第四項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十

八条第十二項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八

条の六十一第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十八条第十二項において準用する

第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。

１２ 　第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第八

項の探鉱準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項

の探鉱準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資によ

り被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出して

いる試掘権を併せて移転した場合に限る。）について準用する。この場合において、第六十八条

の四十三第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、同条第十

七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十八条第十三項において準用する第五

十五条第十八項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十一第四項」と、「同条第十八

項」とあるのは「第五十八条第十三項において準用する第五十五条第十八項」と読み替える

ものとする。

１３ 　第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第八

項の探鉱準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項

の探鉱準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立によ

り被事後設立法人に鉱業事務所を移転した場合（第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出して

いる試掘権を併せて移転した場合に限る。）について準用する。この場合において、第六十八条

の四十三第十九項前段及び第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第六十八条の六十一第

四項」と読み替えるものとする。

１４ 　国内鉱業者である連結親法人又はその連結子法人が指定期間内に取得する第二項に規定

する海外自主開発法人の第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、同項及

び同条第八項並びに法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額

を計算する場合における同法第五十二条第一項 、第二項及び第五項の規定は、適用しない。

１５ 　第八項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他前各

項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除）

第六十八条の六十二 　前条第一項の探鉱準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において

積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金を含む。）の金額を有する連結親法人又はその連

結子法人が、各連結事業年度において、前条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場

合又は第五十九条第一項に規定する探鉱用機械設備（次項において「探鉱用機械設備」とい

う。）について償却をした場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支



出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額

に相当する金額は、損金の額に算入する。

一 　当該連結事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額（当該連結事

業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に

相当する金額を控除した金額）と当該連結事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額（当該

機械設備に係るこの法律及び法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する

個別損金額を計算する場合における同法第三十一条の規定により計算される償却限度額を

超える場合には、当該償却限度額に相当する金額）との合計額

二 　前連結事業年度等（前条第四項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号及び次項

において同じ。）から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額（第五十八条第一項の

探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から

繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日まで

に前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額（第五十八条第四項又は

第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には当該金額を控除

した金額とする。）のうち、当該連結事業年度において前条第四項又は第五項の規定により

益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

三 　当該連結事業年度の連結所得の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せら

れるものとして政令で定めるところにより計算した金額

２ 　前条第二項の海外探鉱準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第

五十八条第二項の海外探鉱準備金を含む。）の金額を有する連結親法人又はその連結子法人

が、各連結事業年度において、前条第二項に規定する新鉱床探鉱費（以下この項において「海

外新鉱床探鉱費」という。）の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される

探鉱用機械設備（以下この項において「海外探鉱用設備」という。）について償却をした場合

には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に

算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に

算入する。

一 　前項第一号に掲げる合計額のうち、当該連結事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費

の額に相当する金額と当該連結事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額（同項第二

号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合に

は、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額）

二 　前連結事業年度等から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額（第五十八条第

二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業

年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の

終了の日までに前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額（第五十八

条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合には当該

金額を控除した金額とする。）のうち、当該連結事業年度において前条第四項又は第五項の

規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

三 　前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金

額

３ 　前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に

これらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、

当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある



場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は

当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

４ 　第一項又は第二項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に

より損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適

用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。

５ 　前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額がある

場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別

所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

　　　　第十三節の二　対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

第六十八条の六十二の二 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結

子法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律（平成二十年法律第五十三号）の施

行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に海上運送法第三十五条第一項に規定する日

本船舶・船員確保計画（以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。）について

同条第三項第五号（同条第五項において準用する場合を含む。）に掲げる基準に適合するも

のとして同条第三項又は第四項の認定（同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に

適合することとなつたものに限る。第五項において「計画の認定」という。）を受けた同法第

三十四条第二項第三号に規定する船舶運航事業者等（日本船舶（同法第三十八条に規定する

日本船舶をいう。以下この項において同じ。）を用いて対外船舶運航事業（同法第三十五条第

三項第五号に規定する対外船舶運航事業をいう。）を営むものに限る。）に該当するものが、

当該認定を受けた日本船舶・船員確保計画（同法第三十五条第四項の規定による変更の認定

があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。）に記載された

計画期間（同法第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。第三項及び第五項におい

て同じ。）内の日を含む各連結事業年度終了の時において当該認定計画に従つて同法第三十四

条第一項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該連結事業年

度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金

額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該連結事業年度にお

ける第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、当該満たない部分の金額

は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する。

一 　当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における日本船舶を用いた対外

船舶運航事業等（海上運送法第三十八条に規定する対外船舶運航事業等をいう。）による

収入金額に係る連結所得の金額として政令で定める金額

二 　当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における日本船舶の純トン数

（船舶のトン数の測度に関する法律第六条に規定する純トン数をいう。）に応じた利益の

金額として政令で定める金額

２ 　前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、その適用を受けようとする最初の連結事業年

度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書（次項において「届出

書」という。）に前項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類

（次項において「書類等」という。）を添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務

署長に提出した場合に限り、適用する。



３ 　前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、第一項の規定の適用に係

る認定計画の計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の

日の前日までの期間内の日を含む事業年度において第五十九条の二第一項の規定の適用を受

けている場合には、その適用を受けている連結親法人又はその連結子法人に係る届出書及び

書類等の提出については、適用しない。

４ 　第一項の規定の適用を受ける連結親法人は、その適用を受ける各連結事業年度の連結確定申

告書等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を

添付しなければならない。

５ 　認定計画に記載された計画期間内の日を含む各連結事業年度（当該認定計画に記載された

計画期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該計画期間内の日

を含む各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。）において第一項の規定の

適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人（当

該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限り、当該適用対象年度におい

て第五十九条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。）が、海上運送法第三十九条の二

第二項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の

規定により損金の額に算入された金額（当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合

には、当該認定計画につき第五十九条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額）の

合計額は、当該認定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の

額に算入する。

６ 　第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額

に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、

これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第一項又は前項の規定により

益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定

に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。

７ 　第二項から第四項まで及び前項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定により損金の

額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これら

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第十四節　連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例

（沖縄の認定法人の連結所得の特別控除）

第六十八条の六十三 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、各連結事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するも

の（当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日（同表の第二号の上欄に規定する指定のう

ち政令で定める指定にあつては、政令で定める日）以後に設立されたもので、当該各号の中欄

に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限るものとし、その連結事業年度にお

いて第六十八条の十三の規定又は第六十八条の二十七若しくは同条の規定に係る第六十八条

の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人（当該適用に係る連結法

人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人）を除く。）が、当該各連結事業

年度（当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの

期間（当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の

政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間）内に終了する連結事業年度に限

る。）において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額



として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の三十五に相当する金額（同表

の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄

に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の合計額の百分の二十に相

当する金額を限度とする。）の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金

の額に算入する。

法人 地区 事業

一　沖縄振興特別措置法第三十条第一

項の規定による認定を同法第二十八

条第七項の同意の日から平成二十四

年三月三十一日までの間に受けた連

結法人

同法第三十一条第一項に規定する同

意情報通信産業振興計画において同

法第二十八条第三項第二号に規定す

る情報通信産業特別地区として定め

られている地区

同法第三十条第

一項に規定する

特定情報通信事

業

二　沖縄振興特別措置法第四十四条第

一項の規定による認定を同法第四十

二条第一項の規定による指定の日か

ら平成二十四年三月三十一日までの

間に受けた連結法人

同項の規定により特別自由貿易地域

として指定された地区（同条第四項

又は第五項の規定により変更があつ

たときは、その変更後の地区）

同法第四十四条

第一項に規定す

る製造業、倉庫

業又はこん包業

三　沖縄振興特別措置法第五十六条第

一項の規定による認定を同法第五十

五条第一項の規定による指定の日か

ら平成二十四年三月三十一日までの

間に受けた連結法人

同項の規定により金融業務特別地区

として指定された地区（同条第四項

又は第五項の規定により変更があつ

たときは、その変更後の地区）

同法第五十六条

第一項に規定す

る金融業務に係

る事業

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項

の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連

結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に

限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告

に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

３ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、

その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載

をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができ

る。

４ 　第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法

人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。

５ 　前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はそ

の連結子法人の当該金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用につ

いては、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。

６ 　第一項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又

は指定の日、同項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益

積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第十五節　連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例



（農業経営基盤強化準備金）

第六十八条の六十四 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人で、認定農業生産法人等（農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改

善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法人（以下この項

及び第三項において「認定農業生産法人」という。）又は農業経営基盤強化促進法第二十三条

第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程（第三項において「特定農用

地利用規程」という。）に定める同条第四項に規定する特定農業法人（認定農業生産法人を

除く。）をいう。第三項において同じ。）に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十

一年三月三十一日までの期間（以下この項において「指定期間」という。）内の日を含む各

連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等（以下この

項において「交付金等」という。）の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第

十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画（第

三項において「認定計画等」という。）の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項

に規定する農業経営基盤強化（以下この項において「農業経営基盤強化」という。）に要する

費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理

の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき（当該連結親法人又はその連結

子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積

み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。）は、当該積み立

てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 　当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令

で定める金額

二 　当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第

一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額

２ 　前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人（第六十一条の二第一項の規定

の適用を受けたものを含む。）の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度（当該連

結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事

業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年

度。以下この項において「前連結事業年度等」という。）から繰り越された農業経営基盤強化

準備金の金額（当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金

を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された

同項の農業経営基盤強化準備金の金額（以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金

の金額」という。）がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、

当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入さ

れるべきこととなつた金額（同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）

又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額（同

条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。）がある場合にはこれらの金額を

控除した金額とする。以下この条において同じ。）のうちにその積み立てられた連結事業年度

（単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項におい

て「積立事業年度」という。）終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その

五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度

の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。



３ 　第一項の農業経営基盤強化準備金（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立て

た第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。）を積み立てている連結親法人

又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合（当該連結親法人又はその連結子法人が被合併

法人となる適格合併が行われた場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に

定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度（第四号に掲

げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度）の連結所得の金

額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、

同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分

した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算

入されるものとする。

一 　認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合　その該当しないこととなつた日にお

ける農業経営基盤強化準備金の金額

二 　認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場

合（当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人

が認定農業生産法人である場合を除く。）　その取消しの日における農業経営基盤強化準備

金の金額

三 　特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が

経過した場合（当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその

連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。）　その経過した日における農業経営基

盤強化準備金の金額

四 　当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併（連結子法人が被合併法人

となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法

人事業年度開始の日（第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。）である場

合の当該合併に限る。）が行われた場合　その合併直前における農業経営基盤強化準備金の

金額

五 　解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の

日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）　その解散の日におけるその解散した連結

親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額

六 　前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した

場合　その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額

に相当する金額

４ 　第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連

結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散し

た連結子法人については、適用しない。

５ 　第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

６ 　第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金

（連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営

基盤強化準備金を含む。）を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人とな

る適格合併（連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその

連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。）が行われた場合について準

用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあ

るのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあ



るのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七

項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。

７ 　前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用

する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人

（当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。）が第一項に規定する認定農業生

産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基

盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

８ 　第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額があ

る場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額

の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（農用地等を取得した場合の課税の特例）

第六十八条の六十五 　前条第一項の農業経営基盤強化準備金（連結事業年度に該当しない事業

年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。）の金額

を有する連結親法人又はその連結子法人（連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支

配関係にある連結子法人で、前条第一項の規定の適用を受けることができるものを含む。）

が、各連結事業年度において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤

強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地（当該農用地に係る賃借権を含む。以下こ

の項において同じ。）の取得（贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外

リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。）をし、又

はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却

資産（以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。）の取得をし、若しくは

特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等（以下この

項及び第五項において「農用地等」という。）を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の

用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の

金額（以下この項において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理に

より減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結

親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算（法人税法第八十一条の

二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子

法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。）において積立金として積

み立てる方法（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の

日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときは、

その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。

一 　次に掲げる金額の合計額

イ　前連結事業年度等（前条第二項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号におい

て同じ。）から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額（第六十一条の

二第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法

人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むも

のとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の

額に算入された金額（第六十一条の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入さ

れた金額を含む。）がある場合には当該金額を控除した金額とする。）のうち、当該連結



事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入

されるべきこととなつた金額に相当する金額

ロ　当該連結事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項

の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額

二 　当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第

一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額

２ 　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項

の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連

結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定

める書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、

その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記

載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一

項の規定を適用することができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第六十八条の四十二第一項各号

に掲げる規定（第六十八条の三十、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに

これらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。）は、適用しない。

５ 　第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合

における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある

場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の

計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第十六節　連結法人の交際費等の課税の特例

（交際費等の損金不算入）

第六十八条の六十六 　連結法人の各連結事業年度（法人税法第十五条の二第一項に規定する連

結親法人事業年度（以下この項において「連結親法人事業年度」という。）が平成十八年四月

一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始するものに限る。）において、その連結親

法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度

において支出する交際費等の額の合計額（当該連結親法人事業年度終了の日における当該連

結親法人の資本金の額又は出資金の額（資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定

める連結親法人にあつては、政令で定める金額）が一億円以下である場合には、当該交際費等

の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額）は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計

算上、損金の額に算入しない。

一 　当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額のうち四百万円に

当該連結親法人の連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

（次号において「定額控除限度額」という。）に達するまでの金額の百分の十に相当する金

額

二 　当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額が定額控除限度額

を超える場合におけるその超える部分の金額

２ 　前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

３ 　第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、連結親法人又はそ

の連結子法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、



贈答その他これらに類する行為（第二号において「接待等」という。）のために支出するもの

（次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。）をいう。

一 　専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

二 　飲食その他これに類する行為のために要する費用（専ら当該連結親法人又はその連結子

法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する

接待等のために支出するものを除く。）であつて、その支出する金額を基礎として政令で定

めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

三 　前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

４ 　前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

５ 　連結親法人及びその連結子法人が各連結事業年度において支出する第一項に規定する交際

費等の額の合計額のうち、同項の規定により損金の額に算入しないこととされた金額以外の金

額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠

損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　第十七節　連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

（使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例）

第六十八条の六十七 　連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関

係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、

連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの

間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連

結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六

十八条の九第十一項 、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第

七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、次条第一

項及び第八項、第六十八条の六十九第一項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第

一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の

額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の

割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

２ 　前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出

（贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下こ

の条において同じ。）のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在

地並びにその事由（以下この条において「相手方の氏名等」という。）を当該連結親法人及

びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの（資産の譲受けその他の取引

の対価の支払としてされたもの（当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価

として相当であると認められるものに限る。）であることが明らかなものを除く。）をいう。

３ 　税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等

を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場

合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めると

きは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。

４ 　連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載して

いるかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

５ 　第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。



一 　法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第

二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項（使途秘匿金の支出がある

場合の課税の特例）」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措

置法第六十八条の六十七第一項」とする。

二 　第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一

項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十

八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、

第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十

八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第

三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第二項中「並び

に前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第

六十八条の六十七第一項」とする。

６ 　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に

関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

７ 　第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適

用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条（同法第百五十

五条において準用する場合を含む。）の規定による質問又は検査をすることを妨げるもので

はない。

　　　　第十八節　連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率

（土地の譲渡等がある場合の特別税率）

第六十八条の六十八 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得

に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条

の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第

六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第八

項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法

令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその

各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等（次条第一項の規定の適用があるものを除

く。）に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計

額を加算した金額とする。

２ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　土地の譲渡等　次に掲げる行為をいう。

イ　第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等の譲渡

ロ　第六十二条の三第二項第一号ロに規定する株式又は出資の譲渡で、土地等（同号イに規

定する土地等をいう。以下この節において同じ。）の譲渡に類するものとして政令で定め

るもの

二 　譲渡利益金額　当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算し

た金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した

経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

３ 　第一項の規定は、土地等の譲渡（第六十二条の三第三項に規定する土地等の譲渡をいう。以

下この節において同じ。）のうち、棚卸資産（その取得をした日から譲渡をした日までの間に



おいて当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとし

て政令で定めるものを除く。）の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用し

ない。

４ 　第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十年十

二月三十一日までの間に、その有する土地等（棚卸資産に該当するものを除く。第八項まで及

び第十項において同じ。）の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第

四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明が

されたときは、適用しない。

５ 　前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十年十二

月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第

六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについ

て準用する。この場合において、前項中「第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に

該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定

する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。

６ 　第四項（前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。）の場合

において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた連結親法人又

は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結

親法人又はその連結子法人が第六十八条の七十五第一項の規定の適用を受けるときは、当該

土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

７ 　第五項の規定（連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六

十二条の三第五項の規定）の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第四項第十

二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行うこれらの規定

に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間（同条第五項に規定する予

定期間をいう。次項において同じ。）内に同条第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地

等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人

又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡について

その該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。

８ 　第五項の規定（連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六

十二条の三第五項の規定）の適用を受けた土地等の譲渡（当該連結親法人又はその連結子法

人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定（当該被合併法人の

連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定）

の適用を受けた土地等の譲渡を含む。）の全部又は一部が予定期間の末日において同条第四項

第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に

対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条

の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項 、第六十八条の十第五項、第六

十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第

五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び

第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により

計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の

譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として

政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。



９ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡

（第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡（第六十二条の三第三項及び第四項の規

定に該当する土地等の譲渡を含む。）を除く。）をした場合（第六十八条の七十一第五項又は

第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当

該土地等の譲渡をしたその適格合併等（これらの規定に規定する適格合併等をいう。）に係る

被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定

の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。）における第一項の規定の

適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項

に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十か

ら第六十八条の七十六まで若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三まで

の規定により損金の額に算入された金額（第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入

されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入

額」という。）があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当

該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡

につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで（これらの規定を第六十八条の七十二第

三項において準用する場合を含む。）、第六十八条の七十八第四項（第六十八条の七十九第十

五項において準用する場合を含む。）、第六十八条の七十八第十二項（第六十八条の七十九第

十六項において準用する場合を含む。）、第六十八条の七十九第十項から第十四項まで、第六十

八条の八十三第十一項から第十四項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十四項まで

の規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事

業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。

１０ 　第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書（同法第二条第三

十九号に規定する修正申告書を除く。）に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当

該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項

を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

１１ 　第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

一 　法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第

二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項（土地の譲渡等

がある場合の特別税率）」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特

別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。

二 　第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一

項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十

八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、

第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の

十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及

び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、

第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十

八」とする。

１２ 　前項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する

法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。



１３ 　第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十年十

二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

（短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率）

第六十八条の六十九 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業

年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並

びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条

の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、

第六十八条の六十七第一項、前条第一項及び第八項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条

の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した

法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地

の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額の

合計額を加算した金額とする。

２ 　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 　短期所有に係る土地の譲渡等　前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連

結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等（他の者（当該連結法人との

間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。）から取得をしたものに限る。）で所有

期間（その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日まで

の所有期間とする。）が五年以下であるもの（当該土地等の譲渡をした日の属する年におい

て取得をしたものを含む。）の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をい

う。

二 　譲渡利益金額　当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等

のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を

控除した金額をいう。

３ 　第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該

当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

一 　国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの

（第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。）

二 　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅

の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに

対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認

められるもの（政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が

千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものと

し、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除

く。）

三 　土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの（当該収用換地

等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方

メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号

に掲げる譲渡に該当するものを除く。）



四 　都市計画法第二十九条第一項の許可（同法第四条第二項に規定する都市計画区域内にお

いて行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において

「開発許可」という。）を受けた連結法人（開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含

む。）が造成した一団の宅地（その面積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は

一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件（当該譲渡が政令で定める譲渡に該当

する場合には、イ及びロに掲げる要件）に該当するもの

イ　当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下

であること。

ロ　当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。

ハ　当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。

五 　その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地

（その面積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の当該連結法人による

譲渡で、次に掲げる要件（当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イ

に掲げる要件）に該当するもの

イ　当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令

で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の

内容に適合していること。

ロ　当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

六 　連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した

住宅（その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるとこ

ろにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。）の敷地の用に供された一団の宅地（そ

の面積が千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の当該連結法人による譲渡

で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの（前二号に掲げる譲渡に該当するものを除

く。）

七 　次に掲げる一団の宅地（その面積が千平方メートル未満のものに限る。）の全部又は一部

の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額と

して政令で定める金額以下であるもの

イ　当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであ

ることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長（その造成が開発

許可を受けたものである場合には、当該許可をした者）の認定を受けたもの

ロ　一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の

方法により新築した住宅（その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることにつ

いて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限

る。）の敷地の用に供されたもの（イに掲げる宅地に該当するものを除く。）

八 　宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地

等（住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。）の譲渡でその取得後

政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受け

る行為に類するものとして政令で定めるもの

九 　不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の

行う土地等の譲渡（同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から

取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。）



十 　土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附

に該当するもの

４ 　前条第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子

法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡（前項の規定に該当する土地等

の譲渡を除く。）をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場

合において、同条第九項中「第六十八条の七十八から」とあるのは「第六十八条の八十一か

ら」と、「第六十八条の七十八第四項（第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を

含む。）、第六十八条の七十八第十二項（第六十八条の七十九第十六項において準用する場合

を含む。）、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項」と

あるのは「第六十八条の八十三第十一項」と読み替えるものとする。

５ 　第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同

項中「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項（土地の譲渡等がある場合の特

別税率）」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項（短期所有に係る土地の

譲渡等がある場合の特別税率）」と、「「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第

八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」」と、「並びに第六十八

条の六十八」とあるのは「並びに第六十八条の六十九」と読み替えるものとする。

６ 　第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他

第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

７ 　第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十年十二

月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

　　　　第十九節　連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

　　　　　第一款　収用等の場合の課税の特例

（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）

第六十八条の七十 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

の有する資産（棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十八条の七十二第三項及び第六十八

条の七十三において同じ。）で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合

に該当することとなつた場合（第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。）

において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金

の額（当該資産の譲渡（消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。）に要した経

費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定

める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。）の全部又は一部に相当する金

額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅（以下この款

において「収用等」という。）のあつた日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡

した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの（以下第六十

八条の七十二までにおいて「代替資産」という。）の取得（所有権移転外リース取引による取

得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十八条の七十二までにおいて同じ。）をし、当該代替

資産につき、その取得価額（その額が当該補償金、対価又は清算金の額（既に代替資産の取得

に充てられた額があるときは、その額を控除した額）を超える場合には、その超える金額を控

除した金額。次条第十項において同じ。）に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡し

た資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する



割合（次条において「差益割合」という。）を乗じて計算した金額（以下この項及び第七項

において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はそ

の帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連

結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法（当

該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の

処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときは、その減額し、又は

経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算

入する。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が

第六十四条第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用に

ついては、同条第二項第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、同項第二号の場合にあ

つては同号に規定する土地の上にある資産（同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部

を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分）につい

て、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、同項第一号又は第二号に

規定する補償金又は対価の額をもつて、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみな

す。

３ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算

入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額

の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

４ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、

その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記

載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一

項の規定を適用することができる。

５ 　第一項の規定の適用を受けた資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定

（第六十八条の三十、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びにこれらの規定

に係る第六十八条の四十一の規定を除く。）は、適用しない。

６ 　第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合

には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

７ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人（その連結親法

人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲

げる場合に該当することとなつた場合（第二項の規定により同条第二項第一号に規定する土

地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものと

みなされた場合を含むものとし、第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。）

における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。）が収用等のあつた日を含む連結事業

年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるもの

に限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、

当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当す

る金額をもつて当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に

代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資

法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限



度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相

当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

８ 　第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。

９ 　第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する

減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所

轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１０ 　適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項において「適格合併

等」という。）により第一項又は第七項の規定の適用を受けた代替資産（連結事業年度に該

当しない事業年度において第六十四条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定

に規定する代替資産を含む。）の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は

被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該

適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資

産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

１１ 　第一項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法

第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規

定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例）

第六十八条の七十一 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当する

こととなつた場合（前条第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は

同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされ

た場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。第三項において同じ。）にお

いて、当該連結親法人又はその連結子法人が、収用等のあつた日を含む連結事業年度終了の日

の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間（当該収用等に係る事業の全

部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の

やむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で

政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日ま

での期間。以下この項及び第五項において「指定期間」という。）内に補償金、対価又は清算

金の額（当該収用等のあつた日を含む連結事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額

の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除し

た金額。以下この条において同じ。）の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得

をする見込みであるとき（当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併

を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込

みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。）は、当該連結親法

人又はその連結子法人の当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てよう

とするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当

該収用等のあつた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法

（当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余

金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときに限り、その経理

した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入す

る。



２ 　前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業

年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

一 　連結親法人の解散の日を含む連結事業年度　当該連結親法人

二 　連結子法人の解散の日を含む連結事業年度　その解散した連結子法人

三 　合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む連結事業年度　当該合併に係る被合併法人で

ある連結法人

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人（その連結親法

人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲

げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。）

が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事

後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」とい

う。）を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被

現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。）において当該適格分社

型分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間（当該収用等に係る事

業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることそ

の他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に代替資産の取得をす

ることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分社型分

割等の日から政令で定める日までの期間）内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に

相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算

金の額で当該分割承継法人等において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益

割合を乗じて計算した金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの（以下この条におい

て「期中特別勘定」という。）を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当す

る金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

４ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金

額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長

に提出した場合に限り、適用する。

５ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併（連

結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二

第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日（以下この条において「連結親法人事業

年度開始の日」という。）である場合の当該適格合併に限る。）、適格分割（適格分割型分割

にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分

割型分割に限る。）、適格現物出資又は適格事後設立（以下この項及び第七項において「適格

合併等」という。）を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に

定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継

法人、被現物出資法人又は被事後設立法人（以下この条において「合併法人等」という。）に

引き継ぐものとする。

一 　適格合併　当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額（連結事業年度に該

当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を含むものと

し、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これら

の金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。）

二 　適格分割型分割　当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち

当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金



の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合

における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額

に相当する金額

三 　適格分社型分割等　当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額

のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに補償金、対価

又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込

まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計

算した金額に相当する金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

６ 　前項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六

十四条の二第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。）及び期中特別勘定の双方を

設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該

期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資

又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分

割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当

該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

７ 　第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額（当該合併法人等の適

格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十四

条の二第一項の規定により設けている特別勘定の金額）とみなす。

８ 　前条第一項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度に該当しない事業年度において設け

た第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。）を設けている連結親法人又はその連結子法人

が、第一項に規定する指定期間（当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期

中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他

の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。）内に補償金、対価又は清算金

の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資

産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該連結事業年度

に係る確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度に係る確定

した決算」と読み替えるものとする。

９ 　前条第七項の規定は、第一項の特別勘定（連結事業年度に該当しない事業年度において設け

た第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。）を設けている連結親法人又はその連結子法人

が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社

型分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の

取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該

適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。

この場合において、前条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるの

は、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替える

ものとする。

１０ 　前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合

を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１１ 　第一項の特別勘定（連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二

第一項の特別勘定を含む。）を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人



との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有するこ

ととなつた場合（同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個

別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該

当する場合に限る。）において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結

事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有

しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の

額に算入する。

１２ 　第一項の特別勘定（連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二

第一項の特別勘定を含む。）を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換

完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等（法人税法第八十一条の三第一

項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六

十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。）を行つた

場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額（政令で定める

金額未満のものを除く。）を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等

の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

１３ 　第一項の特別勘定（連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二

第一項の特別勘定を含む。）を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げ

る場合（第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除

く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつ

た日を含む連結事業年度（第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事

業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一 　指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り

崩した場合　当該取り崩した金額

二 　指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合　当該特別勘

定の金額

三 　指定期間内に解散した場合（合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつて

はその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。）において、その解散した連結

親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の

金額

四 　指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併（連結子法人

が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である

場合の当該合併に限る。）を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又

は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。　当該特別勘定の金額

１４ 　前条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第八項の規定により損金の額に算入する場合

について準用する。

１５ 　前条第五項及び第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産について準

用する。

１６ 　前条第九項の規定は、第九項の規定を適用する場合について準用する。

１７ 　前条第十項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産（連結事業年度に該当

しない事業年度において第六十四条第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産を含む。）に

ついて準用する。



１８ 　第一項、第三項及び第八項から第十三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入さ

れる金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は

個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

第六十八条の七十二 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当する

こととなつた場合（当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金（以下この

条において「補償金等」という。）又は保留地の対価（第六十五条第一項に規定する保留地

の対価をいう。次項において同じ。）を取得した場合を含む。）において、当該連結親法人又は

その連結子法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換（以下この

条及び次条において「換地処分等」という。）により取得した資産（以下この条において「交

換取得資産」という。）につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した

資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額（第五項において「圧縮限度額」という。）の範

囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相

当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各

号に定める金額とする。

一 　交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合　帳簿価額から当該帳簿

価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところ

により計算した金額を控除した金額

二 　交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金

額を換地処分等に際して支出したとき。　帳簿価額にその支出した金額を加算した金額

三 　換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政

令で定めるところにより計算した金額がある場合　帳簿価額に当該計算した金額を加算した

金額

３ 　前二条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該各号に規定する資産と

ともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したと

き又は取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、第六十八条の七十第

一項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控

除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の

額（換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額の

うちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額）から当該譲渡した資産の譲

渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより

計算した金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。

４ 　第六十八条の七十第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用す

る。

５ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人（その連結親法

人又はその連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲

げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。）



が換地処分等のあつた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適

格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分社型分

割等」という。）を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該換地処分等

により当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得をし

た交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立

法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当

する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額

は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

６ 　前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減

額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄

税務署長に提出した場合に限り、適用する。

７ 　第一項（第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けた場合（連結事

業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。）において、同

号に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき

都市再開発法第百四条第一項若しくは第百十八条の二十四（同法第百十八条の二十五の二第

三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定によりこれらの規定に規定す

る差額に相当する金額（次条第一項において「変換清算金」という。）の交付を受けること

となつたとき又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部（同号の施設建築物に関する権

利を含む。）若しくは建築施設の部分（同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を

含む。）を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規

定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき（同法第百十八条の十二第一項又は第百十八

条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。）

は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若

しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回

があつたものとみなされる日において、第六十五条第七項に規定する政令で定める部分又は同

号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又

は前各項の規定を適用する。

８ 　第一項（第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けた場合（連結事

業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。）において、同

号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有

持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により

同項に規定する差額に相当する金額（次条第一項において「防災変換清算金」という。）の

交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部（同号の

防災施設建築物に関する権利を含む。）を取得したときは、その受けることとなつた日又は取

得した日において、第六十五条第八項に規定する政令で定める部分又は同号に規定する権利

につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六

項までの規定を適用する。

９ 　第一項（第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。）の規定の適用を受けた場合（連結事

業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。）において、同

号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに

関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地



処分等による譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を

適用する。

１０ 　第六十八条の七十第五項及び第六項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を

受けた資産について準用する。

１１ 　第六十八条の七十第十項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産

（連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条第一項、第三項又は第五項の規定の

適用を受けた資産を含む。）について準用する。

１２ 　第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第六十五条第一項第六号に規定する権利

変換の時において当該権利変換により譲渡した資産（同号に規定する敷地利用権に係る部分

に限る。）の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額があ

る場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項又は

第五項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十

八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項 、第三項、第五項及び

第七項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（収用換地等の場合の連結所得の特別控除）

第六十八条の七十三 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項第一号若しくは第二号に規定

するものがこれらの規定に該当することとなつた場合（第六十八条の七十第二項の規定によ

り第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産

につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希

望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により第六十五条第一項第四号に規定す

る建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場

合を含む。）において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等（以下こ

の条において「収用換地等」という。）により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価

若しくは清算金（変換清算金及び防災変換清算金を含む。）（以下この条において「補償金

等」という。）の額又は資産（以下この条において「交換取得資産」という。）の価額（当該

収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額

を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、

当該差額に相当する金額を控除した金額）が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該

譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で

定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法

人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産（第

六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資

産については、第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分を除く。次項及び第七項に

おいて同じ。）のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けない

ときは、その超える部分の金額と五千万円（当該譲渡の日の属する年における収用換地等によ

り取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定によ

り損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十五条の二第一項、第二項又は第

七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。）があるときは、当該金額を控除した金

額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、

損金の額に算入する。



２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で

第六十五条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当することとな

つた場合（前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する資産につき収用等に

よる譲渡があつたものとみなされる場合及び前条第八項の規定により第六十五条第一項第五

号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。）におい

て、当該連結親法人又はその連結子法人が、第六十五条第一項第三号から第五号までに掲げる

場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該

換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するも

のとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で

当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、か

つ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中

に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定

の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円（当該譲渡の日の属する年にお

ける収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又

は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十五条の二第

一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。）があるときは、当該

金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得

の金額の計算上、損金の額に算入する。

３ 　前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産につい

ては、適用しない。

一 　前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、

除去又は使用（以下この条において「買取り等」という。）の申出をする者（以下この条

において「公共事業施行者」という。）から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から

六月を経過した日（当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定に

よる仲裁の申請（同日以前にされたものに限る。）に基づき同法第十五条の十一第一項に

規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の

請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受け

なければならない場合若しくは同項第三号の規定による届出をする場合には、同日から政

令で定める期間を経過した日）までにされなかつた場合　当該資産

二 　一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以

上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。　当該資産のう

ち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

三 　前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出

を受けた者以外の連結法人からされた場合（当該申出を受けた者が法人である場合には、

当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に

該当するときを除く。）　当該資産

イ　当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の

移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合

ロ　当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移

転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合

４ 　第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される

金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算



入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公

共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財

務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、

その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記

載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一

項又は第二項の規定を適用することができる。

６ 　公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があ

つたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の

施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならな

い。

７ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第六十八条の

七十一第十一項から第十三項まで（これらの規定を前条第三項において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）の規定に該当することとなつた場合において、第六十八条の七

十一第十一項若しくは第十二項に規定する特別勘定の金額又は同条第十三項各号に定める金

額に係る収用換地等のあつた日を含む連結事業年度（当該収用換地等のあつた日を含む事業

年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度）のうち同一の年に属する期間中

に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額（当該収用換地

等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十四条の二第一項の

特別勘定の金額）がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十八条の七十第

一項（第六十八条の七十一第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。）、第六十八

条の七十第七項（第六十八条の七十一第九項又は前条第三項において準用する場合を含

む。）又は前条第一項若しくは第五項の規定（第六十四条第一項（第六十四条の二第七項又は

第六十五条第三項において準用する場合を含む。）、第六十四条第八項（第六十四条の二第八

項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。）又は第六十五条第一項若しくは第

五項の規定を含む。）の適用を受けていないときは、第六十八条の七十一第十一項から第十三

項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円（当該収用換地等のあ

つた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得

資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の

額に算入する金額（第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入し

た金額を含む。）があるときは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額をその該当

することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

８ 　第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用す

る。

９ 　第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの

規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規

定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。

１０ 　第三項から第六項まで及び第八項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第七項の規定

により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法

第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項 、第

二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



　　　　　第二款　特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除

（特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除）

第六十八条の七十四 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人の有する土地又は土地の上に存する権利（棚卸資産に該当するものを除く。以下この款に

おいて「土地等」という。）が第六十五条の三第一項各号に掲げる場合（第六十八条の七十第

一項（第六十四条第一項第二号、第三号の四又は第三号の五に係る部分に限る。）の規定の適

用がある場合を除く。）に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結

子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産

（以下この項において「交換取得資産」という。）の価額（当該譲渡により取得した交換取得

資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を

当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額）が、当該譲渡し

た土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交

換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、か

つ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に

その該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の

八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三までの規定の適用を受けない

ときは、その超える部分の金額と二千万円（当該譲渡の日の属する年における譲渡により取

得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又

は損金の額に算入する金額（第六十五条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額を

含む。）があるときは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含

む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等

につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これ

らの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行

われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行

われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等

につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これ

らの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各

号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

一 　適格合併に係る被合併法人　当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を

受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

二 　適格分割に係る分割法人　当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転

を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

三 　適格現物出資に係る現物出資法人　当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

四 　適格事後設立に係る事後設立法人　当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

４ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算

入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額

の計算に関する明細書及び第六十五条の三第一項各号の買取りをする者から交付を受けた同



項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある

場合に限り、適用する。

５ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、

その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記

載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一

項の規定を適用することができる。

６ 　第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額

に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、

これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。

７ 　第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額が

ある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する

個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除）

第六十八条の七十五 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人の有する土地等が第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合に

おいて、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡

により取得した対価の額又は資産（以下この項において「交換取得資産」という。）の価額

（当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合に

おいて、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金

額を控除した金額）が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲

渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計

算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度

のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六

十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五

の三までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円（当該譲渡の日

の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の

規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十五条の四第一項の規定

により損金の額に算入した金額を含む。）があるときは、当該金額を控除した金額）とのいず

れか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算

入する。

２ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等

につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、

第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二

以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これら

の買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取

りについては、前項の規定は、適用しない。

３ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等

につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、

第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号



に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについて

は、第一項の規定は、適用しない。

一 　適格合併に係る被合併法人　当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を

受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

二 　適格分割に係る分割法人　当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転

を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

三 　適格現物出資に係る現物出資法人　当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

四 　適格事後設立に係る事後設立法人　当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に

係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

４ 　前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

５ 　前三項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合にお

ける法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その

他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除）

第六十八条の七十六 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人である農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が第六十五条の五第一

項各号に掲げる場合（前条第一項（第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号に係る部分

に限る。）の規定の適用がある場合を除く。）に該当することとなつた場合において、当該農

業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資

産（以下この項において「交換取得資産」という。）の価額（当該譲渡により取得した交換

取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額

を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額）が、当該譲渡

した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は

交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、か

つ、当該農業生産法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当するこ

ととなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第

六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三までの規定の適用を受けないときは、その超

える部分の金額と八百万円（当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額

又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額

に算入する金額（第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。）が

あるときは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業

年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

２ 　前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入

に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の

計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

３ 　第六十八条の七十四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用

する。

４ 　前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合にお

ける法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その

他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



　　　　　第三款　資産の譲渡に係る特別控除額の特例

（資産の譲渡に係る特別控除額の特例）

第六十八条の七十七 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人につきその有する資産の譲渡が二以上あつた場合（これらの資産の譲渡の日が同一の年に

属する場合に限る。）において、その年におけるこれらの資産の譲渡につきそれぞれ第六十八

条の七十三第一項、第二項若しくは第七項、第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五

第一項又は前条第一項の規定の適用を受け、これらの規定により当該連結親法人及びその連結

子法人の損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えると

きは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額

の計算上、損金の額に算入しない。

２ 　前項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所

得金額又は個別欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　　　第四款　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

（特定の資産の買換えの場合の課税の特例）

第六十八条の七十八 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法

人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで（次の表の第十七号の上欄に

掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日まで）の期間（第

九項において「対象期間」という。）内に、その有する資産（棚卸資産を除く。以下この款に

おいて同じ。）で同表の各号の上欄に掲げるもの（その譲渡につき第六十八条の六十九第一項

の規定の適用がある土地等（土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十

までにおいて同じ。）を除く。以下この条において同じ。）の譲渡をした場合において、当該譲

渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取

得の日から一年以内に、当該取得をした資産（第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び

第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。）を当該各号の下欄に規

定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用（同表の第十九号の下欄

に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項

において同じ。）に供したとき（当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつた

ときを除く。）又は供する見込みであるとき（適格合併により当該買換資産を合併法人に移転

する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号

の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、

その移転を受ける事業の用）に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第

三項において同じ。）は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計

算した金額の百分の八十に相当する金額（以下この項及び第九項において「圧縮限度額」と

いう。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額すること

に代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年

度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法（当該連結親法人又はその連結

子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積

み立てる方法を含む。）により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する

金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。



譲渡資産 買換資産

一　第六十五条の七第一項の表の

第一号に規定する既成市街地等

（以下この表において「既成市

街地等」という。）内にある同号

に規定する事務所若しくは事業

所として使用されている建物

（その附属設備を含む。以下この

表において同じ。）又はその敷地

の用に供されている土地等で、当

該連結親法人又はその連結子法

人により取得がされた日から引

き続き所有されていたこれらの

資産のうち所有期間（その取得

がされた日の翌日からこれらの

資産の譲渡がされた日の属する

年の一月一日までの所有期間と

する。第十七号において同じ。）

が十年を超えるもの（第五号の

上欄に掲げる資産にも該当する

ものを除く。）

既成市街地等以外の地域内（国内に限る。以下この表にお

いて同じ。）にある次に掲げる資産

イ　土地等（農業又は林業の用に供されるものにあつては、

都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域

（以下この号において「市街化区域」という。）以外の地

域内にあるものに限る。）

ロ　建物、構築物又は機械及び装置（農業又は林業の用に供

されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるも

のに限る。）

二　第六十五条の七第一項の表の

第二号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

三　第六十五条の七第一項の表の

第三号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

四　第六十五条の七第一項の表の

第四号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

五　第六十五条の七第一項の表の

第五号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

六　第六十五条の七第一項の表の

第六号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

七　第六十五条の七第一項の表の

第七号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

八　第六十五条の七第一項の表の

第八号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

九　第六十五条の七第一項の表の

第九号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十　第六十五条の七第一項の表の

第十号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産



十一　第六十五条の七第一項の表

の第十一号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十二　次に掲げる区域又は地区内

にある土地等、建物又は構築物

で、当該土地等又は当該建物若し

くは構築物の敷地の用に供され

ている土地等の上に地上階数四

以上の中高層の耐火建築物（以

下この号において「中高層耐火

建築物」という。）の建築をする

政令で定める事業（以下この号

において「特定民間再開発事

業」という。）の用に供するた

めに譲渡をされるもの（当該特

定民間再開発事業の施行される

土地の区域内にあるものに限

る。）

イ　既成市街地等

ロ　都市計画法第四条第一項に規

定する都市計画に都市再開発法

第二条の三第一項第二号に掲げ

る地区として定められた地区そ

の他これに類する地区として政

令で定める地区（イに掲げる区

域内にある地区を除く。）

当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建

築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事

業の施行される地区（都市計画法第四条第一項に規定す

る都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げ

る地区として定められた地区その他これに類する地区とし

て政令で定める地区に限る。）内で行われる他の特定民間

再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地

区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物（これ

らの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。）又

はこれらの建築物に係る構築物（当該連結親法人又はその

連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合におい

て、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係

る構築物の取得をすることが困難である特別な事情がある

ものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、

建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。）

十三　第六十五条の七第一項の表

の第十三号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産



十四　次に掲げる区域（以下この

号において「農用地区域等」と

いう。）内にある土地等（当該連

結親法人又はその連結子法人で、

農業経営基盤強化促進法第二十

三条第三項の認定に係る同条第

七項に規定する特定農用地利用

規程に定める同条第四項の特定

農業法人に該当するものが譲渡

をする場合にあつては、当該特定

農用地利用規程に定められた同

条第二項第二号に掲げる農用地

利用改善事業の実施区域外にあ

る土地等で政令で定めるところ

により譲渡をされるものに限

る。）又は当該土地等の譲渡に

伴い譲渡をされる果樹で当該土

地等に生立するもの

　イ　農業振興地域の整備に関す

る法律第八条第一項の農業振興

地域整備計画において同条第二

項第一号の農用地区域として定

められている区域

　ロ　沖縄県の区域のうち農業振

興地域の整備に関する法律第四

条第一項の農業振興地域整備基

本方針において農業振興地域と

して指定することを相当とする

地域として定められている地域

（イに規定する農業振興地域整

備計画が定められたものを除

く。）内にある同法第三条の農用

地等の区域

農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧

告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせ

んに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用

地区域等内にある土地等（当該連結親法人又はその連結子

法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定

に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定め

る同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする

場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同

条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域

内にあるものに限る。以下この号において同じ。）、当該土

地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定す

る交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取

得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条

の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定め

るところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、

農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する

勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある

土地等（当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二

項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするも

のに限る。）又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定

により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地

若しくは干拓地の区域内にある土地等

十五　第六十五条の七第一項の表

の第十五号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産

十六　第六十五条の七第一項の表

の第十六号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産



十七　国内にある土地等、建物又

は構築物で、当該連結親法人又は

その連結子法人により取得をさ

れた日から引き続き所有されて

いたこれらの資産のうち所有期

間が十年を超えるもの

国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は

国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち

政令で定めるもの

十八　船舶（内航海運組合法第五

十八条において準用する同法第

十二条の規定による国土交通大

臣の認可を受けた調整規程に基

づき行われる同法第五十八条に

おいて準用する同法第八条第一

項第五号に掲げる船腹の調整に

関する事業の対象となつている

船種に該当する船舶（船舶法第

一条に規定する日本船舶に限る。

以下この号及び次号において同

じ。）で内航海運業法第二条第二

項に規定する内航海運業の用に

供されていたもののうち当該船

舶の譲渡が第六十八条の九第六

項に規定する中小連結法人によ

り行われたものであることその

他の当該内航海運業の構造改善

等に資することについて政令で

定める要件を満たす譲渡に係る

ものに限る。）

国内にある事業の用に供される減価償却資産（船舶を除

く。）

十九　船舶（前号の上欄に掲げる

船舶に該当するものを除く。）

船舶（漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限

る。）

２ 　前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産（次項の規定により買換

資産とみなされた資産を含む。）のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の

表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事

業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定

めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産であ

る土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないもの

とする。

３ 　第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で

同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年（工

場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情が

ある場合には、政令で定める期間）以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当



該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当

該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき（当該連結事業年度終了の日と当

該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつた

ときを除く。）又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で

定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける

旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項

の規定の適用を受けることができる。

４ 　第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人（連結事業年度に該当しない

事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。）が、第一項に規

定する買換資産（同条第一項に規定する買換資産（当該事業年度以後の事業年度において法

人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの

規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」と

いう。）を含む。）の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄

に規定する地域（当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の

各号の下欄に規定する地域）内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用（第一

項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、そ

の連結親法人又はその連結子法人の事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適

格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下この条において「適格合併等」とい

う。）により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人（以

下この条において「合併法人等」という。）に移転する場合を除く。）には、政令で定めると

ころにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額（当該買換資

産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入され

た金額）に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日

を含む連結事業年度（適格合併に該当しない合併（連結子法人が被合併法人となる合併にあ

つては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日で

ある場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。）又は適格分割に該当しない分割型分割

（その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当

該分割型分割に限る。第十二項において同じ。）により当該買換資産を移転したことにより当

該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日

を含む連結事業年度）の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

５ 　第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算

入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額

の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

６ 　税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、

その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記

載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一

項の規定を適用することができる。

７ 　第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる

規定（第六十八条の三十、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びにこれらの

規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。）は、適用しない。

８ 　第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合

には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金



額（第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金

額を除く。）は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

９ 　連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に

第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分

割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十

一項において「適格分社型分割等」という。）を行う場合において、当該連結事業年度開始の

時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の

各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産（当該各号

の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、

当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日

から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後

設立法人（以下この項において「分割承継法人等」という。）において当該適格分社型分割等

により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第十九号の下

欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用）に供することが見込まれるものに限

る。）を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮

限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に

相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

１０ 　第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合

について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ

準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で

定める。

１１ 　第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定す

る減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の

所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

１２ 　適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換

資産（連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定

の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産（当該事業年度以後の事業年度において法

人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの

規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換

資産」という。）を含む。）の移転を受けた合併法人等（当該適格合併等の後において連結法

人に該当するものに限る。）が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又

は事後設立法人（以下この条において「被合併法人等」という。）が当該買換資産の取得を

した日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受け

た第一項の表の各号の下欄に規定する地域（当該買換資産が単体買換資産である場合には、第

六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域）内にある事業の用（第一項の表の第

十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受け

た事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適格合併等により当該買換資産を合

併法人等に移転する場合を除く。）には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一

項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額（当該買換

資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等

において損金の額に算入された金額）に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日

又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度（適格合併に該当しない合




